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令和2年第3回小国町議会定例会会議録 

（ 第 1 日 ） 

 

1．招集年月日  令和2年9月8日(火) 

1．招集の場所  おぐに町民センター 3階 301号室 議場 

1．開   会  令和2年9月8日 午前10時00分 

1．閉   会  令和2年9月8日 午後 3時32分 

1．応 招 議 員 

         1番 時 松 昭 弘 君   2番 江 藤 理一郎 君 

 3番 穴 見 まち子 君   4番 久 野 達 也 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 大 塚 英 博 君  

  7番 西 田 直 美 君   8番 松 本 明 雄 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 松 﨑 俊 一 君 

  

1．不応招議員 

        なし 

1．出 席 議 員 

        1番 時 松 昭 弘 君   2番 江 藤 理一郎 君 

 3番 穴 見 まち子 君   4番 久 野 達 也 君 

        5番 児 玉 智 博 君   6番 大 塚 英 博 君  

  7番 西 田 直 美 君   8番 松 本 明 雄 君 

  9番 熊 谷 博 行 君   10番 松 﨑 俊 一 君 

1．欠 席 議 員        

        なし 

 

1．本会議に職務のため出席した者の職氏名 

議会事務局長  藤 木 一 也 君   書 記  朝 日 さとみ 君 

 

1．地方自治法第121条の規定により説明のため出席した者の職氏名 

町    長 渡 邉 誠 次 君   教 育 長 麻 生 廣 文 君 

総 務 課 長 小 田 宣 義 君   教委事務局長  木 下 勇 児 君 

政 策 課 長 佐々木 忠 生 君   産 業 課 長  秋 吉 陽 三 君 

情 報 課 長 村 上 弘 雄 君   税 務 課 長 橋 本 修 一 君 

建 設 課 長 時 松 洋 順 君   住 民 課 長 石 原 誠 慈 君 

福 祉 課 長 生 田 敬 二 君     保 育 園 長  河 津 公 子  君 

   会計管理室長 北 里 慎 治 君 

 



会議録署名議員の氏名 

 

議長は今期定例会の会議録署名議員に次の2名を指名した。 

      5番 児玉 智博 君 

        8番 松本 明雄 君 

 

1．会期の決定 

    

今期定例会の会期を9月8日から9月23日までの16日間とする。 

 

1．町長提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

1．議員提出議案の題目 

    

別紙議事日程のとおり 

 

1. 開議議事日程 

 

   午前10時00分、議長は本日の議事日程について次のとおり報告した。 

   別紙議事日程のとおり  
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議事の経過（r.2.9.8） 

 

議長（松﨑俊一君） 改めまして、おはようございます。 

台風１０号はものすごい風と共に、朝鮮半島のほうに突き進みました。宮崎他本体の進路外側

でも大きな被害をもたらしています。今のところ、小国地方では特別級の被害のほうは報告され

ていません。しかしながら、今後も含めて海水温度の情報、それから今後の台風発生するであろ

ういろいろな情報については、最大限の警戒をしなければならないと思っております。地域の

方々も早期の避難やガラスの窓にテーピングをしたりとか、暴風のための備えをされているのを

多く見かけました。これからも、備えのほうは万全にしてもらいたいと思いますし、避難や備え

など半ば予行練習にはなったと思っております。 

さて、令和２年第３回小国町議会定例会を開催する旨、御案内を申し上げましたところ、議員

各位におかれましては、何かと御多用中、御出席をいただきまして、ありがとうございます。本

定例会は決算議会ということでもございまして、十分なる御審議方お願い申し上げる次第です。 

それでは、最初に渡邉町長に御挨拶をいただきます。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、皆さま、おはようございます。 

御多用にも関わりもせずお集まりをいただきまして、ありがとうございます。本日、定例会初

日でございますので、一言御挨拶を申し上げたいと思います。 

先ほど議長からも御挨拶がございましたけれども、台風１０号一過、住民の皆さまには大変御

心配をおかけいたしました。また、ここに御列席の皆さま方、それから消防団、自主防災組織、

そして民生委員の皆さまを含む関係各機関の皆さま方には、大変お世話になりました。御協力を

いただきまして感謝申し上げます。 

被害状況につきましては、町内において現状上がってきている分だけを、少しお伝えをしたい

と思っております。避難者の方につきましは、分かっている時点で１８７世帯、３０２名、ドー

ムを含めた９箇所でございます。その他に木魂館に２４世帯４５名、福祉避難所に１世帯３名と

いうことでございます。 

また、それぞれの住民の皆さまにおかれましては、安全なところにそれぞれで避難もされてい

たと聞いているところでございます。７月６日から２４日までの７月豪雨のときには４３１世帯、

６８６人で、最大は７月１０日の日、６４世帯１０５名でございましたので、今回の台風の脅威

というものが、皆さま方避難をしていただいたというところでございます。道路、施設等の被害

におきましては７日の８時２５分に中尾集落内におきまして、町道に倒木があったと連絡を受け

ております。また小原田のところでございますけれども、庭木が倒れかかっているというような

報告も上がってきております。また、７日に西里におきまして、鯛ノ田周辺でございますけれど

も、２７軒が１１時から１２時４３分まで停電をしたというところでございます。また水稲、ハ
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ウスの被害は現在調査中でございますけれども、水稲におきましては地域によってかなり面積が

倒れているというような報告も上がっておりますし、ハウスにおきましては現在被害状況という

のは、今のところは入ってきていないところでございます。 

また町民センターにおきまして、新聞にも載っておりましたけれども、高齢の方がトイレに行

く途中で手をついて骨折をしたというところでございます。熊日新聞にも書いておりますけれど

も、その方も次の日の朝一で公立病院に行って職員もついて行って、対応したということでござ

います。 

以上、今のところ町に上がっている、私のところに上がってきている報告は以上でございます。

町としては、大きいというところではなかったかもしれませんけれども、今回の台風に関しまし

ても町の外ではお亡くなりになられている方もいらっしゃいます。改めて、私のほうからもお悔

やみを申し上げたいと思っているところでございます。町としてもまだ台風ですね、今回だけで

はございませんので、しっかりと気を引きしめて対応に当たって参りたいと思いますので、皆さ

ま方もいろいろとお知恵をお貸しいただきたいと思っております。 

今回の決算定例会でございます。またコロナ関連の対策、それから災害対策についての補正予

算と町民の皆さまのためにもできるだけ早期の事業着手を行いたいと思っているところでござい

ます。御審議方、よろしくお願い申し上げて、挨拶に代えたいと思います。 

どうぞ、よろしくお願い申し上げまず。お世話になります。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。 

ただいま出席議員は１０人です。定足数に達していますので、令和２年第３回小国町議会定例

会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 本日の議事日程につきましては、お手元に配付してありますとおりでござい

ます。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「会議録署名議員」を指名いたします。 

    ５番 児玉智博君 

    ８番 松本明雄君 

 にお願いをいたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２、「会期の決定について」を議題といたします。 

  お諮りいたします。 

  今定例会の会期については、去る９月１日に議会運営委員会が開かれ、小国町議会会議規則第

７７条の委員会報告書のとおり、本日９月８日から９月２３日までの１６日間といたしたいと思

いますが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 
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議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

  よって、会期は本日９月８日から９月２３日までの１６日間と決定いたしました。 

  本会議は、本日と１４日、１５日、１８日に開くこととし、もし会期末を待たずに議了したと

きは、そのときに閉会したいと思います。 

議長（松﨑俊一君） 日程第３、「議案第４５号 令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）

について」を議題といたします。 

  執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは、議案集をお開き願いたいと思います。１ページをお願いいたしま

す。 

議案第４５号 令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）を

別紙のとおり提出する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊補正予算書（第７号）をお開き願いたいと思います。１ページです。 

令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号） 

令和２年度小国町の一般会計補正予算（第７号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７億８千７８万５千円を追加し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１００億８６７万４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の追加及び変更は、「第２表 地方債補正」による。 

（一時借入金の補正） 

第３条 一時借入金の借入れの最高額に１０億円を追加し、一時借入金の借入れ最高額を１５

億円とする。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

詳細につきましては、担当課長より御報告申し上げます。 

総務課長（小田宣義君） 皆さん、おはようございます。 
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私からは、補正予算の内容の説明をさせていただきます。 

補正予算書をお願いいたします。それではまず、第１表といたしまして２ページから４ページ

には歳入歳出のそれぞれの款項の区分及び金額を記載しております。 

５ページは第２表、地方債補正としての起債の追加、変更の目的、限度額等が記載してありま

す。 

６ページ、７ページは歳入歳出の補正予算事項別明細書となっております。 

それでは、歳出のほうから順次説明させていただきます。 

１２ページをお開きください。歳出の大きな額の補正項目について説明させていただきます。

各ページごとに時々出てくる職員手当等につきましては、災害対応に伴う職員の時間外勤務手当

の増となっております。 

では、１２ページの上段です。財産管理費の中の２４積立金で、地熱の恵み基金積立金として

３００万円を計上させていただいております。地熱開発業者と協定に基づき、地熱開発が起因す

る被害への補償などのため、発電規模に応じた基金積立を行うものでございます。財源は全て寄

附金となります。中段をお願いします。ＳＤＧｓ推進費で３００万円を計上させていただいてお

ります。環境省が進める補助事業を活用し、ＳＤＧｓや地域環境共生圏の理解促進及び地域の基

盤となる担い手の確保に伴う事業を行うものでございます。財源は全額、地域循環共生圏ＣＯ２

排出抑制対策事業費補助金を充当予定です。一番下の段になります新型コロナウイルス感染症対

応経済対策費で７７５万円を計上させていただいております。内訳といたしましては、乗合タク

シー運行委託料で３３０万円、これは感染症拡大防止を目的に１運行当たりの利用者数が３名以

上となる場合に、車両を追加して運行する費用に臨時交付金を活用するものです。財源は全額新

型コロナウイルス対応地方創生臨時交付金を充当予定でございます。また、リモート会議整備事

業として４４５万円を計上させていただいております。これも感染症防止のため増えてきており

ますリモート会議に対応するため、機器を整備するものです。内容的にはノートパソコンを５台、

タブレットを１５台等でございます。財源は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。 

１３ページ中段の戸籍住民登録費をお願いいたします。委託料と負担金補助及び交付金で５５

０万円を計上させていただいております。これは国外転出者によるマイナンバーカード等の利用

実現を図るため、戸籍附表システムなどの情報システムの整備委託を行うものです。財源は全額、

国の社会保障税番号制度補助金を充当予定です。 

１４ページ中段の新型コロナウイルス感染症対応経済対策費をお願いいたします。敬老会等事

業費助成金で２０２万８千円を計上させていただいております。これは、協議会等が主催してい

る敬老会が開催できない場合の記念品を贈呈するための助成金や、３密対策をして行う敬老会へ

の助成をするものでございます。財源は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。 

１４ページの一番下の段、児童福祉費の新型コロナウイルス感染症対応経済対策費をお願いい
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たします。保育園の３密を解消するために建物、これは木造平屋建て８０平米を計画しておりま

す。１棟を増設するための費用として、４千２５０万円を計上させていただいております。財源

は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。 

１５ページ中段の環境衛生費をお願いいたします。総額で１億６千５００万円を計上させてい

ただいております。これは豪雨被害で発生した災害ゴミ処分委託料、家屋の公費解体撤去費用、

家屋を自主解体した費用に補助を行うものでございます。財源は補助の対象事業費については、

国の補助金５０％、残りは町債で５０％、補助の対象にならない事業１千万円分については、一

般財源となります。 

１５ページの下の段から１６ページ上段にかけましてが、農業費になります。強い農業・担い

手づくり支援交付金（被災農業者支援型）で９００万円を計上させていただいております。これ

は、被災した農業用ハウスや農業用機械等、トラック等の再建、修繕の経費を助成するものでご

ざいます。財源は事業者が１割負担した残りを国が１０分の５、県が１０分の２、町が１０分の

２を負担いたします。この場合の町の一般財源は２００万円になります。次に水田農業構造改革

対策事業費は１８１万８千円の減額で計上させていただきました。地域農業再生協議会が南小国

町と合併したことに伴い、小国町の事業量が減少するための減額となっております。次に新型コ

ロナウイルス感染症対応経済対策費で１千１５０万円を計上させていただいております。まず、

農作物等作付支援対策事業支援金で８５０万円。これは、新型コロナウイルスの影響で卸売市場

等の市況が不透明な中、農業者の不安を解消し、生活活動を継続してもらうため、出荷実績のあ

る品目、小国ではキュウリ、ダイコン、ホウレンソウ、春菊等を生産する農業者に対して、作付

面積１０アール当たり５万５千円を支給するものでございます。次に農作物等小規模生産者支援

金として３００万円。これはコロナウイルスの関係で、農産物直売所が閉鎖されたことにより計

画出荷ができなかった小規模生産者の活動を継続するため、出荷実績がある方に対しまして一律

２万円を支給するものでございます。財源は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。 

１６ページの中段をお願いいたします。林業振興費の中で林業振興事業交付金で２５０万円を

計上させていただいております。小国町の森林保全に共感する団体からの資金を活用し、緊急的

に必要な事業である被災した作業道等の補修を行うものでございます。財源はＪ－ＶＥＲクレジ

ット売払収入１４０万円と寄附金１１０万円を充当予定でございます。同じく、中段の治山事業

費をお願いいたします。総額で６千５３０万円を計上させていただきました。豪雨で崩壊した山

腹の災害復旧事業費で７件分を計上しております。内訳は東帯田、城村下、杉ノ平、弓田、市井

野、西村を実施するものでございます。財源は県が工事費の３分の２で２千６６６万６千円、町

債が２千２３０万円、受益者負担金が４００万円、残りの１千２３３万４千円が一般財源となり

ます。 

１６ページの一番下の段をお願いします。観光費で３８３万５千円を計上させていただいてお
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ります。まず、修繕費で１５３万５千円。これは豪雨で被害を受けた観光施設等、鍋ヶ滝、下城

滝遊歩道、柴三郎記念館、奴留湯温泉協同浴場等の修繕を行う費用でございます。財源は一般財

源となります。次に杖立温泉環境整備補助金で２３０万円、これはふるさと納税で寄附を受けた

財源を活用し、橋梁の塗装、足湯施設の修繕、植栽を行うものでございます。 

１７ページの一番上の段をお願いいたします。新型コロナウイルス感染症対応経済対策費で、

３千３００万円を計上させていただいております。観光施設照明設備整備工事として鍋ヶ滝、下

城滝、鍋釜滝のライトアップ設備を整備することにより、観光客の増加を図るものでございます。

財源は全額コロナウイルス感染症対応経済対策のための地方創生臨時交付金を充当予定でござい

ます。 

１７ページの中段をお願いいたします。人件費を２００万円の増額で計上させていただいてお

ります。災害復旧等に伴う職員の時間外勤務の増額になります。財源は一般財源でございます。 

１７ページの一番下の段をお願いいたします。危険住宅移転費で３００万円を計上させていた

だきました。県の土砂災害危険住宅移転促進事業を活用して、レッドゾーン区域内の危険住宅の

解体撤去及び移転先住宅の建築費等を補助するものです。１件あたりの補助上限は３００万円と

なっております。財源は全額県の補助となります。 

１８ページをお願いいたします。消防費の中の新型コロナウイルス感染症対応経済対策費で５

５４万１千円を計上させていただいております。現在、避難所として使用している８箇所、内訳

は旧万成小学校、旧北里小学校、西里多目的集会所、旧西里小学校、旧下城小学校、旧蓬莱小学

校、杖立防災センター、町民センターのうちＷｉ－Ｆｉが整備されていない６箇所にＷｉ－Ｆｉ

を設置し、カメラ及びタブレットを活用し、本部で避難状況の確認ができるようにするものでご

ざいます。財源は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。 

１８ページの一番下の段をお願いいたします。小学校費の中の新型コロナウイルス感染症対応

経済対策費で６８２万１千円を計上させていただいております。学校情報機器購入費はコロナウ

イルス感染症対策のため、教室を分散させた際も電子黒板を使用できるよう、未設置教室分を整

備するものでございます。また、オンライン学習を可能にするための貸与用モバイルルーターの

整備や遠隔学習を実現するために、教員が使用するウェブカメラ、マイクの整備も併せて行いま

す。校務支援システム、サーバー等購入費は、休校に伴い教員の校務処理時間が偏ったことによ

る業務時間の増大の解消や、校務の効率化のため、支援システムの導入を行うものでございます。

財源は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。 

１９ページ上段の中学校費の中の新型コロナウイルス感染症対応経済対策費をお願いいたしま

す。５８３万１千円を計上させていただいております。先ほど説明しましたとおり、中学校も小

学校と同じ授業を行うものでございます。同じく中段の社会教育費の中の新型コロナウイルス感

染症対応経済対策費をお願いいたします。９９０万円を計上させていただいております。コロナ
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ウイルスの感染リスク軽減のための３密対策として、図書室の改修等を行うものでございます。

財源は全額、地方創生臨時交付金を充当予定です。その下の段、保健体育費をお願いいたします。

工事請負費で７５０万円を計上させていただいております。豪雨で崩壊したドーム周辺の法面の

復旧工事２箇所を行うものです。財源は全て町債を充当予定でございます。 

２０ページをお願いいたします。上段の農地災害復旧費です。総額で８億１千１９０万円を計

上させていただきました。被災した農地３００件分の災害復旧を行うものでございます。財源は

県が工事費の５０％、測量設計の３０％で３億６千５６８万円、分担金が１５％で９千８４０万

円、町債が２億３千６００万円、残りの１億１千１８２万円が一般財源となります。次に農業用

施設災害復旧費になります。総額で２億１千８４０万円を計上させていただいております。こち

らも被災した農業施設、この場合は農道、水路等が対象となります。７０件分の災害復旧を行う

ものでございます。財源は県が工事費の６５％、測量設計の３０％で１億１千９９２万円、分担

金が３％で５１０万円、町債が５千６６０万円、残りの３千６７８万円が一般財源となります。 

２０ページの一番下から２１ページの上段をお願いいたします。林業用施設災害復旧費です。

総額で２億２千２３０万円を計上させていただいております。これも被災した林道１１路線の災

害復旧事業を行うものでございます。財源は県が工事費の５０％、測量設計の３０％で８千１６

０万円、町債が７千４２０万円、残りの６千６５０万円が一般財源となります。 

２１ページ中段をお願いいたします。土木施設災害復旧費です。総額で２１億２千７５５万円

を計上させていただいております。これは被災した道路と河川の３００件分、内訳は道路災で２

００件、河川災で１００件分の災害復旧事業を行うものでございます。財源は国が工事費の３分

の２で１１億３千３９０万円、同じく国が災害査定設計費の５０％で３千万円、町債が８億４千

６１０万円、残りの１億１千７５５万円が一般財源となります。 

以上が歳出の説明でございます。 

次に、歳入の説明をさせていただきます。 

８ページから１１ページにかけましてが、今回の補正に対する財源の内訳になります。先ほど

から説明させていただきました補助金の説明がここに掲載されております。 

８ページをお願いいたします。ここに普通交付税を１億円増額して計上させていただいており

ます。歳出総額から国庫補助金、地方債等の特定財源を差し引いた一般財源が３億６千５８２万

７千円となり、その財源を補うために普通交付税を１億円増額しております。それと繰越金５千

５００万円の増額を計上し、その不足する分につきましては繰入金として財政調整基金２億１千

８２万７千円を増額させていただいております。財政調整基金につきましては、補正前の額と合

わせると総額で３億２千５５８万６千円の繰入額となります。ちなみに令和２年３月３１日現在

の財政調整基金の額は５億８千３３６万７千円です。また今回も計上しております新型コロナウ

イルス対応地方創生臨時交付金につきましては、今回の補正で１億２千４８７万１千円の事業を
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計上しております。これまでの予算計上分１億１千１１８万３千円と合わせると、総額２億３千

６０５万４千円となります。現在、小国町への国の交付限度額は第一次と第二次分の合計で３億

２千４３９万３千となっているため、残りの８千８３３万９千円以上の事業については、今後の

補正で計上予定でございます。 

以上で、簡単ではありますが、今回の一般会計補正予算の概要説明をさせていただきました。

どうか、よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより、議案第４５号について質疑に入ります。なお、質問者はページを

言って質問していただきたいと思います。 

４番（久野達也君） おはようございます。 

まずもって７月初旬の豪雨災害に関しまして、家屋あるいは農地、道路等山林、いろんな面で

被害が生じました。被害に遭われた方々にお見舞い申し上げます。 

それでは、補正予算の第７号について、今説明を受けながら気付いた分について御質問させて

いただきたいと思います。 

まず２０ページの農林水産業に関しまして、農災の部分です。災害復旧事業としまして１２億

円、総額計上されております。今後災害査定も受けますし、いろんな形で国の補助等をいただき

ながら進めていくかと思います。その中で１点、個人的に思う部分です。確認をさせていただき

たいと思いますけれども、災害査定の準備を執行部として順次進めているかと思います、そのよ

うな中で、いざ災害査定を受けた場合、災害の要望はあったけれども災害査定に認定を受けなか

ったと、要は補助の災害として認定漏れという言い方はいけないかもしれませんけれども、認定

を受けることができなかった、こういった事業に対して執行部として対応に今の段階でございま

す、お考えがあればお聞かせいただきたいと思います。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

ただいま御質問のありました災害査定の認定に足りなかった部分につきましては、町のほうで

制度としてございますのは、２０ページにございます単独農業用施設小災害復旧事業補助金とい

うものがございます。こちらにつきましては、４０万円という農災の規定に達しなかった部分の

農道と水路等の施設につきまして、町の方で２万円以上４０万円未満についての事業につきまし

て、２分の１以内で補助する制度はありますので、今回の補正で２００万円というものを計上さ

せていただいております。 

以上です。 

４番（久野達也君） 今、御説明いただきましたように、説明いただいた部分は施設災害です。や

はり、農業経営しておりまして、例えば水田が段差があったと。上の段の人と下の段の人の所有

者が違う場合、やはり心情的には下の段の方を考えると、それは復旧しなければならないという

気持ちになろうかと思いますけれども、一番危惧すると言うか、懸念する部分が農地のほうなん
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ですよね。やはり近隣関係もあります。圃場を確保するという部分もございます。そういった場

合に要は補助採択を受けなかった部分について、ぜひとも対応をお願いしたいというか、例えば

４０万円という区切りがありますので、４２万円と３８万円のどこか違うのかと言うような話も

生じるかもしれません、今後。それらも念頭に置いて対応はしていただきたいと思います。これ

は、農家の方から切実な問題だと思います。それから今、ウンカも発生しております。昨日まで

の台風で圃場を見ますと倒れている、収穫はどうしようかというのが正直なところです。それに

７月の災害も相まっていると、農家の部分でいろんな、先ほどコロナ関係で所得補償の部分も補

正予算では上がっておりますけれども、やはりその部分と合わせて生産基盤の安定を図るという

のも、執行部として町として行っていく重要な課題ではなかろうかと思います。実は、一般質問

でもさせていただこうと思っていた部分なんですけれども、今回、こうやって農地の災害復旧を

見ましたときに、今後も機会があってまだまだ補正を組む時期もあろうかと思います。できるだ

け、農家を継続するんだという意気込みは、やっぱり大切にしていただいて、やる気を起こすよ

うな政策として災害復旧も対応していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

８番（松本明雄君） ８番です。 

今、久野議員が質問したとおり、その４０万円以下の分。当議会のほうも特別委員会をつくっ

ております。南小国町のほうの話をちらほら聞くと、４０万円以下をどうするかと。一時金を出

すような話も出ておりますので、今後、特別委員会のほうでも皆さんと協議をしながら、議会の

ほうからの意見も出したいと思います。そして、そちらの執行部は執行部でよりよい対策があれ

ば、意見があれば出していただきたいと思います。 

今度ともよろしくお願いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 今回、台風でウンカにやられた稲がまた倒れるといった被害も出てくるのか

もしれません。災害関係、今皆さま方に御説明をさせていただきましたけれども、国からの分、

それから町からの分、それからそれぞれの負担の分、非常に大きな災害でございますので、負担

の受け取り方もきついのかもしれません。しかしながら、４０万円というガイドラインを町が定

めているところは、この４０万円ガイドラインを例えば２０万円にするときには、それ相応の理

由が要ります。でない限りは、ガイドラインを町が定めさせていただいておりますけれども、そ

のガイドラインを変えるということは、それに確実に見合った中身がないと、そのガイドライン

を変えるというのも難しいかと思います。しかしながら、議会の皆さまの御意見は非常に住民の

皆さんを心配されての御発言だというふうに思いますので、重く受け止めさせていただいて、検

討はさせていただきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 
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５番（児玉智博君） まず災害復旧費関係で伺います。 

今回、災害家屋解体工事や災害家屋自主解体費補助金ということで出ております。全員協議会

のときに、この積算根拠を確認しましたところ、３０件ということで公費解体の対象となる半壊、

大規模半壊、全壊に判定された家屋に対する解体費用だということでした。結局、その３０件を

実際に解体する方たちがいるのかといえば、そうではなくて、とにかくそれに判定された分を全

て盛り込んで、ここに出してきたというような状況です。８月１２日の臨時議会では、応急修理

費用の予算が出ております。１千３９９万円ということでありましたが、この応急修理は準半壊、

そして半壊に判定された家屋の持ち主が、とにかく住めるようにしないといけないから、その応

急修理のために費用を国が補助するというものでした。それで、この応急修理を申請して、応急

修理をした人がやっぱり家を崩すからという判断をしたとしても、これは国は「いや、あなたは

住むために応急修理をしたんでしょう。」ということになって、この家屋の解体費用というのは

基本的に受けることができません。つまり、何が言いたいかといいますと、豪雨災害から丸２カ

月たちました。それにしては、あまりにこの積算が甘いのではないかというふうに思うわけです。

恐らく、今後こうした費用というのは減額補正をするか、それとも不用額として決算のときに不

用額とするのかということになると思うのですが、やはり私はそれは少ないよりは多く準備して

おくという考えもあるかもしれません。しかし、あまりに今回の補正で一般会計予算が１００億

円を超えます。つまり、それに伴い今回財政調整基金からの繰入であったりとか、そういう対応

をしているわけですね。だから、今現状で見れば、かなりこれは小国町の財政は今後大丈夫だろ

うかというような印象を持つわけですが、しかし、よくよく中身を見てみると、こういうあまり

に大きすぎるような積算であったりとか、また激甚災害に指定されましたので、実際は国からく

る補助金というのも増えていくのですけれども、もうちょっと災害を受けた方たちの意向を聞き

とって、どんと３０件出すわけではなくて、もうちょっとこの実情に見合うような予算計上の仕

方ができなかったのかと思うわけですが、この点について御説明をお願いします。 

住民課長（石原誠慈君） まず、今の公費解体ですが、今後また事業を進めていくわけですが、ま

ず公費解体ですね、本来は解体は所有者の財産の処分行為の一つとして、原則所有者の責任にお

いて行われるわけですけれども、今回は豪雨災害により被害が甚大であったということで、生活

環境上の使用物の除去とか、あるいは被害者の生活再建を図るために、特例措置として公費を負

担するということで今回、公費解体を実施する予定でございます。 

今言われた解体工事に係る部分ですが、工事請負費１億２千万円を計上させていただいており

ます。全員協議会でもちょっとお話させていただきましたが、１件につき３００万円か４００万

円かかるということで、今、町のほうで災害家屋の判定を行っているところでございますが、今

現時点では約３０件、３０戸あるということで、今から申請が出てくる可能性もございます。さ

っき言われたように、概算でありますけれども１件につき４００万円ということで今現時点で３
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０件ということですが、先ほど言いましたように、これは所有者の財産でありますので、今から

公募をして何件上がってくるかは公募したあとに分かる部分ですけれども、今言ったように概算

として予算を１億２千万円計上させていただきました。公募の結果によっては減額補正、あるい

はこれ以上大規模な解体工事費が出てくると、これ以上の予算が必要になるかと思いますので、

そのときは補正をお願いするということで思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 何というか、災害から２週間じゃないんですよ。２カ月も経っているんです

ね。それで、本当に町が被災者の人たちに寄り添った復旧復興をしようというのであれば、もう

ちょっと罹災証明書の判定が出た段階で、やっているのかもしれないけど、こういう制度を受け

ることができますよというような形で、しっかりと相談に乗っていれば、もうちょっとリアルな

数字が出てくるのではないかと思うわけなんですね。それで、災害家屋も本来は所有者の責任で

行わなければならないとおっしゃるけれども、この災害救助法というのは、これは被災者の権利

です。これまで地震あるいは台風、大雨ということで日本各地で災害がこれまで歴史的に起きて

いますが、そのたびに被災者の人たちが声を上げて、それによってこの災害救助法というのがこ

れまで改善してきているわけですね。やはり、そういった制度の歴史的な経過を踏まえれば、何

というかな、町というか国なんですけど出すのは、出してやっているんだというような答弁とい

うのは出てこないと思うのですよ。やはり、もうちょっと今から被災した皆さんに寄り添って、

何を町がしなければいけないのかというのをしっかりと考えて、進めていっていただきたいなと

思います。 

それでこれは全員協議会でも取り上げましたが、そういう半壊や全壊やそういう状況に至って

いなくても、例えば家の裏手が崩れて、家屋に土砂が押し寄せてきたというお宅がたくさんあり

ます。全員協議会で町はそういったお宅で、まだ土砂の撤去が済んでいない世帯が大体４０世帯

あるというお話でありました。国は堆積土砂撤去事業や災害廃棄物処理事業ということで、そう

いった宅地内の土砂の撤去などに対して、国費で全額補助するという制度があります。また、そ

の制度にもれる部分について、熊本県が県費で補助をするという制度、これもすでに発表されて

いるわけですが、残念ながら２カ月経った現在も、今回の補正予算にはそういったものが反映を

されておりません。やはり、これはいつになったらそういったお宅の土砂が撤去されて、安心し

て生活を送ることが被災者の皆さんができるのかというのは、これは本当に町ももうちょっと心

を寄せていただきたいと思うところなんですが、こういった土砂が堆積したままのお宅が一体い

つになれば安心して生活を送ることができる環境をつくれるのでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 前段の公費解体に係る部分について、私のほうからも少し御説明をさせてい

ただきたいと思います。そもそも論からいうと、公費解体をされるときには一般に公募をしなけ

ればならないという規定がございますので、まず公募をさせていただいて、規定が半壊以上のお
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宅が対象というところでございますので、積算を上げさせていただいておりますけれども、この

中には家が大きい小さいというのが含まれておりませんので、大きい小さいがあってその家の規

模によって非常にお金がかかるところもあるのではないかというところで、積み上げ的には入れ

させてもらっています。通常、皆さんもお考えいただきたいと思いますけど、半壊の一般の御家

庭を半壊の基準で解体をされようと思われる方は半壊で公費解体をしても、建て替える費用は出

るわけではございませんので、なかなか厳しいところがあるので、やはり応急の修理というとこ

ろに届くのではないかなと思います。ですので、全体的な流れからいうと全壊のところが対象に

大きくはなっていくのではないかなと思いますが、その中でも半壊でも聞き取りによって公費解

体が適用できないかというお話も伺っております。住民課だけではなくて、福祉課のほうも災害

に遭われているところ１軒１軒まわらせていただいておりますし、勿論査定の話も出ましたので

査定につきましては総務課、それから総務課だけでは手が足りませんので税務課から、それから

他のところ産業課も含めて、いろいろな人たちと査定をしてまわっているところではありますけ

れども、一旦皆さま方にここに積算でお出しした根拠は、ある程度大まか、というふうに先ほど

お答えしましたけれども、それでもやはり大規模なところがありますので、そんなに少ない額を

乗せるわけにはいかないというところでございますので、乗せさせていただいているというとこ

ろでございます。 

堆積土砂につきましても、できるだけ早急にというところは住民の皆さまにはそうかもしれま

せんけれども、やはり農災等々の被害も重なって現場、現場でそれぞれ判断があると思いますの

で、その部分でもちょっと時間がかかっているというふうにも思っておりますし、この前、県が

お示ししていただいてからも少し状態が変わったような状態で町も動いております。ですので、

今回の補正には乗せることができなかったというところが大きなところでございますけれども、

町としては災害に関わった皆さま方を含めて寄り添ってというか、職員の皆さんもそれぞれに直

接聞き取り調査をしながら、その現場、現場で対応をさせていただきたいと思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 現場、現場ということで言われましたので、具体的な事例を御紹介したいと

思います。 

ある町内の方なのですが、畑を所有されている方がいて、その畑の下に別の方が住んでいると

いう所がございます。その畑の法面が崩壊して、よそのお宅の裏にまだ泥が溜まったままの状態

ということがありました。それで、崩れた法面には何枚もブルーシートが張ってありますので、

今回台風が連続してくるということで、やはり心配になられたのでしょう。役場のほうに「どう

なりますか」という御相談に来られたそうです。聞きましたら、農災の申請はされているという

ことでした。そこで、誰が担当したのかは分かりませんが言われたことが「あそこの現場は３０

０万円ぐらい負担金がかかりますよ。でも、自分で農災を使わずに自分で誰か探してきて頼まれ
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たら１００万円ぐらいでできるのではないですか。１００万円かからないかもしれない。１００

万円あればお見舞金を支払うことができるのではないですか」というような対応をされたそうで

す。この方はびっくりされて、御友人のほうに「こういうふうに言われたけれども、自分はどう

したらいいだろうか」ということで、相談に行かれたということなんですね。実際、その１００

万円というのが工事費全体を指しているのか、それとも１５％なり激甚に指定されたあとの４％、

３％になったときに３００万円か、それはあり得ないと思うのですけれども、やはり余りに本当

にこれで被災者に寄り添っていると言えるのかというふうに思うわけです。私は、町としてはな

るべくそういう公的な支援制度も活用していただいて、この方はおひとり暮らしの方ですよ、年

金暮らしで。やはり、もうちょっと公的な支援制度、それも紹介をして、なるべく負担の出ない

で済むようにお話をしていくと、そういう立場に立つべきだと思うのですよ。だから、この方の

話を聞くと、要は全てもう自分の自己責任で行えと言っているに等しいと思うのですよね。私は

これはあんまりではないかなと思います。例えば農災を使わなくても県が宅地内の堆積土砂撤去

については、まだ詳しくは決まっていませんけれども、やると言っていますと、だからそちらの

ほうの活用を考えてみてはどうですか、とかですね。その上で崩れた法面については、御自分で

頼まれて固めるとか、ブロックをつくとかされたほうが御負担も少なくて済みますよという案内

をするのが役場ではないかと思うのですよ。しかも、それをお見舞金をとか、そんな出す出さな

いなんて個人間の関係なので、役場がどうこう言う大きなお世話だと思うのですけれども。私は

これはもうちょっと本当に反省していただかなければならないんじゃないかと思いますが、町長

として、そういったところもきちんと正していくべきところは正していくという姿勢が必要だと

思いますが、いかがでしょうか。 

議長（松﨑俊一君） 暫時休憩します。 

（午前１０時５５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１０分） 

町長（渡邉誠次君） 先ほどの５番議員の質疑に答弁したいと思います。 

今、確認をさせていただきました。個人名は伏せさせていただきます。しかしながら、先ほど

の話からすると職員、非常に失礼な話です。その話が本当であれば、職員を本当に怒らなければ

いけない状況だと思います。しかしながら、そういった事実はないと。ただし、その災害におい

て３００万円とか１００万円とかいう話は出たそうです。しかしながら、上と下で話し合いをし

ていただいたほうがよろしいのではないかというお話は確実にしております。 

それから、災害の査定を受けて１５％、多分見たときはそうだったのかもしれませんけれども、

１５％の負担金は要りますよというお話もさせていただいております。しかしながら、全部繋ぎ

あわせて先ほどの５番議員からのお話からすると、職員、本当に失礼な対応をしておりますので、
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そういう対応をしているのであれば、その対応は絶対に役場の職員としてはしてはならないと思

いますが、先ほどの５番議員の御質問の件に関しても、本当に確かな情報なのかどうか、しっか

りとこの公の場で発言をするときには確認をして発言していただきたいと思いますし、今日はテ

レビも入っております。どこが流れるか分かりません。それから、後ろにも傍聴の方がたくさん

来ております。先ほどの話からすると、職員、非常に失礼な話というふうに思っております。住

民の皆さんも非常にお困りになっていて、町もしっかり頑張りたいと思っておりますが、職員も

本当に頑張っております。そこのところ、おくみ取りいただいて質問をしていただきたいと思い

ます。 

５番（児玉智博君） 何も職員が頑張っていないということは一言も言っていないし、私もその情

報というのは信頼できる情報をもって質問をしております。でもこれ、結局ですね、私もその場

にいたわけではありませんので、結局「言った」「言わない」の話になりますが、少なくともそ

ういうふうに非常に心配をされたわけですから、今回はこれ以上言いませんけれども、そういう

ふうに受け取れるような事実があったということですから、だから相談に来られたのであれば、

いついつぐらいまでに査定は今後国の査定が入っていって、調査はすでに終わっているでしょう

から、そういう順序立てて、いついつぐらいまでに撤去できますよというところであったりとか、

すでに同じような状態、１戸建ての家に家主以外の方の所有する農地が崩れているようなところ

で、すでに町が撤去した所もあるじゃないですか。ですから、少なくともいち早く家の裏手に崩

れ込んでいるような土砂については撤去していくと、そういう姿勢が必要だと思うんですよね。

ですので、今回そういった県費補助あたりの補正予算が出てきておりませんけれども、それが付

けられる段階になりましたら、いち早く予算化していただいて、そういう困っていらっしゃる方

たちの宅地内の土砂は早く撤去していくという立場に立っていただきたいと、このように思いま

す。 

町長（渡邉誠次君） 先ほども言ったとおりでございます。今の質疑のときにもあったように、事

実であるということは、本当に事実かどうか確認が取れない以外は答えようがございませんので、

今後は確定が取れてから答弁をさせていただきたいと思います。 

やはり、質疑もしっかりとした確実なもとに、事実として伝える。町としても、勿論答弁が間

違いのないようにお答えしなければいけませんので、それは変わらないというふうに思いますけ

れども、ある方がどなたなのか、先ほどちょっと聞きましたけれども、もう一回確認をさせてい

ただいて、徹底して確認をさせていただきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

９番（熊谷博行君） １７ページの一番上、観光施設照明設備整備工事。なかなか全員協議会でに

ぎわった項目なのですが、説明を受けた中では鍋ヶ滝と下城滝の２箇所。私は仕事柄、下城地区
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にお世話になっていたということもありまして、要するに水害でライトアップがあったのが流れ

て、もうなくなっているんですよね、実際。だから実際のライトアップがあったときの状況も知

っています。とても綺麗だったので、イチョウの木も一緒にされたらどうかなというのも私の頭

の中にありましたが、かなりの反対者がいらっしゃいましたので、その場では言いませんでした

が、極端にいえば３つの滝です。鍋ヶ滝と下城が２つですね。１千万円、１千万円、１千万円使

っても、こんなものかなと私は思っておりました。鍋ヶ滝のほうは別に流されたわけでもないと

思いますが、下城のほうは相当前から流されております。その前に遊歩道の工事を出すというの

も決まっているようなふうで、いつの議会かもう忘れましたが、やっぱり遊歩道をすれば、勿論

ライトアップの修理もするべきと思います。ただ、どうしても水害に弱いところのライトアップ

ですので、水のくるところ辺にあるのが大体普通でございます、川の滝を照らすというのは。そ

の点で課長のほうに。技術的にどういうライトアップを考えているのか、この間、聞きませんで

したが、今回お教えください。 

情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

まず、議員がおっしゃられたとおり、下城滝のほうは増水によりまして設置した照明器具が流

されたという過去の経緯があります。今回の計画では、まず鍋ヶ滝もそうですけれども、下城滝

も上のほうから、上空からのライトアップの灯光を考えています。それについては、先般、企業

の方たちとデモで投光器を当てて位置の関係、確認しましたけれども、技術的にはできます。河

川敷に下から照明を当てるということも方法の中にはありますけれども、この部分については河

川法の警戒水位等で増水した場合の構造物を設置する場合の手続きとか非常に困難でございます

し、過去にも流されたということがありますので、今回は上からの照明を計画しております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） そうですね、川からはライトアップはちょっと無理かと思っておりました。

私がこんなに、このライトアップの件で返事をするとは思いませんでしたので残念なんですが、

今日このあとに動議まで上がっています。どうなるかは、ちょっと分かりませんが、今回だめで

も将来のために、どうしても鍋ヶ滝の人には申し訳ないのですが、下城滝はあったものです、も

ともとが。鍋ヶ滝もやっぱり川からするのがライトアップですので、要らなくなったら撤去をす

るというパターンになるのかなとも思っていますが、どうか良いところを見せて、１年２年３年

かかっても「わあ、あそこに何かあるな」とお客を。勿論、あそこでお金が落ちることはそうは

ないと思います。下城のほうで。賄いをしているほうですので。でも、そういう客を寄せるとい

う、一生懸命、下城地区の方は行っております。そこで、もっともっと客が来ればというところ

で、何だったか名前が難しい、チチコブ何とかという会がありますので、そういう人たちの要望

も勿論あったと思います。私は自分の昔の考えをそのまま伝えただけなのですが、どうか今回、

通るか通らないか分からなくても、必ず将来はこういうところにお金を費やしてもらって、元通
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りにできるように。でないと、遊歩道をつくる意味もないと思いますので、どうかよろしくお願

いいたします。 

７番（西田直美君） この間の全協のときに、私のほうから申し上げましたけれども、ちょっとこ

の間聞き忘れたところで、ライトアップをするに当たりまして、町のほうの試算としてどれくら

い宿泊客を対象にした入場者を予定している、特別料金を予定している、早朝の写真を撮ったり

とかするような分の特別を考えているということがあったのですけれども、果たして小国の宿泊

者数がどれくらいであるのか。そのうちで、大体どれくらい週末とかに入る予定があるのか。そ

れから、１年のうちにどれくらいの期間がライトアップをするのに適切な時期なのか。若しくは、

何曜日とかにするのか。それで近隣の方々の同意は取れているのか。夜になってライトアップす

るとなれば、当然、交通量が増えます。ということは、近隣の方たちが車の騒音であるとかライ

トに対して迷惑を被ることがないのか。それから、遅くまで開けているとなれば、当然人件費も

かかってきます。その人件費をどのようにして賄うのか。１回の入場料をどの程度にして設定し

ているのか。その辺のところをしっかりした試算を出した上でのライトアップだと思うんですよ

ね。設置が悪いとは言いませんけれども、それがしっかり分かった上でないといけない。それか

ら今、熊谷議員のほうから私は昔の考えでと言いますが、私は今の考えで今後のアドベンチャー

ツーリズム、それからアグリカルチャーツーリズム、いろいろあります。アクティビティツーリ

ズムもあります。そういうことをしっかり認識した上でのニーズを考えてのライトアップになっ

ているのかどうかというところを、御答弁いただきたいと思います。 

情報課長（村上弘雄君） はい、お答えいたします。 

少し質問の数が多かったので、もし漏れていたら、また教えてください。 

まず考え方として、議員おっしゃられているとおり現在コロナ禍でありますので、どう考えて

日本の国内旅行というのが都市部やテーマパークからは回避されて、自然豊かな３密回避ができ

るような観光地を求められているのが今の動きだと思います。そういう意味では、鍋ヶ滝と下城

滝はまさにそういう場所だと認識しております。しかしながら、現在コロナ禍において、やはり

平日開園しかできていないという現状もございます。 

その上で先ほどの質問ですけれども、まずは宿泊者については小国町の宿泊者は全体が現在２

０万人程度です。鍋ヶ滝の実際の日帰りの観光客は今２３万人、２４万人ですが、それ以上の観

光客が訪れているということでございます。今回、夜のライトアップをすることによりまして、

どれだけの方がそこに訪れるかという試算は、今のところできておりません。ただし、それは一

つはコロナ禍ということがありまして、まずは宿泊客、豪雨とコロナで非常に大きな被害を受け

ている観光業、ここに力を入れたいということで宿泊者限定でまずは宿泊者のリストを把握しな

がら、国のほうは大規模な集客等がある場合は、参加者の名簿を把握するように指示が出ていま

すので、そういう意味でいえばコロナ禍であっても旅館の中のリストというのは宿泊者名簿がご
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ざいますので、そういう形でコロナ禍で何とかやっていける方法はということで、旅館宿泊者か

らの鍋ヶ滝への訪問ということをまずは考えていきたいと思っています。 

それから、今のシャトルバスでの１日２千人から３千人で対応していますけれども、どうして

もそれでも渋滞は地域の皆さんにも迷惑をかけていると。苦肉の策でやってはおりますけれども、

なおさら今後コロナが万が一解消したならば、もっと人が増えるチャンスがありますし、これは

チャンスだと受け止めておりますけれども、交通アクセス等の整備が終わらなければそこは根本

的には解決しないと思っています。そういう背景の中で、まずはコロナで影響を受けた観光業に

もう一度お客さんを呼び込むと、そういう方法の一つとして夜のライトアップでそこを活用した

いという背景でございます。したがって今の段階では地域の集落の方への渋滞とか、そういうも

のは発生はしないと思っております。 

以上です。 

７番（西田直美君） 試算ができていないということでしたけれども、試算というのは一番いい状

態のときにするべきだと思います。今コロナというのは、いずれ収束します。今は大変ですけれ

ども、いずれ収束しますが、例えば鍋ヶ滝で一番訪問者が多かった年度の分を試算でするはずだ

し、小国でベッド数ですよね、要するに旅館とかホテルのベッド数、何百か何千かの中のいつも

お客さんが入っている率、８０％入っているのか９０％入っているのかというので、数は出てき

ます。そのうちの何割ぐらいが実際にそこに行く、鍋ヶ滝に行きますというシャトルバスとか交

通量を利用してするかということを計算すればいいわけだし、その中で１回に、今鍋ヶ滝の入場

料は３００円です。それに一人が特別に送迎がつくからといって何千円か何万円か出すか、少な

くとも１万円出して何十人行くか。今でいえば３密を避けるといっても、コロナがなくなったと

きには何百人が入っても構わなくなるわけですよね。ではそのときに、２００人入りました。そ

のときに２００万円一晩で入りますよということになるのかという試算は、絶対に必要だと思い

ます。国のお金といえども、３千３００万円も使おうということを予算として計上するのであれ

ば、やはりそれは国のお金を使わせていただく私たちとしてしっかり検討しなければいけないと

思いますし、地元の方たちにとって迷惑にならないことというのは一番最優先されるべきだと思

います。地元の方々にいわゆる広聴会的に地元説明会でそういうことをしっかり言った上で、

「こういういいこともあります、こういう心配される材料もあります」というのがしっかりない

ことには、この予算をこのままでライトがつけばいいだろうということではないと思うのですよ

ね。本当に何が大事か、鍋ヶ滝でいえば私個人的にはあのトイレを改修するべきだろうと思いま

すし、売店をもうちょっときれいにしてということも、個人的に考えます。下城はものすごくポ

テンシャルのあるところです。イチョウだけではなくて、３０メートルの落差のある下城滝は見

事ですし、あのポットホールのある鍋釜滝もものすごく大事です。なので、これをただライトア

ップだけで終わらせていいのかというのではなく、あそこの下城楽夢でしたっけ、あの建物なん
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かもものすごく有効に活かせるものだということを、行政の側がもうちょっと観光促進のために

「こういうアイデアがありますよ、こういうことをしてみたらどうですか」とか、「こういうお

手伝いをしましょうか」ということを言ってあげるほうが先なのではないかと思うのですが、そ

の辺はいかがでしょうか。 

情報課長（村上弘雄君） 少し地元の方もいらっしゃるし、私もその地元の一人でございますので、

少し言いづらい面もありますが、質問事項にお答えします。 

まず、ライトアップについては、確かにライトアップをすればいいということではないという

のは、十分認識しております。ただ、こういった照明施設を大規模につくる場合に、全国の観光

名所でもありますけれども、なかなか補助財源というか補助事業は見つかりません。今回のコロ

ナの交付金というのは、まさに観光業がダメージを受けた場合の国からの有利な１０分の１０の

補助金でございますので、私の立場から申しますと、この機を逃したらいつ財源が見つかって、

こういう整備ができるかどうか心配でございます。 

それから、地元のいろいろな組織の運営とか建物等もありますけれども、この辺は地域の方と

しっかり連携を取りながら、今後も検討していきたいと思います。 

以上です。 

７番（西田直美君） 小国には観光のプロがいないのです。役場の側にもいないし、ＡＳＯおぐに

観光協会にも観光に関する、いわゆるツーリズムに関するプロがいないから、地元の方たちだけ

でやったときと、都会とか海外から来るお客さんのニーズに対してというところのすり合わせが

できていないのです。だから当然です、地元の方たちはライトアップをしたい、来ていただきた

い、活性化したいと思われるのは当然のことです。できる限りのお手伝いをしたいと、町のほう

も思っていると思います。私たちも思っています。少しでもよくなるようにというのは、みんな

同じ思いだと思うのですよ。それをどういうふうにしたらいいかというところでの相互が出てく

るわけですよね。食い違いが出てきたりするときに、じゃあどういうふうに、目の前のお金に飛

びつくのか、それとも３年後５年後１０年後の小国の観光について考えた上での今現在何をしな

ければいけないかということを考えないといけないところだと思うのです。 

なので、関係ない話になって申し訳ないですが、薬味野菜のときも私はあそこは見切り発車だ

ったと思っておりますが、今回も見切り発車的なところをどうしても感じるので、ハードを先に

つくってしまうよりも、ソフトをもっとしっかり考えた上でというところでいけば、この予算に

はちょっと無理があるのではないかと正直思っておりますが、どうしても今でないとだめ。例え

ば、何年後かにしっかり考えておいて、こういうことをやろうということを積み上げた上で何年

か後にということは考えられないですか。 

町長（渡邉誠次君） 地元協議もある程度させてもらっておりますし、昔から私も観光させていた

だいております。地域の方々とも１０年以上も前からお付き合いもございます。その中で、この
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話を御提案させていただきますので、自信を持って提案させていただきたいと思っておりますし、

またライトアップに関しては３千３００万円出ておりますが、この方法とか技術はこの中でしっ

かりと今から試行錯誤しながらライトアップを設置しなければできません。簡単に、ここからこ

うというふうな、この前試験的な部分はさせていただきましたけれども、すぐに決まるものでも

ありません。ですので、しっかり今回早めに予算を上げさせていただいて、その中でしっかりと

練りながら、この設置を考えていきたいと思っております。この中には当然ですけれども、場所

によってライトの種類、色等々も全然変わってきます。それも含めて専門家の方々、それから地

域の方々と一緒になって話をしていきたいと思っております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

１番（時松昭弘君） ただ今、各議員からライトアップの件につきまして質疑があっております。

当然のことながら、照明をつけていく、景観を良くするということにつきましては、私もその思

いは一緒であります。 

しかしながら、今回の予算財源でありますが、この予算がいわゆる新型コロナ感染の予算であ

ると。この予算が一次補正が国のほうで１億円、二次補正が約２億円ということで出ております。

その中で、先ほど説明がありましたようにトータル的には約３億２千万円ほどという数字が出て

おりますが、非常にこれを繰越ができるわけですよね。使い勝手が。ですから、この前の全協の

ときにも申し上げましたが、今果たしてする必要があるのかと。今、同僚議員からもお話があり

ましたけれども、下城滝と鍋ヶ滝と分けて考えていただいたほうがいいかなというような気もい

たします。 

そういったことも考えて、今回はそういった予算のほうをもう少し考えていただいて、そして

また次の段階で新たにライトアップの予算を繰越が切れる前に、また計上していただくという方

法はありませんか。 

町長（渡邉誠次君） 繰越でということでございますが、先ほども言ったように、これを今回上げ

させていただいても、執行がいつできるか。繰越はしないぐらいではできるとは思いますけれど

も、しっかりと地元と話をしながら進めさせて。 

まず、この部分に関しては、もう方法論という話であれば、予算は決めさせていただきたいと

思います。本質的にこの予算がだめだというのであれば、勿論修正等々もしていただかないとい

けないかもしれませんけれども、今話しているのは、皆さん技術論的な話になられていると思い

ますので、今回予算を上げさせていただいて、その中で技術的に例えば鍋ヶ滝はこうしたほうが

いい、下城滝はこうしたほうがいいという話ができればいいのではないかなと思います。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） それともう１点ですね。鍋ヶ滝のほうですが、以前から道路のアクセスです
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ね、それと下滴水線の橋、これも長年の懸案でもう前町長、その前の町長の時代からそういった

話が上がっております。今回、そういったこと辺も地元住民の方たちのことも考えながら、今後

どういうふうな形でアクセスあるいは照明、そういった結果があれば町長にお答えをいただきた

いと思います。 

町長（渡邉誠次君） 今、お答えするべきかどうかは分かりませんが、当然ですけれども、地元の

皆さまとは協議を今までもさせていただいておりますし、担当課の建設課も当然ですけれども、

お話もさせていただいております。その中で、今回はコロナウイルスの臨時交付金ということで、

観光に特化して振興策を入れさせていただきたいと。鍋ヶ滝、下城滝、鍋釜滝と３つの滝につい

てのライトアップの御提案をさせていただいているというところでございます。 

それぞれの各地域の地域振興においても、私も自ら出向いていって最近はコロナウイルスがあ

りますので、住民との懇談会ができておりませんけれども、住民の皆さんとの懇談会もいつでも

やりたいというふうにも思っております。その中でも、しっかりと話をしていきながら、町をそ

してそれぞれの地域を盛り上げていきたいなと思っております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

６番（大塚英博君） 今回の７月の豪雨について、被災された方には本当にお見舞いを申し上げた

いと思います。 

これに関連しまして、指定避難所というのが今、設けられていますけれども、これから先、高

齢者が増える中でそういう遠い所までは行かれないという中で、近くにある公民館であったり集

会所というものが非常に大事な部分ではなかろうかと思います。まして、指定避難所においては

耐震強化設備ができていないと指定避難所にはなれませんけれども、そういう中で地域の公民館

や集会所の充実を図って、近くの避難される方たちの受け皿になっていただきたい。そのため、

今何が必要であるか。住民の目線になって、何が必要であるか。また指定避難所においては、い

ろんな方々がたくさん集まる中で、この中で何があったら何時間も過ごせることができるのであ

ろうと。例えばテレビであったり、情報としてのそういうものも必要かと思います。これから災

害というのが頻繁に起こる可能性がありますので、やっぱり自宅で待機して避難できればいいけ

れども、一人暮らしの方たちというのは非常に心配な部分であります。一番近いところのそうい

うところを充実して、なるだけ指定避難所みたいな形で整えていただければ一番いいのかなと感

じます。 

議長（松﨑俊一君） 大塚議員、大変申し訳ありません。予算書のページを言っていただけますか。

御意見であれば、また。 

ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私もページでいえば１７ページです。 
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照明設備整備工事について伺います。今さっき時松議員の質問に町長は「十分、地元協議を進

めている」という答弁がございました。それで私も、今回これを初めて知ったのが今月に入って

からなのですが、この予算が計上されると、３千３００万円。全員協議会で質問しましたら、情

報課長もいわゆる地元の団体からの強い要望が鍋ヶ滝についてありましたというお答えでした。

それで、私はそういう鍋ヶ滝に関わっている人たちだけではなくて、たまたま蓬莱線、下滴水線

の沿線に住んでいて、今までも渋滞等で生活に著しく支障を受けていた人たちの意見は聞いたの

ですかと、説明会をしましたかと聞きましたら、そこについてはまだしていないということだっ

たのですね。 

それで、説明会とかはなかったとはいえ、やはりそういう地元からの要望というのがあったの

であれば、私は沿線に住んでいる人たちも直接町からは聞いていなくても、情報としては知って

いるだろうと思って、その住民の方たちに何人か、何人かといっても私の携帯に電話番号が入っ

ている方ぐらいですけど、聞きましたが誰も知らなかったのですよね。「それは初めてあなたか

ら聞いたよ」というような反応だったのですよ。それで、知らないのかと思ってそういう地域団

体に加入されている方にも、どういう話だったのですかということで何名かの方に聞かせていた

だきました。ところが一人も「いや、それは今聞いた」というような反応だったので、私も非常

にこれは不自然というか、どうしてだろうなと思ったわけですよ。それで、そういう地域からの

要望自体を役場がでっち上げるなんていうことは、まずないと思います。それでも、そういう要

望が上がったと町が主張する団体に加入している複数の方が、情報を知らないということ自体が

ですね、これはなぜかと考えたときに、私はどう考えたら一番筋が通るかと言えば、行政がこの

情報について箝口令を敷いていたのではないかと思うわけですね。ですから、そういった事実が

あったのか。もし仮にあったとすれば、一体それは誰からの指示でそういうことになったのか御

説明ください。 

情報課長（村上弘雄君） 答弁いたします。 

まず、全協のときの地元の要望でという話を私が確かにさせていただきました。そのときは、

鍋ヶ滝と大イチョウの二つを議論している最中でございました。ということで、要望書が正式に

出たのは平成２８年に下城のほうから要望書が出たというやり取りの中で議論させていただいた

のが、鍋ヶ滝のほうにも一緒になったような形で情報が流れたと思っております。 

黒渕のほうは今日も来ていただいていますけれども、照明のデモをやった時に立ち会っていた

だいて、そのときに今後感触が良ければ町のほうもこういうことをやっていきたいということで、

説明をしております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） やはり、それは全員協議会のときのやり取りが下城と黒渕というところでご

っちゃになってしまって、御説明されている真意が私にちょっと変わって伝わったということで
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理解しました。 

いずれにしましても事実として、黒渕のほうの話ですけど、地元の人が全く知らないのに。だ

から町長は今別に予算がこれが成立しても、いつ執行するか分からないというような立場で言わ

れておりますが、やはり予算を付ける以上は結局私が一番危惧するのは、この予算が成立したこ

とを既成事実に地元の人たちの意向が置いてけぼりになって、どんどん進んでいってしまうこと

が、私は一番あってはならないと思うんですよね。 

やはり、せめてこれは地域の皆さんにきちんと執行部内での計画、夜間開園をするのであれば

何時から何時まで開園するのか、時期はいつなのか。ウィズコロナの時代では密にならないよう

にと言いますが、開園した場合であって周りが暗くなってから１日何台ぐらいが地元の蓬莱線、

そして下滴水線を行き交うのかと。そういった具体的な計画、予測、それを煮詰めた上で地域の

皆さんに説明をして、御協力いただけませんかというのが、私、行政のやることだと思うのです

よね。やはりこれは、民間企業でも何か事業を始めるときに、きちんとそういった筋道を、きち

んとしている会社であれば立てると思うのですよ。私はやはり、これは順番がちょっと違うので

はないかと思うわけですが、いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 地元協議も今から先も、予算が決まっても続けていきたいと思いますし、よ

りたくさんしたいと思います。 

それから周知徹底が足りないのであれば、周知徹底も図っていきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

１番（時松昭弘君） 私のほうから、今回、議案第４５号小国町の補正予算に対しての修正動議の

提出をさせていただきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） では、議員ちょっとお座りください。 

質疑のほうは大丈夫ですね。 

それでは最後に松本議員。 

８番（松本明雄君） 僕もこの１７ページのライトアップの件ですけれども、今、コロナがあって

います。これもコロナ対策の予算です、３千３００万円。それで、本当にこれでコロナが終わる

のか。終わっていただければ、ライトアップは僕も大賛成です。下城滝、鍋ヶ滝、本当ライトア

ップすることに関しては賛成しています。けれど、今の時期に本当にこれを出すのがいいのか。

町民の方もこれで安心できるのかが心配しているだけなんです。 

そして町長が言われたとおり、うちも半分は観光業もさせてもらっています。そして今、土曜

日曜は鍋ヶ滝は閉まっています。それで来るお客さん、お客さんが「なぜ閉まっているのか」と

非常に激怒して帰られるお客さんもいます。この前から、町長の説明の中に密を避けるために１

２月予算では予約で運営していきたいと、僕はそれが成功すれば昼間のお客さんがスムーズに流
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れて、ライトアップしても夜もスムーズに流れて、あの沿線の方々に迷惑を掛けないで済むので

あれば、もう大賛成です。ですが、これがいままでが鍋ヶ滝の沿線の方々には本当に御迷惑をか

けていると思います。うちも話は違いますけれども、両神社の前におります。そこに２０万人の

方が来ればうちの道路も渋滞するし、皆さまも本当心配するし大変だと思います。それ以上に、

今鍋ヶ滝は道も狭いですので、この道の解消、今さっき１番議員も言われたとおり、道も本当に

広くなるのか。町長としての考え方もいろいろあると思います。今度は７月豪雨で臨時予算だけ

でも３７億円ですよ。この予算があって、本当に何年後かに。今、実施設計でバイパスもつくっ

ていると思いますが、本当にこれでバイパスの金額まで出るのか。そういうところも心配してお

ります。いつ、そういう渋滞を解消できるのか。そういうことです。 

だから、僕は今９月ですよね、１２月予算でもいいと思うのですよ。そういうことができれば、

今１番議員が出したように予算を組み替えるようなこともしなくていいと思うのですけれども、

なぜそんなに急ぐのか。そこを知りたいです。鍋ヶ滝はちょっとお話をしてします。なら下城滝

は今度は出していればですね。下城滝だけなら僕は賛成したと思います。１１月にちちこぶ祭も

ありますので、それでやっぱり地元の方も急いでいると思いますから、それならあそこは密にな

る必要もないし、滝を見せたい、イチョウも見せたいというなら僕は非常に大賛成です。ですが、

まだ鍋ヶ滝の渋滞もどうなるか分からない。予約制にしても人の流れが分からない。これに夜ま

で入れてどうなるのか。宿泊者の方に来ていただくというけれども、小国町の宿泊業の方ならま

だしも、南小国の某有名な温泉街の方々がどやどや来てもらうのもどうかなと、僕のほうは思っ

ておりますので、町長に御説明をお願いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） もう間違いなく松本議員が言われるように、私も観光で今までごはんを食べ

させていただいておりましたので、観光業の大切さ、勿論他の産業の大切さもしっかりと認識し

ているつもりでありますけれども、今回この３千３００万円に関しては確実に観光に限って提案

させていただきました。なぜ１２月なのかと言われましても、できれば私はこの予算を考えるの

に上げられるのであれば、６月でも早くてもよかったと思います。できれば去年でも予算があれ

ば去年でも上げたかったぐらいの予算です。 

しかしながら、今回このコロナウイルス関連の臨時交付金がついたと、１００％の臨時交付金

がついたことが、何より一番の理由のうちの一つです。これを１２月に伸ばしたと仮にしても、

この３カ月間の先ほども１番議員の御質問に答えましたけれども、本質論で話をさせていただい

て、技術論は後からにさせていただきたいなというふうに思っているのが一番です。まずは予算

をつけさせていただかないと、行政側も動くに関しても予算がついていないのにはっきりしたお

約束はできませんので、しっかりと住民の人たちと話をするためにも、まずは予算を付けさせて

いただいて、地元の人たちと「もう予算も付いておりますので」という確約の基に事業を進めさ

せていただきたいと思います。 
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私が時々「All For The Next」という言葉を使わせていただいております。これは「次世代の

ために」というところもありますけれども、やはり１番は次のためにどういう対策を打つか、こ

れは非常に大事なところだと思います。１２月でも補正予算を組ませていただきますけれども、

９月予算に基づいて１２月も上げさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

議長（松﨑俊一君） 本案に対しましては、１番、時松昭弘君からお手元に配付しました修正動議

が提出されております。従いまして、これを本案と合わせて議題とし、提出者の説明を求めます。 

１番（時松昭弘君） 今回、補正７号につきまして修正動議を提出いたしました。 

小国町議会議長 松﨑 俊一様 

発議者 小国町議会議員 時松昭弘 

議案第４５号 令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）に対する修正動議 

上記の動議を、地方自治法第１１５条の３及び会議規則第１７条第２項の規定により、別紙の

修正案を添えて提出をいたします。 

議長（松﨑俊一君） 中身はこの案でよろしいですね。お手元の。 

それでは、ただいま１番、時松昭弘君の説明に対しまして質疑はございませんか。 

１番、時松昭弘君。申し訳ありません、この内容を少し御説明いただけますか。歳出と歳入の

分ですか。 

１番（時松昭弘君） 今回の補正予算の説明をさせていただきたいと思います。 

今回の補正予算、言うなれば国からの助成金、これがほとんど１００％と先ほどから説明もあ

りました。先ほどから商工観光費の予算でありますけれども、この３千３００万円という予算は

一旦修正をして、再度、黒渕地区の鍋ヶ滝と下城滝を別途に考えていただいて、場合によっては

下城滝あたりとのことにつきましては同僚議員からも話がありましたけれども、そういったこと

あたりも別に考えていただいてしていただくということも一つの方法ではないかと思います。た

だいまありましたけれども、３千３００万円の減額の歳出のほうの修正をしたいということで説

明をいたします。 

議長（松﨑俊一君） 質疑はございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、採決に移りたいのですがよろしいですか。 

勿論、討論はしますが、採決のほうに進む。 

修正案が出ましたので、それは両方諮っていかなければなりません。よろしいですね。 

それでは質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論の順番は原案賛成者、原案というのは町執行部が出したものです。それから、その次に原

案及び修正案に対する反対者、それから３番目に、また今度戻りまして原案の賛成者、そのあと
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に修正案の賛成者というような順番で行いたいと思います。 

討論ございませんか。 

４番（久野達也君） 確認ですけれども、討論はこの動議に対する討論を最初にする。 

議長（松﨑俊一君） 原案も入っています。 

４番（久野達也君） だから、意見が違うときは例えば動議。 

議長（松﨑俊一君） 御理解いただけましたか。もう１回言いましょうかね。 

討論の順番を申し上げました。順番です。全て討論があるかどうかは分かりませんけれども、

大体、賛成者、反対者、賛成者、反対者というようなその順番でいきます。その順番が原案、原

案というのはこの本案に対する討論。それから原案及び修正案両方とも反対する方の討論。その

あとが原案賛成者にまた戻りまして、原案というのは町執行部ですね。それから、最後に修正案

の賛成者の討論ですね。討論がなくても構いません。今は討論がある方の討論を求めたいと思い

ます。 

いえ。４回聞くのではありません。討論があるだけ聞きます。 

４番（久野達也君） それでは、私は小国町一般会計補正予算の修正動議について、反対の立場か

ら討論させていただきます。よろしいですよね。 

議長（松﨑俊一君） 原案賛成のほうは、よろしいですか。 

暫時休憩します。 

（午前１１時５２分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時５６分） 

４番（久野達也君） 失礼いたしました。なかなか、理解できませんでした。 

それでは、原案について賛成の立場から討論させていただきます。 

修正動議で提出されております部分としまして、１７ページの新型コロナウイルス感染症経済

対策費の観光に関する部分で３千３００万円でございます。要するに、この鍋ヶ滝、下城滝、そ

れから鍋釜滝、これまでもライトアップをしておりました。特に鍋ヶ滝の冒頭は地元の３８７会

でゴールデンウイーク時期、もう非常に好評でお客さんも多い時期でした。それから、あまりゴ

ールデンウイークに昼間も夜もということで、早めの４月の段階から取り組むようになった経緯

がございます。それから下城滝につきましても、ちちこぶ祭りのとき及びイチョウの木のライト

アップと共に、滝のライトアップも過去に行ってきた経緯がございます。 

そんな中で、この観光資源の今回、コロナウイルス感染症対策として取り上げられました一つ

の要因としましても、交流が少なくなってきた。そして町外あるいは県外、人の移動が少なくな

ってきた。これから先、コロナとの共生の社会にだんだん移行しているかと思います。そんな時

に当然、前もって準備をしておくのも、それも必要条件の一つかと思います。また、人との交流
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が大きくなったときに改めて一般財源でライトアップをする。なかなか厳しい部分もあろうかと

思います。 

それから併せて、縷々質疑の中でも意見もなされておりましたけれども、事業計画があって地

元に説明する部分、あるいは地元からの要望によって事業計画を取り立てる部分、二つがあろう

かと思います。今回の場合、事業計画を基に地元の理解もいただくというような御説明もありま

した。また地元も、それを望んでいた過去の経緯もございます。執行部としては当然、過去の経

緯を踏まえて今回、予算計上となったところでしょう。財源措置として、国からの補助金も１０

０％賄われます。ある意味、今回災害等で今後、財政も逼迫してまいります。時期を見て使える

とき、使えるときに有効な財源が確保できれば、それに頼るのも一つの方法だと思います。そう

いったような意味合いからも、今回、観光施設照明設備整備工事として３千３００万円計上され

ております。その他、災害関連の予算も計上されております。地域住民、小国町住民の安定した

生活支援、それから発展を望む上からも本７号補正予算に賛成の立場から討論いたします。 

議長（松﨑俊一君） 現在、原案賛成の討論がございました。そのほかに討論ございますか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 順番にいきますね。原案及び修正案に反対の方、討論ありますか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、原案賛成者ございますか。 

６番（大塚英博君） 原案について、賛成の立場から討論をいたします。 

この原案というのは、７号議案全体の補正予算ですね。 

議長（松﨑俊一君） そうです。 

６番（大塚英博君） 今コロナ対策交付金という国が地方の財政が非常に厳しく逼迫するだろうと

いう中から地方の活性化と将来を見据えた資金というものが、多分意図がそこにあると思うので

す。そういう中で小国町においては地熱と観光開発というものが、これから外貨獲得の大きなポ

イントになろうかと思います。その中でこのライトアップというものは地域のその場所のライト

アップだけでなく、小国町全体の皆さんが心に思っている希望の明かり、それと同時に地域の方

たちの足元を照らす明かり、そういうところに明かりが灯れば、おのずとこれからの活性化に向

けたお金というものが、そこにどんどん吸い込まれるだろう。それをこの３千３００万円という

ものが生きてくれば、将来の小国町において非常に活気づく大きな要になるのではないか。私は

それに期待を込めて、賛成の討論といたします。 

議長（松﨑俊一君） 次、修正案賛成者の討論。 

７番（西田直美君） 私は修正案に賛成のところで討論させていただきます。 

先ほどから申し上げましたように、いくら国のお金が今出るからといって、今その箱物をつく

るのではなくて、地元協議をしっかりやる、周知をしっかりやる、将来を見据えた小国の観光に
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ついての計画をしっかり立てる、その辺をやった上でのことだと思います。そのあとでライトア

ップが本当に出てくるのか、出てこないのか。出てきたときに検討すればいいことだとも、私は

思っております。もっと違う新しい形の観光が今いっぱい出てきているときに、それを分からな

いままに進めていっても問題はあると思います。一旦、実際にものをつくってしまうと、それに

は当然、維持管理費もかかる人件費もかかるということを考えると、ただ今お金が出るからつく

ればいいということではないということです。 

町長の言われる「All For The Next」と言われますが、All For The Nextにするためには何か

というと、小国の人口が減らないことです。そのためには雇用の機会が増えないといけないです。

職場がないことには話にならないです。観光で生きていくために、観光で働く人たちの場所が増

えるということの政策がきちんと出来上がって、それの受け入れ先をどういうふうにするのか、

どういうふうに発展させていくというのを、行政側もそうですが議員の側もちゃんと町民を代表

してきたところで、私たち一人ひとりがそれをしっかり考えた上で、こういう予算に関してとい

うのはイエスかノーかということを決めていかないといけないと思います。 

それでいえば今回のことは、これは見送りにしたほうがいいと私は思っておりますので、修正

案に賛成をいたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は議案第４５号、令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）に対する

修正案に賛成の立場から討論を行います。 

本題に入る前に一言。町長は同僚議員の質問の中で、「技術論はあとから」ということを繰り

返し述べられました。私は、「技術論はあとから」さも正しいように自信満々におっしゃられま

すけれども、そうじゃないと思います。きちんと詰めた上で予算化をしていかないと、あとから

後悔することにもなると思うのですね。例えば記憶に新しいところでは、これは国のほうですけ

れども、アベノマスクです。これこそ本当に技術論はあとからといって打ち上げたところ、全く

国民からはそれが失敗ではなかったのかという厳しい指摘が起きていますし、各地に高度経済成

長期に建てられた箱物なんかがあります。こうしたものも今になってみれば、この管理費が非常

に財政を逼迫させる原因になっております。 

小国町にもいくつかありますが、それは私も当時の議事録なんかも読んだことがありませんの

で、技術論があとからだったのかどうかは分かりませんが、やはり将来的に。今、西田議員が質

疑でおっしゃられましたように、やはりウィズコロナの時代だけではなくて、ウィズコロナを乗

り越えた先の終息後の在り方がどうあるかというのも十分検討した上で予算化すべきであるとい

うのが、私の立場です。 

本題に入ります。賛成する最大の理由は、鍋ヶ滝の夜間開園計画が地域住民に何も知らされる

ことのないまま関連予算をつけることは、住民自治に真っ向から反するからであります。私が鍋
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ヶ滝近くにお住まいの皆さんに確認しましたところ、沿線住民の皆さんからは「今、初めて聞い

た」と大変驚きをもって受け止められ、開園時間変更で夏場の時間を１、２時間長くするくらい

なら理解ができる。しかし、ライトアップのための夜間開園なんて、道路整備をしてしまってか

らの話だろうとおっしゃっていました。これまで黒渕地域は東蓬莱、山角、下鶴、下滴水をはじ

め、５月の大型連休やお盆期間、秋の行楽シーズンなどに町道蓬莱線と下滴水線、ひどいときに

は国道３８７号線にも続く大渋滞という影響を繰り返し受けてきました。路上駐車に警察が出動

したこともありますし、車が建物にぶつかる交通事故も発生しております。これらの問題に町は

決して手をこまねいていたわけではないとは思います。駐車場整備など、対応策を打っているの

は分かります。しかし、これらの問題が解決しているわけではありません。大きなところでは、

バイパスあるいは既存の町道の拡幅工事など、小さいところでは、こういった黒渕２部地域であ

りますが、それ以外の１部であったり３部、４部という地域においても、迷い込んだ車が集落の

中を右往左往するということが繰り返しております。このため、案内看板の整備の要望も出てい

るはずです。しかしなかなかそれが実現しないから、自分たちで手づくりの看板をつくって対応

をしているという現状もあるわけです。 

このように、鍋ヶ滝に対する対応が道半ばであるにも関わらず、辺りが真っ暗になってわずか

な案内看板が確認しにくくなってからも、地理を知らない観光客が狭い道路を行き交うようにな

るかもしれないと聞いたら、地域住民の皆さんはどう思うか。町が一番考えるべきは、これでは

ありませんか。しかし今、肝心なことが無視をされております。住民を無視して、行政が思い描

いたとおりに事を運ぼうなど、政治の暴走以外の何者でもありません。そのようなことに、議会

がくみするようなことは絶対にあってはならないと思います。 

修正案を御提案いただいた時松議員に感謝を申し上げ、討論を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより、議案第４５号、令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）について、採決に入

ります。 

まず、本件に対する１番、時松昭弘君から提出された修正案について挙手によって採決いたし

ます。修正案というのは、３７億８千万円から３千３００万円を引いた分ですね、端があります

が。本修正案に賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手少数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手少数です。よって、修正案は否決されました。 

次に原案、原案は３７億８千万円のほうです。 

原案について賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、議案第４５号、令和２年度小国町一般会計補正予算（第７号）は原案のとおり可決さ

れました。 

それではここで、暫時休憩をいたします。昼の会議は１時１５分から。 

（午後０時１０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

（午後１時１２分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第４、「議案第４６号 令和２年度小国町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集をお開き願いたいと思います。１ページ下段をお願いいたし

ます。 

議案第４６号 令和２年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）について 

地方自治法第２１８条第１項の規定により、令和２年度小国町介護保険特別会計補正予算（第

１号）を別紙のとおり提出する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

それでは、別冊補正予算書（第１号）をお開き願いたいと思います。１ページです。 

令和２年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号） 

令和２年度小国町の介護保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３千７８８万１千円を追加し、歳入歳

出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２億８４０万８千円とする。 

２  歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 既定の債務負担行為の追加は、「第２表 債務負担行為補正」による。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

今回の補正の中身といたしましては、介護給付金（国）（支払基金）への返還金が主なもので
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ございます。よろしくお願い申し上げます。 

福祉課長（生田敬二君） 介護保険特別会計補正予算（第１号）について、補足して御説明を申し

上げます。 

補正予算書の６ページをお願いいたします。 

歳出のほうで款２保険給付費の地域密着型介護予防サービス給付費、１２０万円の増額でござ

います。この給付費につきましては、要支援１、２の方に対する給付で、地域密着型施設のショ

ートステイ等を利用される方が増えてきておりますので、予算の増額をさせていただくというも

のでございます。これに伴いまして、上の５ページですが歳入の中で款３、款４、款５、国、県

の負担金、支払基金交付金の増額をされるということになります。 

次に歳出６ページに戻っていただきまして、款３地域支援事業費の項２一般介護予防事業費、

あわせて項３包括的支援事業・任意事業費における事務費の増減補正となります。コロナ禍で消

耗品費につきましては、元気クラブや介護予防教室、研修会等の際に使用するコロナ対策として

の検温器であるとか、消毒剤などの感染症予防のための物資購入による予算の増額でございます。

また、中ほどの委託料につきましては、介護予防事業に係る委託料の増減補正でございます。こ

れまで新型コロナ感染症拡大防止のために休止をして不要となりました元気クラブ等の送迎であ

るとか、リーダー派遣のための委託料の減額、また事業を実施していく中で新型コロナ対策のた

めのリーダー研修等に係る委託費の増額の補正予算ということになります。 

６ページ下段にあります款４諸支出金でございますが、国または支払基金への介護給付費負担

金等の返還金で合わせて３千６５９万３千円となります。これにつきましては、令和元年度に概

算交付をされました負担金交付金の返還金ということになりますけれども、令和元年度につきま

しては年度中途での変更申請等がありませんでしたので、その精算の返還額が比較的大きい金額

となっております。返還金の財源につきましては、５ページ歳入の下段にあります７繰越金で対

応させていただくものとなります。 

以上によりまして、歳入歳出とも３千７８８万１千円の増額となる予算補正をお願いするもの

でございます。 

説明は以上となります。御審議、よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより、議案第４６号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

採決のほうは１８日に行いたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） 日程第５、「同意第９号 小国町教育委員会委員の任命について」を議題と

いたします。 
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執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） それでは議案集の２ページをお開きください。 

同意第９号 小国町教育委員会委員の任命について 

小国町教育委員会委員に下記の者を任命したいので、地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第４条第２項の規定により、議会の同意を求める。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして 

住  所 小国町大字下城７３番地 

氏  名 田 代 篤 雄 

生年月日 昭和３６年１１月４日 

提案理由といたしましては、令和２年９月３０日に、現教育委員会委員の田代篤雄氏が任期満

了となり、教育委員会委員を任命する必要があるためでございます。 

田代篤雄さんに関しましては、もう皆さま方も御存じだと思います。教育関連の経歴といたし

ましては、平成１５年度から下城小学校のＰＴＡ会長をされております。そのときに小国町のＰ

ＴＡの連合会の会長をされて、ＰＴＡ会長それから阿蘇地域特別支援ネットワークの委員だった

りとか小国中学校のＰＴＡ会長、あとは社会教育委員長、熊本県のＰＴＡ連合会の理事等々も務

めていただいているところでございます。今現在といたしましては、教育委員会の阿蘇郡市連絡

協議会の会長も務めていただいているというところでございます。 

教育委員の任命に関しましては、根拠法令といたしましては地方教育行政の組織及び運営に関

する法律でございまして、第３条が「教育委員会は、教育長及び４人の委員をもって組織す

る。」第４条「委員は、被選挙権を有する者で、人格が高潔で、教育、学術及び文化に関し識見

を有する者で、町長が議会の同意を得て、任命する。」第５条「委員の任期は４年とする。また

再任されることができる。」というふうになっております。今回の任命者の任期は令和２年１０

月１日から令和６月９月３０日までの４年間となっております。 

委員の任命に当たっては、職業や性別に著しい偏りがないように配慮をするということでござ

います。現時点では男性が４名、女性が１名ということになっております。現在の委員の皆さん

は申し上げないでよろしいですかね。今回３期でございまして、次が４期目にお願いをしたいと

いうところでございます。 

私からは以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） これより同意第９号について、質疑に入ります。 

質疑、ございませんか。 
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５番（児玉智博君） 今、町長の説明にもありました職業や性別についての著しい偏りがないよう

にということで言われました。特段、性別についてでありますが、性別についての著しい偏りと

いうことについて、これはどういったところに規定がありますか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 法令等の規定ですので、私のほうから報告させていただきま

す。 

先ほどの地方教育行政の組織及び運営に関する法律の中で、任命の第４条第５項のほうに、そ

の文言が記載されているところです。 

５番（児玉智博君） これですね、今教育長を含めると教育委員会の合議体に入る人が５人いるう

ちに、もう５分の１ですね、女性が。これ著しい偏りだと思います。最近まで北里町長から渡邉

町長になったときには女性は２名で５分の２、教育委員だけでいえばちょうどバランスが取れて

いたわけですね。同僚議員からその時、質問がありましたけれども、男女比のバランスはどう考

えるかという質疑がありました。そのときに今の千明委員が提案されていたわけですけれども、

そのときに町長は「今回はこうなってしまいましたけれども、次からバランスを考えます」とい

う答弁をされていたんですよね。本当に何というかな、こそくな答弁しかしないというか。もう

何というかな、自分の発言に責任が持てないのかなというふうに思っているのですが、その自分

の発言についてどう考えているのですか。 

町長（渡邉誠次君） こそくな答弁をさせていただきます。 

私から申し上げましたのは、今回は田代さんが一番最適ではないかというところで、提案をさ

せていただいているところでございます。確かに、著しい偏りが生じないように配慮するという

ところは考えております。今回も実際に考えました。しかしながら、田代篤雄さんだけは今回も

ぜひとも再任していただきたいとの思いがありましたので、次回御提案させていただくときは、

その部分についても配慮させていただきたいと思います。 

以上です。 

５番（児玉智博君） まあ、こそくな上に自分の発言に責任を本当に負ってくれるかどうかという

のは気になるところなんですけど、普通ですね、自分の発言に責任を持つ人であれば、今回女性

を提案してきただろうし、ただそれで適任だと思うから現職の男性を提案するのであれば、まず、

自分で著しい偏りがないようにしなければならないというふうになっていますと言うときに、自

分の発言を振り返って、あの時はこう言いましたけれども、だけども、こうこうこういう理由で

その時の約束は果たせませんけれども、今回提案していただけますよというふうに言うのが大人

だと思うんですね。そういう中で、やっぱりこそくな答弁というふうに断言されましたから、次

も責任を負う覚悟があってそう言っているのかどうか分からないのですが、そうでしょ。 

町長（渡邉誠次君） 次は責任を持って、答弁をさせていただきます。 

次回に関しましては、女性の方もこちらのほうでお話をさせていただいて、勿論受けていただ
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けるかどうかのところが非常に大きなところがあります。前回も女性の方になっていただきたい

というのは、たくさんこちらのほうでも提案というか、いろいろ話をさせていただきましたけれ

ども、どうしてもそこが叶いませんでしたので千明さんにお願いをしたというところが一番です。 

それから、本日の田代篤雄さんに関しては他に代わる人がいないぐらい、田代篤雄さんは今ま

での経歴、それから、これから４年間の部分でお願いしたいという思いがございますので、提案

をさせていただきました。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決の方法は慣例により無記名投票をもって行います。 

議場の閉鎖を命じます。 

（議場閉鎖） 

議長（松﨑俊一君） ただいまの出席議員は９人です。 

お諮りいたします。会議規則第３２条第２項の規定より、立会人に１番、時松昭弘君、７番、

西田直美君を指名いたしたいと思います。これに御異議はございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって、立会人に１番、時松昭弘君、７番、西田直美

君を指名いたします。投票用紙を配付いたします。 

（投票用紙配付） 

議長（松﨑俊一君） 念のために申し上げます。本案を賛成とする者は○、反対とする者は×と記

載願います。なお、白票がありましたときには、反対とみなします。 

投票用紙の配付漏れはありませんか。 

（配付漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 配付漏れなしと認めます。投票箱を改めます。 

（投票箱確認） 

議長（松﨑俊一君） 異常なしと認めます。 

これより投票に移ります。１番議員より順次投票をお願いします。 
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（投 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れはありませんか。 

（投票漏れなし） 

議長（松﨑俊一君） 投票漏れなしと認めます。 

投票を終了いたします。 

これより開票に移ります。 

１番、時松昭弘君及び７番、西田直美君に立ち会いをお願いします。 

（開 票） 

議長（松﨑俊一君） 投票の結果を報告いたします。 

投票総数９票 

有効投票    ９票 

無効投票    ０票 

有効投票中 

賛成      ８票 

反対      １票 

議長（松﨑俊一君） 以上のとおり、賛成多数でございます。 

よって、本案は原案のとおり同意することに決定いたしました。 

議場の閉鎖を解きます。 

（議場開鎖） 

議長（松﨑俊一君） 日程第６、「認定第１号 令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて」及び日程第７から日程第１４、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５号、認定

第６号、認定第７号、認定第８号、認定第９号までの８件は、各特別会計歳入歳出決算及び水道

事業会計の決算認定になっていますので、一括して議題といたします。 

なお、本日は小国町代表監査委員であります古賀代表監査委員の御出席をいただいております。

後ほど意見書の説明をお願いしたいと思います。 

はじめに執行部より一般会計歳入歳出決算認定及び各特別会計歳入歳出決算認定、水道事業会

計決算認定の説明をお願いします。 

町長（渡邉誠次君） それでは、認定第１号、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定から認

定第９号、令和元年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定までを、一括して提案させ

ていただき、そのあとに課長から概要説明をいたさせます。 

では、議案集の３ページをお開き願います。 

認定第１号、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算を、別紙
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監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に、認定第２号、令和元年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に４ページをお願いいたします。 

認定第３号、令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算

を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に、認定第４号、令和元年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に５ページをお願いいたします。 

認定第５号、令和元年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定

について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸

付金特別会計歳入歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に、認定第６号、令和元年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳
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出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に６ページをお願いいたします。 

認定第７号、令和元年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算

を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

次に、認定第８号、令和元年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

地方自治法第２３３条第３項の規定により、令和元年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入

歳出決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

最後に、７ページをお願いいたします。 

認定第９号、令和元年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

地方公営企業法第３０条第４項の規定により、令和元年度小国町水道事業会計利益の処分及び

決算を、別紙監査委員の意見をつけて議会の認定に付する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

以上、９つの決算認定になります。よろしくお願いいたします。 

総務課長（小田宣義君） それでは、私からは令和元年度一般会計決算の中身についての概略説明

をさせていただきます。 

令和元年度一般会計の歳入歳出決算書をお開き願います。 

２ページ、３ページです。総括表といたしまして、歳入歳出それぞれの款ごとの決算金額を記

載させていただいております。歳入総額６５億１千４１６万５千５５６円、歳出総額６０億４千

９９４万７千８０８円でございます。 

決算書の１４ページをお願いいたします。１４ページに今申し上げました歳入総額から歳出総

額の差引といたしまして、４億６千４２１万７千７４８円が残額として出ております。この処分
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といたしましては、全額翌年度への繰越額となっております。 

また、１５ページ以降には歳入歳出決算の事項別明細がございますが、これにつきましては後

日、各担当課から概要の詳細説明をさせていただきます。 

それでは総務課資料で一般会計の決算についての概要を説明させていただきます。使います資

料は総務課資料（２）、令和元年度決算主要施策（事業）成果報告書、それから総務課資料

（３）と書いてある令和元年度決算に係る財政資料、この２つの資料が一般会計決算書の資料と

なります。よろしいでしょうか。 

ではまず総務課資料（２）、令和元年度決算主要施策（事業）成果報告書をお開き願います。

１枚めくっていただきますと、目次がございます。目次では各所管課ごとの主要施策の成果調書

のページを表記させていただいております。以下、事業内容、成果の説明及び決算額とそれに係

る財源内訳を表記させていただいておりますので、決算確認の時に参考にしていただければと思

っております。 

次に総務課資料（３）、令和元年度決算に係る財政資料で今回の決算に伴う説明をさせていた

だきます。 

まず１ページをお開き願います。一般会計決算の状況です。平成２６年度からの数値で推移の

経過等が比較できますよう表記させていただいております。今回は、令和元年度の決算というこ

とで、１ページの一番右側が主な概要になります。令和元年度の標準財政規模が３２億５４３万

２千円で、財政力指数は０.２４です。小国町の場合、ここ数年は財政力指数が０.２１から０.

２４の間を推移している状況で、大部分は交付税に頼っているという財政状況が分かります。 

歳入の内訳としまして、歳入総額６５億１千４１６万６千円に対して、一番主なものが地方交

付税、これは特別交付税、普通地方交付税の合計額です。合計で２５億６９８万１千円というこ

とで、かなりの額を地方交付税に頼っていることになります。それから、町債、町の借入金です

けれども８億４千６５万１千円となっております。それ以外の歳入といたしましては、国庫支出

金、町税、県支出金が主なものとなっております。 

次に歳出総額は６０億４千９９４万８千円です。義務的経費を除いたその他の経費といたしま

しては、大きいものでは普通建設事業費で１２億９千８２０万８千円です。昨年度は防災センタ

ー、庁舎耐震工事、ゆうステーション周辺整備工事、畜産酪農収益力強化整備事業、小中学校エ

アコンの設置等の事業があり、例年より事業費が増えております。 

次に補助費等、いわゆる負担金や負担金補助及び交付金になります。一部事務組合への負担金

等もこれに含まれます。これが総額で１１億４千６６３万円ほどあります。投資的経費も昨年度

はかなり増加しております。普通建設事業費と災害復旧事業費をあわせた額が投資設計費になり

ます。総額で１４億５千２５４万９千円になります。 

歳入総額から歳出総額の差引が形式収支となります。４億６千４２１万８千円、これに翌年度
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に繰り越すべき財源３千４０７万１千円を差し引いた額が実質収支となります。実質収支は令和

２年度へ繰り越して使える予算ということで、４億３千１４万７千円となります。４億３千１４

万７千円を繰り越して、その２分の１以上を積み立てるという根拠になる数字でございます。 

それから、単年度収支は１億９千５１万３千円のプラスの数字となっております。昨年の実質

収支が２億３千９６３万４千円あり、今年は４億３千１４万７千円となっておりますので、差引

１億９千５１万３千円昨年よりは増えたという結果になっております。その下の実質単年度収支

につきましては、年度中に事業等を実施する場合、資金が不足すれば基金からの繰入れを行いま

す。また、令和２年度に基金への積立ても行います。この実質単年度収支というのは、預貯金を

どう利用したかを計る数字になります。簡単にいえば、基金の繰入れが少なくて積立てが多い場

合はプラスの数字が出てまいります。令和元年度の場合は、２億５千２６４万４千円増えている

といった決算の状況でございます。 

２ページは歳入歳出ごとに数値をグラフで表示させていただいております。 

次に３ページをお願いいたします。令和元年度における借入の状況です。一般会計で、８億４

千６５万１千円の借り入れを行っております。表には起債の種類、借入先、事業名、交付税算入

率を表示させていただいております。また参考といたしまして、農業集落排水事業特別会計と水

道事業会計についても起債の部分を書かせていただいております。 

４ページにつきましては、この借り入れた起債別の年間の推移です。最初に平成２９年度末高

がありまして、次に平成３０年度中に借り入れた分、そして平成３０年度中に返した分、そして

平成３０年度末高と続き、令和元年度も同様に借り入れた分、返した分、末高とまとめておりま

す。令和元年度の一般会計の末高は、６２億３千２５７万２千円になります。 

５ページは借入先別に表にしております。借入先といたしましては、国の融資資金、いわゆる

財務局からの借り入れが大部分でございます。 

６ページをお願いいたします。６ページは基金の年度末額状況ということで、平成２６年度末

から令和元年度末までの現在、町が持っております基金の流れを表にしております。令和元年度

末で基金の総額は１０億１千７７１万９千円となっております。 

７ページをお願いいたします。７ページはネットワーク事業基金の使途状況です。この基金は

寄附金に伴う積立金ですので、その使途等につきましては令和元年度、産業関係で４項目、子育

て関係で５項目、福祉関係で３項目、観光関係で１項目、国際交流関係で１項目の合計１４の項

目に対しまして、基金の中から４千２００万円を運用させていただいております。寄附の目的を

寄附者が指定したものを踏まえた上での充当になります。 

最後に昨年までは付けておりました地方消費税の増収分につきまして、その使途を明確化し社

会保障施策に要する経費に充てることとされており、その報告はこの財政資料の中でしておりま

した。ただ、この令和２年３月の予算のほうから、その報告は充当状況につきましては、この決
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算書の２６９ページに新たに付けておりますので御覧ください。ちなみに、地方消費税の増収分

の交付金は５千２５３万４千円になっております。これに対しまして、この交付金が充てられる

社会保障施策に要する経費といたしまして、表のとおり社会福祉・社会保険・保健衛生関係に充

当しております。 

以上が、一般会計決算の総括的な説明になります。よろしくお願いいたします。 

福祉課長（生田敬二君） 福祉課のほうから、まずは国民健康保険特別会計決算についての説明を

させていただきます。 

特別会計決算書の１ページ目からが国民健康保険特別会計でございます。まず、決算書のほう

にはございませんが、国民健康保険の加入状況といたしまして、令和元年度末の数値を申し上げ

ます。被保険者数は２千２０８名、世帯数１千３３６世帯でございます。対前年比で被保険者数

で１４０人、世帯数で２１世帯の減少ということになっております。３月末現在の住基人口が６

千９４４人でございますので、国保の加入率としては約３１.８％ということで、この数値は

年々減少、微減でございますが、減少傾向にございます。 

決算状況について２ページ、３ページの総括表で御説明をいたします。国保事業につきまして

は、平成３０年度から財政運営の主体が熊本県のほうに移管をされております。新しい形での予

算構成になりまして２年目の決算ということになります。前年度決算との比較または変更点を中

心にして御説明をいたします。 

２ページの歳入に関しましては、主なものとしまして１の国民健康保険税２億２千１３７万８

４６円でございます。歳入決算全体の約２２.３％ということになっております。４の県支出金

でございますが、この中に歳出保険給付費の大部分を支払うための保険給付費等交付金、普通交

付金と言っておりますが、その交付金や保険者努力支援分等の特別交付金が含まれておりまして、

総額で６億８千８７７万５千３２０円、全体の６９.４％となっております。続いて款６繰入金

の６千３８０万４千７１７円でございます。この中にありますのは保険基盤安定繰入金、財政安

定化支援事業繰入金等の制度上のルール分とされるものになります。７繰越金は平成３０年度か

らの繰越分１千３３２万２千４９１円でございます。歳入合計は９億９千２４８万５千９５９円

となります。対前年度で１億１千４１６万９千１９５円、約１０.３％の減少でございます。 

３ページにあります歳出に関しましてでございます。主なものとしまして、２の保険給付費６

億５千１１８万３千８１９円、歳出全体の６７％を占めております。３の国民健康保険事業費納

付金につきましては、平成３０年度から新設された県への納付金となります。この納付金が保険

税相当分ということになりますが、その財源としまして歳入の保険税、また歳入の中の保険基盤

安定繰入金、これは税の軽減補てん分でございます。そちらを合わせたもので基本的に賄うよう

な形になっております。次に６の保健事業費１千４３５万７千２９８円ですが、こちらは人間ド

ックであるとか特定健診、保健指導等に係る費用の決算でございます。また８の諸支出金２４６
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万１千８８６円には、保険税の還付金であるとか公立病院への直営診療施設勘定繰出金等が含ま

れております。歳出合計は９億７千１４８万７千９７９円となります。対前年度で１億２千１８

４万円４千６８４円、約１１.１％の減少でございます。歳入歳出ともに合計額のほうで対前年

度で１億１千万円から１億２千万円ほど減少しております。これにつきましては、保険給付費、

医療費になりますけれども、平成２９年度、平成３０年度につきましては、非常に高い水準で医

療費が推移をしておりまして、令和元年度におきまして数値的に落ち着いてきたというか、元の

水準に戻ってきたことによるものと考えております。 

１０ページをお開きいただきたいと思います。歳入総額から歳出総額を差し引きました２千９

９万７千９８０円の全額につきまして、翌年度に繰越しをさせていただくものでございます。 

以上で、令和元年度国民健康保険特別会計決算の概要説明を終わらせていただきます。 

続きまして、小国町介護保険特別会計決算について説明をさせていただきます。 

決算書の３７ページからが、介護保険特別会計でございます。 

まず、介護保険の加入状況を申し上げます。令和元年度末で被保険者数２千９１７人、要介護

認定者につきましては１２８人。こちらは対前年比で２４人の減少ということになっております。

また、認定率におきましては約２０.１％でございまして、前年比で約０.９ポイントほど減少を

しております。決算状況につきまして、３８、３９ページの総括表で御説明いたします。 

３８ページの歳入に関しましては、主なものとしまして、１の保険料２億１千４９６万９千７

６０円、３の国庫支出金の３億１千３４９万１千１９７円、４の支払基金交付金２億６千９５８

万３千６２１円、５の県支出金１億４千５５１万６千６２２円、６の繰入金１億４千６２４万７

０３円、７の前年度からの繰越金が４千１５６万９千４７５円となっておりまして、歳入合計に

つきましては１１億３千４６９万３千３８円となります。対前年度で８２７万６千５２９円、約

０.７％の減少でございます。 

３９ページの歳出に関しましては、主なものとしまして、２の保険給付費９億６千４６２万１

千１００円、３の地域支援事業費４千９４４万５千６６１円、４の諸支出金は国庫、県の負担金

交付金等の過年度精算に係る返還金となりますけれども、１千７６万１２２円などとなっており

ます。また令和元年度において、３００万円を基金に積み立てをさせていただいております。６

の公債費につきましては、前介護保険計画、前期の計画ですが、こちらで県のほうから借入れを

行いました財政安定化基金１千６５０万円の返還金５５０万円でございます。平成２９年度から

３カ年での返還となりますので、令和２年度で完済するというような形になります。以上、歳出

合計は１０億４千４２万２千９５６円となります。対前年度で６千９７万７千１３６円、約５.

５％の減少でございます。歳出減の主な要因としましては、保険給付費と地域支援事業費あわせ

て５千７０万円ほど減少したということによるものと考えております。 

４６ページをお開きいただきたいと思います。歳入総額から歳出総額を差し引きました９千４
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２７万８２円の全額につきまして、翌年度に繰越させていただくものでございます。 

以上で、令和元年度介護保険特別会計決算の概要説明を終わらせていただきます。 

続きまして、小国町後期高齢者医療特別会計決算について説明をさせていただきます。 

決算書の７３ページからが後期高齢者医療特別会計でございます。後期高齢者医療につきまし

ては、熊本県広域連合が保険者となります。本町における加入状況としまして、令和元年度末で

の被保険者数、１千５６７人、対前年比で２２人の減少となっております。 

決算状況について、７４、７５ページの総括表で御説明をいたします。 

７４ページの歳入につきましては、主なものとしまして、１の保険料７千２１１万１００円、

４の一般会計からの繰入金の３千２６９万３千４１１円、５の諸収入、これは健康保持増進事業

の助成収入等でございますけれども、３８７万３千２６８円などとなっております。歳入合計は

１億１千６１万３千６９３円となります。対前年度で１３４万２０２円、約１.２％の増加でご

ざいます。 

７５ページの歳出に関しましては、主なものとしまして、２の広域連合納付金１億３９９万７

千２１１円、３の保健事業費は健康診査や人間ドックに係る費用でございますけれども、４３１

万８千１３２円となっておりまして、歳出合計は１億９２８万６千７８１円となります。対前年

度で１９４万６０４円、約１.８％の増加でございます。 

８０ページをお開きいただきたいと思います。歳入総額から歳出総額を差し引きました１３２

万６千９１２円の全額につきまして、翌年度に繰越をさせていただくものでございます。 

以上で、令和元年度後期高齢者医療特別会計決算の概要説明を終わらせていただきます。 

福祉課で所管をしております３つの特別会計の決算状況を説明させていただきましたけれども、

お配りをしております福祉課資料２の決算資料の中に、委託料、補助金、負担金の明細を記載し

ておりますので、御参照いただければと思っております。 

説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

住民課長（石原誠慈君） それでは住民課から、小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会

計歳入歳出決算について、説明をさせていただきます。 

特別会計歳入歳出決算書９２、９３ページをお開きください。歳入歳出総括表で御説明させて

いただきます。まず、９２ページの歳入の款１諸収入、６１万８千８７５円でございますが、こ

れは住宅新築資金貸付金に伴う収入で、貸付者から貸付金の元利償還金を諸収入として受け入れ

ているものでございます。現在、償還者は１名でございます。今年度、令和２年度で償還につい

ては終了する予定でございます。 

続きまして９３ページ、歳出でございます。歳出合計６１万８千８７５円でございます。内訳

としましては、款１公債費、４９万３千４１０円、これは町が住宅資金を貸し付けた際に財源と

して起債を借り入れておりますので、その起債の元金と利子の償還金を歳出するものでございま
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す。款２諸支出金、１２万５千４６５円でございますが、歳入総額の６１万８千８７５円から公

債費の４９万３千４１０円を差し引いた額、１２万５千４６５円を一般会計へ繰り出すものでご

ざいます。 

９８ページをお願いします。会計の収支でございますけれども、歳入歳出差引残額及び翌年度

への繰越額、共にゼロ円となるものです。 

以上、簡単ですが説明を終わらせていただきます。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） それでは、坂本善三美術館特別会計の決算について説明させ

ていただきます。 

小国町特別会計歳入歳出決算書１０６、１０７ページのほうをお願いいたします。こちら総括

表にて説明をさせていただきます。 

１０６ページ、歳入です。款１使用料及び手数料として２８２万３千４５０円、こちらは美術

館の入館料となっております。ちなみに前年度よりも約８０万円ほど増額となっております。款

２繰入金、こちらが８５３万８千３５７円で、一般会計からの繰入金となっております。款３諸

収入、９８万１千９３１円。こちらはミュージアムショップの売上や助成金、著作権などが主な

収入となっております。歳入合計は１千２３４万３千７３８円です。 

次に１０７ページ歳出。歳出につきましては、総務費として１千２３４万３千７３８円。こち

ら美術館の管理運営費用ということでなっております。 

続きまして、１１２ページをお願いします。歳入歳出決算額が同額のため、翌年度へ繰り越す

額はございません。 

以上、簡単ですが説明を終わります。 

建設課長（時松洋順君） それでは、私のほうから小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算について、

御説明いたします。 

特別会計歳入歳出決算書１２２ページをお開きください。総括表に歳入の記載がございます。

使用料及び手数料といたしまして、水道使用料５９２万９千４３０円と前年度繰越金２２万円が

ございます。合計歳入決算額といたしましては６１４万９千４３０円でございます。対前年比１.

５％増となっております。 

隣の１２３ページが歳出でございます。総務費といたしまして５９２万９千４３０円でござい

ます。対前年比１.５％増となっております。 

続きまして１２８ページをお開きください。歳入から歳出を差し引きました残りの２２万円を

繰越しさせていただいたものでございます。 

簡易水道特別会計につきましては、概要説明を終わらせていただきます。 

続きまして、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、概要を説明させていただきま

す。 
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同じく決算書の１３８ページをお開きください。総括表に歳入の記載がございます。分担金及

び負担金、使用料及び手数料、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収入、町債の合計が１

億４千９０４万１千８１９円でございます。対前年比６.６％増となっております。 

隣の１３９ページが歳出でございます。総務費と公債費の合計といたしまして１億４千５４９

万８千９３２円となっております。対前年比１０.８％増となっております。 

１４４ページをお開きください。歳入歳出差引残額が３５４万２千８８７円を繰越させていた

だいたものでございます。 

続きまして、小国町水道事業会計につきまして、こちらも概要を説明させていただきます。 

別冊になります。小国町水道事業会計決算書を御覧ください。水道事業会計につきましては、

収益的収支と資本的収支として区分されておりますが、収益的収入及び支出につきましては１６

ページ、１７ページを御覧ください。収入であります事業収益といたしましては、計の１億２千

８１０万２千７０６円でございまして、前年度に比べますと３２２万２千８０７円、率にしまし

て２.５％の減となっております。収入のうち料金収入といたしましては、給水収益に掲載して

おります１億１千２５０万３千５２７円でございます。前年度に比べまして３２３万８千４８２

円、率にして２.８％の減となっております。 

次に戻っていただきまして、４ページ、５ページを御覧ください。資本的収入及び支出でござ

います。資本的収入といたしまして、企業債が２千５００万円、一般会計からの出資金が１千６

０万６千円、合計３千５６０万６千円となっております。資本的支出につきましては建設改良費

が５千２４０万７千７７５円、企業債償還金が３千５３１万３２５円、合計８千７７１万８千１

００円となっております。 

次に８ページ、９ページを御覧ください。当年度未処分利益剰余金といたしまして、２億１千

４２２万６千５８９円につきましては、９３７万５千９００円を減債基金とし積み立てまして、

残金を翌年度へ繰り越しさせていただくものでございます。 

以上、小国町水道事業会計について概要を説明させていただきました。 

議長（松﨑俊一君） ありがとうございました。ここでお諮りいたします。 

去る９月１日に議会運営委員会を開催し、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定及び各

特別会計歳入歳出決算認定、水道事業会計決算認定については、全員協議会で審議することに決

定いたしました。 

これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

よって、全員協議会で審議することに決定いたしました。 

それでは、ここで暫時休憩をいたします。代表監査の席あたりの準備がありますので、２時３
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０分から行います。 

（午後２時１５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時３０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、ここで古賀代表監査委員より、令和元年度各会計決算審査意見書

及び基金運用状況審査意見書並びに財政健全化等審査意見書の説明をお願いいたしたいと思いま

す。着座のままで結構です。御説明をよろしくお願いしたいと思います。 

代表監査委員（古賀尚年君） こんにちは。監査委員の古賀でございます。よろしくお願いいたし

ます。 

それでは令和元年度各決算審査意見書及び基金運用状況審査意見書について報告いたします。 

まず表紙をお開けいただきまして添付資料がありますので、見ていただきたいと思います。８

月３１日に議選の大塚議員と各審査の合議を経て町長のほうに提出した際の写しが添付してあり

ます。 

それでは目次を過ぎて１ページをお開きください。令和元年度小国町一般会計・特別会計歳入

歳出決算審査意見書ということで、対象が令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算及び特別会計

７項目について審査をいたしました。審査の期間につきましては、令和２年６月２３日から７月

３０日まででございます。審査の結果でございます。審査に付された令和元年度一般会計・特別

会計歳入歳出決算及び付属書類は、関係法令に準拠して調整され、かつこれらの計数は関係諸帳

簿及び証拠書類と符合し、正確でありましたことを認めます。また予算は概ね適正に執行されて

いることを認めました。その内容並びにこれらに対する決算の概要及び意見は以下のとおりであ

ります、ということで２ページからお願いいたします。 

決算の概要。２ページから１３ページまでが総括になっております。 

決算規模。一般会計と特別会計の総決算額は、歳入決算額８９億２千１１万２千１０８円、歳

出決算額８３億３千５５３万６千４９９円で、予算現額９１億７千７８８万８千円に対する執行

率は、歳入９７.２％、歳出９０.８％でありました。なお予算現額９１億７千７８８万８千円か

ら、翌年度への繰越額３億１千４０８万円を除いた予算額は８８億６千３８０万８千円に対する

歳出決算額８３億３千５５３万６千４９９円の当該年度の実質的な執行率は、９４％でありまし

た。また前年度決算額と比較すると、歳入において３億２千７２４万９千６９９円、３.８％の

増加となっております。歳出において１億２千４５９万３千６８１円、１.５％の増加となって

おります。 

続きまして６ページをお願いいたします。決算収支でございます。総決算における歳入歳出差

引額は５億８千４５７万５千６０９円の黒字で、形式収支額から翌年度への繰越財源を差し引い

た実質収支額も５億５千５０万４千６０９円の黒字となっています。内訳は一般会計で、４億３
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千１４万６千７４８円、特別会計で１億２千３５万７千８６１円でありました。また実質収支額

から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支額は２億４千５３９万２千１８円となっています。

内訳は一般会計で１億９千５１万２千５７２円、特別会計で５千４８７万９千４４６円でありま

した。 

７ページでございますが、町債の状況ということで、８ページ９ページに図表を載せてありま

す。一般会計と特別会計を合わせた年度末未償還元金の合計は７０億７千６９６万２千１１３円

で、前年度より２億７千７８５万３千９８５円増加しております。 

次に１０ページをお開きください。財務分析であります。図表１―５－１のとおりであります。

実質収支比率は３％から５％が望ましいとされております。本年度は１３.４％で、前年度を６

ポイント上回っております。経常収支比率でありますが７０％に収まることが妥当な数値と言わ

れていますが、７５％を超える場合は弾力性を失いつつあるとされています。本年度は９０％で

前年度から１.６ポイント悪化しています。依然７５％を超えており、今後経常収支比率は悪化

する要素が多く、更に財政硬直化が進行していることを自覚する必要があります。 

１２ページをお開けください。財政力指数であります。地方公共団体の財政上の能力を示す指

数を言い、この指数が１に近いほど財政力が強いとみることができます。本年度は０.２４４で

前年度を０.００５ポイント上回っています。依然として財政力が低い状況が続いています。実

質公債費比率でございます。この指数も財政構造の健全性を示し、本年度は９.７％であり、前

年度をマイナス１.１ポイント下回っています。 

次に１４ページをお願いいたします。一般会計でございます。１４ページから４６ページまで

記載しております。決算の概要であります。歳入６５億１千４１６万５千５５６円、歳出６０億

４千９９４万７千８０８円。歳入歳出差引額４億６千４２１万７千７４８円を翌年度へ繰り越し

ていますが、翌年度へ事業を繰り越すものの財源に充当すべき３千４０７万１千円が含まれてい

ますので、これを差し引いた実質収支は４億３千１４万６千７４８円の黒字となっております。

なお、前年度実質収支を差し引いた単年度収支は１億９千５１万２千５７２円の黒字となってい

ます。また、単年度収支に財政調整基金の積立金を加え、取り崩し額を差し引いた実質単年度収

支は２億５千２６４万４千４０５円の黒字となっています。財政状況において黒字となっていま

すが、今後も歳入の確保、歳出の削減に努められたいと思います。 

次に１７ページをお願いいたします。財源別決算状況ということで、歳入決算額を自主財源及

び依存財源別にみると、自主財源は１５億５千７５９万９千円で、前年度と比較するとマイナス

３千８４１万６千円減となっております。一方、依存財源は４９億５千６５６万６千円で、前年

度と比較すると４億７千７０４万９千円の増となっております。財源別の構成比率は、自主財源

２３.９％、依存財源７６.１％となっており、前年度と比較して自主財源が２.４ポイント低下

しています。この主な要因は、自主財源である町税の収入が低下したことによるものであります。 



 

46 

次に２０ページをお願いいたします。その町税についてでありますが、自主財源のうち１０.

７％を占める町税について述べさせていただきます。町税の収入済額は６億９千４５９万８千円

で、この主なものは固定資産税が３億３千９２７万２千円、町民税２億６千１８２万８千円で、

全体の８６.５％を占めております。収入済額は前年度と比較すると、マイナス６千６４１万９

千円、これは主に町民税が前年度と比較してマイナス１億３千１４８万２千円の減少によるもの

であります。今後とも口座振替の推進を図ると共に、未収金の時効管理に努めていただきたいと

思います。 

次に２８ページをお願いいたします。収入未済額であります。３千３９０万７千円の内訳は町

税が１千６０８万６千円と半分を占めております。収入未済額を前年度と比較すると、１９８万

３千円増加しています。今後は、負担の公平性と適正な債権管理の見地からも、その解消に向け

て更なる効率的な努力をされるよう要望いたします。 

次に３６ページをお願いいたします。歳出でございます。款別決算状況、予算現額６６億２千

３８０万３千円に対し、本年度の歳出総額は６０億４千９９４万８千円で、前年度と比較して２

億９千８５万８千円増加しており、翌年度への繰越額３億１千４０８万円を差し引いた２億５千

９７７万５千円が不用額となっております。執行率は９１.３％で、翌年度への繰越額を差し引

いた実質執行率は９５.９％となっております。 

４５ページをお開きください。その不用額でありますが、不用額は２億５千９７７万５千円で、

予算現額に対する割合は３.９％であり、前年度と比較して８千４６６万円増加しています。構

成比率で最も高いものは民生費の２１.２％であり、以下、土木費、総務費、諸支出金となって

おります。前年度と比較して、増額の大きなものは土木費４千１２３万５千円、民生費１千７７

４万４千円であります。 

続きまして４６ページをお願いいたします。予算の流用でありますが、本年度の項・目間の流

用件数は５件で、前年度と比較して２件減少しております。金額は４４万９千円で、前年度と比

較してマイナス２４万２千円減少しています。通常の流用については件数、金額ともほぼ変化は

ありません。流用は財務手続上は認められた行為でありますが、議会の議決を要しない執行であ

るため、その制度趣旨に鑑み、今後とも流用については十分慎重を期されるよう要望いたします。 

次のページ、４７ページであります。８９ページまでが特別会計になっております。内容説明、

内容内訳については、先ほど執行部からも説明があったと思いますので割愛させていただきます。

そこで６ページにお戻りください。６ページのほうに単年度収支状況表があります。この表の特

別会計のスクリーントーンの部分が合計になっております。歳入決算額２４億５９４万６千５５

２円、歳出決算額２２億８千５５８万８千６９１円、実質収支額が１億２千３５万７千８６１円、

単年度収支額５千４８７万９千４４６円となっております。 

飛びまして８９ページを御覧ください。収入未済額の総額でございます。各特別会計で収入未
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済額について述べていますが、総額は２千２９４万２千円で、前年度と比較して１８５万２千円、

増減率８.８％の増となっております。今後とも債権管理の立場から、解消に向けて更なる努力

を強く要望いたします。 

次に９６ページをお願いいたします。一般会計・特別会計歳入歳出決算審査の結びに入りたい

と思います。前段のほうは国際、国内情勢を記載してあります。この部分は本日割愛させていた

だきまして、２１行目の中ほどでありますが、「そのような中」というところがあります。そこ

から報告させていただきます。令和元年の一般会計の決算状況を見ると、歳出は６０億４千９０

０万円で、前年度と比べ２億９千万円、約５.１％の増額となっています。これは主にゆうステ

ーション周辺整備工事、町営住宅屋上外壁改修工事及び杖立防災センター建設工事等の投資的支

出の増大によるものでございます。 

また、歳入は６５億１千４００万円と前年度に比べ４億３千８００万円、約７.２％の増額と

なっており、歳出に関する普通建設事業費で国庫及び県支出金、地方交付税の依存財源が増加と

なっているが、自主財源では３千８００万円ほど前年度より減少しています。これは財政調整基

金等の繰入金の減少によるもので、町税は昨年度の高額納税を考慮すれば例年より多少の増額と

なっており、使用料、寄附金等も含めた町の基本的な収入は増加していることから、財政的には

概ね良好であります。特にふるさと寄附金は昨年度と比較して、件数及び金額ともに２倍以上、

７千万円を超えたことを評価いたします。しかし、まだまだ取り組む部分は多々あるので、近隣

町村を参考に検討を重ねてほしいと思います。 

歳入から歳出の差引額、形式収支額は４億６千４００万円の黒字で、単年度収支額も４億３千

万円の黒字となり、いずれも前年度より増額となっています。また実質単年度収支額も前年度と

比較して大幅な増額となっています。しかし増額の主な要因が国庫及び県支出金と地方交付税と

いう依存財源の歳入増額であることは、依然厳しい財政状況であります。 

特別会計の決算状況は各会計で記述したとおりでありますが、農業集落排水事業において、毎

年８千万円ほど一般会計からの繰り入れとなっています。今後は施設の老朽化に伴う維持管理や

人口の減少も考えられますので、総合的な見直しを検討すべきかと思われます。 

終わりに、前述したとおり、新型コロナウイルス感染症等が来年度以降、当町財政に大きな影

響を及ぼすことは必然であり、更なる厳しい財政運営が迫られることは言うまでもありません。

今後も国・県の施策情報の収集や分析に努め、諸々の課題に対し議会及び執行部がそれぞれの立

場で解決を目指した議論を深め、小国町の発展、安心安全な町づくりに繋がることを期待し、令

和元年度の結びといたします。 

引き続き９８ページをお開けください。令和元年度小国町基金運用状況審査意見書であります。

審査の対象は小国町国民健康保険高額療養費資金貸付基金であります。そしてもう一つ、小国町

生活保護生活資金貸付基金であります。期間といたしましては同じく令和２年６月２３日から７
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月３０日までであります。結果といたしまして、本年度各基金の運用状況報告書の計数は正確で

あり、運用状況も適正なものと認めました。審査の概要でありますが、９９ページ、１００ペー

ジに掲載してあります。 

次に１０１ページを御覧ください。令和元年度小国町水道事業会計決算審査意見書ということ

で、審査の対象が令和元年度小国町水道事業会計決算、審査の期間が同じく令和２年６月２３日

から７月３０日までであります。審査の結果といたしまして、審査に付された決算報告書、財務

諸表、事業報告書及び付属明細書は、関係法令に準拠して作成されており、当事業の本年度の経

営成績及び本年度末現在の財政状態を適正に表示しているものと認めます。また、運営状況につ

いても経済性を発揮すると共に、公共の福祉を増進するよう効率的な運営がなされているものと

認めました。 

次に１１２ページをお願いいたします。水道料金に係る未収金についてでありますが、表９に

表しております。今年度の未収額は４４２万２千６３０円で、前年度と比較してマイナス６７万

４千７６２円の減となっております。今年度は金額が減少し、徴収率の向上が見られます。水道

料金は収入の根幹をなすものであり、今後も加入者の不公平感をなくすためにも、未収金の回収

に引き続き努力されるよう要望いたします。 

最後に１１６ページをお願いいたします。水道事業会計の結びであります。令和元年度水道事

業会計の決算概要は、損益計算書を見ると当年度の純利益は９３７万５千円となっています。 

事業収支の主なものは、収益面で給水収益がマイナス３２３万８千円の減、補助金が１５８万

７千の増、長期前受金戻入がマイナス８７万４千円の減となっております。 

費用面では、前年度比マイナス２１１万８千円減少しています。その主な内容は、総係費マイ

ナス１７４万７千円の減、資産減耗費マイナス２８４万８千円の減となっております。 

純利益については、昨年度より赤字となっています。収入面での主な要因は、経営収益Ａ営業

収益の給水収益の減、経営費用Ｂ営業費用の総係費及び資産減耗費の減によるものであります。

漏水等を未然に防ぐため、老朽管の耐震化を伴う布設替工事を行っているところでありますが、

その財源として企業債借入額も今後増加してくることから、事業の改善、経営の効率化に一層の

努力を求めます。 

以上で、令和元年度決算に係る監査委員の意見書ということで報告いたしました。 

引き続き、小国町財政健全化等審査意見書というのがありますのでお願いいたします。表紙を

お開けください。ここにも町長に提出の際のコピーが添付してあります。これもお開けください。

令和元年度小国町財政健全化等審査意見書ということで、審査の対象が令和元年度決算に基づく

健全化判断比率４項目と、健全化判断比率の算定の基礎となる事項を記載した書類及びその他関

係書類ということになっております。審査の期間として同じく令和２年６月２３日から７月３０

日までとなっております。審査の結果であります。審査に付された令和元年度決算に係る健全化
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判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているもの

と認められました。 

その下に表が書いてありますが、ハイフン付記号で書いてあるところにつきましては赤字がな

いということで表示しています。 

次のページをお開けください。令和元年度小国町公営企業の資金不足比率審査意見書というこ

とで、対象が令和元年度決算に基づく公営企業の資金不足比率及び資金不足比率の算定の基礎と

なる事項を記載した書類及びその他関係書類ということになっております。期間といたしまして、

令和２年６月２３日から７月３０日であります。審査の結果といたしまして、審査に付された令

和元年度決算に係る資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適

正にされているものと認めました。ここにも表が表していますが、ハイフンで書いてある部分に

ついては資金不足がないということからデータがありません。 

以上で報告を終わりたいと思います。 

これをもちまして、監査報告を終了いたします。ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） どうも、ありがとうございました。 

ここで、古賀代表監査委員に対しまして質問等ございましたらお願いしたいと思います。 

５番（児玉智博君） 大変お疲れ様でした。また日頃から大変お世話になっております。 

いくつかあるのですが、監査意見書の結びの部分に一般会計から農業集落排水事業に対する毎

年８千万円の繰り出しについて、非常に指摘をいただいております。この中で、総合的な見直し

を検討すべきと思われるという書き方をされているのですが、何か具体的な御意見というかお考

えがあれば教えていただければと思います。 

代表監査委員（古賀尚年君） 考え方なのですけれども、人口減により地方のほうによればもう家

だけしか残っていないとか、そういう部分を含めたところの農業排水そのものの全体を見て、こ

こは要らないとか要るとかいうところが出てくると思うのですけれども、そこあたりの部分を考

えながら今後やっていったらどうかなという監査の考え方ということで、報告してあります。 

５番（児玉智博君） 分かりました。ありがとうございます。 

今後、参考にさせていただきたいと思います。 

それであと２つございまして、この財政健全化等意見書の中にも付されております財政援助団

体に対する部分でございますが、まず１点目。商工会のところで監査の結果・意見ということで

おもてなし補助金、空き家対策補助金、創業補助金事業の希望者も減少し、今度の新たな事業創

出を求めるという御意見があります。この中でおもてなし補助金、空き家対策補助金、創業支援

事業補助金のどういった方が補助金を受けているのかというのは、議会のほうでは分かりません

で、監査委員をされていれば、それが具体的にどういう方が受けていらっしゃるかというのを見

ることができると思うのですね。件数だけは、議員配付の資料にも書いてありまして、創業支援



 

50 

事業は２件、空き家は３件といったようなことで、配付資料には書いてございます。 

そこで確認なのですが、その２件、３件と非常に件数は少ないとはいえ、この受けていらっし

ゃる方たちが今現在もきちんと商売を続けているのかといったような確認までされているでしょ

うか。 

代表監査委員（古賀尚年君） 今の件につきましては、担当課である情報課が半年に１回、その補

助金を出している部分については確認、書類検査もやっております。その部分を私たち監査委員

が検査していますけれども、そこに書いてある「新しい事業はどうか」という部分は、この小国

活性化補助金という事業が始まって、見直しの時期がもう過ぎてきて、これで大体終わりの時期

にきています。そういう中で事業を続けているのは間違いありませんけれども、事業そのものが

終わりになってくる人数になっています。申し込みも、そういうふうにありませんということで、

補助金を受けている商店等については、事業は継続して発展的にやっております。 

５番（児玉智博君） はい、ありがとうございます。 

それでは、最後にもう１問させていただきたいと思います。ＡＳＯおぐに観光協会への補助金

であります。これはＡＳＯおぐに観光協会への補助金としては、この令和元年度の補助金が最初

だと思います。平成３０年度までの予算については、それぞれ杖立温泉観光協会並びにわいた温

泉組合に別々に補助金が支出されておりましたので、私も監査委員を務めていたときには、それ

ぞれの杖立、わいたのほうに出向きまして、組合長、会長あるいは事務局担当の方、会計担当の

役員などからいろいろ聞き取りも行っておりましたが、恐らくＡＳＯおぐに観光協会からもそう

いった杖立、わいたなんかにトンネル補助金というか、そのまま渡されている部分もあるやに聞

いております。そこで、そういった実際に事業を使われた杖立やわいたの方々からも、そういっ

た聞き取りなどは行われたのでしょうか。 

代表監査委員（古賀尚年君） 昨年までは、今議員がおっしゃったように杖立とわいたということ

で補助金を出しておりました。昨年度から観光協会が小国にできたので、そこに補助金を出すと

いうことになっております。その補助金の使い方については、ＡＳＯおぐに観光協会が割り振り

をするということで、杖立温泉観光協会のほうには昨年までは行きましたけれども、今年度から

はゆうステーションに来ていただいて、杖立のほうも来ていただいて、そこでＡＳＯおぐに観光

協会を含めたところの意見、それらの監査状況ということで対話を行ったところでございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、古賀代表監査委員におかれましては各意見書の説明、質問に対す

る答弁、大変御苦労さまでした。また特に、決算審査におかれましては、限られた時間の中で審

査業務に精励されましたことに対しまして、一同厚くお礼を申し上げる次第でございます。あり

がとうございました。 
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代表監査委員（古賀尚年君） ありがとうございました。 

議長（松﨑俊一君） どうぞ、御退席をお願いします。 

（古賀代表監査委員 退席） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１５、「報告第３号 令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率及

び資金不足比率の報告について」を議題といたします。 

執行部より、報告をお願いいたします。 

町長（渡邉誠次君） では、議案集は８ページをお開き願いたいと思います。 

報告第３号、令和元年度決算に基づく財政健全化判断比率及び資金不足比率の報告について 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第２２条第１項の規定により、財

政健全化判断比率及び資金不足比率を次のとおり監査意見書を付して報告する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

総務課長（小田宣義君） それでは私のほうからは、先ほど古賀代表監査委員から御報告にもござ

いましたが、改めて報告の中身について説明をさせていただきます。 

議案集の８ページの中段から下、記の部分からの説明になります。 

記といたしまして、健全化判断比率の表を御覧ください。実質赤字比率、下の備考に書いてあ

りますように、実質赤字額又は連結赤字額がない場合及び実質公債費比率、又は将来負担比率が

算定されていない場合は「－」として表記されます。実質赤字比率とは、一般会計に対する実質

赤字額を標準財政規模で割った比率でございます。これは、赤字が出ていないということで、こ

れも横線となっております。この場合、危ない状態であると判断される基準は１５％でございま

す。 

その横になります。連結実質赤字比率とは一般会計と特別会計を対象にした会計の実質赤字、

または資金不足の標準財政規模に対する比率です。これも赤字が出ていないということで、横線

となっております。これは危ない状態であると判断される基準は２０％でございます。 

次に、実質公債費比率を御覧ください。これは公債費や公債費に準じた額を標準財政規模を基

本とした額で割ったものの３年間の平均値になります。令和元年度決算では、９.７％というこ

とで、前年に比べて１.１ポイント減少しております。危ない状態であると判断される基準は２

５％でございます。表の一番右にありますのが将来負担比率です。これは一般会計の借入金や将

来支払っていく可能性のある負担等の現時点での残高の程度を指標化し、将来財政を圧迫する可

能性が高いかどうかを示すのが、この比率となります。この決算では、３４.７％となっており、

前年に比べて０.３ポイント改善しております。危ない状態であると判断される基準は３５０.

０％です。 
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次にその下の表を御覧ください。資金不足比率です。６つの企業会計とも、資金の不足額がな

いため、資金不足比率は算定されませんので横線で表示が出ております。 

以上で、財政健全化判断比率及び資金不足比率についての報告を終わります。 

議長（松﨑俊一君） これより報告第３号について、質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１６、「報告第４号 専決処分事項の報告について（報告第４号：公

共工事請負契約金額の変更について（杖立防災センター建築工事））」を議題といたします。 

執行部より報告をお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 専決処分事項の報告について、議案集をお開き願います。 

９ページになります。 

報告第４号、専決処分事項の報告について 

地方自治法第１８０条第１項の規定に基づく専決処分事項の指定により別紙のとおり専決処分

をしたので、同条第２項の規定により報告する。 

           令和２年９月８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして、 

変 更 内 容 公共工事請負契約金額の変更 

専 決 年 月 日 令和２年１月３０日 

変更に係る議案 平成３１年 議案第２４号 

公共工事請負契約の締結について 

（補第１２０号（仮称）杖立防災センター建築工事） 

変更前契約金額 １億５千３３万６千円 

変更後契約金額 １億５千５４８万１千６７８円 

です。本来であれば６月議会で御報告をしなくてはいけないところでした。報告が遅れました

ことにお詫びを申し上げます。申し訳ありませんでした。 

総務課長（小田宣義君） それでは、私からは変更理由の内容についての説明をさせていただきま

す。 

総務課資料（５）を添付しておりますので、御覧ください。変更契約書の写しと工事概要、変

更理由書を添付しております。設計では基礎下の地業工事で３メートルの掘削する予定で計算を

されておりました。実際に掘削をしたところ掘削中に巨石が出てきたため、計画した工法では石
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の破砕や撤去、コンクリート等の資材に係る費用が増加しております。そのための増額の契約と

なっております。 

ただいま町長からお詫びを申し上げましたが、今回の報告が遅れましたことにつきましては、

大変申し訳ございませんでした。今後は、このようなことがないように十分な確認を心掛けたい

と思います。本当に申し訳ございませんでした。 

議長（松﨑俊一君） これより、報告第４号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） どのようなことがあったために、このように報告が遅れたのでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） 文字どおり、チェックが不足していたと。言わせていただければ、結局、

繰越事業で平成３１年度からの繰越でございます。もう、その分のチェックが不十分でした。今

後は、こういう繰越も十分チェックをして報告を差し上げたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１７、「発議第３号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財

政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）について」を議題といたします。 

ここで提出者より、発議第３号について提案理由の説明を求めます。 

１番（時松昭弘君） 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税

財源の確保を求める意見書（案）についての説明をいたします。 

発議第３号 

小国町議会議長 松﨑俊一様 

提出者 小国町議会議員 時松昭弘 

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求め

る意見書（案）について 

上記の議案を別紙のとおり、地方自治法第１１２条及び会議規則第１４条第２項の規定により

提出します。 

提案理由といたしまして、新型コロナウイルス感染症の拡大は甚大な経済的・社会的影響をも

たらしており、国民生活への不安が続いております。 

この中で、地方税や地方交付税の大幅な減少等により、今後の地方財政はかつてない厳しい状

況になることが予想されます。 

地方自治体が地域の実情に応じた行政サービスを安定的かつ持続的に提供していくためにも地

方税・地方交付税等の一般財源総額の確保・充実を強く国に求めるものであります。 
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２枚目に意見書の案を添付しておりますので、朗読は省略させていただきます。 

なお、この意見書（案）は添付資料のとおり全国町村会議長より、熊本県町村議会をとおして

本意見書について協力依頼が本議会宛に届いておりますので、御参照ください。議員の皆さま方

の御賛同をよろしくお願いします。 

議長（松﨑俊一君） ただいま、提出者であります１番、時松昭弘議員より説明がありました。 

これより発議第３号について、質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

１番、時松昭弘議員より提出された、発議第３号、「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う

地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書（案）」について、原案のとおり

可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手であります。 

よって、発議第３号は原案のとおり可決することに決定いたしました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１８、「請願第１号 核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書提出

の請願について」を議題といたします。 

ここでお諮りいたします。 

この請願第１号の取り扱いについては議会運営委員会において協議をいたし、会議規則第９２

条第２項の規定により、委員会への付託を省略したいと思いますが、これに御異議ございません

か。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。よって請願第１号は委員会の付託を省略し、直ちに審

議をいたします。 

それでは、事務局長より請願書の朗読をお願いします。 

議会事務局長（藤木一也君） それでは、朗読をさせていただきます。 

請願第１号 

２０２０年８月２６日 
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小国町議会議長様 

核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書提出の請願 

請願者 阿蘇郡小国町宮原１１７番地 

あそ九条の会 代表 禿 浩道 

紹介議員 児玉智博 

二千十一年三月十一日東北の地震と原発事故が発生した翌年、二千十二年あそ九条の会が催し

た阿蘇火山博物館の館長、須藤靖明さんの講演で明らかに述べられた事。火山ガスと放射性物質

の共通点は風で流される。放射性の方は無害化されることは無い。四国の伊方原発・九州の玄海

原発・川内原発で放射能漏れが起こった際、阿蘇にも流れ来る可能性がある警戒を訴えられまし

た。 

まして核兵器を落とされた場合は、広島・長崎でその悲惨は実証済です。阿蘇郡市町村の多く

は、非核平和都市宣言をして被爆を警戒しております。その心配が全く無くなる「核兵器禁止条

約」の発効を早期に実現するよう、阿蘇郡市町村議会からの「意見書」を政府に提出して頂き、

日本が批准国となるよう請願致します。 

尚、阿蘇郡内外の方々から頂いた「核兵器禁止条約」批准を求める署名１３２０筆程を元総理

大臣に届けてあります。 

記 

請願項目 

（１）核兵器禁止条約の早期発効のために、唯一の被爆国である日本政府が積極的な役割を果

たすよう、議会として「意見書（別紙案）」を提出してください。 

以上。 

なお、令和２年８月２６日に事務局のほうで受付をしております。 

以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） はい。続きまして、紹介議員より請願の説明を求めます。 

５番（児玉智博君） まず、この核兵器禁止条約について説明をいたします。 

この条約の目的は、核兵器の全面廃止と根絶です。ただし、平和目的での原子力の保有は禁じ

ておりません。前文において、被爆者の苦痛に対する憂慮と共に、国際人道法と国際人権法の原

則が核兵器廃絶に関して再確認されております。２０１７年７月７日に、１２２か国、地域の賛

成多数により採択をされましたが、全核保有国は不参加。アメリカの核の傘のもとにあるカナダ

やドイツなどＮＡＴＯ加盟国や、親米で２国間軍事同盟を結ぶ日本、オーストラリア、韓国など

も不参加であります。一方でアメリカ軍と密接な関係を有する同盟国のＭＮＮＡ諸国の多くが賛

成をしております。反対票を投じた国はオランダのみで、棄権した国はシンガーポールのみでし

た。今年８月９日現在、８１か国が署名、４３か国が批准をしております。この条約は５０か国
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が批准して９０日後に発効することになっております。そして、この請願書にありました阿蘇火

山博物館の当時の館長の須藤靖明さんの講演会の様子を伝える新聞記事を資料として付けていた

だいております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） はい、ありがとうございました。 

これより請願第１号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 本年８月９日に開催されました長崎平和祈念式典で発表されました長崎平和

宣言では、３年前に国連で採択された核兵器禁止条約は、核兵器をなくすべきだという人類の意

思を明確にした条約です。核保有国や核の傘のもとにいる国々の中には、この条約をつくるのは

まだ早すぎるという声があります。そうではありません。核軍縮が余りにも遅すぎるのです、と

指摘をして、同時に田上市長は「若い世代の皆さん、新型コロナウイルス感染症、地球温暖化、

核兵器の問題に共通するのは、地球に住む私たちみんなが当事者だということです。あなたが住

む未来の地球に核兵器は必要ですか。核兵器のない世界へと続く道をともに切り開き、そして一

緒に歩んでいきましょう」と若者に呼びかけ、同時に核兵器の怖さを体験した国として１日も早

く、核兵器禁止条約の署名批准を実現すると共に、北東アジア非核兵器地帯の構築を検討してく

ださい。戦争をしないという決意を込めた日本国憲法の平和の理念を、永久に顕示してください

と、政府と国会議員に迫っておられました。 

また、自身も２歳のときに被爆した経験のある長崎市議会議長の佐藤正洋議長は、全国市議会

議長会などを通じ、全国の市議会に政府に核兵器禁止条約への批准を求める意見書を提出するよ

う要望をされております。 

この小国町にとっても、被爆というのは長崎や広島だけのよそごとではありません。阿蘇保健

所によりますと、小国町内で被爆者健康手帳を保有されているのは現在２名いるということで、

この小国町内にも戦後７５年経ったいまだに、原爆の後遺症に苦しんでいる人がいらっしゃいま

す。また黒渕出身で現在南小国町赤馬場にお住まいの方は終戦の前年、１９４４年４月に志願を

して航空技師の養成のために長崎県の大村基地に行かれました。４５年８月９日には諫早にあり

ます海軍のトンネルで作業をしていたということです。そのとき、突然今までに見たことのない

ような閃光が走り、その後、大きな爆音が聞こえてきたということです。そして更に熱風に襲わ

れたということです。一体、何事だろうとその時は思ったそうですが、兵舎に帰りましたら「長
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崎市に新型爆弾が投下された、諸君の中で片付けに参加する者は。」と募られたそうです。その

ときは迷わず手を上げて、今で言う復旧活動に志願をしたということでありました。そして、翌

日から３日間かけて長崎市内への片付けに参加をしたということであります。戦後、９月２０日

に日田駅に降り立ったということをおっしゃっていましたが、戦後、後遺症も出るということで、

被爆者健康手帳を取得されたということです。その方の両親も、また５人いらっしゃる兄妹の誰

もがんにかかった人はいないということでありますが、その方だけが胃がんを患い、手術もされ

たということです。やはり、これは原爆の影響に違いないと、強く感じているとおっしゃってお

られました。そして今、一番心配なのが自分はもう９０歳まで生きることができたけれども、被

爆２世である２人いらっしゃる娘さんにいつの日か自分のような症状が出るのではないかという

のが、一番心配でたまらないと話していらっしゃいます。その上で、こうした思いをするのは自

分たちで最後にしてほしいということで、こうした核兵器禁止条約は、何としても被ばく国の日

本が批准をして発効するべきであるということを訴えていらっしゃいました。 

このように、小国町に関係する被爆者の方も切に願っている、そういう条約でありますので、

どうぞ皆さんの本意見書への御賛同をお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

請願第１号、核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書提出の請願について、採択することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、請願第１号は採択とすることに決定いたしました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１９、「議員派遣報告について」を議題といたします。 

この件については、別紙お手元に配付のとおり、小国町議会会議規則第１２２条の規定により、

６月議会以降今日まで、研修会等に各議員を派遣しましたので御報告いたします。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２０、「行政報告」。 

執行部より報告事項がございましたら、お願いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 行政報告をさせていただきます。 

職員の採用試験についてです。職員採用試験につきましては１０月１８日、例年よりは１カ月

遅れているそうでございますけれども、一次試験を行います。１１月下旬に二次試験を行って、

事務３名程度行う予定としております。 

それから、養護老人ホーム悠和の里、新しい部分ですけれども、一部有料老人ホームを含むと
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いうことでございますが、今月建設工事が完了して９月２６日に入所者が新施設に移る予定とな

っているそうでございます。なお、社協からの御報告によりますと、新型コロナウイルス感染症

の影響から、落成式の式典は行わないとおっしゃっておられます。 

それから、今コロナウイルスの感染症まだあっておりますけれども、イベントの中止が決まっ

たところにつきましてお話をさせていただきますと、ふるさとの秋祭りが中止になりました。文

化祭につきましては集客はなしということでございますが、展示につきましては収録しておぐチ

ャンで放送ができればというところで話が進んでいるみたいでございます。人権フェスティバル

に関しましては、作品を展示するという方向でお話が進んでおります。敬老会につきましては、

中止するところが多ございますけれども、補正予算で計上させていただきましたように、記念品

などを配られるところもあるように聞いております。 

それから中止をしないイベントにつきましては、イチョウの木のライトアップは屋外のため、

ライトアップにつきましては中止をしないということで、御報告を受けております。 

それから最後に、小学校、中学校の運動会につきまして、小学校が９月１２日、中学校が９月

１９日、いずれも土曜日でございますが、実施を予定しております。しかしながら、今年はコロ

ナウイルスの関係で議員の皆さまには御案内を控えさせていただきたいということでございます。 

私からは、以上です。 

議長（松﨑俊一君） 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日は、これにて散会をいたします。 

お疲れさまでございました。 

（午後３時３２分） 
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議事の経過（r.2.9.14） 

 

議長（松﨑俊一君） それでは改めまして、おはようございます。 

天気のほうは一段落したように思われますが、コロナ対策、それから豪雨の復旧はまだまだ続

きますし、直ぐに終わるというものでもありません。引き続き、緊張感を持って進めなければと

思っております。また、同時に地域振興策、安心安全のまちづくり、福祉の充実なども図らなけ

ればなりません。皆さんと共に進めるような議論を御期待申し上げるところです。 

さて、本日は９月定例本議会２日目でございます。 

ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は、一般質問１日目となっていますので、直ちに質問に入ります。なお、本日の質問者は

登壇順に、熊谷博行議員、久野達也議員、時松昭弘議員、児玉智博議員、西田直美議員となって

います。よろしくお願いします。 

それでは９番、熊谷博行議員、登壇をお願いします。 

９番（熊谷博行君） はい、熊谷です。おはようございます。 

今回は久々に一番最初の質問になりました。相当、早く提出いたしましたので、内容はなかな

かいっていませんでしたが、今回の７月豪雨で被害を受けた皆さまには心よりお見舞い申し上げ

ます。今回みたいに、１カ月も２カ月も災害の片づけ処理に時間を要したような災害はまれと思

います。それどころか、まだ幹線道路の２１２号線、３８７号線、まだ片側通行になっているよ

うな現状でございます。世間でいうコロナ禍の中の災害に遭った、踏んだり蹴ったり。でもコロ

ナ禍の「禍」というのも災害の「災」も「わざわい」と読みますが、コロナは防ぎようがないと

いうか、みんなが努力すれば自然と収束していくものでございます。ただし、災害はなかなか一

人ひとりが頑張ったところで防げるものではございません。しかし、災害は時間とお金があれば

復旧はできますので、時間を要するかもしれませんが数年で元通りに戻ると思います。 

今回の質問には、このコロナと７月豪雨の災害２つでいきますので、担当課長及び町長は一問

一答でお答えいただきたいと思います。私も一問ずつお聞きしてこれに書きますので、どうかよ

ろしくお願いします。特に町民の皆さまに理解できるような答弁をお願いします。もう分かる範

囲でよございます。災害が起きてまだ２カ月。設計も査定も終わっていない状態でございます。

分かる範囲と考えだけでよございますので、お答えくだされば幸いかと思います。 

今回は災害に対する質問が４、５件入っております。私があとの人の何割ぐらいを今日聞くの

か分かりませんが、あとの方は同じことを聞かないように調整していってもらいたいと思います。 
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では、通告通りに一般質問に入ります。災害からいこうかと思っていましたが、通告がコロナ

からでしたので、コロナ対策の給付金とかそういうのでいきたいと思います。 

まず、５月の臨時議会、専決等で可決された給付金等の項目が約１１項目ほどありましたが、

よろしかったら一つずつ実績、若しくは成果をお答えください。 

情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

コロナの経済対策等につきましては数が多いので、少し時間がかかるかもしれませんが、状況

次第でできるだけ分かりやすく答弁したいと思います。 

臨時議会の５月８日に最初にトータルで２千５５０万円の対策費を打たせていただいておりま

す。中身につきましては、休業支援給付金。これは自主的に７日以上休業した場合に、５万円を

一律給付するという政策でございました。熊本県の特措法に基づく休業要請から外れた飲食店と

か理髪店とか美容室等も町のほうでは救済するような制度として実施しております。実績としま

しては、１２２件、６１０万円です。事業給付金につきましては国・県の考え方プラスアルファ

の裾野を広げた形での支援ができたのではないかと思っています。 

それから家賃支援給付金です。これにつきましては、対前年度月比の１５％以上の売上減とい

うことで、緊急アンケート調査を取った際にどうしても家賃を払えなくて、この先心配だという

ような御意見等もございまして、国県の対策としてはこの時点ではまだ出ておりませんでしたけ

れども、町としては家賃の２分の１、５万円を上限として給付をしております。実績としまして

は、２８件の７４万７千円の執行をしております。 

それから、事業継続支援給付金というのがございます。これは、国のほうが５０％以上の売上

減少という部分については、２００万円、１００万円という法人と個人に給付がございまして、

県のほうはその下のランクの３０％以上５０％未満についての支援をする制度をつくっておりま

すが、今回うちが事業継続支援給付金を実施したのは、被害の減少が１５％以上かつ、どうして

も運転資金等で当面困っている方が融資を受けた際に、その融資額の１０分の１かつ上限を３０

万円ということで、支援をさせていただきました。件数は７２件、２千３９万円でした。 

それから宿泊施設支援給付金、これにつきましてはゴールデンウイーク中に一番稼ぎ時という

ような時期でございますけれども、２月３月のコロナの影響、そして５月のゴールデンウイーク

での収益の時期に県からの休業要請という全体的な動きの中で、非常に厳しい時期となったとい

うことで、今回その部分について宿泊施設の支援給付をしております。これについては件数が３

６件、９７０万円でございます。 

それから同じく飲食業関係のダメージが、宿泊業の次に大きいということで、飲食店を応援す

るという意味での飲食店応援キャンペーンというものを６月１０日からスタートさせております。

これにつきましては、現在実施の最中でございまして、来年の２月までプレミアム商品券が使わ

れます。現在の売れ行きからいくと、今１千万円を少し越していますが、１２月から１月の頭ぐ
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らいには、売れ行きからいいますと完売してしまうのではという推計ですが、見込まれておりま

す。これにつきましては１千万円の投資をすることで、経済的な効果としては５千万円のお金が

動きますので、効果がある政策かなと思っております。 

簡単ですが、以上でございます。 

９番（熊谷博行君） 私は飲食店応援キャンペーン、プレミアムチケットですかね、これはなかな

か売れないのではないかと思っていました。今お聞きすれば、年内若しくは１月ぐらいで完売す

るのではないかという予想でございます。私も相当利用させていただきましたが、こんなに早く

売れるとは少し驚いております。また、いつ買おうかなと思っていましたが、追加で出していた

だくとかいうことはもうないと思いますが、正直いって５月８日の臨時議会から８月１２日、先

週の９月までいろいろありましたが、なかなか内容が厳しく、給付金もそんなに高額ではないの

でどうかなと思っていましたが、目標をかなり達成しているのではないかと思います。 

今後はどういった、また、もう１期、今３期目ですかね４期、５期、６期があるのかは分から

ないのですが、次はどのような感染経済対策の事業を考えているのか、分かる範囲でよろしいの

でお答えください。 

情報課長（村上弘雄君） お答えいたします。 

今後のコロナの対策また振興策については経済活動と感染予防というのは非常にアクセルとブ

レーキという形で対策が難しい中で今実際やっております。現在はどちらかというと支援給付金

を中心にやってきましたけれども、日本中国内、どこでもそうですけれども、観光業については

新しくこれからお客さんを呼び込むということで、準備の期間中にもなっております。そういう

意味で言いますと、今できる範囲でコロナ禍の中で準備作業を進めていかなくてはいけないとい

うふうに思っております。そういう意味では、現在、ＣＭ等については予算化して承認していた

だいておりますけれども、その辺の制作について今仕様書の準備をしております。制作ができて

も、実際にＣＭを打つときについては、またタイミングをかなり注意して、打っていかなくては

いけないかなと思っています。財源についても臨時交付金でございますので、繰越は可能という

ことで、その辺は注意して効果的な時期にＰＲしていきたい。 

今後の経済対策はその他に、これはできればの話ですけれども、どうしても鍋ヶ滝等について

今平日だけの運営になっておりますので、どうしてもどちらかというと低空飛行のお客さんにな

っています。この辺を、これから先予約システム等がもし可能であれば、この辺も検討していき

ながら３密を回避できるような観光施設をつくり上げていきたいなと思っています。 

あとはＪＲ豊肥本線の８月８日の開通、それから国道５７号線の１０月開通、そして北側ルー

トの同時開通、それから来年の３月の阿蘇大橋ということで、阿蘇全体の動きもありますので、

その辺と絡めながら対策を打てたらなと思っております。 

以上です。 
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９番（熊谷博行君） 分かりました。 

先週、観光施設照明設備工事、下城滝ほかの２つの滝のライトアップなのかライトダウンなの

かちょっと分からないのですが、なかなか皆さん議論をされて可決された案件でございます。よ

かったら一緒にイチョウの木もライトアップを新しく追加でしていただいて、ＬＥＤですれば１

週間ぐらいは落葉も遅れるのではないかと思いますので、よろしかったら町長の考え一つでござ

いますので。そこは、そんなに何十個もかかるものではないと思います。今のを取り替えればい

いだけの問題でもないかもしれませんが、そういうものも見込んで行っていただきたいと思いま

すし、通れば通ったで早くしていただきたいのですが、先伸ばしにならないように。もう、通れ

ば通ったでしていくべきと思いますので、どうか早めにですね。冬のライトアップもライトダウ

ンもかっこいいので、夏だけではございません。どうか前に前に進んでいってほしいと思います。

観光のあれからは前後するのかもしれませんが、なかなか前後していくのが世の中でございます

ので、まずはやってみて反省するところは反省すればいいし、そういうことは多々ありますので

今の事業の中でもしっかりコロナの対策支援の分でございます。なかなか一般財源でライト照明

なんか普通はできませんので、ここはしっかり考えて行っていただきたいと思います。 

この辺で情報課のほうのコロナに対する質問は終わりたいと思いますが、次は一番大事な７月

豪雨の質問に入りたいと思います。前回の質問から今回の質問と、情報課長と建設課長ばかりで

すが、別にいじめているわけではございませんので、しょうがないと思っていただければいいと

思います。 

豪雨から約２カ月過ぎて、町民の皆さまの生活は戻りつつあると思いますが、どうしてもまだ

復旧というか仮復旧が終わっていないような状態でもございます。ここは通告していませんでし

たが、今仮復旧が何％ぐらい進んでいるのか、分かる範囲でよございますのでお答えください。 

建設課長（時松洋順君） お答えします。 

応急仮復旧といたしましては、２箇所、ファームロードの田原の辺りと西里について仮復旧に

かかっております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） この間視察に行ったときの現場だと思いますが、それを仮復旧だけで、あと

のは仮復旧をする所はないということで捉えてもいいんですかね。まだ他に仮復旧するところが

あるのかないのか私も分かりませんが、ファームロードはこの間、議員全員で見せていただき説

明まで受けて把握していますが、分かる範囲でよございますので、大体普通の生活に支障がなけ

れば、それは仮復旧と一緒ということでよろしいと思いますが、１００％ではないですけど相当

なパーセンテージが上がっていると思いますので、お答えしなくてもよろしいです。 

では本題に入ります。今回の災害、何百箇所というような話をよく聞きますが、まず具体的に

１００単位でもよろしいです、道路、河川、治山、農地、水路、農地の施設ですね、よろしかっ
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たら大体何カ所ぐらいあるのかを、査定もまだ通っていない部分もありますが、申請だけでも構

いませんので、治山は７件というのはこの間上がっておりましたので分かりますが、あとは大体

１００単位でしか聞いていませんので、何百何十ぐらいが分かれば申し上げてください。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

すみません、１００単位の答えとなってしまいますが、道路につきましては約２００件、河川

災が約１００件、農地災が約３００件、そのうち田んぼにつきましてが約１７０件、畑が１３０

件でございます。今お話がありましたとおり、今後、国の補助事業に乗せます災害査定等を経て

いきますと、数字については今後変化が生じて参るところでございます。 

９番（熊谷博行君） 水路災害が出ていませんので、水路までお願いします。 

建設課長（時松洋順君） 失礼いたしました。 

農業用施設につきましては約７０件でございまして、水路が３０件、農道が３０件、頭首工が

１０件となっております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 約６００件ですね。今から査定を受けていかないといけないと思いますが、

私も査定というものに参加したこともございます。今聞くのが非常識ですが、査定も終わってい

ないのに工事の発注なんか聞いても分からないと思いますが、大体、建設課にもどこにも、そう

いうことに詳しい人はいると思いますので、大体、今査定を受けていつ頃に一番早い工事の発注

ができて、考えている中で、どの路線やどの河川、どの農地を優先してしていこうという考えが

あれば、おっしゃってください。 

建設課長（時松洋順君） はい、お答えします。 

現在も国の補助事業の査定期間中でございまして、今の予定でありますと１２月まで毎週各件、

各件というのは１件２件という、その工事の現場ごとということなんですが、査定は予定されて

おります。議員の御指摘のあった「査定」を終えてからという話もありましたとおり、それを終

えて本設計に移りまして、それにも期間を要するというふうに考えております。 

その後の発注という予定になってまいりますけれども、査定が３月までかかる見込みもありま

して、今年度の発注というのは難しいのかもしれないというふうに考えております。本格的には

来年度からの発注になるのかなという予定が立つのではないかと考えております。 

優先順位というお話が出ましたけれども、農災ということであれば水路や農道とかの施設を先

に、町道であれば通行量と復旧作業の容易さなどを勘案して発注していきたいと、今の時点では

考えているところです。 

９番（熊谷博行君） そうですね、課長の言うとおり、まだ何も前に進んでいないのに無理な話だ

ろうけれども、考え的には大体分かりましたので、あとは発注査定が終わるのを待つという考え

だと思います。どうもこの次の１２月議会でもまだ分からないし、３月議会にならないと前に進
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まないというような感じになってくるのではなかろうかと思います。 

それでは、今のお答えからいけば令和３年度に入ってしまうのではないだろうかという感じで

すが、完全復旧というのはあり得ないかもしれませんが、復旧が終わるのは何年ぐらい見込んで

いるのかお答えください。 

建設課長（時松洋順君） 災害復旧につきましては、今年度を含めて３年で完了という期限が決め

られております。ですので、それからいきますと令和４年度完了というところを目指すところに

なります。 

９番（熊谷博行君） 令和４年度なら２年しかないではないですか。 

建設課長（時松洋順君） 今年度を含めて３年ということなので、２、３、４ということになるか

と思います。 

９番（熊谷博行君） もう、正味２年で終われということですね。大体、そんなものでございます。

分かっていて聞きましたが、ではこの６００本、あと林道や何とかもろもろありますので、６５

０も７００にもなるかと思いますが、全てのこの工事を町の土木業者に発注して行うのか、今、

多分９社土木工事のほうに指名があると思います。昨年１年間の工事実績、町の工事だけなので

すが、この間の全協のときに計算しましたら、相当下がります、各業者。建築は別として、２億

円している会社もあれば、数千万円の会社もございます。６００割る２、３００。３００を１年

間で出して９社で割れば、３５か４０近い工事を発注することになりますが、それで２年間の繰

越をするのか、必ず工事には工期というものがございますので、いきなり繰越ははじめからでき

ませんので、甚だしく工期が遅れれば延滞金を請求せよというようなふうになることもなりかね

ません。そのあたりのお考えはいかがですか。 

建設課長（時松洋順君） おっしゃられるとおり、件数は非常に多大になってくるかと思います。

しかし、町の指名業者には請負能力があると判断しているところではございます。しかしながら、

発注に関しましては、その箇所についてまとめたような１箇所工事発注などに配慮しながら実施

していければと、今のところ考えているところでございます。 

工期につきましては、標準工期というふうに考えておりますが、何らかの要因等が工期等に影

響した場合は個別に対処をしていく予定でございます。 

９番（熊谷博行君） １本１本、発注をしていても無駄な経費も飛んでいきますので、その地区の

川、１０本あれば１０本、農災も一地域、１０本あれば１０本、そういうふうに大きくつくって

出すのが手段かと思います。事業者はなかなかどういうふうに思うか知りませんが、そういうふ

うにしていかないと、多分、発注者も受注者もどこの工事を受けたか、出したかも分からないよ

うな状態になると思います。必ずトラブってくると思います。特に農地に関しては。河川、道路

は苦情も出るかもしれませんが、農地はものすごい苦情が出てくると思います。そのときの対応

措置はどういたしますか。 
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建設課長（時松洋順君） 今、ここで明確に答えができませんけれども、その現場、現場で最善の

解決策を探っていきたいと、そういうふうに考えております。 

９番（熊谷博行君） 受注者に責任を持ってもらうのが、私は一番いいと思います。そういう条件

をつけて、発注していけばいいと思います。町が頭下げに行っても、頭が足らないくらい下げな

いといけないような状態に私はなると思いますので、ここは受注した業者に責任を持って対応し

ていただくというような一言つけておけば、問題はそんなに大きくならないと思います。 

それと、今現在小国町が行っている事業がございます。それは、来年からそのまま続けていく

予定だと思いますが、その辺はどう考えていますか。 

町長（渡邉誠次君） 方針でございますので、私のほうから答えさせていただきます。 

現状、災害復旧、今お話ししたとおりでございまして、３年間の中でやってしまわないといけ

ないというところもありますので、少し変更するところは余儀なくされると思います。しかしな

がら、案件として今まで積み残してある分、その部分に関しましてはできるだけ事業の計画どお

りに行っていきたいと。今から行っていく部分に関しては、少し再考も考えているところでござ

います。 

９番（熊谷博行君） 今で言えば、はげの湯線。ここは早急に仕上げていただいて、舗装まで被せ

ていただければいいかと思います。業者のほうに、しっかり頑張っていただくようにお願いして

いただければいいと思います。 

もっと聞こうかと思ったのですが、このあたりで課長に聞くのは終わりたいと思います。 

最後に総務課長になるのか町長になるのか分かりませんが、小国町には危機管理士やプロの危

機管理専門、自衛隊上がりとか、そういう方がいるのではないかと思いますが、何回か講習会を

受けに行ったことがあるのですが、そういう方をそのときだけというのはあまりおかしいかもし

れませんが、そういう人たちを受け入れるような計画があるか、考えがあるか。それと危機管理

の講習会等はあっていますが、どなたが講習会に行っているのかを教えてください。 

総務課長（小田宣義君） お答えする前に現在の町の状況といいますか、これまで町の方針として

は、災害があってからよりも災害が起こる前ということで、自主防災組織のリーダー的な人たち

を養成するために、職員が今までで５名、防災士の資格を取っております。ただ、熊谷議員が今

おっしゃられたとおり、最近の災害は大型化しておりまして、いつ何時、どういう大きな災害が

あるかもしれないような状況になっております。県内でも熊本県をはじめ、少しずつ町村でもそ

ういう専門の職を新たに雇うこともやっておりますので、小国町も今後を考えますと検討して、

最終的には町長の判断になりますけれども、そこらあたりの置くか置かないかの検討はこれから

始めたいと考えております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 防災士の資格をどのぐらいの職員か知りませんが、やっぱり物事を判断しま
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すので、それなりの課長クラスの職員とかが私は受けるべきと思いますが、若い人に受けさせて

もなかなか意見を言うのが困難でございます。できるだけ上の課長たちが受けて、頻繁に講習会

に行かなくてもいいし、年に１回ぐらいの講習会には参加したほうがいいと思いますが、いかが

ですか。 

総務課長（小田宣義君） 確かに、もう災害になるとある程度やっぱり人間的にも慌てまして、適

切な判断等に欠ける場合も多々ございますので、そういう研修は積極的に今後は受けさせたいと

考えております。 

それともう一つ、先ほどちょっと答弁が抜けておりましたが、危機管理の講習会ということで

私が調べた件では、危機管理の講習というのは首長を対象に年間２回しかあっておりません。大

体、内閣府と消防庁が主催する危機管理セミナーというのが東京で毎年大体６月に開催されてお

りましたけれども、今年に限ってはコロナの影響で１１月に開催するということを検討するとい

う状況になっております。 

それと、あとは毎年１０月に今度は熊本県の主催で危機管理防災セミナーということで、こち

らも首長対象で年１回開催されております。こちらもコロナの影響で今年はまだ開催するかどう

かは分からないということです。昨年はこの会議には町長が出席予定でしたけれども、町長のほ

うが公用ができましたので、私が代理で出席しております。内容的には、首長の災害時の自治体

の情報発信とメディアの対応ということで講演があって、それに質疑応答ということで研修会が

あっております。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 今の言葉を聞きとうございました。勿論、町長が行かなくては意味がござい

ませんので、町のトップでございます。 

それと全然通告していませんでしたが、何回も５番議員が言っていた家の裏の崩土の件ですが、

状況が変わり次第、そこの家屋の人に早めに報告していただいて安心させてください。公費です

るのか自費でするのか、そういうのだけでもはっきり分かれば安心すると思いますので、今後も

災害の余韻ではないけれども残っております。職員がみんな一生懸命仕事をしているのは、私た

まに土曜、日曜この辺をさらっとパトロールに来るので、相当車が役場に残っております。ちゃ

んと見ている人は見ていますので、これからも体に気を付けて、特に建設課の職員の方々は頑張

っていただきたいと思います。 

これで、一般質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。１０時５０分から。 

（午前１０時４０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時５０分） 
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議長（松﨑俊一君） ４番、久野達也議員、登壇をお願いします。 

４番（久野達也君） 久野です。おはようございます。 

まずもって、先の７月の豪雨災害につきまして、家屋あるいは農地、周辺道路等に多大な被害

あるいは損壊を生じております。被害に遭われた方々に衷心よりお見舞い申し上げます。 

早速、一般質問ということで進めさせていただきます。同僚議員からの質問と重複する部分も

ございますので、できるだけ整理しながら質問させていただきたいと思いますけれども、重複し

た場合はあしからず御了承いただきたいと思います。 

まず７月の豪雨災害の現状とその対応ということで質問させていただきたいと思います。同僚

議員からも質問にありましたように、多くの被害を生じております。本定例会での補正予算にも

ありましたように、農林水産業費、施設災害復旧事業費で１２億５千万円以上、それから公共土

木災害復旧事業では２１億２千万円。もう３千万円が近いですけれども、多大な災害復旧事業費

が計上されております。これに伴い、この災害復旧にこれから取り組んでいくわけですし、先ほ

ど御説明の中にもありましたように、発生から３カ年で災害復旧を終えるというのが基本的なス

ケジュールかと思います。早急な対応、それから１日も早い復旧、誰もが望んでいるところです。

十分な対応をよろしくお願いいたします。 

それで実はこれだけの災害がありまして、先の質問の中でもありましたように、事業箇所でい

いますと道路、河川、農地、それから農業施設となりますと６００件、７００件近い事業量があ

ろうかと思います。これらを対応していきますと、いわゆる公共工事ですので災害査定を受け、

査定後に入札準備、それから契約、現場管理、竣工検査、それからいわゆる工事完了の引き渡し

という部分でなっていこうかと思いますけれども、今現在、建設課の職員も総出で現場確認や災

害査定について準備に取り組んでいただいております。積極的に動いていることも十分承知して

おります。ただ、これだけの工事量になってきたときに、いわゆるマンパワー、職員の動きの中

で必要な部分、専門的知識を有する部分、多分にあろうかと思います。このようなときの人材確

保、この人材確保ができなければ事業が進む上での入札へ間に合わないと、そういったことはあ

ってはならないと思いますので、順調なる発注、施行管理、現場管理、これらを行うための人的

確保の考え方を、もし今現在あればお聞かせいただきたいと思います。例えば、人事異動が必要

であったりだとか、あるいはＯＢの専門職の知識を有する人の任期付職員で確保するだとか、マ

ンパワーの部分の確保をどのようにお考えなのか、まず１点目お聞かせいただきたいと思います。 

建設課長（時松洋順君） 私のほうから、私が答えられる部分についてだけ回答させていただきた

いと思います。 

議員の御指摘のとおり、今の建設課の中には災害復旧事業の実務経験は私を含めて少ない人員

が比較的多く配属されているのは事実でございます。一朝一夕にその職員のスキルがアップされ

るということは難しいと、そういうふうに思っております。この体制の中で職員間で相互協力を
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継続しながら、職員の専門的な部分の育成の中で業務に当たっていく必要があると考えていると

ころでございます。議員のほうからＯＢというようなお話も出ておりましたが、人材につきまし

ては熊本県のほうにですとか、コンサルタントの業者でありますとか、そこら辺の心当たりに打

診した事実はございます。しかしながら、県内の被災の状況が非常に多大であるということと、

全国的なコロナ状況というところで、今のところそちらに打診した部分については、見通しが立

っていないのが現状でございます。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 私のほうからも、少し補足をさせていただきます。 

私が町長に就任した当初から、実は熊本県のほうで技術職の方たちを町村へ人材派遣をすると

いうようなお話が実際、昨年あっておりました。ですので、町としても非常に技術職の方、欲し

いところでございましたので、県のほうにまず地域振興局それから県、両方にお願いをして、ぜ

ひとも土木設計等々の方を町に派遣していただけないだろうかという旨、お話をさせていただき

ましたところ、昨年はまず益城、それから地震で災害が非常に厳しいところがありますので待っ

ていただけませんかというお話をいただいたようなところがあります。 

今年に入りまして災害も非常に多くございましたので、もう一度打診しましたところ、もう県

のほうでは南のほうが非常に大きい災害がございましたので、そちらのほうに人材を派遣するこ

とが決定しておりますという報告も受けております。それを受けまして、町の中では課長を中心

に人事異動のことも考えました。それからＯＢにも頼みに行きました。それからコンサルにお願

いして、いっとき加勢していただけませんでしょうかというお話も打診はさせていただきました

けれども、非常に今の現状では難しいというお答えをいただきましたので、この体制で建設課の

ほうにしっかり頑張っていただきたいという旨は伝えておりますけれど、もう一つ人材派遣のお

願いを関係のあるＳＤＧｓの未来都市であるとかそういったところを含めて、できれば少し大き

めの市のほうに打診をさせていただいておりまして、今、その報告を待っているというようなと

ころでありますけれども、当初から人的に町が少し足りていないというのはもう分かっておりま

したので、そういったところでは非常に積極的に動いたところでありますけれども、現状ではま

だはっきりとしたお答えが出てきていないというのが本日の答弁となります。 

以上です。 

４番（久野達也君） ただいま町長、建設課長から御答弁をいただきましたけれども、やっぱり予

算措置はできたと、準備は整ったと、ただ事務処理がということが障害にならないように対応を

お願いしたいと思います。ただ、今町長からも御提案がありましたように、「難しい」「難し

い」「難しい」をどこまでも追いかけるのではなく、難しいなら可能性のある部分を探っていた

だくと。関連市町村に可能かどうかを尋ねていただくと。それも一つの選択肢ではなかろうかと

思います。ぜひ、順調な復旧を望むなら、それが段取り、準備ができる体制も整えていただきた
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いと思いますので、何度でも関連町村あるいは県にも「もうそろそろ下さいよ」とか、しつこく

でも当たっていただいて、決して小国町職員が能力が足りないのではないんです。事業量がキャ

パを超えているのではないかなと私自身思いますので、それらの対応をよろしくお願いいたしま

す。そのことが、ひいては結局、小国町で生活する住民の方々の早い復旧にもつながってこよう

かと思いますので、くれぐれもよろしくお願いいたします。 

それから、災害査定の部分で後でまた意見も述べさせていただきたい部分もありますけれども、

次に今回災害の状況を見ましたときに、やはりこれまで私の記憶しているところでいけば平成３

年の台風１９号、これによって倒木が生じました。それから平成５年の洪水で杖立地区では尊い

人命が奪われるというような大きな災害が起きました。それらを踏まえたところで、県において

治山砂防の中でスリットダムという対応をしていただき、このスリットダムが実は平成１７年の

わいた山近辺での大雨、それによる流木、これを食い止めたという大きな成果も出ております。

それらを考えたときに、このスリットダムの堆積物、ある意味ですね、治山ダムや何かは御承知

のとおり山林の安定化を図ると急傾斜地に設置し、堆積物を堆積させることによって急傾斜をな

だらかな流れにし、そこに堆積物をため、日常的な雨の中で少しずつ堆積物を流していくという

ことで、あまり堆積物に触る機会も少ないかと思いますけれども、やっぱりスリットダムは水を

通すのと堆積物をそこで食い止めるということですので、当然堆積物の除去も必要かと思います。 

お尋ねしたい部分として、今回いろんな堆積物があったり、あるいは砂防ダム、治山ダムの状

況も変わってきているかと思います。これらの現状確認はどのようになっているのか。まず１点

目として、現状確認の部分をお聞かせいただけたらと思います。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

今、議員の御指摘のあった部分につきましては、熊本県の所管となっておりまして、聞きます

ところによると調査は進んでおりますが、予算等の絡みもあって実施の具体的な日程などは現時

点では確定していないというふうに聞いているところでございます。 

また、町のほうでもそういった状況に気付き次第、県のほうには連絡させていただいて早急な

対応をお願いしたいというふうに考えているところでございます。 

以上です。 

４番（久野達也君） 今の建設課長の答弁に重複する部分もあるかもしれませんけれども、でした

ら治山ダム等については管理主体は熊本県ということで、そうなれば事業主体も熊本県というこ

とでよろしいのですかね。 

建設課長（時松洋順君） はい、そのとおりでございます。 

４番（久野達也君） やっぱりですね、設置して不安なのは砂防ダム、治山ダム等が設置されてそ

のままの状態、要はダムですので除去するのが前提というふうに素人考え、私も最初、素人考え

的にそんなふうに思っていたのですけれども、堆積させることによって安定化を図ると。それは
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いろんな参考文献等を読ませていただいて理解もさせていただきましたけれども、それ以上に堆

積した場合、あるいは先ほど言いましたようにスリットダムの場合は、もう除去するのが前提に

なっていようかと思いますので、ぜひとも県、そこに確認を急いでいただいて、危険箇所につい

ては早急な除去、これをお願いすると。先ほどお話させていただきましたように、平成１７年の

ときにも西村・尻江田地区、田んぼの中に杉の木がもう丸ごと流れてきているというような状況

がありました。それらの杉の除去もそうですけれども、スリットダムに堆積した杉の木を除去す

るという作業も行っております。今回についても、そのような状況の確認はやっぱり積極的な働

きかけで県にもぜひお願いしていただきたい部分として、意見を述べさせていただきます。 

次に、先ほど言いました災害査定の部分で、町執行部のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。農災の場合、災害査定を受けなければ分からない部分があろうかと思います。と申します

のが、災害認定を受けるか受けないかです。一番懸念するというか、危惧する部分として、災害

査定を受けられなかった箇所の復旧をどのようにするのか。恐らく、農家の方々も不安があろう

かと思います。災害申請は出したけれども、まだ査定は受けていないからその状況は詳細には分

からないと。災害認定を受ければ、公共工事としてなされるのですけれども、万が一受けられな

かった場合どうしていくのか。それらもあろうかと思いますので、想定の話をしてはおかしいか

もしれませんけれども、不安を取り除くという意味合いからは、まずは最悪の状態を想定して進

んでいくのがいいのではないかなと思いますので、私も分かりません。全箇所、認定を受けるか

もしれませんし、もしそういったような査定漏れ等が生じた場合の対応策について、今の段階で

検討がなされているのか。なされているのであれば、どのようにお考えなのか、よかったらお聞

かせください。 

建設課長（時松洋順君） はい、お答えいたします。 

４０万円未満の事業費の小規模な箇所につきましては、議員の御指摘のとおり災害の査定には

係ってこないのですけれども、その箇所が１５０メートル以内に連続していれば、まとめて計算

できるという制度がございますので、１箇所１０万円、隣が３０万円、１５０メートル以内にあ

れば、４０万円以上になるといったところは対象となりますが、それ以外のケースにつきまして

は現在のところ対象としている部分はございません。近隣の市町村に少し聞いてみましたけれど

も、同様な状況というようなふうに聞いております。 

以上です。 

４番（久野達也君） 今、建設課長の答弁にもありましたように、近隣箇所を総合的に復旧すると

いうことで、査定額を確保すると言う部分、ぜひ積極的に取り組んでいただきたいし、そのこと

によって受益者負担も削減できようかと思います。考え方的には農地災、本当に個人の財産を確

保する部分です。考え方的に個人の財産を公費でという考えもあるかもしれませんけれども、な

ぜ農地災というものがあるのかの根本の部分を、やっぱり考えていただきたいと思います。日本
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の食糧事情の確保、農地の確保、あるいは昨今言われていますように耕作放棄地をなくす。やは

り健全な形で農地の運営ができるように、あくまで現況復旧ですので、災害復旧の対象となるよ

うな事務的手立てが取れれば、それを強くお願いいたします。 

次に、杖立河川について少し質問させていただきたいと思います。杖立にも河川の中央部に、

もう岩と言っていいほどの大きな堆積物があります。これらの除去について現状をお聞かせいた

だきたいと思います。 

建設課長（時松洋順君） 御指摘された杖立の河川につきましては、九州地方整備局の筑後川ダム

統括管理事務所の直轄区域となっております。国のほうで河道内の土砂については撤去が計画さ

れておりまして、調査も行われており、業者選定まで進んでいると聞いております。本年度発注

というような見込みを聞いております。場所につきましては、温泉内の桜橋の上流部と桜橋付近

の堆積物のみの除去というふうな計画で、温泉水に影響がないように、というような計画だと聞

いております。 

以上です。 

４番（久野達也君） 温泉内の河川の堆積物の除去ということで、現状をお聞かせいただきました。

進捗も早く、国としても対応していただいているかと思います。町長にお尋ねしますけれども、

地元でもありますし、杖立地域内の今建設課長からありましたように、河川の管理は国直轄の河

川です。筑後河川事務所、松原ダム事務所等災害に対してはいろんな情報交換、あるいは河川事

務所でライブの監視カメラも数年前には設置もしていただいております。このように管理する国

との関係性、町の意見を述べる、あるいは国から助言をもらう、国の考えをお聞きするというよ

うなそういう機会が大切かと思います。過去にも順次取り組まさせていただいていたかと思いま

すけれども、それらを踏まえて今の現状をお話しいただければと思います。 

町長（渡邉誠次君） 杖立地区におきましては、災害の視察という観点からも、勿論地元の県議も

含めて熊本県選出の国会議員の先生方、それから各党を超えて参議院の先生方、それぞれたくさ

んの県議の方、来られています。その都度できるだけ私が対応させていただきまして、今ある現

状、それから課題を述べさせていただいているところです。先ほどの土砂の撤去の部分でござい

ますけれども、筑後川ダム統合管理事務所の所長、中村所長と申しますけれども、その方が非常

にこちらのほうに災害があってから、本当に毎週のごとく足を運んでいただきまして、現状をお

伝えしていただく、それから国交省の部分で分析を私のほうに教えていただく等々ですね、非常

に努力をしていただいております。特に、河川の堆積土砂の部分ですね、その部分に関しまして

は素早く対応していただきまして、まず話がゼロだったところから、たくさん話をもっていただ

きまして、測量も早急に終わっていただいて、先ほど経過に関しましては建設課長が申しました

けれども、実際、土砂の堆積物を撤去するというところまではしっかりお話を聞いております。

金額に関しては、少し微妙なズレがあると思いますので、私から金額のほうはお伝えはしません
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けれども、それでも非常に河川の部分、それから杖立付近の治山の部分、あらゆる方の努力があ

りまして、いろいろお話を持ってきていただいているところです。 

１点だけ、杖立だけではありません。小国町、いろんな所でもそうでございますけれども、昔

に比べると非常にたくさんの雨が降ると、集中豪雨があると、線状降水帯を含めまして、あらゆ

る原因のところで雨量をはける水路が非常に難しいと。災害復旧の部分で補助等々は勿論ありま

すけれども、復旧ではない限りはなかなかまだお金が、補助がつくというところもなかなか難し

いところではありますので、これから先は復旧の部分ではないところでも改良復旧であったりと

か、またいろいろとお話を私のほうからも持って行かせていただきまして、災害ができるだけ少

ないような形で話をさせていただきたいなと思っております。 

以上です。 

４番（久野達也君） ぜひ、管理しております国との連携を強く持っていただいて、よろしくお願

いいたします。 

今、町長の御答弁にもありましたように、御答弁をお聞きしながら思った部分として、熊本地

震のときに蒲島知事が「創造的復興」という言葉を使って、今もそれを推進しているところです。

今回の小国町の災害復旧につきましても、基本的に災害復旧は現況復旧でしょうけれども、創造

的復旧、未来を見据えた復旧、これらを念頭に頭のどこかには置いていただいて、関係機関と連

携を密にしながら復旧に当たっていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

次に、またこれも重複する部分があるのですけれども、コロナ関連についてお尋ねをさせてい

ただきたいと思います。コロナ関連につきましては個人給付的な部分、あるいは事業支援的な部

分、二つの角度からこれまでも取り組んできておりますし、今後も取り組んでいかなければなら

ないと思います。コロナ感染症でそれぞれの人々の生活形態も変わっております。接し方も変わ

っております。ある意味、そのことが本当は自然であったのかもしれませんけれども、これまで

がやはり密接すぎた部分は距離を置くと。ただ、悲しいかな、他人行儀になってしまうだとか、

親近感がないだとかいう、そういう側面もありますけれども、やっぱり病気というものは怖いん

だという認識も確認しながら、対応も必要かと思います。そのような中で、今回の９月補正で新

たな部分として取り組まれ予算措置もされました。 

１点、同僚議員の中からこれまで町が行ってきた部分についての金額、件数等の確認も行われ

ましたけれども、１点国費が伴う部分で質問させていただきたいと思います。実数を教えてくだ

さい。住民課長かと思いますけれども、国の特別定額給付金一人１０万円です。これの小国町の

今の状況、全員に支給したのか、あるいは支給できなかった部分があるのか。支給できなかった

部分については、どういう状況で支給できなかったのか。その対策はどのように講じたのか。よ

かったらお教えください。 

住民課長（石原誠慈君） それでは、住民課のほうから特別定額給付金事業についての報告をさせ
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ていただきます。 

小国町におきましては、５月１１日、月曜日から給付申請の受付を開始しまして、順次、申請

者世帯主に対して給付を行って参りました。申請の受付期限は受付開始より３カ月ということで、

８月１０日までとなっておりましたので、既に給付については終了をしております。県内では７

月の豪雨災害で申請の受付期限を延長された市町村もございます。 

それでは、小国町での最終的な件数につきましては、対象世帯が３千７６世帯でございました。

人数にして６千９４６名でございます。そのうち、申請され給付を受けられた世帯が３千６７世

帯です。人数にして６千９３７人でございます。小国町全体の約９９.８％の方が給付済みでご

ざいます。総額が６億９千３７０万円です。一方で、給付の申請がなかった数としまして、９世

帯、９名の方でございました。この申請がなかった世帯につきましては、いろいろな情報を提供

いただきながら再三に渡り申請の御案内を指し上げました。実際、３回ほど申請の案内をしてお

ります。結果的には申請がなかったということでございます。また、この給付申請は個人、世帯

主の意思によるものでございますが、確認作業にも個人的なプライバシー的な部分に触れる部分

もございますので慎重に進めて参りましたが、確認作業も限界があるということで、残念ながら

全世帯１００％の申請には至らなかったということでございます。特に大きなトラブル等もなく

終了をしております。 

以上で、住民課から特別定額給付金の実績についての説明を終わります。 

以上です。 

４番（久野達也君） 今、住民課長から御答弁をいただきましたように、この定額給付金は申請主

義ですので、本人の意思として受給をしないということであれば、それも受給しないということ

で認識しております。ただ、交付する国としましてはできるだけ活用していただきたいという分

もあいまって、見る角度によって、その考え方も変わってこようか思いますけれども、まずもっ

て９９.８％の方々に交付できたというのは、大きな実績ではないかなと思います。その活用法

についても、内需の拡大につながる部分も多々あったかと思います。このコロナ禍の中で、人々

の生活形態、動きが変わってきております。いろんな取組みが必要かと思います。それで、今回

の９月補正の第７号でリモート会議の開催だとか、農作物等の作付に対する支援事業だとか、先

ほどありましたように照明、滝のライトアップもそうです。Ｗｉ－Ｆｉを使ったネットワークの

カメラの設置、小学校ではＩＣＴへ向けてのいろんな取組み等が行われているかと思います。こ

れまでの、これどこに所管するという部分ではありませんけれども、これまで先の６月議会まで

コロナ対策予算として取り組んで参りました。そして新たに９月の補正で再度取り組む、なおか

つ臨時交付金は少しまだ余裕も持っていると。この第２波といってもいいと思います。今の現状

を考えたときに、コロナとの共生の社会のためにも変化を続けていかなければならないとも思い

ます。町として、この状況にどう取り組んでいかれるのか、今のお気持ちでよございますのでお
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聞かせいただけたらと思います。 

町長（渡邉誠次君） 町といたしましては、第１期分はほぼ給付策に徹しさせていただきました。

給付策、そして第２期の分で支援策、そして第３期以降は進行策と、もう一つ重ねさせていただ

きますと、新しい生活様式に合わせた対応策というところを第３期、第４期には盛り込んでまい

っているつもりでございます。例えば、お話にも上げさせていただきました、まだ予算化はして

おりませんけれども、鍋ヶ滝の予約システムだったりとか、無人化のシステムだったりの構築あ

たりは、実は次の生活様式に向けた対応策の一環、それから観光の振興策の部分で考えていると

ころでございます。鍋ヶ滝のライトアップに関しまして、それから下城滝のライトアップに関し

ましても、勿論観光振興の部分で大きく寄与できるものというふうに思っておりますけれども、

それだけではなかなか難しいというふうに思われますので、その様々な対応策、新しい生活様式

に合わせた対応策、それから観光振興策を少しずつ重ねていきまして、しっかりと全体的な振興

に努めさせていただきたいなと思っているところでございます。 

それから、子ども達に対する支援も含めましてＧＩＧＡスクール構想は、特に次の世代の人た

ちには新しい生活様式にもプラスして考えられるところではないかなと思っているところでござ

います。なかなか、町単独の給付という形では難しいところは感じております。勿論、前の答弁

でも答えましたとおり、国や県、一緒になって取り組んでまいるところではありますけれども、

町といたしましては一番重要なところは、やはり振興策だというふうに考え方は変わっておりま

せんので、議員の皆さまの御協力を得て、またこの振興策を強力に進めさせていただきたいなと

いうふうに感じております。勿論、災害の対応はしていきますけれども、同時進行で振興策も進

めさせていただきたいなというふうに思っているところです。 

以上です。 

４番（久野達也君） 積極的な取組みへの御答弁をいただきました。７月の豪雨災害、コロナ、も

う２つとも災害です。予期せぬ部分で生じております。住民生活の安心安全、これらの確保、そ

れから町長が最後に述べられましたように小国町の振興ということで、職員一丸となって知恵を

出し合って取り組んでいただきたいと思います。これらの解決、非常に難しい部分があろうかと

思います。やってみなければ分からない部分もあろうかと思います。ただ、躊躇するよりもやっ

ぱり前に進むんだという意識のもと、一丸となって取り組んでいただくことに期待いたしまして、

質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） それでは、ここで暫時休憩といたします。時間の関係で午後の会議は１時か

ら行います。 

（午前１１時３０分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 
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議長（松﨑俊一君） １番、時松昭弘議員、登壇を願います。 

１番（時松昭弘君） 時松です。 

まずは、今回の豪雨に当たりまして被害に遭われた方、多くの地域の皆さま方へ、まずもって

お見舞いを申し上げたいと思います。また、復旧等に御協力をいただいた方には深く感謝をした

いと思います。 

今回の７月の豪雨災害、いろいろ感じたことがたくさんあるわけでありますが、今回防災、危

機管理ということで質問をさせていただきたいと思います。以前から、いろいろ調査をしてみた

中で、国のほうで災害基本法というのが昭和３６年に規定に基づいて各県や市町村、そしてまた

防災関係者に必要な体制を確立しなさいというような法律ができております。今回の災害も勿論

でございますけれども、その後に全国各地でたくさんの被害が出て、人命そして多くの被災者が

出ているわけです。今回の７月豪雨を受けて私達も大いに反省をしながら、そして次に災害を防

ぐ、いわゆる自主防災という形で力を入れる方法をもっと模索していくべきではないかというふ

うに思います。大体、この元々の性格といいますか、小国町のほうも防災計画という会議ができ

ております。それを受けまして、小国町の地域防災計画というのが現在あるわけですね。その中

で一つ非常に今後考えていかなければならないのが、自主防災体制の確立ということを今後しっ

かりと考えて、そしていろいろな形で行政と地域と組織と一体化になってやるような仕組みづく

りをもう少し深く追求したほうがいいかなと思います。 

先ほど、午前中に２人の議員の方から災害関係につきましては質問がありましたので、その点

に向けては省略したいと思いますが、私がこの一番、自主防災組織が今現在できておりますけれ

ども、これを考えていかなければならないのが地域の中で人口が約６千９００人ほどになってい

ます。この計画ができたのが以前は７千人台、８千人が近いような時代にできております。各集

落ごとずっと見てみますと、皆さん方、高齢化になっていると。そこあたりが非常に懸念をして、

お互いが自分で自分の命を守っていくというのは当然のことであります。しかし、お互いが見守

り隊ではないけれども集落の中の共助、共に助け合うことですね、そういった仕組みをもう少し

考えていく必要があるのではないかということで、今回この質問のほうをさせていただきました。

今後、そういった計画等がもしございましたら、お聞かせをいただきたいと思います。 

総務課長（小田宣義君） ありがとうございます。 

自主防災組織につきましては、私もこの検証の中でそう感じております。かなり昔であればあ

る程度の大雨が降る情報、そして台風であれば大きさ等を勘案しますと、防災組織の担う力も今

のほうが数段持っていないと自分の身がまず守れないという時代にきていると感じております。 

現在の自主防災組織といたしましては、大体各部ごとにリーダーがおりまして、その下に今度

は組ぐらいのレベルでサブリーダーということになっております。やはり、今回の災害を振り返

ってみますと、その防災組織が本当に力を発揮したところ、そしてまだちょっと力が発揮できな
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かったところ、これがかなり見受けられますので、今日も何回か発言させていただきましたけれ

ども、ここにつきましては今後、十分行政のほうも力を入れていきたいと考えております。 

１番（時松昭弘君） ありがとうございました。 

防災組織の仕組みでありますけれども、やっているところとやっていないところ、そこあたり

が集落の中でリーダーあたりの高齢化とかいうことがあります。そういった啓発活動というのを

今後も今回の豪雨を受けて反省をしながら、次に向けてのステップに繋げていければと思います。

この中身を見てみますと、計画の基本方針というのがありますね。そしてまた、その中をずっと

見た中でも自主防災組織の育成計画というのが、この中にあります。この育成計画ということを

もう少し中身のほうを分析をして、この計画書ができたのが平成２６年にできているわけですけ

れども、何回かの修正がなされております。これは元々基本法はできておりましたけれども、こ

れは東日本震災の教訓を反映して、災害対策の基本法を改正したというようなことの中身のよう

であります。 

小国町の町中でも組織の中で、今現在が部単位でやっている。これを例えば部の中を統合した

形でもう少しやるとか、地区地区でやるとかいう方法も一つの方法ではないかと思います。そし

て、一人ひとりの町民の方々に自分の命をもう少し守るということをしっかりと訴えていかなけ

れば、なかなか今回の災害の中でも避難をする場所等の方たちが来ていなかったというようなこ

とも、ちょっと感じました。何もなかったから良かったものの、何回となく小国の広報等また町

長からもいろいろメッセージを発しておりましたが、本当に災害が身に降りかかってこないと、

なかなか行動ができないというようなこともあるのではないかと思います。こういった中におい

て、災害に対する計画というのがこの中に入っていますね。今回の場合もいろいろ、もう少し早

めにというようなことも住民の方から話を聞きました。応援の要請計画やあるいは自衛隊の災害

派遣要請計画、こういったことも実際はこの計画書の中に謳っております。こういったことを実

際、本当に職員だけで対応ができない場合は、こういったことも含めて今後の検討課題にするべ

きではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） お答えいたします。 

時松議員からの、住民の皆さまに対してというところでございました。 

私からも、住民の方のまずは人的な被害がなかったというところでは、本当に住民の皆さま方

に感謝を申し上げたいと思っておりますし、住民の皆さまに協力をしていただけないと、こうい

う結果は得られなかったと思います。当然ですけれども、消防団また関係各機関との連携、非常

に大切なところだと思いますけれども、自主防災も含めてやはり自分の身は自分で守っていただ

くところが基本になりますので、その部分では住民の皆さまに本当にありがたいというふうに思

っているところでございます。 

今のお話ですけれども、やはり今ずっと考えておりますのは、町といたしましては何ができな



 

19 

かったのかというところも大きなところでありますが、まずは避難の在り方の多様性が出てきて

いるのではないかなという評価を受けております。特に７月豪雨のときの避難というものと、今

度の台風のときの避難、これは根本的なところが違うと思います。それは風です。風の部分に関

しましても今回７月豪雨のとき、私も放送で直接皆さまに避難を呼びかけさせていただきました。

そのときは「頑丈な建物に」という表現はいたしませんでした。今回、台風のときには避難所も

そうでございますが、「頑丈な建物に避難をしてください」というような呼びかけもさせていた

だきました。私が直接、防災無線を使って皆さま方に呼びかけをするときには、本当にいよいよ

危ないときにと思って呼びかけをさせていただいております。避難所等々は早めに、本当に昼間

の明るいうちに避難所は開けさせてもらっておりますけれども、呼びかけに関しましてはタイミ

ングがあると思います。ですので、その部分も含めて私の言葉で私の声で、住民の皆さんに伝え

をさせていただいておりますけれども、ただ今でも感じているのは、やはり避難の在り方という

ところは毎回、多様性を帯びてきているというふうに思っております。自主防災の組織の皆さま

にもまずはお願いしたいところでありますけれども、今後も災害はたくさんあると思います。し

かしながら、やはりこれからはどこに避難をしておくとかですね、そういったところも含めて、

小国だけではありません。知人の家や親せきの家とかいうところも含めて、ただ連絡だけは地元

でしっかり対応して取っていただくとかいうところの煮詰めの作業はしっかりとしないといけな

いと思いますけれども、そういったことも必要になってくると思いますので、ぜひともそういっ

たところでは、今の答弁としてはこのような答えでいいかと思いますけれども、私としてはまず

は、私の声でお伝えをするときには、もういよいよ皆さん逃げていただきたいというところを伝

えさせていただいていることも含めて、答弁とさせていただきたいと思います。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） いろいろ町のほうで、町長の考え方はよく理解をできました。今回、いろい

ろ対策としての計画等を考えてみた場合には、応援要請計画というのがこの項目の中にあります

が、このことも一緒に含めて、先ほど午前中、同僚議員から質問がありましたけれども、例えば

危機管理対策とかそういった一つのポジションを設けているとかいうことも、いろいろ一つの方

法ではないかと思います。例えば、これは一つの例ですけれども、ある市町村では自衛隊のＯＢ

とか、ある市のほうは警察のＯＢとかいうことも、今市町村の中で配置をされております。いろ

いろ予算的な部分のものが絡んできますので、果たしてこの当町で災害がないときは何もならな

いじゃないかということもありますけれども、これから先の気象変動、いわゆる温暖化、こうい

ったことを考えたときには非常に極地型の豪雨災害等が多々考えられると思います。そういった

ときに、地区の中では高齢化がだんだん進んでくる。しかし行政としては、命を守るための工夫

をしなければならない。そういうことも、非常に難しい部分もありますけれども、まずは自主防

災組織に対して町民一人ひとりに啓発活動をしっかりと行ってもらうということが、まず一番で
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あろうと思います。そして、今地域がだんだん衰退をしているような状況でありますけれども、

地域の中でお互いでお互いを守る共助体制というのも、そういった意識をいろんな形で啓発をす

ることも一つの方法ではないかと思います。そういう形を今後とり行っていく。あるいはいろん

な広報活動といいますか、おぐにチャンネルとか広報とかいろんな形で周知をする方法もあろう

かと思います。そういったことまで含めて、今後もし計画を変更するとか、これが今年の６月の

日に修正をしておりますけれども、これをまたもう一回、今回の７月豪雨、台風被害を受けても

う一回見直しをして、また来年度に向けて再検討する方法も一つの方法ではないかと思いますの

で、そこは私からの提案として申し上げたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 計画もそのときのニーズに従って、まただんだんと難しくなって、先ほど多

様化しているというふうにも私のほうから伝えさせていただきましたけれども、そういったとこ

ろも考えると計画はだんだんと良くなる方向で改良を重ねていかないといけないのではないかな

と思っております。 

また共助の部分、やっぱり地元の人たちとまずは声を掛け合って、今回もそうでございます、

台風のときでもそうでございますし、７月豪雨のときでもそうでしたけれども、声を掛け合って

まず避難をしていただくというところが功を奏していると、非常に感じたところでございます。

ぜひとも、今後とも住民の皆さん、それから議員の皆さま方にも声を掛け合って、まずは避難を

していただく。住民の命、まずはそこを守ることが最重要というふうにも思います。先ほど、一

般質問でも復旧の部分はお金と時間があれば何とかなるかもしれないですけれどというところも

ありますけれども、やっぱり命だけはその時に守らないとできないというふうに思いますので、

まずは今までどおり声掛け合いをしていただく。勿論、自分でも避難していただいて、声を掛け

合って共助をしていくというところが非常に大事だと思います。 

それから、今度の台風のときでもそうですが、７月４日の日、これ消防団の皆さんにお願いを

して、消防団の皆さまからの提案もありましたけれども、警戒といいますか啓発の部分で「皆さ

ん避難をしていただきたいと思います」というような声掛けを、実際、消防車を使って町内を回

っていただきました。その部分もありました。消防団の皆さまにはその次の日、台風の風が収ま

ったあとに、また確認をしていただきたいというところをお伝えをしていたような感じがありま

す。今後とも消防団、勿論自主防災組織、各関連機関と話をしっかりしていきながら防災意識を

高める、そして防災の対策を行っていく、両方やっていきたいと思います。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） 今回の豪雨災害、そして台風１０号、これに対しても特に消防団の方には大

変な御尽力をいただいたと感謝をしたいと思います。もし、土石の撤去なんかも、いわゆる自主

的に仕事をしながら出る方々もたくさんおられました。今回も今の消防の定数を見てみますと、

本当の町の定数から見ますと、若干下回っておりますね。当然、この消防の定数は交付金措置が
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出てくるわけですけれども、やっぱり消防団に参加をしていく、これもなかなか厳しいと思いま

すけれども、そういったこともいろんな形でお願いをして、消防団の在り方がだんだん人が減っ

てくるということになりますと、それに対する違う形の応援体制というのも考えなければならな

いのではないかと思います。 

それと、もう一つは避難所ですね。今回の場合、避難所に行かれた方がたくさんおられますけ

れども、避難所に行かれて非常に自分たちの命を守る対策をしていただいた、そういった方がた

くさんおられるわけですが、それに伴いまして避難所の中のトイレですね、トイレは果たして全

て高齢者の方たちが多くなっておりますので、そこあたりもなかなか今直ぐということはできま

せんけれども、そこあたりも含めて検討課題の中に入れていけばどうかなと思います。そこあた

りも一緒に含めて、今後のやり方というのをお答えができればと思います。 

総務課長（小田宣義君） 避難所につきましても、今年は皆さん御存じのとおりコロナウイルスの

関係で、事前からかなり準備をいたしました。体温を測る体温計、そしてまた受付簿にも熱を定

期的に測っていただいて記入していただく。そして、なおかつ人数を制限してするということは

したのですけれども、トイレにつきましては昨年までぐらいの事業で、洋式化とある程度のトイ

レの改装は行って参りました。ただ、それでもまだ足りないようであれば、一回点検をさせてい

ただいて、今後また計画していきたいと思います。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） 今回の避難に当たりまして、各職員がずっと常駐していただいていました。

非常に職員の方たちも大変な作業ではなかったかなと思います。何があるか分からない、やっぱ

り状況によってはそこで自分で判断をしなければならないようなケースもあったのではないかと

思います。職員の配置も大事なことですけれども、そこ辺を含めながら自主防災組織の中にいろ

いろ組み込んでいただくと、だいぶん軽減ができるのではないかと思いますけれども。今まであ

ったことをそのまま続けていくのではなくて、今までの経験を基にして新たな方法を考えるとい

うことも一つの方法であろうと思います。 

今回の質問の中で、本来いくつかの問題もありましたけれども、関連で前回２人の議員の方が

質問をされましたので、自主防災組織という形で今後しっかりと、この計画に基づいた形で再度

検証しながらいろいろ見直しをしていただければと思います。 

最後、何かございますならば。 

町長（渡邉誠次君） 繰り返しの答弁になるかもしれませんけれども、まずは住民の皆さまの生命

を守ることが第一義的に考えていかなければいけないことだと思います。自主防災組織が人口の

減少に伴って、少し力がなくなってきたのではないかなという推測もありますけれども、やはり

一番大事なのは住民の皆さんと話し合いをしていきながら、これをいざ災害が起こったとき、ま

ずはどうやって命を守っていくのかというところが一番大事なところと思います。 
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それから、啓発の部分に関しても世代的に高齢の方とは違うかもしれませんけれども、やはり

そこには自主防災組織、そして消防団の皆さまが力がないとなかなかそういったところもできな

いと思います。災害の部分を乗り越えるということに関しましては、やっぱり地元の総合力が一

番大事だというふうに思いますので、自助、共助そして公助、順番にしっかりと効果を発揮する

ことができるように、自主防災の組織についても改めて検証させていただきたいと思います。 

以上です。 

１番（時松昭弘君） 今回の台風、豪雨災害に当たりまして、関係者の方たちに大変な御尽力をい

ただいたということに感謝をして、質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。次の会議を１時３０分から行います。 

（午後１時２０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時３０分） 

議長（松﨑俊一君） ５番、児玉智博議員、登壇をお願いします。 

５番（児玉智博君） ７月の豪雨と災害に関して、質問いたします。 

午前中から続いております質問のとおり、７月の豪雨では小国町でも甚大な災害が発生しまし

た。いろいろな呼ばれ方をしていますが、いわゆる令和２年７月豪雨で、熊本県には３日から４

日にかけてと６日から８日にかけての２回、大雨が襲ってきました。小国町での主な災害は２回

目の大雨によるものです。 

では、２回目の大雨はどのようなものだったのか。熊本地方気象台の災害時気象資料、「令和

２年７月６日から８日にかけての熊本県の大雨について」には、６日から８日未明にかけて県の

北部を中心に断続的に非常に激しい雨が降った。特に７日明け方から朝にかけてと、７日夜遅く

から８日未明にかけては局地的に猛烈な雨が降り、７日は山鹿市付近では５時３０分までの１時

間に約１１０ミリ、小国町付近では６時までの１時間に約１１０ミリ、また８日は高森町付近で

１時までの１時間に約１１０ミリ、１時２０分までの１時間に１２０ミリ以上の猛烈な雨を解析

し、それぞれ記録的短時間大雨情報を発表した。この大雨で、２４時間降中量では鹿北で４２０

ミリ、４８時間降水量では鹿北で６６４.５ミリ、南小国で５３９.０ミリが観測史上１位の値を

更新したと記されております。 

小国町やその周りでも、まさにかつてないような降り方だったと思います。小国町では７日明

け方からさまざまな場所で、住家等を巻き込む災害も発生しました。しかし、人的な被害が発生

しなかった、一人の命も失われることがなかったのは、本当にある意味運がよかったのではない

かと思いますが、町ではどのように認識しているでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどから、お答えを少しさせていただいておりますけれども、人的被害が

なかったのは本当によかったと思っております。町といたしましても、まずは命を守るというこ
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とが一番大切であるというふうな認識は変わっておりません。 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） やはり土砂災害で全壊したようなところも、その直前まで人がいらしたとい

うこともあります。たまたま離れたあとに崩れたというような所であったりとか、また今回土砂

災害は発生していないけれども、あと少し時間が長く降ったら崩れたようなところもいくつもあ

ると思いますので、そういう意味では本当に運が良かったのではないかなと感じております。 

それで、小国町地域防災計画では、町災害対策本部の設置基準として、イ、小国郷内で震度５

強以上の地震が発生した場合（自動設置）。ロ、町内に特別警報（ただし、地震動に関する特別

警報を除く。）が発表された場合（自動設置）。ハ、災害が発生しまたは災害の発生が予想され、

その規模及び範囲等から本部を設置して応急対策を必要とするとき。ニ、県災害対策本部が設置

を指示した場合。ホ、前記のほか著しく激甚である災害で応急対策を必要とする場合、本部の設

置及び廃止は必要な関係機関に通報するものとする。となっております。 

７月の豪雨では、すでに３日から４日の大雨で人吉市や球磨村などの県南地域で深刻な水害が

発生していましたので、６日からの大雨の前には小国町の人たちのほとんどは、かなりの危機感

を持っていたと思います。まさに、災害の発生が予想されていたと思います。ところが、小国町

では大雨の予報が出た段階はおろか、７日早朝に町内で水害、土砂災害が発生して、しかも住家

が何軒も被災してなお災害対策本部を設置しませんでした。設置されたのは、最初の被災から５

日経過してからの１１日でありました。しかも、ひどいことに立ち上げは遅れに遅れたにも関わ

らず、天候が回復してきた１９日には早々と解散してしまったわけであります。私の感覚では、

本当にこれは信じられなかったわけですが、どうしてこのようなことになったのでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） たくさん、今児玉議員がガイドラインをおっしゃっていただきましたけれど

も、町もガイドラインをしっかり守って、災害対策本部を立てなければいけないときは災害対策

本部を立てますし、その対策本部を立てなくても対応できるときには、その形で対応したいとい

う思いはありました。 

今、３日からお話をされましたけれども、町といたしましては１１日に災害対策本部を設置し

て、その翌週に災害対策本部を解散したというのは、そのまま事実でございます。しかしながら、

私としてはたくさんのガイドラインに基づいて判断をさせていただきました。その結果、判断し

たのは私でございますが、当初は必要なかったと。そのあとは必要になったので、対策本部を立

ち上げた。そのあとは、必要なくなったので、対策本部を解散した。 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） では、そのたくさんあるガイドラインの中の一つを私が言ったというふうに

おっしゃいました。では、その他のガイドラインで、結局、災害が発生した７日の早朝であると

か、そういうものを町長も目の当たりにされたと思うのですが、それでもなお、必要ないと判断
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されたのは、どういったガイドラインに沿って決められたのですか。 

町長（渡邉誠次君） 最初の時点で、対策本部を立ち上げるか、立ち上げないかは、実は相談とい

うか話は人吉の災害が起こったときには、課長たちとは話をさせていただきました。ただ、当初

は命の危険が及ぶというよりも、災害に対する警戒というのが非常に大切だと思いましたので、

どちらかというと災害対策というよりも、災害の警戒といったところで課長会を招集させていた

だいて、課長会の流れで動かせていただいておりました。 

実際、避難所を開けたりするのは時間帯にもいろいろ判断はあるかもしれませんけれども、早

期に避難所あたりは開けさせていただいて、避難準備情報、それから避難勧告も早めに出させて

いただいていると思います。 

５番（児玉智博君） その３日の段階というのはいいです。それで、７日の早朝にあれだけの災害

がですよ、私も近くの方から電話をいただいてから室原ですね、杉室小学校の周辺の山が崩れて

きていて、もう電線も垂れ下がっていて、本当に驚くような光景が。家が一軒、あそこにあった

家がないというような状況でしたので、それを目の当たりにして本当に恐ろしい思いをしました。

町長もそれを目の当たりにされたと思うのですよ。それでも７日、８日、９、１０、１１、５日

間、災害対策本部を立ち上げる必要はないと判断されたわけですよね。いろんなガイドラインに

沿って。では、その必要ないと判断したガイドラインは何なのかというふうに聞いているので、

もうガイドラインの名前だけでいいですので、単的にお答えください。 

町長（渡邉誠次君） 決断は私の責任において判断をさせていただきますが、ガイドラインをたく

さん見させていただいた中で、７月７日の段階では災害対策本部を立てずに、今のままの現行の

課長会の組織体系でいったほうが復旧は早いかもしれないと判断させていただきましたので、課

長会で対応させていただきました。 

５番（児玉智博君） 結局ガイドラインが、このガイドラインですということも示せないわけなん

ですよね。いいです。進めます。 

災害対策というのは、せめて災害の規模や実態を把握するまでが一つのセットだと思うんです。

例えば、７月の豪雨で４８時間雨量で観測史上最大を記録更新した南小国町は、８月いっぱい災

害対策本部体制を維持し、職員を挙げて災害対応に当たりました。担当者の方に理由を尋ねると、

「職員数が少ない中で、土木担当者だけではとても手が回らない。課の垣根を越えて職員が協力

し合うには、災害対策本部が必要だからだ」と説明をしてくださいました。それで、小国町の人

員が十分かと言えば、そうではありませんよね。今定例会の決算審議でも通常は係長級以上が議

会に出席して我々に説明をするところ、災害復旧工事を所管する建設課は多忙を理由に、公共建

設係長と農業土木係長だけは議会の出席要請に応じることができませんでした。別に係長が議会

に出られなかったことはそれは仕方のないことだと思うのですが、しかしこれは異例のことです。

今の状況は復旧工事関係のことをはじめ、建設課だけで抱えてギリギリのところで何とかこなし
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ている状況なのではないかと感じるわけです。現に今までの町の対応もスピード感に欠けるので

はないかということは、私だけではない多くの人が感じていると思います。そして、そういった

ものが一つひとつ遅れていけば、そのしわ寄せを最終的に受けるのは被災者、町民だと思います。 

まず伺いますが、たった８日間で災害対策本部を解散したのは誤りだったと思いますが、どの

ように考えていらっしゃいますか。 

町長（渡邉誠次君） 災害対策本部を解散したのは誤りだったのか、そうでなかったのか。私は解

散したほうが良かったというふうに思っております。原因としては、先ほども言いましたように、

災害対策本部を立ち上げたら、まずは何をしないといけないかと。課長たちが集まって、毎朝時

間帯は別ですけれども、集合して対策本部の会議をやらなければならない。いろいろな要素が関

わってきます。人員をできるだけ災害の復旧に充てて行いたいと思ったときには、余計にその災

害対策本部を設置していることが、不利になるようなところもありますので、災害対策本部を解

散させていただいたあとに、通常どおりの課長会の、今の行政の体制ですけれども、その組織で

対応させていただいたほうが迅速に対応できるという判断があったために、そういうふうにした

わけですから、あくまでも災害対策本部を立ち上げたときは人的な被災の要素が非常にあるとき、

若しくは例えば土砂崩れがあって中に人が生き埋めになっている、そういうような状態になった

ときは、災害対策本部を設置していれば解散することは絶対にありませんけれども、人的な被災

がなかったために町ではそういう対策を取らせていただきました。 

以上です。 

５番（児玉智博君） それで、被災状況の把握という部分で、今小国町がどの程度できているのか

ということですね。それが９月議会前にきちんとできていて我々の元に示せていれば、私もこん

な心配をする必要はないのですが、先ほどの熊谷議員が質問された公共土木災と農業災害の状況

ですね、これは数は今どれぐらいですかと尋ねたところ、これ回答がですね、普通は一の位まで

言えると思うのですよ、もう２カ月もたっているのですから。しかし、建設課長の答え「道路で

約２００、河川で約１００、農業被害は農地災で約３００、農業施設災で約７０ということで、

「約」という数字しか示せない。これで本当に災害状況を掌握できているのかというふうに思う

のですよね。ですから、やはり今回の過去のことをいくら言っても変えることはできませんが、

この将来的に今後の災害に備えて、率直に対応がまずかったというところは行政内部で反省をし

て、次の災害に生かせるように。やはり経験を蓄積させていくことが重要だと思います。今後、

まだまだ災害復旧が続くと思いますが、同時にまた次の災害はいつくるか分かりませんので、災

害対応についてしっかりと検証していく場を設けていただきたいということを申し上げまして、

次の質問に入ります。 

避難情報の発令について聞きます。最初に述べたとおり、住家をはじめこれだけの災害が発生

したのに、人的被害が出なかったのは幸運だったと思います。小国町が７月６日から８日にかけ
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ての豪雨の際に発令した避難情報は６日１６時４５分に避難準備、高齢者等避難開始、同日１８

時３０分に避難勧告に格上げされました。そして、８日１８時２０分に解除をされています。こ

れらは全町内全てに向けて同じ情報を発令したということです。まず、小国町に最初の大きな被

害が出たのは７日明け方です。このときに小国町は前々日の夕方から町民センターと杖立防災セ

ンターに予防的避難所を開設していましたが、避難情報は当然発令されておりませんでした。そ

れで７日の明け方に町内に大きな災害が発生したわけではありますが、避難情報を発令したのは

その前の６日ですね。今回は、町内全域を対象にした避難勧告までしか発令されませんでした。

しかし、大雨のあとの様子を見ますと、特に谷になった集落地域などでは、今回は崩れなかった

山からも大量の水がどんどん流れ出してきているところがありました。こういうところを見ます

と、地域を指定して避難指示を出して、もっと強く非難を呼びかける。この必要があったのでは

ないかと思いますが、今後の避難情報の出し方として地域限定での避難指示ですね、特にこの地

域は危険ですから逃げてくださいという、そういう強い呼びかけをしていくことで町民の命を守

ることにつながると思いますが、見解を求めます。 

町長（渡邉誠次君） 災害のときから情報課にいって、それができるような体制づくりを今整えて

おります。 

それから、先ほど早めの避難という話をさせていただきましたけれども、前日から予防的避難

所という形で予測しながら、危険なときには避難所を開けさせていただいております。避難勧告

までしか出さなかった理由は一つだけです。夜中に避難指示を出すと危険性が高くなるからです。

ですので、私は夕方までにしか避難情報は出しません。そういった形でもう決め打ちというわけ

ではありませんけれども、そういったところで判断をさせていただきました。一番の理由は、夜

中避難指示を出さなければいけない状況のときには、ほとんどの場合が今まで停電があっていた

からです。暗闇の中で避難をするという状況がどのぐらい危険なのか、私も消防団で身を持って

体験をしておりましたので、その部分では私は避難指示は出したくないという思いがありました。 

それともう一つ、最終的には杖立温泉の部分で非常に雨が降って、危ない状況がありました。

そのとき直接、消防団に電話を掛けさせていただいて、全員が避難しているのかどうかを確認さ

せていただいたので、避難指示を逆に出しませんでした。 

以上です。 

５番（児玉智博君） ちょっと待ってくださいね。私は何も夜中に避難指示を避難勧告を引き上げ

て呼びかけろと言っているのではありません。要するに、７日に例の土砂災害が発生しまして、

ちょっと周りが明るくなってから雨が弱くなってから、私も見て回ったのですが、谷になった地

域集落ですね。どんどん水が出てきているわけですよ。先ほども言ったように、土砂が崩れたの

は明け方です。ですから、そのあと当然、町としても壊れてはいないけれども、崩れてはいない

けれども、水がどんどん山から流れ出してくるような谷間の地域というのは把握されていると思
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うので、そういうところには明るいうちに避難指示という形で今夜も雨が降りますから早めに避

難していない人に対して「避難されたらどうでしょうか」というような呼びかけができるように

してほしいという意味で質問しました。その後、検討されると言いましたので、それで検討して

いただければ結構なのですが、何かあるならお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 今回、豪雨災害のときにも非常に危ない所がたくさんございましたので、特

に危険であるところ、例えば市井野地区それから向鶴地区含めて、谷間というかそういったとこ

ろも含めて直接原付きで私が行きまして、地元の人にお願いをして、できるだけ今日も可能性が

あるうちは避難をしてくださいと。特に１１日に災害対策本部を立てさせていただきましたけれ

ども、それ以降、今までの雨水が地面にしみておりますので、なかなか難しい言葉を使うと分か

りませんので、しみていて非常に危ないですので、避難をしていただきたいという旨、それから

災害等でボランティアに入っておられましたので、危険な所にはボランティアをやめて、いっと

き様子を見てくださいというお願いもさせていただきました。 

以上です。 

また、先程の検討に関しましては、間違いなく進めていきたいと思います。 

５番（児玉智博君） 引き続き人命第一でお願いしたいと思います。 

そして続いて、要介護認定者や障害者の避難について、質問いたします。７月の豪雨では４回

にわたり、町内８つの指定避難所が開設されました。そのほかにも避難情報が発令していない期

間に、予防的避難所が開設されていましたが、そういった避難所に要介護認定者や障害者の避難

者が何名ほどいたか、把握されていますか。 

福祉課長（生田敬二君） 避難行動要支援者と言われる方について、各避難所ごとの人数を把握し

てございます。避難行動要支援者と申しますのが、要介護認定とか障害認定、支援区分、要件に

合致する人の中で速やかな避難が困難な方ということで、毎年登録をしている者になります。本

人の同意と申請が必要と、ヒアリング方式という形になっています。本町では６月１日現在で６

３９名の方が登録をしてございます。 

今回の７月豪雨による避難所での人数ですけれども、避難所開設期間、７月６日から１９日ま

で。７月２３日から２５日までの開設期間での数値を申し上げます。小国町民センターで延べ５

７人の方が避難しています。実員数１５人です。旧万成小学校延べ１２人、実員数３人。北里小

学校延べ４人、実員数４人、西里多目的集会所延べ１５人、実員数６人、旧西里小学校、こちら

のほうは要支援者の避難はございませんでした。旧下城小学校延べ２４人、実員数６人、杖立防

災センター延べ６７人、実員数１５人、旧蓬莱小学校は延べ４人で実員数１人でございます。全

避難所で延べ１８３人、実員数５０人ですけれども、避難行動要支援者の方が避難をしておられ

たということになります。この期間の全体の避難者数というのが、延べ６７７人でございました

ので、そのうち約２７％の方が要支援者ということになってございます。 
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以上です。 

５番（児玉智博君） 今回は密を避けるという形での避難になりましたので、これまでの避難所の

イメージのような、本当にびっしり布団が敷かれていて、歩くところも本当に狭いというような

そういう避難所のイメージというのはちょっと違うものだったのかもしれませんが、しかし避難

所では特に足が不自由な方などは夜なんかトイレなどの移動で苦労をされると思います。 

今月の台風１０号の避難の際は、転倒されてけがをした方がいたという報告も、今定例会冒頭

に福祉課長のほうから聞いております。下城にお住まいの８０代夫婦は、御主人が要介護認定を

受けておられます。豪雨の際、避難目的で老健施設に足の不自由な御主人のショートステイの受

け入れを申し入れられたそうですが、何らかの事情で断られてしまったということでありました。

そこでこの御夫婦は最初は近くの丈夫な建物に避難をして、２回目の避難は町民センターを利用

したということであります。要介護認定を受けた方が災害時に介護保険制度を利用して、難を逃

れようとしてもうまくいかずに、やむなく指定避難所に普通に避難をするという事実があったわ

けです。先ほど、それ以上にもしかしたらそういう実態があったのかもしれないと。２７％の避

難者がそういった要介護認定者の人たちだったということです。 

それで必要になってくるのは、介護の必要な方や障害のある方が安心して避難できる福祉避難

所の充実だと思います。台風１０号の際は福祉避難所を開設して、３名の方が避難をされたとい

うことでありますが、今後は避難情報を出すような際は必ず福祉避難所を開設して、また普段か

らそういう危険なときは福祉避難所というものも利用できますよということを町民に周知を図り、

また充実させていくことも必要だと思いますが、いかがでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 現在、福祉避難所につきましては、避難情報の発令当初から開設してお

くということは、今のところ考えてはございません。 

福祉避難所の開設といたしましては、避難生活をする上で、指定避難所での生活が難しい要援

護者の方を把握しまして、福祉避難所での対応が適切と判断される方についていわばスクリーニ

ングするというような形で福祉避難所への移動につなげていくということを想定してございます。

これにつきましては、フリー入場として開設をすれば、特に新型コロナの感染が危惧される中で

もございます。受け入れる施設側の準備、スペースやスタッフ、そういったものも困難になって

くる状況もあること、元々施設入所者へのリスク管理の対応も必要になってくるということもご

ざいます。また、定数も限られてございますので、避難者が多くなった場合、福祉避難所を適切

に必要とされる方が入所できなくなるようなケースも考えられますので、そちらについての開設

の運用については御理解をいただきたいというふうに思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 私が運営推進委員を務めております介護施設の柿の木の家では、７月豪雨の

際にそういったお年寄りですね、２家族の避難を受け入れたそうです。そしてまた今度、台風１
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０号の際にも、２家族避難されてこられたらしいのですが、同じ２家族ではなくて台風１０号の

際は、１家族が社会福祉協議会を通じて受け入れできませんかという紹介というかお尋ねがあっ

たそうで、ですから社会福祉協議会を通じて避難されてきた御家族がおられたということなんで

すね。恐らくこの柿の木の家以外の町内の介護施設なんかでもそういった事例がいくつもあると

いうふうに聞いております。一つひとつ詳細は存じませんが。 

しかし、やはりそういった部分で、かなりの施設がそういう弱者の避難にすでに今協力をして

いるような状況なんですよね。ですので、町も社会福祉協議会が動いていて、町が知らなかった

かどうかは分かりませんけれども、やはり町もそういった今登録されている６３９名の要介護認

定なんかで避難で手助けを要する方たちというのは把握されているわけですから、やはりそれか

ら更に一歩踏み込んで、万が一の災害発生の危険があるときも、そうした方たちが安心して避難

をできるような仕組みづくりというのは今後検討していただきたいと思うわけですが、その検討

はいろいろ小国郷医療福祉あんしんネットワークやそういった関係機関と協議を続けていただき

たいと思いますが、いかがでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 議員が言われますように、災害の規模等によっても変わってくるかと思

いますが、多くの方をそういったところに受け入れをしたいということは考えております。今、

運営マニュアルに従って進めているわけですけれども、その運用に関してはより適切、スムーズ

に柔軟に対応ができるような形で工夫改良はしていきたいというふうに思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 引き続き頑張っていただきたいと思います。 

それで、次の質問であります。農業災害復旧工事に関して質問いたします。 

今定例会に提出されました補正予算には、先ほども少し触れましたが、３００件分の農地災害

と７０件分の農業施設災害復旧のための費用が計上されておりました。小国町では、７月２８日

まで、この町民センターの１階のロビーで農地などの災害復旧工事の申請を受け付けておりまし

た。それで、被災した農家の方の中からは、申請の際に連帯保証人を求められたことについて少

なくない疑問の声が出されていました。「なぜ必要なんだ」とか、「そもそも補償してもらわなけ

ればならない金額も分からないのに、頼みづらい」などという意見が聞かれました。 

そこでこの保証人について、九州農政局に問い合わせました。すると査定官の方は、国も県も

保証人を求めるような指導はしていないとした上で、「自分もいろいろな災害発生地に出向いて

いるが、保証人なんてはじめて聞いた」と話されていました。つまり、ほとんどの市町村では災

害復旧工事に保証人なんて求めていないし、もしかしたら小国町ぐらいなのではないかなと思い

ます。なぜ、保証人を付けさせたのですか。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

小国町の農地等の災害復旧工事の申請につきましては、過去には保証人は必要でなかったとい
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うことを聞いております。受益者分担金の納付が滞るといったようなことがございまして、収納

に苦慮することが出てきたりしたことがありまして、経緯としましてはそういったことがあって、

保証人という形でどなたかを立てていただいているという形態になっております。保証人と申し

ましても、同居の御家族等も認めている現状ではございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） それで、もう一つ問題になってくるのが、今回の農災を申請する際に一度申

請してしまえば取り下げはできませんという一文が書かれていました。それで、一体いくらかか

るかも分からないのに、数百万円も受益者分担金を支払ってくれと言っても、払えないというよ

うな声も聞かれたわけですね。それで申請自体をためらうという実例を、私も耳にしております。

そこで、本当にここの１階のロビーで申請をすれば、取り下げというのはできないのですか。 

建設課長（時松洋順君） お答えいたします。 

現在の対応といたしましては、先ほどから話題にも出ております国の補助の災害査定というも

のを受ける前には、申請者の方へ連絡を取るというような形を取らせていただこうと思っており

ます。 

災害査定を受けまして、採択後につきまして事業中止、いわゆる廃工ということにつきまして

は、熊本県からも県や町が必要性を認めたり妥当性や緊急性を認めた上で申請しているし、査定

官等なども適正であると判断して採択する以上、本来あってはならないというふうに県からも指

導されているところではございます。補助事業として採択されるためには各件、各件というのは

災害の事件ですけれども、元に査定を受ける必要がありまして、それをクリアできませんと復旧

事業に取り組めない。査定の際には図面数種、設計書、状況写真等が必要になります。それらの

資料をそろえて査定に臨むためには、事前に測量設計業務を委託しなければ、なかなか難しいと

ころがございます。査定を受ける前段階の調査などでも、業務がすでに発生しておりますし、支

出も当然必要になってまいります。業務委託につきましては、対象事業の大部分が町の一般財源

ということにもなりますし、補助対象にならなければその案件は全て全額町の負担ということに

もなりますので、取り下げについては思いとどまっていただきたいところでございます。 

５番（児玉智博君） ですから、要するにそうやって７月２８日までの時点で申請をして、その後

調査に入って、町からの説明によれば１０月以降、国の災害査定というのが順次入っていきます

よという説明を受けました。それで、やはりなるべく町の測量設計なんかの費用もかかっている

ので取り下げてほしくないと。取り下げてほしくないけれども、実際それで工事をさせて、分担

金を支払ってくれないと困るから保証人を付けてもらうと。そういう流れなのでしょうか。 

それで、私も農政局と話をした際に説明してくださった査定官がおっしゃっていたのが、一回

町に申請を出したから取り下げができないなんてことはないと。廃工という手続きを取れば、取

り下げることができますと。それで、払えないと言っている人に無理やり工事をさせて、その分
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担金を保証人から取るようなことをするぐらいなら、廃工の手続きをとって、事業自体を止める

という方法もありますよということで、それは各町のお考えでしょうがということで言っていた

だいたんですね。ですから、やはり私も災害査定後はいくらなんでもと思われるかもしれないで

すけど、やはり７月２８日までに申請してから査定を受ける前まで、約３カ月ぐらいあるわけで

すけれども、その辺でもうできないような人たちは取り下げてもらうと。無理やり保証人なんか

取ることはやめるというのが私は当然だと思いますが、いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 私の部分は大まかなところですので、より詳しい情報が知りたかったら建設

課長にお尋ねしたほうがいいと思いますけれども、今町の現況として災害があったときに大きな

事業費の半分は国、それから約３５％は町がお金を出しております。１５％が地元の負担と、農

地に関しましては。これは小国町と南小国町ぐらいで、他の地域は町の持ち出しがないというと

ころが一番の部分です。ですので、小国町では農地災害の申請を出しやすい状況に実はあるとい

うのが１点。 

それともう一つ。先ほど農地災害の部分で約６億数千万円の予算が、それに基づいて設計測量

委託１億２千５００万円程度出ていたというふうに思いますが、その設計委託料が３０％ぐらい

しか国の分がありません。激甚の認定を受けてまだ補助率の増高の部分が決まっていない今の状

態では、いくらまでということは言えませんけれども、１億２千万円という予算を出したときに、

約９千万円ほどが町の持ち出し、一般財源になります。いろいろと補助率の増高だったり、交付

税措置だったりあると思いますけれども、それぐらいの金額は町としても持ち出しをしっかりし

ないといけない状況にあるというのと、申請をほかの地域よりも１５％の負担で出しやすいとい

うことは、申請を出しやすいということでございますので、その２つを掛け合わせたところで町

のほうは判断させていただいて、いままで通常はそういった方法でずっと農地災害を数年やって

参りましたので、今回はこの方法でさせていただきます。このあと、もし申請が周りの状況と同

じで、町の負担は要らないというのであれば、３５％削らせてもらうというのも一つの手だと思

いますし、いろいろと状況判断は必要だというふうに思いますので、その補助率の増高をいろい

ろ考えて、勿論補助を付ける、付けないも含めて考えさせていただきたいと思います。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 今、小国と南小国町が被災農家の立場に立って町の負担というのも付けてい

るのに、それを削る方向で後退させる方向でやっていきますと、自信満々におっしゃる意味が分

からないのですが。南小国町は同じ負担を町が出しております。でも、南小国町は保証人という

のは付けていないという事実があるということは申し上げておきたい。 

それでこの保証人については、私も直接お話をお尋ねしたのですが、「いや俺は保証人なんか

つけない」と言ったら、町はそれで受け付けてくれたよという人もいました。必要だから保証人

を求めているわけでしょ。「俺はいやだ」と言ったら、もう付けなくてもいいぐらいの保証人で
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あれば、やめてしまったほうがいいんじゃないですか。 

建設課長（時松洋順君） すみません。その保証人を付けずに受け付けたという件につきましては、

私把握しておりませんが、今町長のほうからも少しお話がありましたけれども、今後は保証人の

取り扱いにつきましては検討の余地はあるかなと、今考えているところではございます。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどの発言が、ちょっと逆に聞こえていらっしゃるかもしれませんので。

補助金の付け方に関しましては、当然災害が大きいわけですから、今回削ったり何たりという考

え方は毛頭ございません。しかしながら、周りの阿蘇郡地域、それから南小国町もそうですけれ

ども、実は南小国町は施設災害に関して５％の負担金が、小国町に関しては３％でございまして、

実は小国町が一番農家の方たちに条件的にはいいのではないかなというふうに思っております。

しかしながら、その分申請がしやすいような状況にありますので、その申請がしやすいという状

況にあるのであれば少し考えさせていただいて、今までのやり方を取らせていただいたというと

ころでございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 課長にもう１つだけ聞きますけどね、私が言った事例を御存じないというふ

うにおっしゃられましたが、ただ例外規定というのは設けてあるわけでしょ。保証人をつけなく

てもいい例外規定。それとも例外規定もないのに、何かそれが通ってしまったんでしょうかね。 

今、答弁できないならいいです。終わったあとで個別にお尋ねにいきます。 

すみません。時間も迫ってきておりますので、次に移ります。小国、南小国町内にも深刻な被

害をもたらした７月の集中豪雨では、小国町内のメガソーラーが原因または起因になった可能性

が考えられる災害が相次ぎました。黒渕犬防田、通称御矢ノ台の日本テレビワーク２４、旧サン

エイワークの発電所、最大出力１５メガワットと黒渕下巣のベストアメニティの発電所、最大出

力４メガワットであります。山の山頂を整地してつくられた御矢ノ台の発電所は、敷地内の法面

の崩土や盛土の亀裂なども発生していますが、調整池の排水溝部分から約５０メートル下の部分

から大きな土砂崩れが発生しました。この土砂崩れでは麓の杉ノ平、室原の２軒の住宅が全壊、

国道の車線の半分が崩落するという深刻な災害が発生しました。土砂崩れは発電所敷地外から発

生し、排水との関係も今のところ証明されておりませんが、被災者や地域住民からは因果関係が

全くないとは言えないんじゃないかとの声が出ています。 

また、畑地内にあったクヌギ林を盛土してつくられた下巣の発電所は盛土と共にブロックやコ

ンクリートが崩れ落ちました。大量の瓦礫と土砂が農道を防ぎ、隣接するダイコンやカンショ、

牧草が植えられた畑に泥が流れ込む被害が発生しました。第２工区といわれる圃場に行くために

唯一の道路がふさがれたために、トラックや機械が長期間搬入できず、直接被害を受けなかった

畑の営農にも防除作業や植付けができないなどの影響が出てしまいました。これらの場所は２年

前の２０１８年７月の大雨でも災害が発生しています。杉ノ平、室原では今回の土砂崩れ現場近
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くに通された作業道に大量の水が流れ込み、作業道や接続する町道をえぐって、大量の砂利やア

スファルト、泥が国道に広がりました。通行に支障を来す状態でありました。 

また下巣も今回より小規模ながら、ブロックの崩壊が発生して同じ農道を塞ぎました。住民や

耕作者によりますと、その後も杉ノ平、室原では御矢ノ台からの沢がだんだん深く大きくなり、

下巣ではブロック積みが膨らみ、隙間から水が流れ出したりしたということです。住民、耕作者

らは事業者や行政に危険性を訴え、対策を求めていたということですが、町はこうした声を把握

していましたか。また、それを受けて適切な対応を取ってきたでしょうか。 

政策課長（佐々木忠生君） はい、お答えいたします。 

全てではないですけれども、把握はしておりました。 

まず、犬防田のサンエイワークの太陽光発電所につきましては、造成工事の途中であった、先

ほど議員が言われました平成２９年８月の降雨時に河川や農業用水の濁りがあり、上流部で工事

を行っている太陽光発電所との関係を問われたことがあります。事業者のサンエイワークや施工

業者と協議を重ねて数回、地元で５回ほど地元説明会を開いております。その都度、役場からも

出席をさせていただいております。 

また、地元からの申し出等もあり、当時の町長それから課長、担当職員で現地のほうの調査を

させていただいております。 

下巣地区のほうですね、ベストアメニティ太陽光発電所、太陽光発電所建設中から施工内容を

不安視する地元からの声があり、事業者であるベストアメニティと度々立ち会い等を行っており

ます。平成３０年７月にブロックの倒壊がおきております。再施工には建設課も含め、技術的な

協議を行い、再び倒壊が起きないように施工しております。これにつきましては、ブロック積み

の裏コンクリートを施工したりとか、土壌改良、石灰とかセメント処理をしていただいたという

こともあります。今年に入ってからも、別の箇所でブロック積みへの不安を訴える声が上がり、

事業者と建設課での現地協議を行い、ブロック積みの積み直しの助言指導を行っていた矢先に７

月豪雨でブロック倒壊が起きており、現在応急工事を行っているというような状況でございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 今までは、着工後の話を私も課長の答弁もしてきたのですが、それよりちょ

っと遡ってみまして、まだ着工する前のお話です。 

情報公開請求で開示された文書によりますと、これらの発電所建設に関しては、いずれも平成

２８年に町と事業者との事前協議が開始されているようです。この協議開始から出来上がるまで

に、町はどのように関わってきたでしょうか。 

協議終了がベストアメニティは平成２８年７月２５日、日テレワーク２４には平成２９年２月

３日にそれぞれ通知されています。いずれも事業を実施して問題ありませんと、開発にお墨付き

を与える文書を交付しています。日テレワーク２４の通知書には災害等により施設に問題が発生
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した場合には、地域住民に迷惑が掛からないように速やかに対応することなどの、まちづくり審

議会などで出された懸念に基づく注文を付けていますが、本当にここで協議を終わらせてよかっ

たのかと思います。平成２９年１月１９日の大字黒渕まちづくり協議会で、日テレワーク２４の

発電所について、協議が行われた際には、出席者から排水計画の調整池は熊本県の基準をクリア

しているが、想定外の自然災害があった場合を心配しているという意見が出されています。結果

論ではありますが、想定外の災害が発生してしまえば速やかに対応するも何もなく、住民に多大

な迷惑がかかってしまうことが明らかになってしまったわけです。 

また平成２８年７月７日のベストアメニティの発電所計画を審議したまちづくり審議会では、

流末処理の問題は県の許可をもらっているというが、本当に大丈夫かとの指摘がされていました

が、協議終了通知書には全く反映されていませんでした。 

２つの発電所とも、このような形で協議を終えて良かったのか。もう少し違うやり方がなかっ

たのかと思うわけですが、お答えください。そして併せて見過ごすことができないのが、ベスト

アメニティの発電所が耕作者に行った説明会やまちづくり審議会で審議された計画が変更されて

完成してしまったということであります。耕作者の方々によりますと、発電所敷地のかさ上げは

ほとんど行わず、現状の地形のまま今回ふさがれた道路からも約２０メートルは離れて敷地を建

設するという事前の説明を受けたそうなんですが、実際につくられたものは道路ギリギリに石垣

が積まれて、更に見上げるくらいの盛土がされているというものです。道路から高さで言うと、

およそ８メートルから９メートルの高さのところもあるのではないでしょうか。町には当然、こ

の計画変更の知らせはあったと思いますが、なぜ耕作者への情報提供や審議会の開催に至らなか

ったのでしょうか。 

政策課長（佐々木忠生君） まず、協議終了に至るまでの経緯といいますか、まずサンエイワーク

太陽光発電所に関しましては、平成２８年の８月１９日に、まちづくり条例の事前協議書の提出

があっております。その後の平成２８年１２月２１日に、まちづくり条例に基づく役場職員、各

課横の連携を取るための現地調査を行っております。明けまして平成２９年１月１９日に、大字

黒渕まちづくり協議会を開催させていただいております。黒渕公民館のほうで協議会の方１１名

の参加をいただいております。その後、結構大規模な部分というのもありまして、１月３１日に

小国町まちづくり審議会のほうも開催をさせていただいております。これは役場のほうで、審議

員１０名の出席で審議会を開いております。その後、議員がおっしゃるとおり２月３日にまちづ

くり条例の協議終了という形をとらせていただいております。 

ベストアメニティも同様に申し上げますと、事前協議書のほうが平成２８年３月３１日、それ

からそれを踏まえる前に平成２８年６月に下巣地区畑地造成管理組合と役場との意見交換も行っ

ております。７月１日に同じく管理組合とベストアメニティとの意見交換を役場のほうで開いて

おります。７月７日にまちづくり審議会を開催しております。その時の審議員は１１名出席です。
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７月２５日にまちづくりの協議終了ということになっております。いずれにしても、町のほうで

諮問した協議会、審議会のほうの意見を踏まえて、町は協議終了後、環境保全協定というものを

結ばせていただいております。それに基づいて、やはり災害後の対応、あとは地元とのいろいろ

な話し合いをする場とかですね、そういうできるような協定を結ばせていただいております。 

５番（児玉智博君） 時間がもうそろそろ来ますので、最後に２問まとめて質問させていただきま

す。 

今後２つの太陽光発電所は、事業者によってそれぞれ修繕、復旧がなされていくと思います。

二度と今回のような記録的短時間大雨なんかが降っても、災害が発生しないような形での復旧が

求められると思います。町は今後、復旧計画をきちんと情報提供してもらって把握をして、必要

に応じて助言や指導をしていくべきだと思いますが、どのように関わっていかれるおつもりでし

ょうか。 

また太陽光発電所の雨水の処理能力は県の指導により５０年に一度の雨、４８時間雨量でいう

と５９９ミリを想定してつくられているということですが、今回のように１時間に１１０ミリと

いう想定以上の雨が降ったわけであります。今までの常識が、毎年のように覆されております。

これまで安全と考えられていたものでも、これからの災害はそれを簡単に上回ってしまうのだと

感じております。ですから、これからの大規模開発はよほど慎重にならなければならないと思い

ますが、現在進行中の計画はどうなっているでしょうか。やはり、今小国町では本当に非常に大

きな面積の土地を購入するというような動きも出てきております。やはり、構造物をつくらなく

ても整地をすることで、実際御矢ノ台なんかは農地のままですよ。一応、その上に太陽光パネル

は引いているのですけれども、一番の問題というは広い面積にわたって整地をして、水の流れが

変わってしまったと。これが大きな問題ではないかと思いますので、そういった点も含めてよほ

ど慎重になっていただきたいと思います。ですので、現在進行中の計画を最後に御説明ください。 

町長（渡邉誠次君） 先に今からの関わり合いの部分で、私からも発言させてください。 

事業所には適切な指導をしていく方向で話は進めます。地元とは協議を続けるのは当然でござ

いますので、しっかりと話し合いを続けていきたいと思います。実は、下巣の耕作者の方たちに

集まっていただいて私は直接話をさせていただきまして、７日の日にベストアメニティの本社の

ほうに行く予定でございましたけれども台風でかないませんでしたので、後日必ず行ってお話を

して参りたいと思います。勿論、サンエイワーク、今は名前が変わっていますけれども、日テレ

ワークのほうにもしっかりと協議を私のほうは続けていきたいと思います。 

以上です。 

政策課長（佐々木忠生君） 現在進行中の計画あるいは大規模開発という部分で、政策課のほうで

把握している部分で申し上げますと、まちづくり条例関係で上田のほうで大規模な太陽光発電所

の建設が行われております。小国上田合志が発電事業者としてやっております。現在、土工事を
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行っている最中で、７月の豪雨の際も被害がないのかの調査を、私も行きまして確認を行いまし

た。幸いにも被害の報告等は上がっておりません。ただ、事業者に泥水の入水事故がないように

指導し、今後の事業報告をするようにという指導は行っております。 

その他、まだ正式ではないですけれども、まちづくり条例に伴う事前協議の手続き中というこ

とで、下巣地区に太陽光の５０キロワット程度の２箇所というようなお話が、今来ております。 

あとは特段、私のほうで把握している開発等はありません。 

５番（児玉智博君） やはり、そういう現在進行中のものから、今後始まるかもしれない開発もあ

るということになっております。今まで以上の慎重さを持って、そしてまた地域住民の方からは、

今説明していただいた２つの開発についても不安の声も出されております。そういった声にもし

っかりと耳を傾けていただきますことを要請しまして、終わりたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。次の会議、２時４５分から行います。 

（午後２時３０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時４５分） 

議長（松﨑俊一君） ７番、西田直美議員、登壇をお願いします。 

７番（西田直美君） ７番、西田です。 

まずは、７月の豪雨で被害を受けた町民の皆さまに心よりお見舞いを申し上げます。 

今年に入り、新型コロナウイルスで観光や物品販売だけでなく、あらゆるビジネスに影響が出

ています。そして、地球温暖化に伴う自然災害も年々ひどくなるばかりです。 

小国町も７月豪雨で、これまでにない被害を受けました。土砂崩れ、建物の倒壊、河川の氾濫、

それによる水害、そして多くの方々が、これまでの復旧に努力をしていますが、復旧して元通り

の生活になるまでにはまだ時間がかかります。次の災害に見舞われる危険性も十二分に考えられ

ます。国や県からの交付金や補助金も用意され、先日の補正予算で今年度の小国町の予算が４０

億円近くも増え、初めて１００億円台に入りました。これは被害がいかに大きかったということ

を証明しています。町民の皆さまの受けた心の傷、物質的な被害、これは考えるに想像を超える

ようなところがあるかと思います。国や県からの交付金や補助金、これをいかに多くの町民の

方々に公平に、そしてかつ有効に使うかということが大事なことだろうと思っております。 

前回、６月の質問ではアフターコロナの観光について、私は伺いましたけれども、コロナの第

２波がすでに訪れています。ニューノーマルと言われるコロナと共に生きていく生活、いかにし

て生きていくかということが私たちの課題になっている現状です。 

今日の質問は、各課にコロナ禍と豪雨災害を受けて直面している課題は何であるのか。それを

解決するために、今何をしなければいけないかということを伺いたいと思います。私のほうで準

備した質問もありますが、まずは皆さま方からの回答を伺って、それに対してまた質問をさせて
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いただきたいと思っております。欲張って、たくさんの課に質問をさせていただきますので、時

間に制限があります。詳しく伺うことができないかと思いますが、できるだけ簡潔に御答弁いた

だければと思います。よろしくお願いいたします。 

では、まず最初に総務課に伺います。総務課の現在の最優先課題は何でしょうか。 

総務課長（小田宣義君） 総務課といたしましては、予算を持っている課でございまして、コロナ

とこの災害ですね。両方とも何をするにしても事業には予算が伴います。予算のやりくりが一番

の課題だと考えております。 

以上です。 

７番（西田直美君） 予算の執行に関してですが、６月の一般質問で同僚議員から予算修正につい

ての質問がありました。コロナの影響で予算執行できないものがあるから、減額補正できるので

はないかということで、その時の総務課長の答弁で「現段階では５００万円ほどだが、最高１千

５００万円ぐらいは予算修正ができるのではないか」というふうにお答えになっていらっしゃい

ましたが、それから３カ月たって、もう少し具体的な数字が出てきたのではないかと思うのです

が、その辺はいかがでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） 予算の件ですけれども、確かにその時点で中止する事業ということで、

熊本市あたりは予算を修正して新しい事業をするということで行っております。ただ、小国町は

現在のところ国の地方創生の臨時交付金を使用いたしまして、今、そちらの事業は進めておりま

す。 

今後、それ以外の事業でまた進める事業があれば、そのときはそちらの予算を回したいとは考

えておりますけれども、基金のほうの積立てをまたそちらに充てる場合もありますので、今の状

況ではその予算をこの事業に組み替えてという事業は、今のところ考えは持っておりません。 

以上です。 

７番（西田直美君） ということは、令和２年度の予算を検討したときに、内容を伺ったりしたと

きが例えば出張費であるとか研修費であるとかというようなことが、結局コロナや豪雨も含めて

ですけれども、そういうところで使われなくなったものというのは必ずあるではないですか。例

えばそれは、その支給を受けたところでプールをしておいて、次の年度に使っても構わないとい

うような考えになるわけですか。 

総務課長（小田宣義君） 事業の場合は、そういうことはできませんので、やるか・やらないかに

なると思います。ただ町単独の事業ですと、中止をすればその分は執行を止めますので予算が出

て行くことはありません。 

ですから、毎回ですけど、大体その調整を１２月議会ぐらいで減額補正で出させていただきた

いと考えております。 

以上です。 
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７番（西田直美君） それについては、１２月を待ちたいと思います。 

続きまして、政策課のほうへ移ります。 

政策課のほうの現在の最優先課題は何でしょうか。 

政策課長（佐々木忠生君） 政策課のほうは、ＳＤＧｓや移住定住や地熱関係やそういうまちづく

り関係ですね、住民等に理解を求める場を設けると言う部分が主な仕事になります。今回、コロ

ナ等や災害の状況で３密を避けるというような部分で勉強会、説明会、そういうもろもろの理解

の場が持てなかったというのが、現在の課題かなというふうに思っております。 

ただ課題ではないのですけれども、ふるさと納税につきましては、ウィズコロナによる巣ごも

り消費による影響や災害発生による災害支援寄附金より寄附金の件数等は増加しているというよ

うな状況も見受けられております。 

７番（西田直美君） 小国町がふるさと納税による災害支援寄附を募っているというのがあって、

その現在までの寄附件数と額はいくらぐらいになるか教えてください。 

政策課長（佐々木忠生君） ふるさと納税災害支援寄附金につきましては、現在１千１３５万８千

８０８円の寄附をいただいております。 

７番（西田直美君） 山形県の小国町と宮崎県の諸塚村ですね、こちらのほうからも代理で受付を

していただいていると聞いておりますが、その金額。それから寄附をしてくださった方が、少人

数の大口の寄附をしてくださったのか、それとも少額といいますか、多数の方が寄附をしてくだ

さってこの金額になっているのか教えてください。 

政策課長（佐々木忠生君） 他の市町村が小国町の代理寄附の受付を行っていただく、代理受付と

いう制度で宮崎県の諸塚村が１６５万８千円、それから山形県の小国町が１５７万８千円の代理

受付での寄附をいただいております。 

寄附の額面的にはいろいろあるのですけれども、そんなに大きい額ではなくて、楽天あたりに

なると１千円単位とかいう寄附のされ方が結構多うございます。これにつきましては当然災害寄

附ということで、うちの返礼品も買ってもらっておりませんので、そういう金額で共助という感

覚というかですね、そういう寄附をいただいております。 

７番（西田直美君） 寄附の使い道について、これは「つながる未来基金」に入ると聞きましたけ

れども、具体的に何に使うかをお答えください。 

町長（渡邉誠次君） 使い道に関しましては、災害それからコロナウイルスの対策に使いたいとい

うふうには当然考えておりますが、もう議員の数名から要望等々も出てきておりますので、しっ

かり検討を重ねて参りたいと思います。 

７番（西田直美君） しっかり検討していただきたいと思います。 

やはり、心を寄せてくださった方、寄附をしてくださった方は何に使われたかと、自分のお金

が例え少額でも、例え１千円でも２千円でも自分が寄附していれば、それがこれに生かされたと



 

39 

いうのが分かるととてもうれしいと思います。だから、そういうことを周知させていただければ

ありがたいと思います。なかなか一般財源とかに入ってどこに行くか分からないというと、行き

先が分からないことにというのは、できれば「あなたから頂いた寄附はこんなことに使いまし

た」ということを目的をはっきりさせていただければ寄附なさった方も報われるのではないかと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

続きまして、福祉課のほうに伺います。一番の最優先課題は、現在のところ何になっておりま

すでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 福祉課で申しますと、新型コロナウイルス自体への対応ということが、

まず一番かと思います。医療的な施策に関しましては、国・県によるところでございますけれど

も、保健衛生業務を担当しております福祉課でいいますと、感染予防、拡大防止のための施策と

いうのが大きな業務となって参ります。 

今後、寒くなってくると、また感染状況がどういうふうに推移をしていくかということも心配

でございます。生活面における手洗いであるとか、３密回避であるとか、そういったことの住民

への感染予防のための徹底した啓発と、また症状が気になる方が出てきた場合の相談や病院受診

の方法などの適切な周知に努めてまいりたいと思っています。 

以上です。 

７番（西田直美君） コロナに対しては、今のところ小国町がまだ陽性患者とか発生していないと

いうところでは、本当にこのままいってくれればいいかなと心から願っております。ぜひ、よろ

しくお願いいたします。 

それで福祉課のほうにはもう一つ、この間の７月豪雨を受けて、災害ボランティアのことにつ

いてお伺いしたいと思います。社会福祉協議会が災害ボランティアを募集しました。福祉課のほ

うで把握していらっしゃると思いますので、伺います。現在までの災害ボランティア登録者数、

それから災害支援のニーズですね、ボランティアに来てもらいたいという要請のそのニーズ、そ

れから派遣数はどのようになっておりますでしょうか。 

福祉課長（生田敬二君） 社協のほうが設置しましたボランティアセンター、７月１３日に設置を

いたしまして、その後３６日間開設をしまして、８月１９日に閉所というような形になっていま

す。 

ボランティアセンターでの登録人数というのが、延べ９０人ですね、全体で９０人の方が登録

されています。活動件数としては、杖立にも入ったのですけれども、杖立以外のほうが多数で２

４件、完了した件数は１０件ということになっております。 

７番（西田直美君） これは、私も社協のほうに行ってお話を伺いました。ニーズとして足りたん

ですかねと言ったら、とりあえずこれだけのことで、ということなのですが、そのときに大事だ

なと思ったのが、「いや、来てもらえるんですよ」というふうに被害を受けたところが「あ、う
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ちも支援を頼もう」というふうなことが直ぐにできるような周知の仕方が必要だったかな。もう

少し言っていただければ、「うちもこんなになっているから、土をどけるのを手伝ってもらおう

か」とかいうのが、私も１日２日だけだったのですけれども行きましたけど、できるだけたくさ

んの方が来られればもっと早く片付くのではないかなと思うところもありました。それで、災害

ボランティアの募集が町内だけだったですね。コロナ禍のもとでということでしょうがない部分

ではあったのですけれども、県内は大丈夫ということがあちこちであったりして、人吉のほうと

かにはたくさん熊本市内からも行ったと聞いております。阿蘇郡内でも阿蘇市のほうとかはそれ

ほど被害がなかったので、７年前でしたかね、阿蘇市のほうで水害に遭ったとき、私も小国高校

におりましたので生徒たちと一緒に１日片付けに行きました。私たちは行けたので、コロナ禍と

はいえども外の作業がほとんどなので、できれば県内、少なくとも郡内ぐらいはボランティアを

募ることができればいいかなと思ったのですが、社協のほうで言われたのは「まだ、仕組みはで

きているのだけれども、小国は今までそういうニーズがなかった。被害にそれほど遭っていなか

ったので」と言われたのですが、今後、こういうことがまた起こるとも限らないので、速やかに

そういうネットワークづくり、組織づくりができるようなことを検討していただけますでしょう

か。 

福祉課長（生田敬二君） ありがとうございます。今、議員が言われましたように社協のほうで設

置しましたボランティアセンターのほうでは、１３日に設置ということでちょっと遅れた経緯も

ございますが、町のほうとそれまで協議をしまして、最終的に社協のほうで決められたのですけ

れども、町内の住民の方に限るというところでございます。先行して、杖立のほうでは実際そこ

のボランティアセンターを通す形ではなくて、多くの方が入っておられました。そこら辺の連携

あたりもちょっと取れない部分があったということで、８月２８日になりますけれども、杖立の

ほうの世話をされた方とその他、関係者の方と町、社協あたりと意見交換会という形で会合をし

ました。まだ今後もする必要がございますけれども、その中でより災害の規模に合わせたですね、

ちょっと今回、コロナ禍ということでの非常に制約があったものですから厳しかったんですけれ

ども、いろんな課題を出して、それを今後の災害のボランティア活動に繋げていきたいと考えて

おります。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） すみません。時々言わせてもらって申し訳ないのですけれども、今回の先ほ

ど寄附の話がございました。小国町にもたくさんの寄附をされた方がいらっしゃいますので、ま

ずはお礼を申し上げたいと思います。 

それから、災害ボランティアの今の立ち上げですけれども、町、そして杖立のサテライトにも

小国町の社協のほうにですけれども、それぞれのところにたくさんの支援物資も送られてきてお

ります。改めて感謝を申し上げたいと思います。 
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小国町も非常に助かりました。今後ともボランティアの方たちが、なぜ今回大活躍していただ

けたのかという原因の一つは、やはり今まではその部分を消防団とかでカバーできていたような

ところが、やはり消防団の人数も減ってきております。ニーズも変わってきております。ですの

で、今回も先ほど早く仕組みが伝われば、早くそこの場所に行ってボランティアをして差し上げ

ることができたのにという話もされましたけれども、やはりボランティアに頼むことにまずは慣

れていなかったというのが、多分一番の原因があると思います。杖立の方たちは、いち早く情報

は伝わっておりました。伝わっておりましたけれども、災害のボランティアの方たちに頼むとい

うことを、今までしたことはありません。それはなぜかと言うと、消防団でほとんどやっていた

からです。ところが、今回はやれないほど災害が大きかった原因が一つ。それと、やはり人間の

数が絶対数が減っているというところが大きな原因だと思います。その部分ででも、災害のボラ

ンティアに関しましては、先ほど申しましたように２８日に行った検討会、これをもう１回、も

う２回行って、災害ボランティアのネットワークこれの維持、それから次に災害があったときの

最初の立ち上げの段階のスタートですね、これがスムーズにいくように。この２つに関しまして

は、少し町としても案がございますので、今災害ボランティアの方たちと話をしていきながら、

検討を重ねてまいりたいと思います。 

以上です。 

７番（西田直美君） 私も災害ボランティアに登録していったのが初日だったので、何をしていい

か分からずに林間広場の駐車場に行ったのですが、５００円出して登録をしてやったのですが、

せっかくこの９０人という人数を今、確保しているわけですから、その人たちの連絡網というか

町からの連絡がどういうふうにするかとか、例えばこういう時にはこういうふうにしてください

というような、一様のワークショップみたいなのをやっていただければ、今後もし何かがあった

ときというのはスムーズに伝達ができるのではないかと思いますので、ぜひともその辺も含めて、

これで終わりではないということを考えた上での対応をお願いしたいと思います。 

それでは産業課のほうに伺います。産業課の一番の最優先課題、今何でしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 産業課といたしましては、７月豪雨で施設機械等の被災を受けた農家の

経営再建を図ること。もう一つは、今現在、コロナウイルス感染症の影響を受けている農家の生

産支援を図ることでございます。 

７番（西田直美君） 被災した農家の再建支援ですね、それというのはＪＡなどと一緒になってや

るようなものですか。それとも町が単独で県や国とかと一緒になってやるようなことになってい

るのですか。 

産業課長（秋吉陽三君） ７月豪雨で被災した農業施設の復旧対策として、今回補正予算で提案さ

せていただきました強い農業・担い手づくり総合支援交付金、被災農業者支援型により機械・施

設の再建等を緊急的に実施したいと思っております。 
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７番（西田直美君） 分かりました。 

それで、コロナの影響があってですね、コロナのところを伺いたいのですが、薬味野菜の里、

ゆうステーションとかいろいろな施設がコロナでしばらくクローズになりました。農産品販売の

促進というのは、町の一つ大事なところでもあろうかと思いますけれども、このコロナ禍の中で

薬味野菜の売上というのはどのようになっていますでしょう。 

産業課長（秋吉陽三君） コロナ禍での薬味野菜の売上なんですが、４月５月は施設の閉鎖がござ

いましたので下がっております。ただ、６月につきましては昨年度と比べまして５％程度の売上

増、７月は豪雨によりまして若干下がっておりますが、８月につきましては前年対比で９８％ぐ

らいには持ち直しております。 

７番（西田直美君） ４月５月が下がったのは当然閉まっているからしょうがないのですが、６月

は去年より５％、それほどの大きな落ち込みでないということは、薬味野菜の里のお客さまとい

うのは、よくゆうステーションにも来られる福岡ナンバー、北九州ナンバー、久留米ナンバーい

ろいろなのですか、それよりもやはり町内の方が購入されることのほうが多いということですか

ね。 

産業課長（秋吉陽三君） 議員がおっしゃるとおりで、コロナ禍におきまして巣ごもり消費等が伸

びておりますので、薬味野菜の里小国につきましても、町内消費のほうが伸びているような状況

だと思います。 

７番（西田直美君） 今後コロナがある程度収束、若しくはウィズコロナでも感染予防ができるよ

うなことができれば、やはり外からのお客さんを取り込むということもひとつ大事なことになっ

ていくかと思いますけれど、それについては、また別の機会にしたいと思います。 

もう一つ産業課に伺いたいのは、南小国町でかなりの方が御存じだろうと思いますが、きよら

号という軽トラックで移動販売をやっているのは御存じでいらっしゃいますか。軽トラでいっぱ

い積んで各地域を周って物品販売をしている。曜日は決まっているんだそうです、地域ごととか

ですね。その移動販売が、例えば一人暮らしで買い物難民になっている方たちのために頼まれた

ものも買って持って行くこともあるらしいのですが、小国町でもいわゆる買い物難民の方とかは

たくさんいらっしゃるのではないかと思います。そういう方たちに小国町のほうで、薬味野菜の

里に車がありますよね。軽トラとかあるのですが、薬味野菜の里が今スタッフの方が３人、プラ

ス役場からの派遣で１人いらっしゃって、４人いらっしゃって普段は２人とその役場の方が確か

お仕事をされていると思うのですが、人数的にそこまで多分必要なのかどうかというのが質問の

一つですね。 

それと例えばそこのスタッフの方とかが、そういう移動販売のほうに回るようなことというの

は、今直ぐとは言いませんが、これから先考えられないですかね。 

町長（渡邉誠次君） 具体的にはその話は出ておりませんので、具体的に尋ねられても多分担当課
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長は答えられないと思います。ただ、商工会のほうでずっと以前から買い物弱者の方たちに対し

て話はあります。移動販売の話も商工会のほうでたくさん検討はしておりますものの、なかなか

財政措置もそうですが、運営あたりも厳しいというお話も聞いておりますので、そこは兼ね合い

でございますけれども、今財政を投入して軽トラを買って、そういう仕組みを作ったほうがいい

のかどうかはちょっと別の話にさせていただきたいと思います。 

以上です。 

７番（西田直美君） ぜひとも、今回みたいにまた豪雨とかがあったりすると、ますます一人暮ら

しの方は出られないことが多くなると思いますし、高齢になるほどに免許を返上して買い物に行

かれなくなったというような方たちもいらっしゃると思うので、ぜひこれは前向きに検討してい

ただければと思います。よろしくお願いいたします。 

情報課のほうに伺います。情報課のほうには前回もお話をだいぶ伺ったのですけれども、コロ

ナで観光客が大幅に減っております。７月豪雨で被災して受け入れ体制が取れない宿泊施設や飲

食店もあります。この状況が当分続くというのは私たちの中では覚悟しているところなのですけ

れども、その中で情報課として観光促進をどのように考えていらっしゃいますか。 

情報課長（村上弘雄君） はい、お答えいたします。 

議員おっしゃるとおり、今コロナ禍の中で感染予防をしながら、経済活動として観光業の振興

を図っていくというのは非常に難しいかじ取りをやっていかなくてはいけません。そういった中

で、観光業についてのうちの振興策の一つの考え方として、まずたくさんの観光客の方に来てい

ただきたいというのは勿論のことですけれども、やはりテーマパークとか都市部とかそういうと

ころの人の動きというのは多分停滞して、自然の多い小国みたいなところに注目があると、ニー

ズも膨らんでいるという認識は持っております。しかしながら、それを受け入れる今の体制とい

うのは、３密を回避できる自然環境というのが今できない場所もあります。一つの例が鍋ヶ滝で

ございます。そういうことで、今の時期にそういった対策を取りながら、基本的には逆にチャン

スではないかという思いで取り組んでいきたいと思っています。 

７番（西田直美君） それで、確かに３密が避けられるような、小国とかいうのはそういう点では

良いことだと思います。だから、いわゆるロックダウン的なものがなくなったときに、県を超え

ないようにといったのが解除されたときには、あっという間に福岡、北九州あたりからのナンバ

ーが増えました。南小国町のほうは、黒川温泉なんかやはりＧｏＴｏキャンペーンが始まった時

点で直ぐに満室になった旅館とかもいっぱいあって、人が動いているなと、もうみんなやっぱり

家の中にステイホームは嫌だということがあって出てこられるのは分かるのですが、やはりその

ためには地元の方たちの安全ですね、それも大事なことなので、３密を避けながらの中には、い

かによそから来られた方たちと地元がどの程度の接触をするかとか、その辺のところの検討も必

要なところがあるかとは思います。 
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ＡＳＯおぐに観光協会に関してですけれども、ＡＳＯおぐに観光協会のほうでＧｏＴｏキャン

ペーンもあることだしというところで言えば、活躍していただいて、たくさん観光客の方とかに

来ていただかないといけないし、地元のお店などを販売の促進プロモーションをするためのこと

もやっていただかないといけないと思うのですけれども、その辺のところで例えばＡＳＯおぐに

観光協会に観光のプロの方がいらっしゃらないというところは、町のほうか情報課のほうから例

えばそういう方を雇うようにとかいうことについては提案若しくは要請、そういうことはできな

いのですか。 

情報課長（村上弘雄君） 現段階ではＡＳＯおぐに観光協会につきましては、ようやく長年の夢で

あります小国町に一つの観光協会が立ち上がったということがまずは一番大事かなと思っていま

す。立ち上がった時期というのが、正式に言いますと昨年の１１月ごろでございますので、今現

在組織的な強化ということで言いますと、地域おこし協力隊の方が事務局２階でスタッフの充足

をしています。ということで、経過的に組織は強化していくと思っております。 

７番（西田直美君） ＡＳＯおぐに観光協会とこの間、協議会のとき、全協のときか何かに伺いま

した。令和元年度の１千３００万円の小国町からのＡＳＯおぐに観光協会の助成金は何かという

と、１千５０万円が杖立に行き、２５０万円がわいたに行ったと伺いました。小国の観光は杖立

とわいただけではないですよね。それに関して言えば、正式にできたのが去年の１１月といえど

も、その使い方に関しては私の中ではかなり疑問が残るところでありますし、特に令和２年度に

関していえば、同じだけの金額がいっているので、それをどのように使うかというところでいえ

ば、やはり人を入れるということが大きなところに入るのではないかと思うのですね。ＡＳＯお

ぐに観光協会の中の役員会ですかね、理事のほうに入っていらっしゃる方が、もう一つ幹事会と

言われました、もうちょっと若い方たちの組織があって、その方たちがいろんなことを考えて発

信していることを聞いて「いやいやそれではなくて。」と、やっぱり思うわけですよ。あそこに

入っている方たちは代々個人で事業をされている方とかが多いわけですから、その方たちには自

分の生業をしっかりできるようにやっていただければいいと思うわけです。飲食店であれば、し

っかりおいしいものを作ってお客さんが来たときに満足していただけるものを提供するというこ

とが、その方たちのお仕事だと思うのですね。だから、その飲食店にお客さんを呼び込むという

ことをやるのがＡＳＯおぐに観光協会の仕事だと思うのです。それができる人が今いないから、

私は大変心配しております。だから、そういう観光のプロが来ないことには、いつまでたっても

なかなかＡＳＯおぐに観光協会はうまく起動していかないと思います。そこのところを何となく、

「今、地域おこしが来ているから」とか、そういう問題ではなくて、地域おこしの方がそのプロ

なら構いません。とても助かりますけれども、私もお会いしましたら専門の方ではないので、勿

論一生懸命やってくださっているとは思うのですけれども、やはりそれぞれの観光協会に入った

協会員の方たちが満足できるような、安心して頼って相談できるような人が必要だと思うのです
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が、いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 小国町観光協会について、事務局長をずっと募集したいという御提案はさせ

ていただいておりますので、人件費の分に関しましても予算で当初からずっと２年間も上がって

いるような状態でございます。ただ、その募集に関しまして専門の方に来ていただけていないと

いうのが１つ。それから今までの経緯を話させていただきますと、今まで杖立に関しましても、

わいた温泉に関しましても、小国に関しましても、さっきお話した理事さん方がしっかり支えて

きたので、これまで歩んでこられた歴史がございます。その部分に関しては、当然事務局長をそ

の中に入れることによって、そのノウハウだったりプロ的な要素を引き出して、地元の貢献の部

分を地域振興、観光振興のために使っていただきたいという考え方はよく分かりますが、その方

たちがいないと基本的には、今までもそうですけれども、これからも回っていかないというふう

に思いますので、そこは今までの状況から考えても大切にしていかないといけないなとは思って

いるところです。 

しかしながら、今このニューノーマルに関して、新しい生活様式に関して観光をこれにプラス

アルファで考えていくことは、今までのプロで成り立つのかどうかも、実は疑問があります。で

すので、隣の南小国町、素晴らしい事務局長がいらっしゃいます。南阿蘇にも若手の素晴らしい

事務局長がいらっしゃいます。阿蘇にもいらっしゃいます。いろいろな方たちの意見を聞いて、

それから湯布院、それから熱海、いろいろな観光地の皆さん、観光協会、私も人脈がありますの

で、いろいろとお話を聞かせていただいておりますけれども、今現時点でこれが正解というのを

聞き合わせておりません。ですので、当然ながら地域の特質といいますか、地域の魅力、これの

ブラッシュアップをしながら新しい生活様式に合わせていく仕組み、それと観光をしっかり掛け

合わせていかなければならないのではないかなと思います。しかしながら、議員が言われるプロ

と言われる方なのか、事務局長と言われる方なのかはちょっと別にしましても、そこの部分に関

しては絶対に必要だというふうに私も思っております。 

７番（西田直美君） 別にプロというのは、事務局長でいいですよ。プロというのは、いろいろ考

え方があるのですけれども、要するにツーリズムに関してきちんと理解している人。今まで、地

元の方たちが一生懸命やってきたのは十分に分かっています。それがないと、どうにもならない

ことも分かっています。ただ、それを今度は地元だけではある程度の限界のところで分からない

ところを促進するための全部を取りまとめる、プロモーションができる人が必要だということな

ので、ぜひとも何か人脈もおありなので入れていただければと思います。よろしくお願いします。 

続きまして、教育委員会のほうに伺います。 

教育委員会のほうで、今現在のコロナもありました、豪雨に関しては教育委員会はそれほどの

あれはないかと思いますけれども、教育委員会の今一番の課題というのは何でしょうか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） まず教育委員会といたしましては、学校における新型コロナ
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ウイルス感染対策、これを行いながらという形になりますけれども、３月から５月、３カ月間、

４月に一部登校がありましたけれども、この３カ月間の休校、これに対する対応、これをこの年

度内にいかにしっかり、それもできるだけ詰め込まずにやっていくか。そういう形を学校一緒に

なって試行錯誤といいますか、いろんな形を取りながらやっているところです。 

７番（西田直美君） ＩＣＴとかＧＩＧＡスクール構想について、これまでも何人も同僚議員が質

問していますけれども、最新の情報というのはどういうふうになっているのでしょうか。インタ

ーネット環境は整ったのでしょうか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） インターネット環境としましては、現在学校のほうのＬＡＮ

の整備、これが工事の発注が済んでいるということで、まだしっかり中の工事までには入ってい

ません。今、材料の調達であったり、現地の踏査という段階です。併せまして、端末機一人１台

これについても先日１１日に入札が実施されまして、今議会のほうで承認案件という形で後日お

願いしたいという形で考えております。この２つがそろってはじめて、いわゆるインターネット

環境、一人１台の端末機という形になるかと思いますが、今の時点では工期としては３月末まで

持っております。端末機の納入としましては。ただ、入札があったばかりですのでこれからの話

ですが、できるだけ早い導入をお願いしていきたいと考えております。 

７番（西田直美君） これは、Ｗｉ－Ｆｉですか。それともＬＴＥ対応、どちらを入れるのでしょ

う。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） Ｗｉ－Ｆｉです。 

７番（西田直美君） それで６月の同僚議員の質問のときに、先生たちが異動したときに混乱しな

いように、県下一斉というかですね、県の一括購入で同じタブレットにすると伺ったのですけれ

ども、何か小国ではタブレットとｉＰａｄと両方入れるというようなうわさを聞いたのですが、

そのうわさは単なるうわさでしょうか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） タブレットとｉＰａｄ、タブレット型の端末機でＯＳはｉＰ

ａｄで導入したいと思っています。 

７番（西田直美君） それは、混乱する原因になるようなことはないわけですか。 

教育長（麻生廣文君） まず近隣の市町村、阿蘇市と南小国と一緒の機材を県のほうでやっている

ところで、一緒にお願いしようということで導入を考えております。 

それから、今度一括して入れた分につきましては、以前小学校、中学校で４０台ずつ入れてお

りました分がございますので、そこと機種が若干異なることになっていきます。そのあたりの教

職員の混乱がないように、研修等も含めて取り組んでいこうと計画をして、今進めているところ

でございます。 

７番（西田直美君） 南小国町のほうはＷｉ－ＦｉもＬＴＥ対応を入れるというふうに伺いました。

南に関して言えば、臨時休校中も小学校１校が子どもたちがタブレットを持ち帰ってＺｏｏｍを



 

47 

活用して健康観察や学習確認をしたと伺っております。それは、校長先生と職員の方で詳しい方

がいたのでそれをやって、町内のほかの学校からもＺｏｏｍの勉強に今現在皆さん見に来て、ど

ういうふうにするかということを皆さんで検討していると伺いました。 

それともう一つですね、よそを聞いてみると割と早く入るのですよ。山鹿とかも１２月までに

入るし、菊池市も単独で４千台のタブレットの納品が１１月にはもう入りますというふうにと、

よそは結構早いような気がするのですが、小国も来年３月末までには全てが完了するということ

であれば、もう一つ長洲町のほうでは臨時交付金でＧＩＧＡスクールのサポーターとＩＣＴの支

援員を雇うことにしたというふうになっています。結局、ハードが入ってもソフトを使いこなす

ようになるためには、そういう専門の人たちが教えてくれるということはとても大事だと思うの

ですが、その辺の検討はいかがでしょうか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 小国町におきましても、今補正予算のほうで教職員のＩＣＴ

の支援、そういった形におきまして補正予算をお願いしたところです。考え方としましては、年

明けに何とか導入できる、またいわゆる高速ＬＡＮの工事が完了を迎えると、その前ぐらいから

先生方の支援、あとそういった端末機が入ってこないと、どうしても具体的な支援なり学習の進

め方のモデルであったり、そういうものが難しいだろうということで１月から以降にかけてそう

いった支援を今年度はやっていきたい。また、あとは予算の関係もありますが、引き続き来年も

ぜひお願いしたい部分であります。 

７番（西田直美君） これは山都町なのですけれども、山都町のほうでは清和小の校長先生が非常

に熱心で、いろんなことをやられているらしいんですね。やっぱり、できることをしないで後悔

したくないということで、できる限りのことを今やろうということを熱心にやっていらっしゃる

ので、かなり町としてはなかなか専門的な知見がある方が少ないし、仕様書とかも十分に作れな

いかもしれないけれども、やっぱりそうやって先生たちの中には大変詳しい方、若しくは熱心な

方もいらっしゃるので、ぜひ小国町も小学校、中学校の先生たちがたくさんいらっしゃるので、

そこの中から発掘していただいてもいいかなと思います。先生たちには大変なことかもしれませ

んけれども、やはりみんなのためで今後のことなので、ぜひお願いします。 

続きまして、「広報おぐに」について伺いたいと思います。 

去年の６月のときに、私は広報おぐにについて伺ったと思います。一般質問、広報おぐにの紙

面づくりについて、もう少し工夫していただけませんでしょうかというところでのお願いと提案

をしたのですけれども、１年たったのでぼちぼち振り返ってみたいかなと思います。どのように

変わったのか、というようなところですね。どのように工夫していらっしゃるか、お聞かせくだ

さい。 

情報課長（村上弘雄君） まず、１年前の議事録も私のほうで確認させていただきました。そのと

きの質疑の中で、いくつか９月議会で執行部のほうで回答していた部分もございましたので、そ
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の部分についてまず少しだけ述べさせていただいて、その後の改良の部分を説明したいと思いま

す。 

まず、９月のときにうちのほうとしては発行日について議論があったと思いますけれども、現

状のままでいくという答弁をさせていただいております。この部分については変わりはありませ

ん。 

それから、町長のメッセージをというお話があったと思うので、そのときには町長の判断で自

ら検討するということですね。この部分は必要に応じて、今掲載させていただいております。 

それから、社協の告知についてが香典返しのみということの部分があったのですけれども、こ

れは現在内部でも検討しましたけれども、今の紙面のボリュームからいくと社協だよりというも

のが別にありますので、引き続きこの紙面はこのままいくということでございます。 

それから、うちのほうでその後内部で少しでも見やすい広報を作りたいということで、取り組

んだ内容を少し紹介させていただきます。まず、簡単にいうと６箇所、改善をさせていただいて

おります。１つ目が町民カレンダーについてですけれども、昨年の１１月から在宅医と各種相談、

それから健診、学校公開日というのが複数あったわけですけれども、これをカレンダー１つにま

とめております。それから、イラスト関係も昨年の１２月からですけれども、記事の内容に合わ

せたイラストを載せるということで、イメージをそれに統一しております。それから、赤ちゃん

誕生の写真の掲載化ということで、これも昨年の１２月から誕生記念であり、文字だけではイン

パクトに欠けるということで写真を掲載させていただいております。今年になって２月からカラ

ーのほうに、そこを改良させていただいております。あとはこれが４つ目になりますけれども、

記事についてのカテゴリー、内容ごとにページを見やすくするということのページ分けをしてお

ります。それから５つ目に、文字を大きくする、小さくするというのはいろいろ議論の余地はあ

ると思いますし、特に大きくするというのは高齢者向けにあるとは思いますけれども、全体の記

事のバランスからいって、うちのほうでＵＤフォントという活字がありまして、これはユニバー

サルデザインフォントという定義がありまして、障害者や外国人の方が見ても分かりやすく感じ

るフォントで、文字のサイズは変えずに空きとかギャップを大きくはっきりすることで、視覚的

に取られやすいというようなフォントに、今年の５月から改良しております。あとは表紙になる

写真も大事と思いますけれども、この部分についてはどうしても写真の技術もさることながら、

カメラの機材ですね、この部分の性能もちょっとかなり古いものを使っておりましたので、新し

いものを買い替えたということで、写真もかなり良い写真が撮れるようになったかなと。 

随時、できる限り、皆さんに分かりやすい広報を伝えていきたいという意味では、少しずつ改

善をしていきたいと思っています。 

以上です。 

７番（西田直美君） 社協のコーナーがこれくらいなんですね。ずっと香典返し何件あります、
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誰々さんの香典返しというのがあるのですが、この間、社協に伺ったときについでにその辺のと

ころもちょっとお話をしてみました。社協は確かに社協だよりというものがあるのですけれども、

広報は毎月入ります。社協の分は、あれは１カ月おきだったですかね、社協だよりは。毎月入る

し、広報おぐにを見るついでと言っては何ですが、その流れとして見るものというのであれば、

もう少しそこの中に何か内容を入れられないですかねという話は、社協のほうではそのおつもり

はないですかと言ったら、「コーナーをいただければ、いろいろ入れたいことはあります。」と

いうふうには言われました。お愛想で言われたのか、本当で言われたのか、その辺のところは私

には想像はできないのですけれども、私が町民の立場としていえば、せっかくであれば香典返し

よりももっと社協でこんなことをやっています、シルバーではこんなことをやっていますよ、あ

なたも頼めますよというようなことを言っていただいたほうが、より情報としては多くなるので

はないかと考えるんですね。だから、広報に関して言えば、誰がと言えば発信する側が発信した

いものもあるでしょうけれども、より町民の方が読んで多くの情報を得られるというところを考

えていただければと思います。ユニバーサルデザインフォントとかいうのは、勿論分かりますし、

そういうもので特別に字を大きくする必要もないとは思います。高齢の方は、虫眼鏡とかを使っ

て見たりするので、それほど読むことに不自由することはないと思うんです。でも、せっかくだ

ったら、やはり魅力的な記事というのはできればカラーをたまにもっと。せっかく赤ちゃんを入

れたのだったら、もっと違うものも入れていただけるといいかなと思いますが、枚数を増やせと

は言いませんが、例えば１カ月おきでいい記事と差し替えるものであるとか、それ以外にもっと

「誰々について」とか「何とかの団体」とかいろんなことをやっている人たちを、特に取り上げ

るみたいなことをやるときには、毎月のルーティンにならなくてもいいので、そういうものも多

少検討していただければと思うのですが、いかがでしょうか。 

情報課長（村上弘雄君） はい、お答えいたします。 

今の御意見については、できるだけ前向きに取り組みたいと思いますし、ページ数も原則１６

ページというのはありますけれども、それが月によっては少しどうしても載せたいときには、１

８ページになったりしておりますので、その辺は臨機応変に対応していきたいと思っております。 

７番（西田直美君） ありがとうございます。前向きな検討をよろしくお願いいたします。 

最後の質問になります。教育委員会のほうにお伺いします。 

教育委員会の指導員の先生なのですけれども、３月までいらした先生は小国の歴史資料の編纂

ということにお忙しかったので、小中学校であまりお会いすることもなかったのですが、新しく

指導員の先生がいらっしゃっています。来られて直ぐにコロナだったので、学校も休みになるし、

指導員の先生のほうも着任してもまだ誰にも会えないような状況というのが続いたかと思います。

歴史資料の編纂はもう終わったということで、今度具体的に指導員の先生というのはどういうお

仕事をなさるのでしょうか。 
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教育長（麻生廣文君） 新しい教育指導員の仕事につきましては、小学校あるいは中学校の先生方

の授業、指導力といいますか、あるいは資質の向上に特に特化して頑張っていただきたいという

ことで、面接時からお願いをしております。今おっしゃられたように４月５月につきましてはコ

ロナで休校もありました。この間はいろんな面で他の仕事も当然していただきましたけれども、

特に５月の中旬から学校のほうを一部再開、あるいは６月から本格再開等ありましたので、６月

７月には授業参観をし、そしてこれは全体の先生の授業参観をしていただいて指導をしていただ

くという形をとってきました。勿論、本当はこの６、７月からは若手の先生なり臨採の先生の直

接指導的なところをやってもらうような計画でおりましたけれども、そこにつきましては若干先

に延びたということになっております。今、９月からは若手の先生、あるいは臨採の先生方の良

いところを伸ばして、それから非常に課題となるような部分については、直接的に指導をすると。

そうした場合に、１時間たっぷり授業を見るといったようなことを元にしてやりたいということ

で進めております。 

以上です。 

７番（西田直美君） ぜひとも、お願いしたいと思います。 

それで７月の学校公開日に、私行ってみたのですけれども、なかなか学校公開日に来られる方

が少なくて、日頃の子供たちをしっかり見ていただければ、前々任の指導員の先生はいつも学校

に来られていたので、別に公開日だからといってこられる必要もなかったのですが、公開日も必

ず来られていた。今度の先生には、ぜひ学校公開日ならずとも、それ以外のところでもぜひ学校

に来て、先生たちとの子ども達のモニターといってはないのですが、子ども達を観察、見守り、

いろんなこと。それから学校のほうは授業の指導力の向上と今おっしゃいましたけれども、小学

校なんかでもそうですが、生活支援員の先生たちもいらっしゃいます。生活支援員の先生という

のは、本当にヘルプの必要な子ども達のお世話をなさっている方たちなので、あの先生方のお話

も聞いていただけると、私も何回かお話をさせていただいたのですが、とても子どもたちをよく

見て温かく見守っていらっしゃいます。生活支援員の先生たちと、やはり担任の先生とかのコミ

ュニケーションですね、その辺のところも指導員の先生に取り持っていただくとか、一緒になっ

て考えていただくといいかなと思います。 

もう一つが、教育委員の先生方ですね、これについてはまた１２月に聞こうかとも思っており

ますので、もう時間もありませんので簡単にですが、１２月にどのようなことを伺いたいかとい

うことをちょっとお話させていただいて。教育委員の方々のお仕事ですね、教育委員として何を

するのかというところで、お一つ考えていただきたいのが保護者と学校側との中間に、いかに教

育委員の方々に入っていただけるかというところが大事なことだろうと、私は３年間いて思いま

した。なかなか先生方が保護者とコミュニケーションの取りにくいところもございます。こちら

の地域的な事情が分からない先生方もいらっしゃいます。年齢的にも社会的な経験の少ない先生
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がいらっしゃるのも事実です。そのときに、例えば何か子どもに問題があったときというのは、

地元が分かっている方、保護者も分かっている方というのが教育委員の方々だと思うので、そう

いう方たちが間に入って、子どもの問題を解決するというところに入っていただければと思いま

すので、また１２月には伺いたいと思いますが、それまでの間に３カ月ありますので、ちょっと

その辺のことを検討していただければと思います。 

これをもちまして、質問を終了したします。 

議長（松﨑俊一君） 予定しておりました５人の一般質問が終わりました。これで本日の一般質問

を終わりたいと思います。 

以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。明日の１５日火曜日は４名、江藤理一郎議員、

穴見まち子議員、大塚英博議員、松本明雄議員の一般質問を予定しております。 

本日はこれにて散会いたします。 

お疲れ様でした。 

（午後３時４５分） 
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議事の経過（r.2.9.15） 

 

議長（松﨑俊一君） 改めまして、おはようございます。 

本日は９月定例本議会３日目でございます。 

ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「一般質問」。 

本日は昨日に引き続き一般質問となっていますので、直ちに質問に入ります。なお、本日の一

般質問は、登壇順に江藤理一郎議員、穴見まち子議員、大塚英博議員、松本明雄議員となってい

ます。 

それでは２番、江藤理一郎議員、登壇をお願いします。 

２番（江藤理一郎君） ２番、江藤です。では、よろしくお願いいたします。 

まずは、今回の７月豪雨において町内でも多くの方々が御自宅、田畑等被害に遭われておりま

す。被災された皆さまに謹んでお見舞いを申し上げます。 

さて今回は、１つ目が町内にある５つの廃校を今後どうしていくのか、ということについて。

２番目が観光スポットの見直し、旧国鉄宮原線廃線跡の活用について。３番目が小国の農業の今

後についてを質問させていただきます。 

まず始めに、廃校についてです。今回の豪雨災害におきましても、旧西里小学校のように土石

流により校舎周辺が土砂に埋まったところもありましたし、７月６日の台風１０号においても町

の指定避難所となっている旧小学校の校舎や体育館などには、３００人以上の方々が避難してい

たと聞いております。これら、小国町の各大字ごとにある旧小学校校舎ですが、２００９年に宮

原小、蓬莱小、下城小、万成小、北里小、西里小の６校が廃校となりまして、現在１１年が経過

しております。旧宮原小学校は、小国小学校として現在も子ども達が毎日通う学びの場として利

用されておりますが、他５校の廃校につきましては福祉的な利用をされているもの、未活用のも

のがあると思います。 

そこで、各校のこれまでの活用状況と現況について、お伺いしたいと思います。 

総務課長（小田宣義君） はい、お答えいたします。 

各旧小学校の利用状況といたしましては、万成小学校、これが一番使われておりまして、社会

福祉協議会、農事法人かみだの事務所等に今も活用しております。 

それと北里小学校につきましては、一時的には使用はありましたけれども、現在のところはそ

の後使用が更新されてはいなくて、北里の農業倉庫を壊した関係で今は役場の書類の書庫として

利用しております。旧西里小学校も今のところ、まだ今度の計画には上がっていますけれども、
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それ以前の利用はあってはおりません。旧下城小学校は、これも書庫として、これが一番古く書

庫として使用しております。それと旧蓬莱小学校、これも廃校以後はどこも使用はいたしており

ません。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 各小学校の耐震構造とそれから建築年数についてはいかがでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） 現在の地震の耐震といたしましては、昭和５６年の建築の関係で、それ

以前の建物については現在の地震の耐震は基準に満たない。そして昭和５６年度以降であれば、

その建築基準には適合するということで評価を受けております。 

万成小学校につきましては昭和６０年度につくっておりますので、その耐震基準は満たしてお

ります。旧北里小学校が昭和４８年、ですからこれはそれ以前の建物になりますので、使用する

際は補強工事が必要となります。旧西里小学校は平成３年ですので、昭和５６年の基準はクリア

しております。旧下城小学校、昭和５２年に建てられておりますので、それ以前の建物というこ

とで、やはり一般的に通常使用する場合は、補強の工事が必要になってくるということでござい

ます。最後は蓬莱小学校です。昭和５０年に建てられております。これが学校の中で今一番古い

建物で、やっぱり中に入ってみますとクラック等も結構入っておりまして、やはり一番古い建物

になっており、これも耐震基準は満たしておりません。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） はい、分かりました。 

各校とも老朽化が進んでいると思いますが、活用されていない廃校について、耐震性も含めて

なかなか再活用の糸口がつかめないというところがあると思います。 

旧小学校校舎及びグラウンドの今後の維持管理や活用について、どのようにお考えであるか。

それぞれの校舎ごとに将来への展望も含めて、よろしければ町長に御答弁いただきたいと思いま

すが、お願いできますか。 

町長（渡邉誠次君） 具体的に言いますと、今、総務課長がお答えしたとおりの部分が大きいと思

いますけれども、今の現状のままである程度、推移をさせていただきたいなと思っております。

大きなところでいいますと、西里小学校は少し計画の中で動いていきたいと思っておりますが、

今小学校、体育館も含めますと避難所としての機能が非常に大きいです。この避難所の機能とし

て一番大事なところは、平常時はあまり使わないというところが大事なところであります。例え

ば人口が多いところであったり、町民センターのような活用の仕方という部分では会議室とかで

すね、いろいろな多目的な要素に使えるところとして必要でありますが、いざ避難をするとなる

とその場所が空いていないというところでは避難ができませんので、まず今の現段階では避難所

としての機能を体育館に有するところが非常に多い。また下城小学校あたりは避難所としての機

能が一部必要であるというところあたりを考えると、現状ではここ数年は同じような形で推移を
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させていただきたいと思っております。 

それから将来、勿論経年劣化があります。建て直しが必要であったりとか、用途が決まってい

けばしっかりとしたビジョンの元に活用は必要だと思いますけれども、今の現状としては私も１

年半のうちでは結果が出せておりません。ですので、議員の皆さまをはじめ、皆さま方と活用の

仕方、近年ではなくて将来についてというところでは大枠を捉えていきながら、住民の皆さまに

とってどういう方向が一番いいのかというところで、具体的には決まっていくものと考えている

ところでございます。 

以上です。 

総務課長（小田宣義君） 先ほどの答弁で、校舎、私は耐震基準の話は校舎の話をさせていただき

ました。ちょっと答弁が悪くて全体に聞こえたかもしれませんけれども、体育施設に関しまして

は、まだスポーツ等で使っております。これは別に診断を行いまして、体育館については全て基

準に適合しているということで評価を受けているところです。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 確かに体育館のほうは使えますけれども、校舎のほうはなかなか今後の維

持管理も含めて、またグラウンドも荒れているところも結構出てきておりますので、その辺に関

しても地域住民の方々と話し合いをして、そして「次にこうなってほしい」というような町とし

ても構想を立てていく、やはり何もないとそのままになっていたり、そこに向かうように発信し

たり、それから手に届きそうな目標を立てたりとか、そういった待つのではなく、行動に移すと

いうこと、そういったことも地域住民の方々の意見を集約させながら、将来像をぜひ形成してい

くというような形で、そういった手法もこれからは必要ではないかなというふうには思いますの

で、よろしくお願いいたします。 

その中で、先ほど町長も触れました旧西里小学校についてなのですが、今年６月に教育や人材

育成事業を手掛ける東京のＩ.Ｄ２２という企業と連携協定を結んでいると思います。Ｉ.Ｄ２２

のホームページを見てみますと、企業理念として、新しい時代に必要な「教育と医療＝いのちの

あり方」とは何か？を考え、自然界との繋がりを大切にした愛に溢れる社会を創っていくことを

目指します。『２２世紀に向けて、インテリジェンスをデザインすること』をモットーとし、「人

材」という資源を大切に考え、より良い未来を創造し貢献する力を発揮することのできる人材の

教育事業、そして環境教育から始まる持続可能な社会づくりの担い手となる人材育成に取り組ん

でいます。とありまして、また事業内容としましては、国内外の様々な自然療法や植物療法、心

理療法、伝統医療、民間療法、様々なヒーリングやセラピー等、メンタルマネジメント・ヘルス

マネジメント・スピリットマネジメントへの取り組みや、“病気にならない生き方”を推進する

ための啓蒙・実践と研究、スクール事業を行っています。新しい時代の統合医療のあり方を模索

し、予防医学や心のケアなどを提供する自然療法、心理療法などのサービス事業分野の更なる社
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会的認知の向上を目指す「癒し」を研究・実践しています。とあります。連携ですので、これか

らアイデア等をいただきまして、西里小学校の再活用や運営について、いろいろと計画するとい

うことになるのだとは思いますが、Ｉ.Ｄ２２と連携協定を結んだ理由というのは、まずはどの

ような理由でしょうか。そして協定の内容、校舎をどのように活用しようと考えているのか教え

てください。お願いいたします。 

町長（渡邉誠次君） Ｉ.Ｄ２２と協定を結んだ理由は、まず１点は北里町政の時代から森林組合、

それから小国町、そしていろいろな方たちとの関係性が非常に大きかったというところでありま

すし、ＳＤＧｓ未来都市にも計画の段階でも少し関わっていただいていたという経緯があります。

その中で私がＩ.Ｄ２２とお話をする中で、前期のときはどういったお話になっていたのかは詳

しくは分かりませんが、私がしっかり協定を結びたいと思った一番の理由は、情報発信をするこ

とが非常に上手だということです。 

それともう一つ、なかなかこういった問題を形に表すのは非常に難しいと思います。私はそう

いう技術というか、そういう技といいますか、を持っておりません。Ｉ.Ｄ２２は物事を思った

ところあたり、考え方、それから将来像を含めまして計画を分かりやすい形で、目に見えるよう

な形であったりというところで、御提示をしていただけるところだと思っています。特に、これ

からの将来、西里小学校、条件的といいますか地理的といいますか、あそこの場所は非常に難し

い地域だと思います。しかしながら、あそこに西里小学校をつくったという昔の宮﨑町長の時代

だと思いますけれども、その経緯は私は素晴らしいと思っております。ですので、あの校舎を大

事にしたいと思っております。その中で、皆さま方も建物を大事にするといったところと維持と

か管理とかいうバランス、非常に考えられると思いますけれども、その中であの校舎を大切にし

て、また新たなる活用を見込めるといったところでは、Ｉ.Ｄ２２にまずはお願いしたいと思い

まして、まずは協定を結ばさせていただいたというところが、一番は大きな理由でございます。

後は、政策課長より答弁をしていただきます。 

政策課長（佐々木忠生君） 町長のほうが、ある程度もう協定の内容等についてはお話をさせてい

ただいております。その中で、平成３０年６月にＳＤＧｓ未来都市の選定を受け、持続可能な社

会・地域の実現に向けて、各種取り組みを続けております。その取り組みの一つとして、先ほど

議員もおっしゃられました持続可能な社会を担う人材育成、ＥＳＤというアルファベットになり

ますけれども、を推進をしております。このＥＳＤの推進につきましては、これまでにも町内の

小学校や中学校において、外部講師による講演やワークショップ、またフォーラム等を開催して

きております。 

そして、今後更なるＥＳＤ推進の拠点として、旧西里小学校を活用していくためのプロジェク

トを本年の４月に立ち上げております。旧西里小学校活用計画という部分でございますけれども、

旧西里小学校活用プロジェクトの中で最終的な活用のビジョンとして、生きる力を育む教育と企
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業による研究開発の融合、ＥＳＤの拠点を目指しております。その目標に向け、地域からの建物

の存続を望む声や老朽化により旧校舎の改修は不可欠というようなものでございまして、改修の

資金調達のためクラウドファンディングの実施や企業版ふるさと納税の活用も併せて検討してい

きたいと思っております。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 地元の方の校舎を大事にするという思い、それから学びの場をつくるとい

う思いは分かりましたが、先ほど町長もおっしゃっていましたけれども、果たしてその学びの場

が西里小学校の地域に適しているのかどうか。地域性というか場所という所も含めてどうかとい

うところもあると思いますし、そしてこのコロナ禍におきまして、西里小学校の活用についてあ

の場所が適しているのかどうか、学びの場であれば、例えば地元の子ども達も利用しやすい小国

小学校近くの町有地や、もう４年がたちますけれども、殿町の火災跡地などもあります。そうい

ったところも学びの場としては小学生が寄りやすい場所ではないかと思われますので、本当に場

所の検討というのが再度必要ではないかと思われます。 

まだ、構想段階だと思いますので、そこで生活する住民の思いもあると思います。近くの住民

からは連携協定を結んだという話はおぐチャンでは知りましたが、具体的に何をやるのかは説明

は聞いていないという声も聞きました。 

そこで旧西里小学校の活用について、周辺地域住民への周知やニーズ調査、聞き取り調査など

は行われているのでしょうか。 

政策課長（佐々木忠生君） 本年４月にプロジェクトを立ち上げまして、西里の協議会長には少し

報告的なものはさせていただいております。今度、１０月にプロジェクトメンバーであるＩ.Ｄ

２２のお二人が小国のほうに来られますので、地域住民の皆さんへのヒアリング等を開催したい

と思っております。その場でいろいろな意見交換ができればと思っております。 

町長（渡邉誠次君） 先ほど西里小学校をＩ.Ｄ２２にお願いした経緯もお伝えしましたけれども、

西里小学校は今まで廃校になってから何年間再生の計画を出したのでしょうかね。また、何回ぐ

らいチャレンジして、再生計画を出して。その都度、予算立てを多分されてやったと思います。

前回、森林組合が関わって行ったときも、相当数、西里小学校を活用してチャレンジはしたもの

の、なかなか難しかったというところがあります。実際、難しいのは本当十分、分かっておりま

すけれども、今回も西里小学校を大事にするというところをスタート地点に思っております。や

はり、軸がある程度決まらないと周りの住民の皆さんにもお知らせはできないと思っております。

大まかな計画ではありますけれども、御迷惑にならないところの部分まではしっかりと町のほう

で練っていきまして、当然ですけれども、地域住民の皆さんの思いは前の計画のときも含めて、

かなり把握といいますか、町のほうはしていたと思います。Ｉ.Ｄ２２の計画においては、大人

数をぱっと集めるような観光的な要素も若干少ないと思いますし、あの校舎のデザイン、ここを
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非常に大事にする。それから「子ども達へ」というよりも、どちらかというと情報発信を含めて

「子ども達の世代へ」というような感覚を持っております。なかなか、地域住民の皆さんがそこ

に集まってという形にはなり得ないのかもしれませんけれども、また住民の皆さんとは話をしっ

かりしていきながら、話を進めていきたいと思います。少し言い訳ではありませんけれども、や

はりコロナウイルスの影響はありまして、私の座談会も相当やりたいのですけれども、なかなか

行えないという状況にあります。江藤議員も住民との対話を非常に大切にされていると思ってお

りますけれども、私もそれは続けて参りたいと思っております。勿論、西里の住民の皆さんとは

話していきますが、他の地域の住民の皆さんともそこあたりは可能になれば、しっかりとやって

いきたいとも思っているところです。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 町長がしっかりと住民の方々と対話を深めて取り組んでいっていただくと

いうことで、そのあたりは安心いたしました。 

一つ、私としましては、あの校舎を残す活用方法として今の現状の地域のことを考えると、あ

の地域も少子高齢化がかなり進んでおります。例えば、高齢者のデイサービス施設や周辺のお年

寄りも集える場所づくり、そういったところも子ども達だけではなく取り入れていただいて、複

合的にあの地域の将来というものを見据えていっていただきたいと思います。ただ、以前あった

東京おもちゃ美術館のバージョンを小国に持ってくるという話も、先ほど町長も立ち消えた話だ

とおっしゃいましたけれども、あの構想はとても良いと思うのですよね。子ども達も木に触れ合

いながら学べる場所というのもつくれますし、あともう一つは観光の分野としても、雨の日に滞

在できる場所というのがなかなか少ないのが小国町の現状でもあります。そういったところも含

めると、雨天時の観光場所、県外から来られた方々が集える場所というのも一つ当てはまるよう

になるのではないかと思いますので、ぜひそのあたりも検討をお願いして、廃校活用と立地、そ

れから校舎のデザインと住民の意向、そういったものは一緒にしながらもまた別々のものである

というのも含めて、十分検討して進めていただきたいと思います。 

次に、旧国鉄宮原線の活用と整備についてです。コロナ禍におきまして、自然の中での余暇の

過ごし方やマイクロツーリズムという域内観光での利用が増加傾向にあります。コロナ禍におい

てもその傾向は続くと思われます。町内における滞在時間を増やし消費額を上げるためにも、鍋

ヶ滝だけに頼らない小国の資源を活用した観光のコンテンツ作りが必要だと思われ、その中で１

９８４年に廃線となった旧国鉄宮原線の廃線跡は町内で滞在時間を延ばす観光コンテンツとして、

再度、町が見つめ直す時期が来ているのではないかと思い質問させていただきます。 

まず、この遊歩道は宮原線開通５０周年にあたる２００４年をきっかけに、旧宮原線跡地活用

検討委員会が地元住民や都市住民、企業や町行政を中心に発足され、７つのアーチ橋の発掘や九

州大学、熊本大学と共同で橋梁からの景観探しワークショップ、遊歩道のポイント看板作成など
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を行い、宮原線遊歩道としてバスツアーやウォーキングイベントを開催。あるときは町民の健康

づくりのウォーキングのルートとして利用されてきました。が、近年は少しおざなりにされてい

る印象がうかがえます。現に宮原から北里館の旧国鉄宮原線廃線跡遊歩道は、今回の豪雨災害で

も数箇所被災しており、先日は１０名ほどのグループで歩いた観光客の方がいらっしゃったので

すけれども、その方々から「途中倒木や水はけが悪い場所が数箇所あります。長靴を履いていか

ないと通れないような箇所もありました。トンネルも電気がつかなかったので、これは北里トン

ネルですけれども、真っ暗な中、通行しました。せっかくの良いルートだが、管理がされていな

くてとても残念だった」という声もいただきました。実際、通ってみますと、土砂崩れの箇所も

数箇所あり、歩行者の安全を考えますと早期の復旧が望まれます。 

また、マイクロツーリズムという観点からも再度見つめ直され、利用価値が高まる可能性が十

分にあると思いますが、整備等検討の余地はございませんか。 

情報課長（村上弘雄君） はい、お答えいたします。 

今、御指摘の旧国鉄宮原線廃線跡の活用ということで、御意見いただきました。私も随分前か

らあそこの部分については記憶しているところで、マウンテンバイクやツーデーマーチとかたく

さんの観光客を呼び込むための施策として、職員も出てそこに釘を打ったりしながらルート開発

をしたとか、大会を開いたとか、そういうことが過去にあったことを記憶しております。近年は

確かに観光客の散策ルートとして利用されていたと思いますし、また財団のほうでもガイド付き

で案内をしていたと聞いております。 

最近になって、随分ルートについては荒れている状態が続いているということで、私も先般現

場を確認させていただきました。確かに、観光客が歩けないことはないのですけれども非常に危

険で、観光客を今呼び込んで、あそこを歩いてくださいと積極的にできるような環境ではないと

私も認識しております。路肩が落ちていたり、山の法面の一部崩落があったり、御指摘の部分の

電気の部分については２回ほど落ちていまして、一度ブレーカーが落ちていたということもあり

まして、すぐに元に戻っております。直近で言えば、豪雨でまた電気が落ちているということで、

この部分についてはまた職員が早急に現場を確認している最中でございます。これまでのことも

踏まえて、近年のマイクロツーリズムという地域内観光のブームということからいくと、今すぐ

というわけではないですけれども、これから現場はまずは安全を改善して、今後将来、あそこの

ルートをまた観光ルートとしてお客を呼び込むための利用を活用する場合のやり方、それはどう

いった団体がそれを実施するのかも含めて、可能性を検討したいと思います。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 検討していただけるということで、ぜひ進めていただきたいと思います。 

私としましては、これをこうしたほうがいいのではないかというところを少し提案させてくだ

さい。 
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まずは、山水が流れ込んできている箇所があります。そちらは暗渠を入れたりして杉チップを

そのあと敷き詰めるなど、快適に歩ける環境に整備すると良いかなと思います。また、トンネル

内も照明がつかないということですが、つかないだけでなく蛍光灯が外れて落ちかけているとこ

ろもあります。それをそのまま元に戻すだけではなく、この際ＬＥＤの電球色に変えるなどする

と雰囲気もガラリと変わると思いますし、スポットが当たるような形というのも必要ではないか

なと思います。トンネル内で自動的に宮原線の解説が流れる音声システムの設置、そういったも

のをすると、ガイドもわざわざ必要なくなって、いろんな方が通って宮原線の学習ができるとい

うことも可能かなと思いますし、マップに音声の解説をダウンロードできるＱＲコードを入れた

りするのも一つのやり方だと思います。 

また、ちょうど中間点になる竹筋橋ですね、幸野川橋梁ですけれども、そちらのところにはひ

と休みできる腰かけがありません。高齢者の方、歩きますとちょうど４キロ、宮原から北里まで

あるのですけれども、中間地点がちょうど竹筋橋のところです。そこで景観を眺めて、ひと休み

したいという方はいらっしゃると思いますし、お年を召した方だとちょうど、中間点で休みたい

なということもあると思います。ぜひ、腰かけ、ベンチ等があると歩く人に優しいと思いますし、

またこれはあくまで希望なのですけれども、トンネル内には水が出ているポイントもありますの

で、例えば飲料用として調べて使えるのであれば、それらも整備できると歩くコースとしては充

実するのではないかなと思います。 

最後にポイントごとに設置されている看板があります。こちらも１５年ほどたっておりまして、

老朽化が著しいです。きちんと整備する必要があります。挙げるときりがないですけれども、コ

ロナ禍において少しでも観光コンテンツとして位置付けがあるのであれば、また実際に職員の

方々、車ではなく歩いて見て、時間は取れないかもしれませんが、町長も歩いていただきまして、

利用者が快適に歩けるかどうか、自分が歩いてどうかも調べて整備する必要があると思います。 

また最近では、ヤクルトのＣＭや廃線マニアの六角精児さんが取材に訪れまして、全国放送で

取り上げられております。宮原線は潜在的な可能性を秘めております。特に竹筋橋については国

指定の有形文化財にも指定されており、構造物としても人々の目を引き、写真を撮りに来る観光

客もよく見かけます。宮原から北里館の遊歩道だけではなく、その先の桑鶴トンネルや森の中に

突然現れる宮原線で最も長い菅迫橋梁、わいた山の眺望がよい廣平橋梁などまだまだこちらも眠

っている資源があります。桑鶴トンネルや菅迫橋梁などは町の職員の方々でも、ほとんど知って

いる職員はいらっしゃらないのではないだろうかと思いますが、その辺の調査や安全管理、活用

法の検討についてはいかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 先ほどおっしゃったように、私も宮原線跡をしっかりとまた歩きたいと思い

ます。私も数度歩いておりますので、大体の状況は思い浮かぶようなところであります。 

それから、やはり危ない所は復旧しないといけないのですけれども、議員がおっしゃられるよ
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うに、復旧をどこまでやるのか。また新たな魅力をどうやって付けていくのか。先ほど、文章と

いいますか言葉でおっしゃいましたけれども、最終的には情報課と形になるように計画をしっか

り練っていって、全体的な計画を挙げた上で、どこまでやるのかというところが必要であると思

います。 

もう一つ、北里柴三郎博士のところも議員が中心になって頑張っておられますけれども、そう

いったところも町もしっかりと頑張りたいと思っておりますので、北里博士の部分、それから宮

原線の部分、いろいろ要素がまたがると非常に多岐にわたって大変になると思います。当然、先

ほどから言うように、危険な所は省いていかないといけないと思いますけれども、なかなか魅力

付けの分では「どこから」という順番付けもあると思いますので、また御相談をさせていただき

たいと思います。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 北里博士の部分も出てきましたので、後ほど、またそこに触れさせていた

だきます。 

また、北里駅跡地におきましては、北里駅跡地公園ですね、宮原線の駅跡地になるのですけれ

ども、公園というような位置づけで一部整備をしている公園であります。２年前にも議会で質問

されておりますが、整備後３０年余り経過いたしまして、周りの安全柵や観光看板等の老朽化が

非常に進んでおります。特にここ数年は３８７号線の交通量が増えましたので、立ち寄る方も多

くなっております。安全面が非常に心配されます。そのあたりの整備については北里駅周辺及び

河川公園など、柴三郎博士千円札採用まであと４年となっておりますので、環境整備、周辺整備

も必要かと思われます。そのあたりについて、北里駅跡地についての計画等はどうなっておりま

すでしょうか。 

情報課長（村上弘雄君） 情報課として答えられる範囲で答弁させていただきたいと思います。 

まず、北里カントリーパークという構想自体は３０年ほど前に全体計画、木魂館等を建設する

当時に運動公園と河川、北里記念館等の全体のビジョンをつくるときに策定されたものだと認識

しております。現在、具体的な計画というのはありませんけれども、今後、そういうシアタール

ームやそれから河川公園の再整備や、今おっしゃった全体構想の中で情報課としては全体のビジ

ョンがあってからのほうが個別的には進みやすいと思っています。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 終点の北里駅跡地の手前には、４年後に千円札になる柴三郎博士の記念館

があります。そもそも宮原線は、小国町民の念願であった鉄道敷設を博士が初代鉄道院総裁とな

った盟友後藤新平に頼んだことが発端となっていることから、博士の因縁も深いものです。歴史

的な背景も含めまして、宮原線、記念館それから北里駅の３点をポイントとして、滞在を延ばす

取組みが必要ではないかと思っております。そのあたりについても、ぜひしっかりと検討してい
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ただきたいと思います。 

次に、農業についてです。今年はコロナ、そして７月の豪雨によりまして小国町の農家もかな

り影響を受けており、追い打ちをかけるようにウンカの大量発生でこれまでにない大打撃を受け

ている農家が多いと思います。そこで今回は小国の農業の課題と取り組んでおくべきこと、将来

についてお伺いしたいと思います。 

私自身は祖父がシイタケ農家でしたので、小学生のときは春休みはコマ打ちと乾燥シイタケ作

り、普段はシイタケパックの手伝いをしておりましたので、少しばかりですが厳しい世界である

ということを実体験しております。 

まずは日本全体として農業人口は低下しております。その要因としましては、最初に新規参入

が難しいということ。その新規参入を妨げているのが機械や資材が高額で、初期投資が大きいと

いうことです。もう一つ技術の継承が難しく、特に自然相手であるため、こうやれば成功すると

いう実証例、確証を持つのが難しい。そして後継者がなかなか育ちにくいということが挙げられ

ると思います。もう一つが、なかなかもうからないというイメージ。高収入を上げる農家もあり

ますが、朝早くから夜遅くまで働いても収入が上がらないこともあるということが挙げられます。

生産コストの高さと農業収入の低下が合わさって、農業所得の低下、つまり農業はもうからない

という状態が進行していく恐れがあり、当然、所得が減り赤字の状態になれば営農意欲が低下し、

担い手不足、農村の衰退へ拍車がかかり、後継者が跡を継がず、都市部へ人口が流出していきま

す。そのことによって農村人口が減少し、たとえ都市部への人口流出がなかったとしましても、

農業者人口が減少し、農業生産力が低下するということになります。それによって、食料自給率

が低下するというようなこともつながります。そうなれば、農地が持つ環境保全機能、景観保全

機能が低下していきまして、伝統文化の衰退や里山保全機能も低下し、鳥獣害被害が増加すると

いう問題が発生、農地の受け入れ手がない、つまり耕作放棄地化する可能性が生じまして、当た

り前のようにあった美しい田園風景が失われていくというシナリオです。小国のような中山間地、

区画が小さいといった条件があまり良くない農地や畑地は、特にその可能性が高くなってしまい

ます。これが日本を取り巻く小国のような山間部の農業の全体的な流れだと思われます。 

そこで、農業生産額の推移、耕作放棄地の現状と対策について伺います。農業生産額及び耕作

放棄地は近年どれくらいで推移しているのでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） お答えいたします。 

農業生産額の推移にしましては、これは市町村別農業産出額で見てみますと、平成２０年度に

２４億１千万円、平成２７年度に２５億３千万円、平成３０年度に２５億９千万円となっており

ます。この数値は都道府県別農業算出額を農林業センサス及び作付統計を用いて案分したもので

ございますので、金額も大きく推移状況も分かりにくいかと思いますので、ＪＡの取扱高を参考

に申しますと、平成１７年度に１９億７千７００万円、平成２２年度に１６億６千２００万円、
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平成２７年度に１５億９千４００万円、令和元年度に１４億７千６００万円となっております。

また、御指摘のありました耕作放棄地ですけれども、耕作放棄地は現在、農業委員会のほうで農

地の利用状況調査、荒廃農地調査ということで実施をしております。これは推移ではなくて令和

元年度の実績数字で申しますと、耕作放棄地は荒廃地１４.４ヘクタール、不作付地１３.３ヘク

タールとなっております。 

対策としましては、耕作放棄地の所有者に農地の利用意向調査を実施しまして、農業委員会で

斡旋活動を行っております。この令和元年度の斡旋実績としまして、合計２３筆の８ヘクタール

となっております。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 全体的な生産額というのは、そんなに減っていない。ＪＡの生産額は減っ

ておりますが、農業センサスの額としては減っていないというのが分かりました。 

そこで、農業生産額につきまして、ＪＡに出荷していない系統外の生産者につきましては、作

物の品種や作付面積、生産量など町として把握できているのでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 直販及び契約栽培等をしておられる農家の方についての生産額等につい

ては、町のほうとしては把握しておりません。作付面積も今回、今コロナ対策で行っております

高収益作物次期作支援交付金について申請をしていただいておりますので、その時点では作付面

積については把握ができているような状況でございます。 

２番（江藤理一郎君） 実際、３０代の本当に農業をされている方というのは少なくなってきてお

りますので貴重だと思いますが、３０代の若手の農家にはＪＡに出荷していない生産者もいらっ

しゃいますので、将来の小国の農業を見据えていくのであれば、そのあたりもしっかりと今回豪

雨災害等もありましたし、被害調査も必要ではないかと思います。仕組みづくりは今後必要では

ないかと思いますが、いかがでしょう。ＪＡの系統外というか、農家の被害調査のところも含め

てですね。 

産業課長（秋吉陽三君） 生産額等につきましては、個人の申告等でもございますので、聞き取り

調査等でも実施程度ならできると考えておりますので、今後はそういう形での調査を行っていき

たいと思っております。 

２番（江藤理一郎君） では次に農業従事者の状況と新規就農者について伺います。 

農業従事者、新規就農者についてはどのような推移でしょうか。今のところ。 

産業課長（秋吉陽三君） 議員も先ほど言われましたように、中山間地域では農地の傾斜地が多く、

圃場の大区画や大型機械の導入、農地の集積集約化が容易ではなく、平地に比べ営農条件面にお

いては不利な状況にあります。またイノシシやシカ等が生息する山林に隣接することから、農作

物の鳥獣被害を受けやすい環境にあり、現在、人口減少、高齢化、担い手不足等の厳しい状況に

置かれております。そういう中で、農業従事者の推移を見てみますと、これは農林業センサスの
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数値でございます。平成１２年度、専業農家１４０戸、兼業農家４８６戸、平成１７年度、専業

農家１２４戸、兼業農家４１７戸、平成２２年度、専業農家１５１戸、兼業農家３５１戸、平成

２７年度、専業農家１５０戸、兼業農家３０７戸となっております。 

新規就農者につきましては、小国町のほうが担い手支援給付要綱を平成２６年度に制定しまし

て、現在までに１０名の親元就農の新規就農者に支援を行っております。それと、それ以外で申

しますと、小国の主要農産物の従事を見てみますと、畜産においての繁殖農家が今、農家数２８

戸でございます。繁殖農家におかれましては６０代、７０代が全体の６８％を占めております。

その中で後継者が４名おります。酪農につきましては、現在１３戸でございます。酪農につきま

しては８名の後継者がおられます。次、ホウレンソウにつきましては農家数６６戸でございます。

６０代、７０代の占める割合が７１％。ホウレンソウ農家の後継者は現在３名でございます。キ

ュウリ農家につきましては、現在１８戸の農家数。６０代、７０代が占める割合が６７％、後継

者はおりません。今度は露地野菜でございますが、露地野菜のダイコン農家が現在１８戸でござ

います。これは５名の後継者がおられます。甘藷はダイコンとの重複がございますが、現在、甘

藷農家が６戸、後継者が３名となっております。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 農業を取り巻く状況、若手の方々、後継者が本当に少なくなっている作物

があるというのは、よく分かりました。 

小国の看板作物であるダイコンというのは、生産量が全国２２位、九州では５位。ホウレンソ

ウが全国で３０位、九州では２位というような数字もあります。そのあたり、頑張っているほう

ではないかなと思います。先ほど、課長が答弁されました担い手支援給付金の受給者の方ですけ

れども、１０名ということがありましたが、これは現在使っている方が１０名ですか。 

産業課長（秋吉陽三君） 平成２６年度に制定されて、今現在までに給付を受けられた方が１０名。

現在は６名です。 

２番（江藤理一郎君） はい、分かりました。 

現在受けられている６名の方々につきましても、確か月額１０万円の給付金を支給されている

と思います。それ以外でも農業で一本立ちしていくためには、機械の購入というのが必要であり

ます。そういったところ、国の支援制度がいくつかあると思いますけれども、情報提供等々はな

されていますでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 国、県の新規就農者の支援制度というのがございますが、その都度、相

談があれば周知をしているような状況でございますが、小国町の場合、どうしても現在全ての方

が親元就農ということで、新規就農に該当するような方がおられません。国、県の制度といたし

ましては、これは新規就農は親元就農が対象になりませんので、町のほうで、こういう単独の支

援制度を作って支援を行っているような状況で、制度自体はいろんなところで周知はしておりま
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す。 

２番（江藤理一郎君） まだまだ制度等、はっきりとどういうものがあるというのは把握されてい

ない方もいらっしゃるようでしたので、ぜひ、周知には徹底をお願いしたいと思います。 

そこで農業関係最後に、農業所得の向上、それから今後の農業について、どのように考えてい

らっしゃるかお伺いいたします。 

産業課長（秋吉陽三君） 農業所得の向上ということで、農業所得の向上が生産額を上げるのか、

また経費を下げるのかということで所得の向上を図るかと思いますが、小国町においては今、国

及び県また町の単独事業等で農家の支援、それは中山間地の直接交付支払であったり、また経営

所得安定対策であったり、畜産に関する単独の事業であったりして、そういうもので農家の所得

向上の支援に努めております。 

今後の農業につきましては、どうしても高齢化が進む中、また異常気象が多発する中で、なか

なか農業の先というのが不安要素が大きいような状況にあります。でも、労力の節減のためのＡ

Ｉを活用したスマート農業の推進とかですね、そういう形、または担い手をどう今後確保して、

それを農業所得の向上に結び付けるかというような施策も必要になってこようかと思いますので、

そういうところで今後、検討してまいりたいと思います。 

２番（江藤理一郎君） 確かに課長がおっしゃるとおり、気候も温暖化が進んでおります。最近、

新規作物の導入というのは、なかなかなされていないような気がしますけれども、そのあたりに

ついてはいかがでしょう。 

産業課長（秋吉陽三君） 新規作物につきましては、ホウレンソウもそうだったのですけれども、

その時代、時代の背景があるかと思います。ホウレンソウの雨よけハウスを導入した背景としま

しては、これは水田の減反政策で、その転作作物としての導入で、これは雨よけハウスで大きく

成功した事例かと思っております。そのあとにも、最近ではアスパラガスあたりの導入をいたし

ておりますが、今現在、小国町農家３戸でございまして、大きい広がりはなかったのかなと思っ

ております。 

新規作物につきまして、現在は少量多品目の中で農家が選択する時代で、産地形成をするよう

な作物の導入は難しいのではないかと思われます。しかし、昨今の異常気象による高温障害等も

勘案して、今後は関係機関とも連携しまして、作物についての検討を行いたいと思います。 

２番（江藤理一郎君） 新規就農者の確保が急務でもありますし、移住定住の観点からも現在、町

外からの定住促進も兼ねて、新規就農希望者をぜひ勧誘し、農地や高額な機械のリストを作成し

たり、就農希望者とのマッチングを行うことも大事な事業であると思われますので、ぜひ、よろ

しくお願いいたします。 

最後になりますが、今回、これは通告書には出しておりませんでしたけれども、日本も７年ぶ

りに国のトップが変わりまして、新しい総理は国のＩＣＴ、ＩＯＴ技術導入が他国より遅れてい
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ることから、デジタル庁の設置を検討していると聞きます。 

そこで小国町においても、住民の利便性向上だけでなく、職員の業務効率化についてＩＣＴ、

ＩＯＴ導入が必須になってきていると考えられますが、デジタル推進部の設置などについて検討

はなされていませんか。いかがでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 通告にないということですが、もう常日頃から技術革新については国のとい

うか、町の根幹にも関わる問題であると思います。どちらにしても、全ての事業においてという

ところでもあるかもしれませんけれども、今からそれを避けて通ることはできないと思います。

しかしながら、その場所といいますか機構改革の部分で、その場所をつくるかどうかは今からの

課題ではありますし、より勉強をこちらも深めていかないと、そこにまだたどり着いていない状

況だとも考えております。しかしながら、もう完全に時代はその方向に向かっているというのは

間違いございませんので、時代のニーズに合わせて行政も動いていかなければならないというの

は確信しているところです。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） ぜひ、進めていただきたいのですが、それを担う人材の育成につきまして

も、テレワークの定着でその分野に詳しい人たちは都会にはあふれておりますし、町民の中にも

たけている方はいらっしゃいます。様々な英知を集結させて役場だけで頑張ろうとせずに、いろ

んな方々の力を借りながら町の発展のために、ぜひ頑張っていただきたいと思います。 

これ、最後の最後になりましたけれども、昨日同僚議員より、各課の課長へ最優先して取り組

まなければいけないことについて質問がありました。総括して、町長へ質問したいと思います。

町長、今、小国町で最も優先して取り組まなければならないこと、課題は何でしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 私のほうで、総括の質問ということで、ありがとうございます。 

今、役場としてやらなければいけないこと。まずは、３つあります。コロナウイルスの影響に

よる事業を進めていかなければなりません。災害復旧に関連する事業を進めていかなければなり

ません。それともう一つ、大事なことは、通常の事業も進めていかなければいけません。合わせ

て１００億円です。今、小国町に関わる事業としては、総事業１００億円の事業をこなしていか

なければならないということです。それから、大事なところは２０２４年までに北里柴三郎博士

の関連する事業も終わっておかなければいけないというところもあります。その中で、役場の職

員、人数は変わっておりませんので、どうこの１００億円に向かって進んでいくのかが、最大の

課題というふうに思っているところです。町もここに課長、皆さんおりますけれども、覚悟を決

めております。しっかり頑張らせていただきますけれども、勿論、先ほど言われたように、いろ

んな多方面にわたってお願いをして、助けていただくところは勿論助けていただかないといけま

せんし、各関連の機関とも連携をしていきます。また、住民の皆さんにもお願いをすることも

多々あると思いますけれども、どうぞ議員の皆さま方をはじめ、本当に力を貸していただきたい
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と思います。 

よろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） それではここで暫時休憩といたします。次の会議１１時１５分から。 

（午前１１時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

議長（松﨑俊一君） ３番、穴見まち子議員、登壇をお願いします。 

３番（穴見まち子君） ３番、穴見です。よろしくお願いいたします。 

今回の７月豪雨に被災された全ての皆さまに、お見舞い申し上げます。それから消防団、それ

からボランティアに参加された方に、心より感謝申し上げます。 

それでは、通告に沿って質問をしていきたいと思います。 

昨日と今日と、私も言いたいところを他の方が言われましたので、一応止めようかなとは思っ

たのですけれども、私なりに少しずつ住民の気持ちとかを。被災後しばらくたってから、特に市

井野地区にも行ってきましたので、それを届けたいと思っております。 

今回の被害は、昭和２８年の被害をはるかに超えて多くの被害が出たと私なりに思っているし、

多くの方の声を聞きました。特に災害があったその日の朝６時過ぎに、私の住んでいるところは

西里の川と北里川が合流地点であります。その川の水の色を見てみると、やはりこちらは白く濁

っている。西里川は真っ黒い土色で、どこか崩れたのかなと思ってですね。そんなに深くは考え

ていなかったのですが、その日の朝、組長から私は倉本地区ですので助成金をお願いしますとい

うことで、皆さんに通知がいき、朝７時に倉本地区に入るはずだったのですが、入られるところ

もなく皆さんスコップを掲げて軽トラックが通れる状態で自分たちでスコップで除石をしました。

かなりの量があったからですね、それと一緒に倒木もあったので通れる状態だけの除石をして部

落に入ったところ、すごいことになっているのに気づきびっくりしました。橋の前の崩壊が一番

すごかったのですが、ずっと見渡すと周りに何箇所も崩壊しているところがある。「わあ、これ

はどうするのかな」と思っていたら、私たちのところは中山間地でローダーとかをそろえていま

した。皆さんと一緒に水がまだまだいっぱい大変な中、ローラーを持ってきたり、近くの民家の

方も床下浸水で２軒の方がなっていたり、いろんなところから皆さん一緒になって手伝いをしま

した。その部落内でも大方１０箇所ぐらい崩壊がありました。大変だったのですけれども、皆さ

んで自分たちでするということ、それが一番で、やっぱりすごいなと思いながら、昔とは違って

一番言えるのは機械の力ですね。それを支えて皆さんが使える方がおられましたので、土石流を

ですね。水がいっぱい流れていたので、処理方法をちゃんと考えて、そこは無事に消防団の方と

一緒にしたのですけれども、隣にいくところもまだ行けないという状態で、１０メートル先に行

っても右側といろいろ崩壊していて、「いや、本当に大変だな」とつくづく思いました。しばら
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くすると私たちも農業ですので、河川だったり田のほうはどうかなと思って見たときに、自分の

ことを言ってまた変ですけれども、河川の崩れがあったり、親戚の人たちが来たときに６箇所ぐ

らいの河川災害も見、道の崩壊も見えて、先に進めない。そこは自分たちでできるところではな

くて、業者の方を皆さんでお願いして除けてもらうしかない。町に頼むしかないというところも

あったし、また上明里ところに行ってみたときも、いろんな方が自分たちでしているところもあ

りました。それはそれで、その時点では小国町に住んでいる多くの方は、こんなに大きな災害が

出ているとはあまりまだ気付いていない段階だったと思います。そうしているときに、私は隣の

部落だけだったのですけど、田原から広域農道とずっと行ってみるときに、すごい数の崩壊があ

り道も通れない。そして、特に私たちのところは去年から養豚の方が来ておられますけれども、

その通るところのまだ取り付けてそんなにない電柱も半分に折れて、停電になりました。その影

響を受けて、２、３軒ですね、まさか停電になっているとは思わず、電気を持ってこないとだめ

だし、設備が整っているところは大丈夫なのですけれども、なかなかできない。しかし、我が家

は発電機があったのですけど、中身の整備が整っていなくて、使い方も何箇所もあるので簡単に

いかない。水のところが一番大事だというところで、大変な思いで水の確保、遊水峡近くの上の

土砂の影響で崩れたりしたところもあり、ホースの大きいのを４本ほど町から借りたりして、や

っと１カ月以上かかって取り付けをできて、それも間、間でするので、なかなかうまくいかない

というところもあったし、川の増水があるので簡単にはできないというところもあります。それ

もあったし、部落でしているときに、町の福祉課のほうで一人女性の方が孤立をしている、そん

なときに「じゃあ、私が行ってみます」と行ったところ、やっぱり河川の水の量が多くていけな

かった。そのときにもう一回福祉課と連絡をして、地域の消防の方にお世話になって、孤立して

いる女性の方を町民センターのほうに連れて行っていただきました。本当に消防団のありがたさ

を感じました。 

まだまだ言いたいのですけど、そこまでにして、通告のとおりに質問をしていきたいと思って

おります。 

実際に町民センターを利用した住民の声なのですが、線状降水帯が熊本と大分の県境に長期間

居座ったために多くの雨が降り、まさかこんな被害が出るとは思わなかったと思っているところ

に、避難すればよかったのになかなか我が家が一番と思っている私も含めて高齢者ですけれども、

ある程度のところで危険を感じて、地域の方と一緒に夜１０時過ぎに「これは危ない」と思って、

地域の方も就寝している方は起こして、そのまま着の身着のまま町民センターのほうに避難した

というところですけれども、なかなか着の身着のままというと泥水の中にいますので、膝から下

と全体的に濡れている。そして泥水で汚れているので、町民センターに入るのを躊躇したという

ところがあります。そこで役場の方の配慮で、なかなか足を洗ったりする所はないので、基本的

にあるのは掃除用のバケツですかね。それを使って、ズボンを上げながら遠慮しながらですね、
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町民センターを利用したということです。そこで実際、総務課に行ってそんな方がおられました

けれども、足を洗う場という所はつくってもらえませんかというところを、この前言ったのです

けど、総務課としてはどうでしょうか。前の方と実際に被災をして入る方もおられますよね。そ

のときの対策としては、何か備えは考えておられませんか。 

総務課長（小田宣義君） お答えしたいと思います。 

大変、不自由な思いをされたと思いますけれども、町としては窓口に職員も張り付けておりま

すので、そこの入り口に水道をつけるのは物理的には可能なのですけれども、役場の周りには何

箇所も水道が出ております。ですから、そこは遠慮なさらずに声を掛けていただいたらと思って

おります。声を掛けにくい雰囲気もあったのかもしれませんけれども、どこの施設にしても水道

等は備えておりますので、今後はそれから洗いやすいようにホースをつなぐ等の措置は、今から

考えたいと考えております。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） やはり、何があるか分からないというのが一番で、基本的には避難指示、

避難勧告と出ているわけですから、避難するのが一番だと思います。なかなか、今回の台風にし

ても、お年寄りの方に「大丈夫ですか、どこどこの方に連れていくけど、大丈夫ですか」と言っ

たら、「いや、大丈夫」と言って動かない方が多いんですよね。声掛けをしても、やっぱり我が

家が一番という方が多いので、その声掛けをする状態も難しかったかと思いますけれども、今回

の町長の防災無線での放送があったからこそ、誰一人、怪我人もなくできたことがとても良かっ

たと思っております。 

それから私は西里ですけれども、先ほど江藤君が言われました西里小学校のことですけれども、

避難所として指定されていますけれども、西里小学校は一番利用率が悪いということが言えると

思います。その利用率が悪いというのは、やっぱり使う時としたら選挙のときぐらいですよね。

何もなくて行くときには、ブルーシートから抱えていかなくてはいけない。そして高齢者の方や

車いすの方とかおられるときに、町にあるかは分からないのですけれども、畳があれば畳に少し

は横になられるけど、板張りのところに一晩というのはきついかなというところもあります。そ

れから、今回、町に自衛隊からの支援というのがあったと思いますけれども、その自衛隊からの

支援は何があったのでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） お答えいたします。 

自衛隊からの支援といいますか、支援は熊本県です。それを被災地に自衛隊が運んできたとい

うことで、持ってきたのは自衛隊ですけれども、支援の中身は熊本県の支援でございます。 

中身といたしましては、マットレスが５０枚、タオルケットが５０枚、シーツが５０枚、敷き

パッドが５０枚、あと振興局からの古タオルが１千枚ということで頂いております。 

３番（穴見まち子君） 今、テレビとかを見ていると、ほとんど段ボールベッドとかもありますの
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で、よかったら町としても、車いすだったり高齢者の方がいざというときですよ、やっぱり家の

ほうがいいからというところで、ほかの施設を利用したいけれども、なかなか応じてもらえなか

ったというところも聞いているし、私は家族内に施設に勤めている者がいるのですけれども、な

かなか普通利用している方は受け入れをするけれども、お断りをした件数が何回もあるとは言い

ました。今度、新しく社協ができる「悠和の里」ですか、あそことかどこかまた新しいところが、

老人ホームがまた残りますけれども、いろんなところでも使えるところがあれば、他の施設が昨

日の段階でも出ましたけれども、まだいろんな所でいつ災害が起こるか分からない。そして、こ

の町民センターは冷暖房付きでいいのですけれども、普通のところはですね。夏はいいですけれ

ども、冬になったらストーブとかですね必要なところがあるし、私たちの地域は下明里の公民館

があります。基本的に西里小学校なのですけれども、下明里の公民館が使いやすい。このコロナ

禍の中でも使いやすいので、人数的には利用しているときには西里小学校はほとんど上がらない

のですけれども、そこを使っているのでですね。そこは西里小学校でサロンとかで使ってもらえ

ると普通にすぐ使えるのかなと思うのですけれども、サロンも下明里公民館というところで使っ

ているので、そういったところを思うと、普段使っていないところに急に入って、そこで避難所

になっていますと言われてもですね、どうもなくて元気のいい方はいいけれども、ちょっとした

ところはですね。畳だったらどうかいいけれども、段ボールベッドとか少しずつの備えがあると

いいかなと思っております。それはドームでも一緒だと思うのですよね。やっぱり町民センター

が今度入らなくて、ドームのほうにおられた方がいると思いますけれども、そういうところも高

齢者の方がいると思うし、私たちも普段は畳で生活しているし、ベッドをしている人は普通の畳

だったり何もないところでは辛いかなと思うところがあります。そういうところで、町としては

もう少し考えてもらえないかと思っていますが、どうでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 議員が先ほど、住民の皆さま、その災害の状況、お話をしていただきました。

住民の皆さまには自分たちの集落とはいえ、土砂の撤去等を含め御尽力いただきましたことに改

めて感謝を申し上げたいと思います。 

今、避難所のお話をずっとされております。確かに避難所は我が家に比べれば不自由をお掛け

するかもしれません。ただ、コロナウイルスの影響下とはいえ、大人数の方が避難所のほうに行

かれるということです。人数は私のほうは把握しておりませんけれども、それでも先ほど言われ

ましたように、支援物資のほうも自衛隊の方に今度持ってきていただきましたけれども、県だけ

ではありません。いろいろな方たちから支援物資もたくさんいただいております。その中でも先

ほど言いましたパーティション、仕切りの部分であったりとかマットレスだったりとかという支

援物資もありますので、今急々に全部そろえるということは、なかなかできませんけれども、担

当部局と一緒になりまして話していきながら、避難所の過ごし方に関しましても少し検討をです

ね。今までもしていないことはないのですけれども、進めさせていただきます。また、先ほどの
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足の洗い場、これ実は私も避難所というか、消防団のときの経験ですけれども、やっぱり避難す

るときにはものすごく汚れます。１回かっぱを脱いだら二度と着たくないぐらいべちゃべちゃに

なったりします。避難された状況によりけりですね、様々なパターンがあると思いますので、そ

ういったところも含めて考えさせていただきたいと思います。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） いろんなところが、その都度出てくると思いますので、検討をよろしくお

願いしたいと思います。 

それから町でＷｉ－Ｆｉの予算が上がりました。特に先ほど言ったように、普段使っていない

西里小学校ですけれども、そのままでＷｉ－Ｆｉをつけていいのか。住民の方があまり利用して

いないですよね。していいかなというところもあるのですけれども、先ほど江藤君の質問の中で

もあったのですけど、やっぱりどのようにして多く使ってもらえるかというところですよね。そ

の場に持っていくためのせっかくできたＷｉ－Ｆｉの予算とか地域の避難所が「これは何」と地

域の方に言われないように、しっかりした説明の基に付けてほしいと思いますけど、どうでしょ

うか。 

町長（渡邉誠次君） Ｗｉ－Ｆｉの設備は今からは必要になってきます。西里小学校に関しまして

は避難所だけではなく、先ほど江藤議員が言われたような活用の仕方もございます。また、ウエ

ブカメラの部分であったり、勿論西里小学校の活用の仕方によっては、あそこに学生の方、何と

言うでしょうかね、事業所の方を含めていろいろな方が寄られたときも、そのＷｉ－Ｆｉを使う

ということが可能になってまいります。今から、人が集まるところにＷｉ－Ｆｉといいますか、

そういったところの状況が必要なのであれば、必要なのであればではなくて、必要になってくる

と思われますので、頭の中では事前の準備というふうに思っていただければといいと思います。

何も畳を入れるとか、設備をするとかいうのも一つの方法かもしれませんけれども、まずは今回

の予算ではそういったところのＷｉ－Ｆｉの設備は、まず事前の準備としてそろえさせていただ

くというところの感覚でいていただきたいと思います。よろしくお願いします。 

３番（穴見まち子君） それでは、よろしくお願いしたいと思います。 

次に、令和２年の７月豪雨に対してということですけれども、先日も話がありましたけれども、

もう一度全体的な被災箇所と件数と、それをお聞きしたいと思いますけれども、建設課長どうで

しょうか。 

建設課長（時松洋順君） はい、お答えいたします。 

数字につきましては、現在、調査中といった部分もございます。今後の国の災害査定等を経て、

変化が生じてまいります。概数でございますが、お答えしたいと思います。町道のほうが２００

件、河川が１００件、単件治山は７件、農地としまして田んぼが１７０、畑１３０、農業用施設

の水路が３０、農道３０、頭首工が１０、林道１１となっております。 
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以上です。 

３番（穴見まち子君） 住民の方は、この７月豪雨がこんなに大きくなるとは、とても思っていな

かったと思います。自分の我が家の城が崩れて大変だったという方が後ろだったり、前だったり

そういう方もおられました。その中で、町は今から今年を入れてあと２年間、３年間ですね、工

事をしていくと思いますけれども、その工事が余りにも多くて重なって、工事をする際に間違っ

て違う現場に行ったりするというのが必ずあると思います。だから、町的に。いやいや、実際地

域のところで河川のところだったのですけれども、場所を間違ってきたところを私も体験しまし

た。そういうところで例えば西里のこの地区、北里のこの地区というふうに集約して工事をする

予定はどうですか。 

建設課長（時松洋順君） 議員の御指摘のとおり、件数が非常に多数にのぼります。御指摘された

箇所をまとめる方法での発注は、今のところ、それに配慮しながら実施していく予定としており

ます。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） なかなか、私は農業をしておりますけれども、今年は稲刈り時期も大変だ

と思います。それに加えて、来年度の工事次第では植付けができないところもあると思うのです

よね。農家の方の声をしっかり聞いてもらって、建設課の方もその声で動いてほしいと思います

が、いかがでしょうか。 

建設課長（時松洋順君） 被災された方々ですね、早急な復旧を望まれるのは当然のことでありま

すし、町もそれを目指して今からもう始まってはおりますけれども、取り組んでいく所存でござ

いますので、なかなか国との折衝でありますとか、スケジュール的な部分については制約がござ

いますが、できるだけ早く完了に向けて努力したいと考えているところです。 

３番（穴見まち子君） 農家の方も待っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

７月豪雨が終わって、「コロナを受けて農家の支援」という題を挙げています。県からのコロ

ナに対しての支援を受けておりますが、最初、私が聞いたのは地域の農家の方が、「これは何だ

ろうか」というのを聞いて「はぁ」と思ったのですけれども、どのような方が対象になっている

のか詳しく説明をお願いします。 

産業課長（秋吉陽三君） 新型コロナウイルス感染症に関連する補助事業といたしまして、今４つ

の事業に取り組んでおります。１つは経営継続補助金ということで、これは新型コロナウイルス

感染症の影響を克服するために、販路回復や事業継続、転換のための機械の導入や、人手不足の

解消に取り組むことで、総合的に支援するものでございます。こちらのほうは上限金額が１００

万円で、４分の３が国からの補助金となっております。この事業に関しましては、国の直接採択

事業となっておりますので、事業主体は阿蘇農業協同組合が取り組んでおります。すでに一次の

受付締切が７月２９日で終わっておりますので、次の二次受付が１０月中旬の見込みでございま
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す。一次受付の申請件数を見てみますと、小国町で３７件の方が申請をされております。内容と

いたしましては、軽トラック、コンバイン等の農業機械、また草刈り機等の小農具、作業施設の

増設、換気扇等の器具の導入等が要望されております。一次の申請の採用確定というのが、今月

の終わり９月２０日ごろの見込みでございます。 

続きまして、高収益作物次期作支援交付金ということで、これは新型コロナウイルスの影響に

よる野菜等の次期作の前向きな取組みに対する生産上の支援をするものでございまして、要件と

いたしまして、本年２月から４月の間に野菜等の出荷実績があった生産者に、次期作の作付支援

といたしまして１０アールあたり５万５千円が交付されるものでございます。これは、取組みの

内容といたしまして、農作業安全対策や農薬等の導入、土壌改良、配水対策の実施等との要件等

があっております。これも県、町を通さない国の直接採択事業でございまして、本町におきまし

ては小国町地域農業再生協議会が事業主体となっております。こちらのほうを見てみますと、事

業対象者が小国町で農家数１２２名、対象面積で９６.９ヘクタール、主な品目といたしまして、

ホウレンソウ、キュウリ、ダイコン、甘藷等となっております。申請の最終事業費の見込みとい

たしまして、５千３３４万４千円を現在見込んでおります。 

続きまして、これはこの前の９月補正で御提案をさせていただきました新型コロナウイルス感

染症対応経済対策費の中の農作物等作付支援対策事業でございます。この事業は先に申しました

国の高収益作物次期作支援交付金の要件が、令和２年２月から４月の間に野菜等の出荷実績があ

った生産者となっておりますので、本町は高冷地のため、キュウリ、ダイコン等の夏野菜の出荷

がどうしても５月にずれ込みます。そういう人は対象になりませんので、その対象とならない農

家の方を対象に同じく同額の５万５千円を交付する事業でございます。こちらにおきましては、

現在対象予定者といたしまして、農家数２１名、面積にして１５.４ヘクタールを予定しており

ます。ただ、これは先ほど私が申しました国の高収益作物次期作支援交付金の交付を受けた方は

対象外となっております。 

それとあと１つが、新型コロナウイルスのこれも感染症対策といたしまして、小規模生産者の

支援事業でございます。こちらは、新型コロナウイルスの感染症の影響で、薬味野菜の里小国あ

たりが４月５月と閉鎖しております。そういった中で、小規模生産者、要するに５アール以下と

考えておりますが、そういう方たちにほとんどが高齢の農家になると思います。こういう高齢農

家の支援のため、生産活動継続のために支援金を１０アールあたり、すみません、これ定額でご

ざいます、１件あたり２万円を交付する事業でございます。対象者として、現在１５０名を見込

んでおります。これも高収益作物または先に申しました農作物等の作付支援対策事業との重複は

避けたいと思っております。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） いろいろ人数的なものを出してもらいましたけれども、この中で絶対に漏
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れているというところはないでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 先ほども申しましたように、国の直接採択事業のほうが２月から４月と

いうことで、それで漏れる農家が発生しますので、漏れる分につきましては町の単独事業のほう

で拾いたいと思いますので、大体全体を網羅していると思っております。 

３番（穴見まち子君） ありがとうございました。 

２月から４月というと、農家は３月の終わり４月とかは、基本的にダイコンやさんは植付けが

大津とかにしているし、ハウス農家の方も早めにすれば早くできるというところがあると思って

います。市場に出す方は市場で普通どおりに取ってくれるけど、学校が休みだったときに基本的

に薬味の里に出して、注文を取っておられた方がたくさんおられます。そんなときに、収益が上

がらなかったりする方が何軒かおられますので、私も薬味に出したりいろいろなことをしている

ので、分かっています。それから４月１日というのは山菜が取れる時期ですね。その時期を逃し

て、あの時期はワラビだったりタケノコとかですね、それを出したりするのはなかなか薬味には

出されなかった。だけど朝市には出されたという方もおられますけれども、やはりこの支援金と

いうのは日頃頑張っているお年寄りとかですね、作られている方には大変助かると思っておりま

すので、こんなことには力を入れて支援をしていただきたいと思っております。 

それから、今現在ウンカが異常発生しております。小国町、南小国町等も本当にびっくりする

ほどウンカがいまだかつてないような感じで、特に思っているところは黒渕と上田地区ですよね。

前年度研修で益城のほうに行ったのですけれども、一枚５反ぐらいの田んぼでも一番やっていた

のに、まさかそれが小国のほうに来るとは全然予想していなかったし、一枚の方がかかったとき

にすぐ上のほうに移るというのが、もう１日か２日の間で広がるし、その薬が効いているのか効

かないか分からないような状態なんですよね。そういうところで、町は把握はしっかりしていた

でしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 先週、金曜日の全員協議会のときに、町長が台風被害ということで水稲

の倒伏について３７ヘクタールということで申し上げているかと思います。これもほとんどウン

カが起因しての倒伏と考えております。農業共済組合のほうが今把握しております数値で４８.

３ヘクタール。これは台風とウンカの起因も一緒に被っておりますが、そういう面積で倒伏して

おります。農業共済のほうの４８.３ヘクタールにつきましては１筆の面積で上げますのもです

から、町のほうの被害は１筆のうち何アールということで拾っておりますので、若干の差が生じ

ているのかと思います。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） 昨日、共済組合に行ってきました。１３日現在で、課長が言われたとおり

４８.３３ヘクタールが実際に被害に遭っている。総面積で２千１６５ヘクタールの中の４８で、

全体的なところで見たところで大体１割というところだったのですけれども、１枚のうちで全部
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かかっているところと、少しのところがありますので、ずれがあるとは思っております。やはり、

これからはウンカもだんだんひどくなっているし、少ししか田んぼを植えていない方というのは、

せっかく植え付けてもこんな被害があると、町からの無線での放送がありましたけれども、なか

なか農協としても薬がちょっと切れた時期もあったと聞いております。そのときには、津江のほ

うまで農薬を買いに行かれた方もいると聞いております。やはり、早めの防除と農家の方が大丈

夫だと思って安心しているところは気をつけてもらいたいし、せっかくおいしいお米が、小国町

はアキゲシキとヒノヒカリとあります。それに向かって、町の産業課もしっかりとした農家の支

援をお願いしたいと思っております。 

以上です。 

これで、一般質問を終わりたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 最後にこちらで答弁をさせていただきたいと思います。 

先ほど課長も言われましたが、今回もウンカで大変な被害に遭っているというのは、町のほう

も把握をしております。ただ一部、言われ方としては「小国町は農家に対しての支援が少ないの

ではないだろうか」というふうな言われ方をしておりますので、少しだけ私のほうからこの場で

言わせていただきたいことは、先ほど産業課長が言われた４つの項目、農家に対しての軽トラッ

クだったり、勿論必要な部分で申請されている方がいらっしゃるという部分、それから１アール

あたり５.５万円というところを国の補助、それにできない部分は町が補助をさせていただいた

というところ。それからもう１つ、薬味野菜の里のほうが中心ですけれども、作っておられる方

にという小規模の農業の方にという部分。それから、先日から災害の復旧のことに関して、農地

の災害、それから農業施設の災害に関しても町は独自のところでですね、激甚は別といたしまし

ても町は独自に支援をさせていただいておりますし、その他国の事業、中山間多面的機能、たく

さんの事業に取り組まさせていただいております。決して、ほかの地域に比べて小国町が農家に

対して補助が薄いとかいうことは、私はないと思っておりますし、それは私の施策ではありませ

ん。宮﨑町長、北里町長からずっと続いている、どこからスタートかは分かりませんけれども続

いている事業でございますので、町といたしましても農家の方の支援、勿論しっかりしていきま

すし、当然ですけれども、あらゆる産業についても町としてもしっかり頑張っていきたいと思い

ます。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） 一応終わったのですけれども、もう一言。 

先ほど言ったように、野菜農家の方も米もつくっておられるわけですよね。そこで、農家のお

米をつくっておられる方に対しても、この被害状況に合わせて支援はしていただけないかなと思

っておりますが、どうでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 今現状においては、というところで伝えさせていただきますけれども、今回
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の補正予算で組まさせていただきました分で、今回は補正予算を組まさせていただいたという事

実がありますので、それ以上のことは今回はできないというふうに思っております。 

以上です。 

３番（穴見まち子君） できないということでしたけれども、やはり米農家の方ですね、それ１本

でやっている方もおられます。そこのところを考えて、今はできなくても１２月に刈り取りが終

わって町の出来高、売上とかですね、共済のほうからどれくらいの支払いがあるか、それをよく

捉えてみて支援をお願いしたいと思っております。 

よろしくお願いします。 

終わります。 

議長（松﨑俊一君） それではここで暫時休憩といたします。昼の会議を１時から。 

（午前１１時５５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後 １時００分） 

議長（松﨑俊一君） ６番、大塚英博議員、登壇をお願いします。 

６番（大塚英博君） ６番、大塚でございます。今回も３つのテーマに沿って、質問をしていきた

いと思います。 

まず１つ目のテーマは、殿町の火災跡地のことについて、そして２つ目はコロナ禍の鍋ヶ滝の

運営について、そして最後に森林の整備について。 

それでは一番最初の殿町火災跡地の活用について、質問していきます。２０１８年１０月１０

日に、そして時間は午前５時ぐらいだったと思います。火災が起きて、そして思った以上に広い

範囲において今の現在の跡地になったわけでございます。それから、今年の１０月を過ぎると、

ちょうど５年目を迎えます。この殿町の火災跡地というのは、殿町だけではなく町内、宮原の中

心市街地でございますし、また小国町の中でも銀行、町民センター、そして役場、本当に中核を

なす場所でもあります。この場所がこの４年間の中で大きな動きもなく、現在に至っているわけ

でございます。これから４年後に柴三郎の千円札という中で小国町が注目されていきますけれど

も、今の現状において何か方法を考えていかないと、それこそ周りから見たときに、そして地域

の住民にとっても非常に心配というか、悲しいことにならないだろうかと。そこで、この跡地に

ついて今まで４年間のうちに「案」というものがございませんでした。案があれば、それに対し

て地権者との交渉が始まり、それにおいて前に進むということがあったかもしれませんけれども、

今の人口減少の中で商店街というものに対しての不安と、行政としてもここに何をしようかとい

うことに対する負担、いろんなことを考えたと思いますけれども、これは何とかしてでも対策を

打たなければいけないと思っております。 

そこで、町長に伺いますけれども、この跡地の振興策というか、そういうものというものが将
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来に向けてどういうふうな組み立てをしていくべきか、お聞かせ願いたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 殿町の火災の跡についての御質問、答弁させていただきます。 

その前段として、この町民センターを建てる前におきましては、正直なところを言いまして、

多目的の福祉施設だったり、いろいろなお話も私も議長時代に少し耳に聞いたことがありますけ

れども、具体化したような形では私は聞いておりませんでした。しかしながら、この町民センタ

ーが出来上がって、多目的にいろいろと町民の皆さまがお使いになられていますし、町としても、

この議場もそうですけれども会議室等々として相当使われてきております。その中で、今、殿町

のあの跡地といいますか、あの地域がどのように使われたほうがいいのかというのは、やはりそ

の時代とはニーズが変わってきているように思われます。そのままの計画では、当然ですけれど

も、なっていかないと思っておりますが、ただ思いとしては地域の方々があの場所をどうにかし

ていただきたいというのは、昨年、私も地元で話し合いといいますか座談会を開いたときに要望

としても聞いております。しかしながら、現段階では、まだあの地域では「こういう活用をす

る」といった限定的な計画は今のところはないところです。 

６番（大塚英博君） そこで、先ほど言いましたように小国町の中心市街地であるし、またあの空

白地でございますので、これはいろんな方々から話を聞きながら、また専門の方々にも中に入っ

ていただいて、そしてそれをどのような形でやっていくかという一つのプランというか、検討委

員会とかそういうものを先に立ち上げて、いろんなニーズというものを拾い集めるというものも

いいかなという考えでございます。この点について、いかがですか。 

町長（渡邉誠次君） まだ話が計画の段階に上がっておりませんので、私の口からは「こうやりま

す」というようなことはできませんけれども、いろいろな意見が出ているのは間違いないです。

ただ、あとは地権者の方がいらっしゃいます。個人の方たちです。勿論町の土地であれば、いろ

いろと最初から言うこともできますけれども、なかなか難しいところもありますので、そういっ

たところも含めて地域の方々との話、それから具体的にどういう目的であの土地を使っていくの

か。そこが一番重要だというふうに思います。町として、絶対にこの施設が欲しいとか、この方

向で話はしたいとかいう方針があれば、殿町のあの跡でもなくて他の地域でもなくてというとこ

ろで、話はさせてもらいます。目的があれば、場所を限定してという形ではなくて、お話をさせ

ていただきたいと思いますけれども、まだ今のところ、建物を建てるといった部分で言いますと、

北里柴三郎博士の案件が１件だけ出てきておりますけれども、それを殿町の跡にという話は具体

的には出てきておりませんので、その部分に関しましてはまずは計画の中で、まず目的。この目

的が非常に一番大事なのではないかなと思います。 

それと、あとは地権者の方たちの同意といいますか、地権者の人たちの思い、地域の人たちの

思い、両方とも必要だというふうに思いますので、なかなか土地を取得する段階からスタートす

るというお話にはまだ至っていないというふうに思います。町が土地を取得して、その場所に建
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物を建てるといったときには、少しハードルが通常よりも高いと思われますので、考えをしっか

りと重ねてから計画をしないと、なかなか実現性に乏しいのではないかなと考えているところで

す。 

６番（大塚英博君） はい、分かりました。非常に難しい問題だと思います。しかし、いろいろな

話を聞きながら前向きに検討していくことも大事かなと思います。 

それでは２つ目の質問に移ります。コロナ禍における鍋ヶ滝の運営についてでございます。観

光産業というのは、災害や新型コロナウイルス感染症によりかつてない打撃を受けております。

そこで、鍋ヶ滝の運営についてお尋ねいたします。今、鍋ヶ滝におきましては感染症対策という

ものを出しているかと思います。また、現在においての土曜日と日曜日を休んでいるという状態

でございます。このことについて、まず入場者数というものがどのように今現在に減っているの

か。それと同時に日曜祭日、なぜ閉めているのか。この点について、お答えを願いたいと思いま

す。 

情報課長（村上弘雄君） まず、鍋ヶ滝の入園者数の現状と推移を申し上げたいと思います。５年

間の数値を申し上げます。平成２７年度に入園者数が２２万４千人です。端数は省略させていた

だきます。入園料が４千３６８万９千円です。平成２８年度になりまして、入園者数が１４万３

千人です。入園料が２千７８７万２千円です。この年は熊本地震の影響で休園も行いましたし、

あと滝の裏側を観光客に歩かせるということも余震の関係で、一時期ストップさせていた状況が

ございます。それから平成２９年度に２０万７千人です。入園料は４千０３１万２千円。このと

きに日本ジオパークの認定を受けております。それから平成３０年度に２３万６千人です。入園

料が６千８７０万２千円。このときは世界ジオパークの認定を受けております。平成３０年度に

は入園料の見直しを行っておりまして、大人２００円から３００円に変更、子どもは１００円か

ら１５０円に改定しております。それから前年度、令和元年度ですけれども、２４万６千人、入

園料が７千１０７万４千円。この年の１１月１５日に累計来園者数１００万人突破ということで、

４年半の歳月をかけて１００万人を突破ということで、入園者の方に記念品を差し上げたという

こともあっております。 

現在ですけれども、現在は３密を回避することが現状としてなかなか難しいということで、そ

の理由としては８月が一番年間を通すと多いのですけれども、１日２千人、３千人を超す時が

多々８月はあります。週末、それから夏休み、お盆の時期。かつ国が示している来客のリストと

いうのも作れません。ということで感染症を予防するためには、とりあえず平日を運営するしか

仕方ないということで判断しておりまして、本日に至っておりますが、現在のこの状況を推定し

ますと、４月から実際休園をまるまる１カ月以上、感染症拡大ということでしておりまして、６

月に一旦指定管理者の関係も含めていろいろな観光施設がオープンしました。また、７月には警

戒警報等で休園している日にちもあります。そして豪雨。ということで、現在１２月ごろからは
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以前の傾向としましては、土日も開けても千人は超さないだろうという実績上の数値があります

ので、見込みをうちのほうで出しているのは１２月から３月までは、土日も祝日も開けても可能

かなと。これまでの経緯から言ってですね。トータルで来年の３月で、あくまでコロナ禍の状況

で流動的とは思いますけれども、推計上は入園者数は１０万人切ります、９万９千人。入園料が

２千９００万円を見込んでおりまして、この数値は熊本地震のときの平成２８年度の数値も下回

るような状況でございます。 

それから鍋ヶ滝そのもののコロナ感染対策についてですけれども、まず職員については受付に

アクリル板を早いときから設置しております。それから当然のことですけれども、マスクの着用

そして手の消毒、それから狭い建物の中ですから換気を定期的にやっております。それから平日

開園とは言いましても、観光客の方にも感染症拡大予防のための協力依頼の看板を入り口に設置

しております。それから、消毒液の設置。それから最近の話ですけれども、熊本は熊本県として

熊本モデル版ということで各遊戯施設、一般施設、接客業施設等のチェックリストというのをネ

ット上で経営者あたりがチェックをして、その項目に応じて自分のところがそういう感染予防対

策を取っている場合は、熊本版のモデルとしてくまモンのシールがあるところで、それを店の入

り口等に設置するというものがあります。それも鍋ヶ滝のほうにも設置しているというような状

況でございます。 

以上です。 

６番（大塚英博君） 今、答弁の中に来客数のリストというのは、私は初めて聞いたのですけれど

も、これは１千３００人以上になるとリストを出さないといけないのですか。 

情報課長（村上弘雄君） お答えします。 

これは、今熊本県は警戒レベル４ということで、全国のほうから基本は対策本部ということで

県の名前でイベント施設や集客施設については、１千人とか２千人とかたくさんの人が集まる場

所では、これは法律上の義務ではありませんけれども、できるだけ感染者の経路を追うという意

味で「参加者のリストを設置すること」ということが文書できておりまして、通常、旅館や申し

込みがあって受け付ける場合の施設でありますと、住所と名前が分かりますけれども、鍋ヶ滝に

ついてはほとんど九州でいえば福岡、北九州が多いとは思いますけれども、リストまでの把握は

できておりませんので、感染症予防という意味ではリスクは高いかなと思っております。 

６番（大塚英博君） ここで私は大きな問題というものがありまして、土曜日、日曜日の一番集客

の多いときに、そういったお金というものが入らないという。これは、私たちの商売というか、

そういう観光に携わっている方から見れば非常におかしな話でありまして、今宿泊にしてもコロ

ナ関係で何とか感染対策をしながらお客を入れようとしているし、また同時に今集客ができる土

曜日、日曜日に対して観光産業というのは、復帰させようと努力をしております。一番根本的な

この鍋ヶ滝というものが全く民間であったならば、その話は通用しないと思います。行政という
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ものは、はっきり言ってこれは推測ですけれども、この収入減というものが何ら特別会計みたい

なものではない中では、そんなに影響は出てきていないのではないかと。ここに一つの甘えがあ

るのかなと、私は思います。今、本当に土曜日、日曜日の集客のあるところに対して交通渋滞が

起こる、その中で何とかシャトルバスをして密にならない程度で送り出す。そういう中でも、感

染症対策という予防対策を完全に打ち越しながら、はっきり言って「コロナ禍」なんです、今は。

コロナがあって当たり前の状態で今やっているんです。特に交通渋滞があれば、地域の方々に対

しては、これは私の個人的な案ですけれども、協力金みたいな形で、迷惑料みたいな協力金みた

いな形を創設しながらやっても、私はおかしくはないと思います。 

いまさっき言ったように、義務ではないという一つの例外というか、そういうものも含みを持

たせていますけれども、私はその方向でやっぱり観光産業を盛り立てていこうという。これ何で

かというと、この観光産業「鍋ヶ滝」というのは小国町の問題だけでなく、県外でも全国的にも

有名になっているわけです。よそから来た方々が、せっかく休みを取って善三美術館の前に車を

止めたら、土曜日・日曜日は閉館いたしますというものを一瞬で見たときに、何て不親切かと。

もうそこまで来たんだったら、鍋ヶ滝のほうに行って、ちょっと見ようではないかというと、そ

の方たちがたくさんそこに集まっているわけですよ。同時に、そこから下りていけば見れる状態

の所まで来ているわけですから、じゃあ柵を越えてでも中に入ろうとします。それは本当に自然

の流れなんです、それは。鍋ヶ滝が何かの問題があって崩れたというもので閉鎖されているわけ

ではなくて、そういう感染症対策そのもので閉鎖されているとすれば、それは県が出しているも

のというものは抗議すべきものであるだろうと思うし、そこのところをもう一度ですね。これか

ら先、もう２３、２４日と連休があります。コロナ禍の中では、そんなにたくさんの人数が集ま

ると思いません。今までのデータから見ると、２、３千人というものが土曜日、日曜日だったで

す。しかし、１千５００人集まればいいほうだと思います、私は。平日で６００人です、大体が。

やっぱりこのチャンスというもの、このＧｏＴｏキャンペーンにおいても、あの手この手でお客

さんを集めようという中で、協力すべきところは協力していただきたいなという気持ちはいっぱ

いです。その点において町長にお伺いしますけれども、この判断というものをどのような形で判

断しているか。 

町長（渡邉誠次君） 実際のデータに基づいて、推測のもとに今閉鎖をさせていただいております。

やはり対策として渋滞、それから３密を防ぐ、この両方がある程度クリアできるような形でなけ

れば、シャトルバスを出すこともなかなか今現状、難しいですし、そのまま渋滞を見過ごすわけ

にもいかないですし、３密を見過ごすわけにもいかないと思います。 

大塚議員、やっぱり商売の観点、それから産業経済の観点からも独自の視点をお持ちだと思っ

ておりますし、その視点は非常に参考にもさせていただいております。今日の一般質問に関しま

しても、非常に大切な自由なお互い意見を言い合えるようなところでもありますので、ありがた
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いところではありますけれども、鍋ヶ滝の３密の回避、先ほど言いましたシャトルバスが使えな

い状況での渋滞の緩和策、それ等々を考えると、今の現状では試しに開けてみるということもな

かなかできない状況にあります。しっかりとこの間に今、情報課ではこの前から言っております

とおり、予約のシステムだったり、そういったものを本当に真剣に考えさせていただいておりま

す。東京の大学にも打診をさせていただいて、今一旦話を持ち帰ってもらって、そのお話の答え

を待っているところでもございます。非常に難しい問題だというふうにも思っておりますけれど

も、この状況を試験的に開けてみるという状況では行政のほうは試すことはできないと考えてお

りますので、住民の皆さま、それから観光客の皆さまには御迷惑をお掛けしておりますけれども、

今しばらくお待ちいただきたいと思います。 

６番（大塚英博君） 一応、分かりましたけれども。 

それでは３つ目の質問に移らせていただきます。これは、１つの森林整備でございます。今回

の災害におきまして、かなりの森林の被害というものも出たかと思います。これも将来を見据え

て、４年後に小国町というものが昔は林業というものが非常に経済的に良い時代がございました。

それによってたくさんの製材所があり、そして雇用というものが生まれました。そして、町は活

性化して商店街もかなりの活気があった時代がありました。 

ところが林業も衰退をすることによって、時代の流れとともに今の現在においては、はっきり

言って林業家がそれによって生活ができるということも非常に厳しくなってきている。そういう

中で、林業に対して不安が出てきたし、要するにそれに対して生活の支えにしようという人たち

が少なくなってきた。それと同時に森林の荒れが発生し、そしてましてや、そこで災害が発生し

たときに被害が出れば、自分で山の費用を掛けて、そこをきれいにするということに対しては、

できなくなっている状態でございます。そしてそれが、ましてやまたの災害に輪を掛けたように

森林被害、たくさんの大きな被害をもたらす。 

そこで、これは早急にこの森林整備というものを進めなければ、７８％ある小国の森林面積の

中でお金を生むどころか、反対に被害に対して相当なお金が出費されていく。それを回避するた

めにも、この森林整備は非常に大事な部分だと考えます。そこでこの森林整備においては、整備

を中核とする団体というものがございます。こういう団体と常に意見交換であり、これから先の

森林整備について話をしているか。これをまずお伺いいたします。 

産業課長（秋吉陽三君） 森林環境譲与税の使途につきましては、町長、森林組合の組合長を交え

て、４月に意見交換会を実施しております。 

６番（大塚英博君） 森林整備で非常に必要なものは、やはり人材だと思います。そこで就労する

人、そういう方たちの支援が必ず必要になってくると思います。先ほど言いましたように、林道

の整備また改善というものも必要になってくるかもしれません。その前に、いろいろな被害の状

況も把握する必要があると思います。そういう面において、この環境譲与税というものがいろん
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な面で使われていく。特に今度の被害が大きかった林道整備においては、どのような考え方をも

っているか。 

産業課長（秋吉陽三君） 町が管理する林道以外で、森林組合が開設された作業道がございます。

この作業道につきまして被害が５５路線ありまして、この５５路線を令和２年度から３カ年にお

いて、今復旧の計画を立てております。令和２年度につきましては、間伐等の作業がある所を優

先に、２８路線の復旧計画を今立てているような状況でございます。これにつきましては、この

前の補正でお願いしましたＪ－ＶＥＲと寄附金でその財源を充てるようにしておりますが、今後、

財源等が不足する恐れもございますので、環境譲与税をこの作業道の復旧の財源として充てたい

と考えております。 

６番（大塚英博君） ぜひ、進めていただきたいと思います。それと同時に、沿線沿いの景観と同

時に災害防止のためにも、それに引っ掛けによって災害ができるような場所、これに関して早め

に対応を打っていくということも大事かと、私は考えます。 

以上、３つの点について質問をして参りました。これで質問を終わらせていただきます。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩といたします。１時４０分から行います。 

（午後１時３０分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時４０分） 

議長（松﨑俊一君） ８番、松本君。 

８番（松本明雄君） はい、８番、松本です。 

僕の質問で一般質問は最後になります。緊張感を持ってですね、豪雨災害もありましたので質

問させていただきたいと思います。 

まず、今年はコロナウイルス、本当にきてもらいたくないものが違う国からきて、日本に相当

な打撃を与えております。２波がきたとか言っていますが、政府ではまた１０月にＧｏＴｏキャ

ンペーンの東京都の宿泊の承認をしているところでございます。懸念されるのは、また冬が近づ

いておりますので、インフルエンザ等も発生します。これによってコロナがどう動くかがですね、

僕は学者ではありませんので分かりませんが、今のところ日本人、東洋系の方々は死者数が少な

いですので、ワクチンができるまでみんなで頑張って、収束していただきたいと思います。 

それにこの町ではまた７月の豪雨災害、これに関しては本当に同僚議員からも昭和２８年ぐら

いの被害だったんじゃないかとかいう質問もされておりました。これは、うちに関しては相当な

ダメージだと思います。今の職員の方は大変だと思います。特に建設課は時松君もだいぶ痩せて

きておりますので、もう少し体重が増えるように頑張っていただきたいと思います。 

それで質問したいと思います。同僚議員の方から、寄附か何かもいろいろ頂いているという話

は聞いております。町長のほうからも、そういうお話は聞きました。そして、熊本市内では小国
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郷の郷人会の方々も行って、非常にいつもよくしていただいております。この前、ちょっとお話

を聞いたんですけれども、ライオンズクラブとかロータリーとかありますが、ライオンズクラブ

の熊本県の代表に小国出身の女性の方がなっております。ここの中にも同級生がいると思います

が、ライオンズは人吉のほうにお金を寄附されておりました。そして小国郷の方々もいらっしゃ

いますので、こんなにひどいなら自分たちも支援に行きたかったとか、ボランティアに行きたか

ったんだけど、ボランティアのほうが町内だけと。そういう関係で、ライオンズクラブの方々は

水を持ってきたと思います。そういう感じで、皆さん小国のことを町外から相当見守っていただ

いております。 

もう一つは、この前から情報課にはいっていると思いますが、サトウロジックの社屋が１０月

に農協の横に、もうその頃には出来上がると思います。それで、小国町にも少しは貢献したいと、

そういうことでトラックのボディにラッピングをして、５年間ですかね、その車を走らせたいと。

本当にありがたいことです。そういう気持ちがあるだけでも、ありがたい。それを２台走るとい

う話が出たので、２台ともお願いしたのですけれども、１台は南小国でしたいと、そういう社長

の御希望でしたので、そこは南小国町と小国町で１台ずつということになりました。本当にあり

がたいです。今もらっているイメージ図は、こういう感じになります。どうなるかは、今から情

報課のほうが打ち合わせしますので、どういう絵柄になるかは分かりません。ですが、この車が

九州一円を走ってＰＲしてくれるということは、走っているもので皆さんよく見るからですね。

今後、コロナが収束したら小国にも多くの観光客の方が来られると思います。それを期待して、

もう一つ。通告どおり、防犯カメラのほうにいきたいと思います。 

総務課長、防犯カメラは小国町に数はどのくらいあるのか、御説明お願いします。 

総務課長（小田宣義君） 今、町で設置している防犯カメラは役場の庁舎、それと町民センター、

保育園、これは宮原、北里、下城の保育園についております。それと隣保館、美術館、以上が役

場が設置しているカメラの個数でございます。 

８番（松本明雄君） その管理体制について、お伺いします。何かあったときの話ですけれども、

どなたが見て、どういう報告をするのかお答えください。 

総務課長（小田宣義君） 防犯カメラにつきましては、管理運用要項というものを町でつくってお

ります。基本的に今私が言いました施設の長が、そのデータを管理する。映っている画面では個

人情報等にもなりますので、そこの組織の長が管理するということで、要綱をつくっております。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 防犯カメラですね、前の町長のときに質問させていただきました。そのとき

には、まだ要項もつくっていない、防犯カメラもあとから考えようということでしたが、ちょっ

と保育園で事例がありましたので、そのときに保育園にはつけたから今の台数があると思います。

ですが今後、やはり防犯カメラはいろんなところにつけていただきたいと思います。前と同じで、
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やっぱり徘徊の方がいらっしゃるとか、この前も不審者がいて予防しなさいというけれども、も

う防犯カメラがあれば警察と連携しながらその方をいち早く見付けていただいて、早く安心安全

な町にするのが責務と思いますので、その点はどうお考えでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） お答えします。 

先ほどの要綱を作りましたということで、実際、御指摘のとおり保育園等につけたときにはこ

の要綱はできておりませんで、指摘を受けましてその後令和２年４月１７日にこの要綱を作って

おります。あわせたのは役場とセンターの完成後に実際に運用するようになってからということ

で、要綱のほうは遅ればせながら作らせていただきました。実際に目的と必要性といたしまして

は、犯罪の予防、それと行方不明者の捜索等を目的としてということで設置はしております。た

だ、防犯カメラ、ほとんどの機種が中を向いております。外を向いているのは玄関口、センター

でいくとセンターの駐車場の入り口までは映りますけれども、道路あたりはなかなかそこまで網

羅するようなカメラは今のところ町には１件もついておりません。せめて、道路が少しと敷地が

少し映るぐらいの外部のカメラになっております。ただ、必要性は十分感じておりますけれども、

それを道路に向けてつけるのがどうなのかと。道路には１本だけ防犯協会が立ててあります防犯

カメラがゆうステーション横の交差点には設置してありますけれども、実際に道路を映している

のはそれ１本だと認識しております。 

以上です。 

８番（松本明雄君） やはり、犯罪を未然に防ぐためにも必要なものだと思いますので、今後考え

ていただきたいと思いますではちょっと遅いのですけれども、そういうことしか言われません。

この前から、またこれは人間の話ではないですけれども、牛豚なんか関東のほうで盗られており

ます。個体番号があるのに牛をなぜ盗るのかなという不思議さもあります。豚の場合は７００頭

ぐらい盗られていると思います。そして高級果実、ブドウ、これが相当な数盗られておりますの

で、その件では県のほうが確か７００台、農家につけるようにしていると思います。それはまた

産業課のほうで調べていただいて、どういう要綱になるのか。せっかく農家の方々も手塩にかけ

て育てて、病気にやられるとか有害鳥獣にやられるとか、いろいろな話がありますけれども、そ

れをいい時に持って行かれるのは非常に大変だと思いますので、うちの町ではそういう被害があ

ったときにどう対応していくのか、今後考えていただきたいと思います。そのカメラは性能が良

くなっております。暗闇でもＬＥＤか何かがついておりますので、６０メートルまで夜間でも映

像が撮れるようになっておりますので、今後、そういうことがあれば考えていただきたいと思い

ます。 

それと、東京消防庁が火災原因、これが今まで一番多かったのが放火です。東京都内も防犯カ

メラが増えましたので、４０数年ぶりにその出火原因が変わったというような事例もありますの

で、一概には言えませんけれども、これも防犯カメラがあったのではないだろうかということが
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ありますので、やっぱり抑止力のことを考えれば防犯カメラは相当な効果をもたらすと思います

ので、今後、機会があるごとに。今は災害があって大変でしょうから、ひと段落したところで考

えていっていただきたいと思います。よろしくお願いします。総務課長、答弁。 

総務課長（小田宣義君） はい、お答えいたします。 

町としても今後、考えていきたいと思います。ただ、今ですね、私も防犯カメラについて調べ

ましたところ、大都市は圧倒的に道路に向けて防犯カメラの補助を出しております。ただ田舎で

すので、件数的にはそこまでは増えてはいないのでしょうけれども、もう少しずつ考えなくては

いけない状況にはなっていると考えております。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 田舎でも犯罪がある可能性もありますので、今後、検討のほうをよろしくお

願いします。 

次に豪雨災害の反省と今後の取組みについて、お考えを聞きたいと思います。 

皆さん、ずっと聞いていますので、同じ話が続くかもしれません。ですが、災害の反省点、僕

も災害対策本部これがちょっと遅かったのではないかなと思う節もあります。ですが町長は、そ

れは人的な被害がなかったからそういう日にちになったということは答弁されましたので、もう

一回お聞きします。 

町長（渡邉誠次君） 今、松本議員がおっしゃったとおりでございます。ただ、１１日に設置をし

ております。この設置をした原因も同じ理由でございまして、人的な被災が「可能性が高まって

きた」という理由で設置をさせていただきました。 

８番（松本明雄君） こういう質問をさせていただいたのは、場所を言うと悪いのですけれども、

市井野地域に行きました。あそこも相当、水が多かったらしいですね。それで話を聞いたら、小

国町に消防署、消防団の方、警察、そういう方々がいらっしゃいます。警察署も消防署も目一杯

の人間でまわしておりますので、なかなか災害のときには大変だと思います。ですが、そこの方

は住民の方が電話をして、やっと逃げることができたという話をされておりました。消防署の人

が来て消防署の方が車を誘導して、やっと命からがら逃げたという話を聞きましたが、そういう

話はお聞きでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 市井野地区には、私も次の日に原付きで行きまして、直接現場を見ました。

その現場の状況がかなり被災しておりましたので、当然その場から建設課に電話をさせていただ

いて、状況を伝えさせていただきました。そのときに命からがら逃げられたということも聞いて

おります。それは当日ではありません。後日でありますけれども、聞かせていただきました。 

８番（松本明雄君） それで、それだけ命の危険性があったのなら、僕は自衛隊のＯＢです。自衛

隊の連絡員の方も２名ほど来ていました。それでちょっとお話にも行きましたけれども、彼たち

もまだゆっくりされておりましたが、町民の方から「こんなに被害があるのに、松本さんはＯＢ
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だから自衛隊を呼んでください」と言われましたが、僕には呼ぶ権限はありません。呼ぶ権限が

あるのは市町村の長です。ですから、町長の判断があれば、自衛隊も呼べたのではないかと思い

ますが、そこのところをお聞かせください。 

町長（渡邉誠次君） 被災当日から自衛隊の方々には、町長室の隣にいていただきました。いつで

も連絡が取れる体制でおりました。そこで町も自衛隊の派遣要請をするかどうかの判断も正直あ

りました。しかし、あの現状では自衛隊の方々に派遣要請をしないでもいいという判断をさせて

いただきましたので、もう自衛隊の方、隣にいましたので、いつでも呼べる状態でございました。

もし被災して生き埋めになったりとか、そういう状況、若しくはものすごく危険な状況がありま

したけれども、それを乗り越えられない現状があったときには、その隣におりましたので、その

まま要請をすることも可能でございましたけれども、そこまでには至らなかったということでご

ざいます。 

８番（松本明雄君） 僕も本当は呼んでいただきたいとは言いません。ＯＢですので、彼たちが来

ると５日間は非常食で過ごさなければなりません。本当にかわいそうです。寝るところもありま

せん。だから呼ぶのはＯＢとしては嫌ですけど、町民の安全や道を早く開けようとか、そういう

ことに関してすれば、僕も呼んでいただきたいなと思いました。それで、その豪雨のときに荒尾

と大牟田が水でつかっていました。そうしたら、次の朝にはもう自衛隊が来ていましたので、大

牟田のほうには知り合いがいませんでしたので、荒尾は後輩を通じて知り合いの方がいらっしゃ

いましたので、荒尾の市役所のほうの防災安全課のほうに行ってお話を聞いて参りました。そう

したらそこはこの前から出ていたように自衛隊を退職された方が防災官として勤務しています。

ですから、いろんな相談をするのにはいいし、お金がかかると言えばそれまでなんですけれども、

今後、そういう方も呼んでいただくとか、もうちょっと判断を埋まったから呼ぶのではなくて埋

まる前に呼ぶのも、これは予防のためにもいいのではないかなと思います。そこで、荒尾の方に

聞いたときに「本当に自衛隊が間に合ったのですか」と言ったら、「自分たちも要請をかけまし

た」と「その代わりその部隊は人吉に行っています」と、ここも一緒ですけど、担当部隊が決ま

っております。連絡員の方はどちらのほうから来るかは御存じでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） どちらから、という話は聞いておりませんけれども、直ぐに駆けつけますと

いう言い方を自衛隊の方からはおっしゃっていただきました。 

もう一つ言わせていただきますと、その時点ではもう被災を人吉はしておりました。私として

は小国町にという判断もありました。当然ですけれども、実は小国町に人吉へ行ってくださいと

いう県の要請とかもありましたけれども、小国町では被災をする可能性があったような状況にあ

りましたので、人吉の方には派遣をしないというところは決めておりましたけれども、自衛隊に

おいても、この隣にいていただくと、要請あるときにはすぐに声を掛けてください、直ぐに駆け

つける体制を取りますとおっしゃっていただけましたので、その部分ではしっかりと判断をしな
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がら選択をしていったつもりでございます。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 連絡員は、町長は知らないと思いますけれども、玖珠から来ます。本部隊は

北熊本の４２普通科連隊、今は即機連と言いますけど、そこが機動連隊です。彼らのここが持ち

受け場所です。荒尾もそうなんです。ですから、人吉があれだけになった場合は、応援部隊は正

面の部隊を動かすことはできません。今なぜかと言うと、正面に敵がいます。自衛隊は災害派遣

のためにいるわけではありません。ですから、この部隊はこう動かすとかいうのは町長判断では

なくて上のほうが決めることです。ですから小国町が本当に困って、道もこの前言ったとおり、

早く開けてくれと言ったら業者では大丈夫ですという町長の御判断でした。僕が思うには、県道

は１カ月くらいかかったと思いますけれども、そこらあたりも片側通行に早く何でできないのだ

ろうかと。業者も僕は使ってもいいと思いますが、こういう緊急性のある場合は、今２０年前の

建設業の人数と班と機材を考えれば、相当人数が減っていると思います。ですから、頼める分は

頼んで、道なんかもすぐ開けていただいて、危険性がなくなったらもう自衛隊には帰ってもらう

と。そういう方法もあったのではないかな。これはここで２人で話しても町長が呼ばなかったと

いえばそれまでですけど、そういう判断もできたのではないかと思いますので、質問させていた

だきます。 

町長（渡邉誠次君） 実際、道路を開けるというところは、非常に危険が伴います。かなり考えも

しました。しかしながら、今回の７月豪雨の災害では、国道は次の次の日には開いていたと思い

ます。県道について開かなかった一つの原因は、周りから周って行けるからという、１本ではな

くて方向的には周って行けるという状況も実はありました。その中で、まだ後ろが動いていると

かですね、避難をするとかいう状況もありましたので、一旦は落ち着いてからという状況判断も

ありました。全体的な評価、それぞれの議員、松本議員もお持ちだと思いますけれども、これか

ら先は別ですが、今回の７月豪雨に限っては、私は判断は間違っていないというふうに思ってお

ります。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 町長がそこまで言うなら、もうこの質問はしません。 

それと、この前の台風のときですよ、台風は来ると町民の方も予想できると思います。規模も

大きかったですので、熊本市内とかいろんなところに関しては頑丈な建物、特に今ＧｏＴｏトラ

ベルキャンペーンがあっていますので、ビジネスホテルに泊まった方もいらっしゃると聞いてい

ます。これも一つの今後の点かなと思っています。それに関して、小国の方も数名は違うところ

に行っていたという話も聞いておりますので、前々から言っているように連絡の仕方ですよね。

連絡が取れなくなって、どこにいるか分からない。探しようもないというのも困ります。 

それともう一つは、この前からＮＴＴが災害に対して言っていましたけれども、基地局が倒れ
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た場合、僕の好きなドローンを飛ばして対応できると２千台までは対応できると、そういうこと

もありますので、今後携帯電話も早く使えるようになると思います。町長が言うように、僕も考

えは一緒です。他の議員も言われたとおり、自分の家がいいから逃げたくないという方も非常に

多かったと思います。ですから、自助自助、共助共助、公助、そのくらいにしていかないと自分

の命は自分で守る。自分で住んでいるところは、水が出たときにはこっちが危ないとか、風が吹

いたらこの木が倒れそうとか、いろんなことを自分たちで判断して、早めの避難といる場所をち

ゃんとした所に報告していただきたいと、そういう気持ちでおります。 

町長はどんな考えでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） ７月豪雨の際にもそうでございますけれども、避難所は本当に午前中や昼間

や明るいうちに、まずは予備的避難。そしてそのあとでは高齢者等避難準備情報、そして避難勧

告という形で夕方までには、暗くなる前、少なくとも最低で遅くなって６時半だったと思います。

タイミングもありますので、その時点ではできれば１時間前に、暗くなるのが７時半と予測した

ときに避難勧告の部分では１時間前には発動をしたいというところで、今まででも行っていると

ころでございますけれども、大体それ以前にほとんど周知はできていると思います。それから、

その前に台風のときには今回はあれだけテレビでも情報が出ておりましたので、消防団に前の日

に来ていただきました。そして団長にお話を直接させていただきまして、もうとにかく、消防団

の皆さんも５日の日、前の日にまずは啓発を行ってくださいと。で、啓発を行っていただいて、

台風が接近したそのあとは、火事と緊急性のある出動以外は消防団の方のまずは身の安全を守っ

ていただく措置を取っていただきたいというお話を消防団ともさせていただいたところでござい

ます。 

それから、最終的に避難勧告も出しましたけれども、そのあとに避難勧告発令中ですが、とい

うところで、私のほうからも直接住民の皆さんに避難所だけではなく頑丈な建物への避難を呼び

かけたところでもございます。気持ちとしては、財産的なところもしっかり守っていかなければ

なりませんけれども、まずは生命を守るといったところが一番であるというところは変わってお

りません。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 今後とも、そういう考えで前向きな発言をしていただきたいと思います。 

そして、同僚議員からずっといろんなことで話が出ています。建設課のほうが非常に今、人数

が足らなくて困っているという話をしていましたが、一つ何かいい話があるということですので、

町長の口から伝えてください。 

町長（渡邉誠次君） 今、現状ですね、建設課、非常に厳しい人員で災害復旧事業に当たっており

ますけれども、昨年からずっとなかなか土木関係の技師、技術屋が少ないというところで懸念材

料では去年から持っておりました。ですので、県への要望だったりもしておりましたけれども、
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非常に難しいという状況が続いておりました。今回の災害に入って特に厳しくなってまいりまし

たので、コンサルタントを含めて、また役場のＯＢの方にもお願いをしていました。しかしなが

ら、現状は難しいというところでございましたけれども、ほかの自治体に今５、６件お願いをし

てございます。なかなか他のところも災害があったり、そういう現状を打破するのに厳しいとこ

ろではあるかもしれませんけれども、その中の一つのですね、ちょっと場所は伏せさせていただ

きたいと思いますけれども、昨日、連絡がまいりまして、他の自治体から町の建設課のほうへ応

援に入っていただけるという旨の連絡がありましたので、建設課の職員は倒れないで済むのかな

というところで、また、他のところもまだお願いをしております。なかなか一人では厳しいとこ

ろもあると思いますので、できればこういう状況でございますので、いろんな方々を頼らせてい

ただいて、状況を打破していきたいと思っております。 

以上です。 

８番（松本明雄君） その質問をするつもりでした。それが、南小国町のほうは宮崎県の新富町か

ら来ます。昨日はもう来ていました。役場のほうにちょっと見に行ったら来ていました。そして

新富町のほうは、建設課です。その建設課の職員が見ながら、その資料をまた新富町に送って、

図面か何か知らないですけど、またこちらのほうに送り返すということをするらしいです。です

から、こちらの作業が少しでも少なくなるような方法を考えていただいて、もう本当に建設課の

方々は、前に行ったときは「あそこの町道がちょっと穴があいている」と言うと、ニコニコして

やっていましたけれども、この頃行くと嫌な顔をされますので、彼たちが体が悪くならないよう

に町長も人材を探していただいて、早くこの災害の復興ができるようにお願いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） その旨、しっかり気を付けてさせていただいて、対応させていただきます。 

８番（松本明雄君） この災害は本当に大変です。あと２、３年、課長たちはいる方もいらっしゃ

いますので、精一杯頑張っていただいて、町のために尽くしていただきたいと思います。 

これで、質問を終わります。 

議長（松﨑俊一君） 予定していました４人の一般質問が終わりました。これで、一般質問を終わ

ります。 

以上で、本日の議事日程は全部終了いたしました。 

本日はこれにて散会いたします。 

お疲れさまでした。 

（午後２時１０分） 



 

38 

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 
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議事の経過（r.2.9.18） 

 

議長（松﨑俊一君） それでは改めまして、おはようございます。 

少しの晴れ間のあと、秋雨前線により若干不安定な天候となっています。川の水も少し増えて

います。予報では、このあと秋らしい天候とのこと。何度も申し上げますが、コロナ対策それか

ら災害復旧は大きな課題であり、しっかりとした対応を続けていく必要があると考えております。

それから、新しい内閣も動き出したようです。また、新しい野党のほうも誕生したということで

す。私たち熊本３区の坂本代議士は一億総活躍担当大臣に就任されました。お慶びを申し上げた

いと思います。国政のほうにも注目していきたいと思います。 

さて、本日は９月定例本会議４日目でございます。 

ただいま出席議員は１０人であります。定足数に達していますので、直ちに本日の会議を開き

ます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 日程第１、「議案第４６号 令和２年度小国町介護保険特別会計補正予算

（第１号）について」を議題といたします。 

本議案につきましては８日の定例会において質疑のほうを終了しておりますので、本日は討論

から入りたいと思います。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第４６号、令和２年度小国町介護保険特別会計補正予算（第１号）について、原案のとお

り可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第４６号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第２、「議案第４７号 物品購入契約の締結について（ＧＩＧＡスクー

ル用端末（ｉＰａｄＯＳ））」を議題といたします。 

執行部より提案理由の説明を求めます。 

町長（渡邉誠次君） おはようございます。 

それでは、議案集の１ページをお開きください。 

議案第４７号 物品購入契約の締結について 

次のとおり物品購入契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第８号及び議会の議決
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に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会の議決を求める。 

           令和２年９月１８日提出 

                       小国町長 渡 邉 誠 次 

でございます。 

記といたしまして、 

１．契 約の名称 ＧＩＧＡスクール用端末（ｉＰａｄＯＳ）購入 

２．契 約の方法 一般競争入札（熊本県共同調達） 

３．契 約 金 額 ２千３４７万６千４２０円 

４．契約の相手方 熊本県熊本市東区尾ノ上１丁目６番１号 

         富士ゼロックス熊本株式会社 

         営業統括部長 只隈 圭一 

でございます。 

詳細につきましては、教育委員会事務局長より御説明を申し上げます。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） おはようございます。 

配付資料の右肩に、教育委員会事務局資料３と書いてある資料のほうを御覧いただきたいと思

います。こちらで説明させていただきます。 

今回の端末機購入につきましては、議会のほうにも意向をお伝えしておりましたように、熊本

県の共同調達により入札を実施しております。今回、県の共同調達入札会第１回目として、県内

の自治体の意向を確認し、ＯＳや機種ごと、または仕様によって５つのパターンに分けられて、

９市町村が参加した入札を熊本県において実施しております。小国町はＷｉ－ＦｉモデルのｉＰ

ａｄＯＳで、本町以外には阿蘇市、あさぎり町、玉東町の４市町が共同調達として参加しており

ます。 

入札は９月１１日に実施され、４市町全体で３千８３５台分の入札を行っています。その結果

について、御覧のとおり県のほうから通知が届いているものです。応札業者は２社あっておりま

す。落札業者は富士ゼロックス熊本株式会社です。落札価格が税抜き価格で１台あたり４万８千

９５０円、税込みですと５万３千８４５円となります。予定価格に対する落札率といたしまして

は、９３.３％となっております。 

次のページからが物品売買の仮契約書です。様式につきましては別紙２に記載のとおりとなっ

ております。また、小国町の購入台数及び納入場所につきましては、別紙１のとおり、小国小学

校に３００台、小国中学校に１３６台、計４３６台で契約金額が税込み２千３４７万６千４２０

円です。納入期限は令和３年３月２４日となっております。 

最後のページに、今回購入します端末機のカタログを付けております。ご参考にしていただけ

ればと思います。 
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説明は以上です。よろしく御審議方お願いします。 

議長（松﨑俊一君） これより議案第４７号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 今回、ＧＩＧＡスクール構想ということで、新型コロナウイルスの影響でも

うちょっと期間を何カ年かにおいてするはずが、コロナ対策の臨時交付金が活用できるというこ

とで、今回いっぺんに買ったということでした。それで、調達の方法について県の一括購入を行

うのか、それとも自治体が独自に調達をするかという二つのやり方が大きくあったと思うのです

よね。それで、小国町の場合はどうするかということで、６月定例会でしたかね、その辺で話題

になったときに、要するに県で一括購入すれば教職員が異動先にも前のところと同じものを使え

るからという理由で一括購入をされるという話だったと思うんですね。それだけではないのかも

しれないけれど。そういうなかで、大体、「阿蘇教育事務所管内では」というような話をされて

いたのですが、今の話だと阿蘇教育事務所管内でこの同じｉＰａｄＯＳを納入するところは、阿

蘇市だけということで、ほかの産山そして南小国、あと南阿蘇ですか、高森は独自に先にやって

いますからね、そもそも違うわけですけど。これはちょっと話が違うんじゃないかというふうに

思ったわけですけれども、この点についてどういう状況で、この間推移してきたのか御説明いた

だけますか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 今回導入する機種、小国町はｉＰａｄになります。ちなみに、

南小国町もｉＰａｄです。阿蘇市もｉＰａｄです。まず郡内の状況として、それから産山、ここ

はＷｉｎｄｏｗｓ、南阿蘇にいきまして、高森、南阿蘇村、西原、これはＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋ

ということで、阿蘇管内が３つに分かれた状況になっています。これについては、６月から教育

長会でも話題にはうちの教育長からも挙げていただいて、できれば統一したいという話もさせて

いただいたところです。ただ、それぞれの町村にやはりそれぞれの事情があり、なかなか統一が

かなわなかったというところで、その中でも郡北部、阿蘇市、南小国、小国町は機種をそろえる

ことができたので、一つのうちの選定の中でも大きなウエイトを占めたのではないかと思います

けれども、ｉＰａｄになった理由としてその地域性、できるだけ広く取り組みたかったのですが、

それぞれの町村のもう途中までかなりの台数を導入している市町村もありましたので、なかなか

統一が図れなかったというのが現状でございます。 

５番（児玉智博君） それとですね、今ので大体その状況というのは分かりました。それでも先生

方も比較的若い先生方が多いので、そんなにＣｈｒｏｍｅｂｏｏｋを使っている例えば西原から

小国に赴任してきて、授業ができないというような状況はないとは思うのですが、その辺もしっ

かりと教育委員会でサポートをしていただければと思います。 

あと、納入時期がいつになるのかということを確認しておきたいと思います。実際、今回この

県の共同調達で契約をですね、今仮契約書という段階ですけれども、議会が議決すればこれが本
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契約になると思うのですが、そうなった場合、実際いつこの納入先になっている小学校と中学校

に届いて、実際に授業で使い始めるのはいつからになりますか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 今回、仮契約書にも記載してありますように、納期としまし

ては３月２４日となっております。これは、４市町村が県の共同調達に参加して導入した全体の

台数からの設定された日にちと認識しております。小国町におきましても正式に契約締結後、業

者とは協議を進めて参る形になりますけれども、昨日、仮契約のときに一旦業者のほうに来ても

らいましたので、納期については小国町はできるだけ早くということを考えているというのは伝

えております。ただ、まだ正式契約ではありませんので、そういう考えを持っているという形の

お伝えはさせてもらったところです。 

もう一方で、７月に工事のほうを発注しました情報通信ネットワーク環境施設整備工事、大容

量の高速通信を可能にする工事と、今回導入します端末機の保管庫、充電の保管庫になりますが、

こちらが設置されないとそこに納入して、充電して起動まで確認するというのが、今回の端末機

のほうにも価格の中に入っておりますので、そこと合わせた進捗になるかと思います。工事のほ

うは１月中旬が工期となっております。そういうことで、そちらの工事のほうもできれば年内に

完成という形で動いてほしいということも業者に伝えておりますので、それの工事が終わって１

月に納入できたらなということを、現在事務局では考えているところです。ただ、これはまだこ

れから業者と詰める作業になりますので、確定の時期ということがはっきり申し上げることはで

きませんけれども、そういう形で動いていきたいと考えております。 

５番（児玉智博君） それで、実際に授業で使い始めるのは来年度ですという答弁が返ってくるか

と思ったのですが、今の答弁を聞いていると１月中にその工事が終わって、納入をされて、実際

に１月中には起動をかけられたらなという思いでいらっしゃるということが分かりました。とい

うことは、やはり今の学年で３学期が１月から始まりますけれども、３学期中にそういった授業

での活用も視野に入れているということで理解してよろしいですか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） はい。今回、一般会計の補正予算をかけていただきました、

この中にも予算として先生方のＩＣＴの学習のサポート、これを委託する予算もコロナ対策の経

費で組ませていただきました。これを１、２、３月分という形で予算計上をさせていただいてお

ります、３カ月分ということで。何とか入るのが１月中に入れば２月３月に動かせるように１月

から業者のほうも動いてもらおうかと、先生方にも物はなくても支援できる部分もあるので、そ

ういった形で最終的に授業は２月３月というと年度末で先生方もそこに比重をどれだけ置けるか

は、ちょっとどうかなというのは教育委員会も思っておりますけれども、新年度になってスター

トするよりは、やはり今年度に少しでも先生方にという気持ちはありますので、そういった形で

今年度も動いていきたいと思っております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

議案第４７号、物品購入契約の締結について（ＧＩＧＡスクール用端末ｉＰａｄＯＳ）につい

て、原案のとおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、議案第４７号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第３、「認定第１号 令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定につ

いて」を議題といたします。 

本決算認定につきましては、９日から１１日までの全員協議会において質疑を終了しておりま

すので、本日は討論から入りたいと思います。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は認定第１号、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定についてに、

反対の立場から討論を行います。 

町の財政状況を見てみますと、令和元年度の実質収支比率は１３.４％で、その前の年度から

の７.４％から急増していると言っていい率であります。驚くような比率に収まってしまったな

と感じております。これはつまり、この実質収支比率は監査委員の意見書のほうにも明記されて

おりますが、３％から５％程度が望ましいとされております。すなわち、これは８％近い町の予

算が本来町民の暮らしのために使われるべきであったにも関わらず、それがされずに不用額とし

て積み残されていったといえると思います。町民の皆さんは、例えばお年寄りの皆さんを中心に

日常のお買いものや通院であったり、移動のための手段のために、いわゆる乗合タクシーの路線

等の充実を訴える声が出ております。それは、宮原以外の大字もそうでありますが、しかし宮原

中心部に住んでいる人たちも例えば桜ヶ丘住宅など、急な坂の上り下りをしなければ病院や買い

物に出掛けることができない方たち。あるいは若い人たちであっても、車など運転免許を持って

いない人たちの中には、中心部に乗合タクシーを走らせてほしいという、そういった声が各所か

ら聞かれております。そういった声に予算上は応えることができたにも関わらず、それがなされ

なかったというのが令和元年度であったと言わざるを得ないのではないでしょうか。 

人権同和関連では、１千２００万円以上の費用が支出され続けています。まず、人権政策費に
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限って見てみますと、いわゆる部落解放同盟支部への直接的補助金１７０万円は、人権政策費の

支出済額の実に６割以上を占めています。障害者差別や外国人差別問題など様々な人権問題があ

る現代社会において、実際の人権政策が専ら部落差別の解消を目的とした団体への補助金という

のは、極めて主体性を欠く人権政策であると言わざるを得ませんし、更に言えば、目まぐるしく

移り変わる社会情勢に町行政が対応していこうという気があるのか。思考停止に陥っているので

はないかと不安にすら駆られます。また、箱物についても隣保館、パラソルセンターと倉原集会

所という２つの施設を抱えることも毎年の維持管理費用等を考えれば非合理であると思います。

特に倉原集会所については、極めて限られた目的、利用者しか利用していないことからも廃止を

含め検討するべきではないでしょうか。 

消費税１０％への増税に伴い実施された景気対策の一つとしてプレミアム付き商品券、これは

２万円で購入した券で２万５千円分の買い物ができるというもので、上乗せ分の５千円を国費で

負担する仕組みでありました。対象は住民税非課税世帯に加え、２歳以下の子どもを持つ世帯と

なっていました。質疑では使用された業種別の割合が明らかにされましたが、圧倒的にスーパー

マーケットに偏っており、かけられた費用に見合う効果が得られたのか疑問であります。 

主に学校教育の副教材として活用するとの目的であるとして、社会教育費で２０７万円が支出

され、小国の歴史遺産という冊子がつくられたということでありますが、小国高校を巡る昭和２

２年から昭和４０年代後半にかけて、事実と異なる可能性が極めて高い記述があることが明らか

になりました。この冊子は５９の資料を参考引用しているということでありますが、これらの資

料の信憑性をきちんと評価した上で、編纂作業に入ったのでしょうか。こうした当たり前の過程

をなおざりにしたために、事実と異なる可能性の極めて高い記載が入ってしまったのではありま

せんか。また、ほかの高校の部分以外の記載には、事実と異なる記載はもうないのでしょうか。

今一度、冊子全体の信ぴょう性を検討し直すべきであります。また、その作業が終わるまでは、

学校教育での使用も控えることを強く求めるものであります。 

これから先、令和３年度の予算編成作業に本格的に入っていくと思いますが、令和３年度こそ

は町民の暮らしをしっかりと支えることができる予算編成となるよう、町行政全体が力を尽くし

ていただくよう求めまして、討論を終わります。 

議長（松﨑俊一君） ただいま反対の討論をいただきました。 

まず、賛成の討論はございませんでしょうか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 
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認定第１号、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について、認定することに賛成の方

の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第１号は認定されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第４から日程第１１、認定第２号、認定第３号、認定第４号、認定第５

号、認定第６号、認定第７号、認定第８号、認定第９号は、各特別会計歳入歳出決算及び水道事

業会計利益の処分及び決算の認定であります。各特別会計の決算認定につきましても、全員協議

会において質疑を終了しておりますので、本日は討論から入りたいと思います。なお、討論にお

きましては一括して行いたいと思います。 

討論ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私は認定第２号、令和元年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について、認定第３号、令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について及び認定

第４号、令和元年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定についてに、反対の立場か

ら討論を行います。 

平成３０年度に相次いで値上げされた介護保険料と国民健康保険税の一人当たりの額は、令和

元年度はそれぞれ７万４千２９１円と１０万１千１２１円であります。一人当たりの額としては、

その前の年度より微減でありますが、これは被保険者の収入が減っていることを如実に示してい

ると思います。この二つの保険税、保険料負担が既に被保険者の負担能力を超えているのは明ら

かであります。一般会計の歳入分の町税の現年度収納率は、平均で９８.９％となっているのに

対し、国民健康保険税は９６.０１％、介護保険料の普通徴収分も８９.９６％となっております。

命と暮らしを守るためのものである社会保障の保険税、保険料が逆にそれを苦しめる事態となっ

ています。負担能力に応じた保険税、保険料に改めていくことを求めるものであります。 

現在、小国町の町内総生産額は毎年２００億円前後で推移をしております。厚生労働省の発表

によりますと、小国町民が受給する年金は国民年金と厚生年金を合わせて老齢給付分で約２７億

円となっております。つまり、町内経済の１割以上を年金が支えているといえるのではないかと

思います。その年金から天引きされているのが介護保険料と後期高齢者医療保険料であります。

これらの保険料また国保税を引き下げることは、町内経済のますますの衰退を招くということを

改めて強調しておきたいと思います。 

最後に、国民健康保険の保健事業では平成３０年度から健康診査の対象年齢が町独自に１９歳

からに引き下げられております。また、節目健診ではありますが、歯科健診も行われるようにな

りました。町民の健康づくりと給付費抑制を図っていくことは、これは大変な道のりだと思いま

すが、引き続き新たな取組みを始めるなど努力を続けていただくことを求めまして、討論を終わ
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ります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

採決方法は会計別に行いたいと思います。なお、採決において執行部は最後にお立ちください。 

認定第２号、令和元年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第２号は認定されました。 

認定第３号、令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第３号は認定されました。 

認定第４号、令和元年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、認定第４号は認定されました。 

認定第５号、令和元年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定

について、認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第５号は認定されました。 

認定第６号、令和元年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算認定について、認定する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第６号は認定されました。 

認定第７号、令和元年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について、認定することに

賛成の方の挙手を求めます。 
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（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第７号は認定されました。 

認定第８号、令和元年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について、認定す

ることに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第８号は認定されました。 

認定第９号、令和元年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、認定するこ

とに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手全員） 

議長（松﨑俊一君） 全員挙手でございます。 

よって、認定第９号は認定されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１２ 発議第４号、「日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准

を求める意見書について」を議題といたします。 

提出者より発議第４号について、提案理由の説明を求めます。 

５番（児玉智博君） 提出者が私でありますので、説明させていただきます。 

発議第４号 

小国町議会議長 松﨑俊一様 

提出者 小国町議会議員 児玉智博 

賛成者 時松昭弘議員、江藤理一郎議員、穴見まち子議員、久野達也議員、大塚英博議員、西

田直美議員、松本明雄議員 

です。 

日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書について 

上記の議案を、別紙のとおり会議規則第１４条第１項及び第２項の規定により提出いたします。 

裏面に意見書がございますので、朗読させていただきます。 

日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書 

広島と長崎にアメリカの原子爆弾が投下されてから７２年を経た２０１７年７月７日、歴史的

な核兵器禁止条約が採択されました。 

条約は、核兵器について破滅的な結末をもたらす非人道的な兵器であり、国連憲章、国際法、

国際人道法、国際人権法に反するものであると断罪して、これに「悪の烙印」を押しました。核

兵器はいまや不道徳であるだけでなく、歴史上初めて明文上も違法なものとなりました。 

条約は開発、生産、実験、製造、取得、保有、貯蔵、使用とその威嚇にいたるまで、核兵器に
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関わるあらゆる活動を禁止し、「抜け穴」を許さないものとなっています。 

また、条約は核保有国の条約への参加の道を規定するなど核兵器完全廃絶への枠組みを示して

います。同時に、被爆者や核実験被害者への援助を行う責任も明記され、被爆国、被害国の国民

の切望に応えるものとなっています。 

このように、核兵器禁止条約は、被爆者とともに私たち日本国民が長年にわたり熱望してきた

核兵器完全廃絶につながる画期的なものです。 

２０１７年９月２０日、核兵器禁止条約への調印・批准・参加が開始されて以降、国際政治で

も各国でも、前向きな変化が生まれています。条約調印国はアジア、ヨーロッパ、中南米、アフ

リカ、太平洋諸国の８２か国。批准国は４４か国となり、発効に必要な条件（５０か国）まで残

り６か国となっています。 

アメリカの「核の傘」に安全保障を委ねている日本政府は、核兵器禁止条約に背を向け続けて

います。こうした態度をただちに改め、被爆国として核兵器全面禁止のために真剣に努力する証

として、核兵器禁止条約に参加・調印・批准することを強く求めます。 

以上、地方自治法第９９条の規程に基づき、意見書を提出します。 

２０２０年９月 

内閣総理大臣 菅 義偉殿 

外務大臣   茂木 敏充殿 

熊本県小国町議会議員の皆さまの御賛同をよろしくお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） これより、発議第４号について質疑に入ります。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、これをもって質疑を終結いたします。 

これより討論に入ります。 

討論ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって討論を終結いたします。 

これより採決に入ります。 

発議第４号、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書について、原案の

とおり可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手多数） 

議長（松﨑俊一君） 挙手多数でございます。 

よって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

議長（松﨑俊一君） 日程第１３、「閉会中の継続審査の件について」を議題といたします。 
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議会運営委員長及び総務文教福祉常任委員長並びに産業常任委員長並びに議会活性化特別委員

長並びに人権啓発・男女共同参画特別委員長並びに災害対策特別委員長並びに広報特別委員長か

ら会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました「本会議の会期日程等議会の運営に

関する事項」並びに「総務文教福祉常任委員会の所管事務調査について」及び「産業常任委員会

の所管事務調査について」及び「議会活性化に係る検討について」及び「人権啓発・男女共同参

画に係る検討について」及び「災害に関する諸問題の調査及び対策樹立について」及び「議会広

報に関する件について」、閉会中の継続審査の申し出があります。 

お諮りいたします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

したがって各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続審査とすることに決定しました。 

それでは、お諮りいたします。 

本定例会の会議に付されました事件は全て議了いたしました。 

したがって、小国町議会会議規則第７条の規定により、本日をもって閉会いたしたいと思いま

すが、これに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 異議なしと認めます。 

したがって、本定例会は本日をもって閉会することに決定いたしました。 

これで、本日の会議を閉じ、これをもって令和２年第３回小国町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れさまでした。 

（午前１０時４０分） 
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会議の経過を記載して、その相違ないことを証するためにここに署名する。 

 

議  長 

 

 

署名議員（５番） 

 

 

署名議員（８番） 



会  議  の  顛  末 
 

 

 

1．会議録署名議員の指名 

 

    5番 児玉 智博 君 

     8番 松本 明雄 君 

 

 

 

1．会期の決定 

 

  今期定例会の会期を 9月8日から9月23日までの16日間とする。 

 

1. 議案第 45 号 令和 2年度小国町一般会計補正予算（第 7号）について 
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1. 議案第 46 号 令和 2年度小国町介護保険特別会計補正予算（第 1号）について 

                      令和 2年 9月 18 日 原案可決 

1. 議案第 47 号 物品購入契約の締結について（ＧＩＧＡスクール用端末（ipadOS）） 

                      令和 2年 9月 18 日 原案可決 

1. 同意第 9 号 小国町教育委員会委員の任命について                      

令和 2年 9月 8 日 同  意 

1. 認定第 1 号 令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について               

令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 2 号 令和元年度小国町国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について         

                      令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 3 号 令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定について           

令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 4 号 令和元年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について        

                      令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 5 号 令和元年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定に

ついて                                    

                      令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 6 号 令和元年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算認定について        

                      令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 7 号 令和元年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について           

                      令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 8 号 令和元年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

                      令和 2年 9月 18 日 認  定 

1. 認定第 9 号 令和元年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 
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                      令和 2年 9月 8 日 原案可決 



1. 請願第 1 号 核兵器禁止条約の早期発効を求める意見書提出の請願について 

                      令和 2年 9月 8 日 採  択 
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議事の経過（r.2.9.9） 

 

議長（松﨑俊一君） それでは、改めまして、おはようございます。 

台風一過なのか、急に涼しくなりました。とはいえ、太平洋高気圧の勢いが９月下旬まで強い

というような予報も出ておりまして、今後の台風、それからゲリラ豪雨とか、注意していきたい

というふうに思っております。 

さて、本日は、決算認定に係る全員協議会となっております。更なる慎重審議をお願い申し上

げる次第です。 

では、最初に渡邉町長に御挨拶をお願いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、皆さま、おはようございます。 

昨日から本会議開会ということで大変お疲れさまでございます。また、本日は、全員協議会で

令和元年度の小国町一般会計歳入歳出決算の認定についてのお願いをしたいと思いますけれども、

本日は、総務課、それから会計管理室、税務課、そして政策課というところでよろしくお願い申

し上げたいと思います。お世話になります。 

議長（松﨑俊一君） ただいまより全員協議会を開催いたします。 

ただいま出席議員は１０人であります。直ちに会議を開きます。 

本日の協議事項につきましては、お手元に配付してあるとおりです。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） １、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定についてであります。よろ

しくお願いします。 

本日の担当課につきましては、議会監査委員事務局、総務課、会計管理室、税務課、政策課の

各課長、審議員及び担当係長の出席をお願いしています。 

それでは、各課長から所管の令和元年度一般会計歳入歳出決算の概略説明についてお願いをし

たいと思います。なお、各課長は、可能な限り概略の説明をお願いし、審議員、係長に答弁の機

会を与えてもらえればというふうに思っております。なお、各議員側も一緒ですが、着座にてお

願いしたいと思います。 

では、よろしくお願いします。 

議会事務局長（藤木一也君） おはようございます。 

それでは、着座にて説明をさせていただきます。 

まず、議会費でございます。決算書のほうは８６ページをお開き願いたいと思います。ここで

は、議員さん方の報酬や手当、それから事務局職員の給与等、それから議会運営のための費用と

なっております。令和元年度の歳出総額は７千３３８万４千６３円で、一般会計の歳出総額の１.

２％となっております。前年度と比較しまして約８００万円の減額となっておりますが、減額の
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主な要因は、議員定数の削減に伴う報酬、議員期末手当や議員共済会の負担金などの減額となっ

ております。歳出項目で大きなものといたしましては、議員の報酬、職員の給与、それから手当、

共済費等の人件費が６千７４７万７千９６７円で、全体の９２％を占めております。不用額の総

額が２１６万円ほど出ておりますが、主なものとしましては旅費、これは議員さん方の費用弁償

等でございます。それと、需用費、委託料の実績によるものでございます。なお、昨年度とほぼ

同額となっております。 

続きまして、１３４ページをお願いいたします。監査委員費でございます。監査委員費の歳出

総額は９９万１千１１３円となっております。前年度と比較しまして、ほぼ同額でございます。

歳出の主なものは、監査委員の報酬が全体の約５０％近くを占めております。不用額の総額が４

６万円ほど出ておりますが、主な要因といたしましては、旅費や負担金補助及び交付金の実績に

よるものでございます。監査におきましては、昨年の実績を見ますと、毎月の例月出納検査、そ

れから決算、定期の監査等で、年間４０日間ほど検査を行っていただいております。 

歳出につきましては以上ですが、議会費、監査委員費につきましては、歳入はございません。 

議会費並びに監査委員費についての説明は以上ですが、別紙の決算資料といたしまして、右肩

に資料１、議会事務局及び監査事務局の委託業務及び補助金、負担金の調書をお配りしておりま

すので、御参考にしていただければと思います。 

以上で、議会費及び監査委員費の説明を終わらせていただきます。御審議、よろしくお願いい

たします。 

総務課長（小田宣義君） それでは、総務課所管の部分について御説明申し上げます。歳出から説

明させていただきますが、その前に、総務課資料２、主要施策の成果報告書、及び、総務課資料

４の委託料、工事請負費、補助金、負担金調書を配付しておりますので、併せて御覧になってく

ださい。 

では、一般会計決算書の８８、８９ページをお開きください。総務費の中の一般管理費です。

令和元年度の一般管理費の決算額は２億７千２７６万９０８円です。不用額が７０８万３千９２

円出ております。この主なものといたしましては、職員手当で１３１万５千３７８円、需用費で

１５３万８千９９７円、役務費で１０８万６千９９５円が大きなものです。一般管理費は、人件

費と庁舎関係の委託料及び負担金補助及び交付金が主な支出内容となっております。 

次に、９６、９７ページをお願いいたします。財産管理費です。決算額は１億９千８４万９千

３３３円です。不用額が１７８万５千６６７円となっておりますけれども、積立金の中のネット

ワーク事業積立金の減額が主な原因でございます。 

続きまして、１０２ページ、１０３ページをお願いいたします。１０７ページにかけてです。

５公平委員会費、６交通安全費、７諸費は、総務課所管でございます。 

１１０ページから１１３ページの電算施設費も総務課の所管になります。 
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１２０ページ、１２１ページの１６社会保障税番号制度費も総務課所管でございます。 

その下にある１７庁舎等建設費も総務課所管でございます。支出総額が１億１千７２３万２千

５７９円です。主な事業内容は、庁舎耐震工事でございます。不用額の主なものは、入札残が主

な原因でございます。 

１２４ページから１２７ページにあります徴税費の中の税務総務費の固定資産評価審査委員会

の報酬１６万７千円と１２７ページにある旅費の費用弁償につきましては、総務課所管でござい

ます。 

１２８ページ、１２９ページをお願いいたします。選挙費です。支出総額で１千９０８万１千

３２５円、これも総務課の所管になります。 

１３２、１３３ページをお願いいたします。統計調査費が出ております。これも総務課所管に

なります。 

２０８ページ、２０９ページをお願いいたします。消防費になります。支出総額が１億６千４

８２万４千２８円です。また、不用額が３つの目で９０２万３千５４８円出ております。これは、

主に杖立防災センターの建設工事に伴う入札残によるものでございます。 

２５２ページ、２５３ページをお願いいたします。このページの１１公債費、次のページの１

２諸支出金とその次のページ、１３予備費までが総務課の所管でございます。 

次に、歳入に入ります。 

１８ページをお願いいたします。２地方譲与税、３利子割交付金、２０ページにいきまして、

４配当割交付金、５株式等譲渡所得割交付金、６地方消費税交付金、７自動車取得税交付金、２

２ページの８地方特例交付金、９地方交付税、１０交通安全対策特別交付金までが総務課の所管

でございます。町の収入の大部分は交付税です。決算といたしまして、普通交付税、特別交付税、

合わせまして収入済額で２５億６９８万１千円となっております。しかしながら、昨今の動向を

見てみますと、交付税は、微増はしているものの、ほとんど横ばいの状況でございます。今後の

予算編成につきましても、それを踏まえた編成が必要だと考えております。 

２４ページをお願いいたします。３消防費分担金も総務課の所管でございます。 

２６ページの総務使用料の中の公有地使用料、旧万成小学校使用料も総務課の所管です。 

次に、２９ページ、４の土木使用料の中に法定外公共物の使用料があります。これは、里道・

水路等の使用料となっております。 

次に、３４ページ、３５ページをお願いいたします。国庫補助金の中の総務費補助金というこ

とで社会保障税番号システム整備補助金も総務課所管でございます。 

また、４０ページの消防費国庫補助金と総務費委託金の中の自衛官募集事務委託金もそうでご

ざいます。 

４５ページをお願いいたします。総務費県補助金の中の熊本県権限移譲事務市町村等交付金も
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総務課所管でございます。 

５４ページをお願いいたします。災害復旧費県補助金の中の平成２８年熊本地震復興基金交付

金の熊本地震復興基金事業事務費も総務課の所管でございます。 

５７ページの統計調査費委託金と選挙費委託金も総務課の所管でございます。 

５９ページから６１ページの利子及び配当金の中で奨学金事業基金と、次のページの中山間ふ

るさと水と土保全の利子収入以外が総務課の所管になります。 

６１ページの一番下の段、町直営林立木売払収入と、６３ページにある一般寄附金、熊本地震

災害寄附金、ネットワーク事業基金繰入金、６５ページの悠木の里づくり事業基金繰入金と財政

調整基金繰入金、前年度繰越金が総務課の所管でございます。 

６９ページをお願いいたします。雑入になります。総務課所管の主なものといたしましては、

コピー使用料、消防団員福祉共済制度等返戻金、公有建物災害共済金、南北共有財産管理費負担

収入、熊本県市町村振興協会市町村交付金も総務課の所管でございます。 

次の７１ページをお願いいたします。公有自動車損害共済解約返戻金、災害対応型自動販売機

電気料収入と地方公務員災害補償基金負担金還付金、自動販売機電気料収入、消防団員福祉共済

加入事務費返戻金、市町村振興事業補助金、７３ページに移りまして、派遣職員給与負担金、選

挙供託金と森林総合整備事業補助金、７５ページの雇用保険料事業所負担精算金、消防団員火災

共済出資金等返戻金、７７ページに移りまして、インターネット回線使用料返還金、旅費収入も

総務課所管でございます。 

７８ページ、７９ページをお願いいたします。町債です。臨時財政対策債から８５ページの商

工債までが総務課の所管でございます。町債は、総額で８億４千６５万１千円となります。各事

業で不足する財源を起債により充当したものでございます。 

以上で、総務課所管であります歳入歳出の説明を終わらせていただきます。 

政策課長（佐々木忠生君） おはようございます。政策課所管の令和元年度決算状況について説明

させていただきます。 

まず、全体概要ですが、政策課所管の決算額としましては、企画費が１億３０万９千９６５円、

ＳＤＧｓ推進費が１千５３４万５千１６４円、地域エネルギー費が３千６５２万３０円の合計１

億５千２１７万５千１５９円となり、一般会計決算の全体に占める割合は２.５％に当たります。

また、前年度決算と比較しまして約８９０万円の増額となっております。主な要因としましては、

環境省の地域循環共生圏プラットホーム事業や地域循環共生圏ＦＳ事業委託に取り組んだこと、

並びに地熱資源の適正活用を図るため、北里南部地域の地熱資源調査業務委託や西里、北里地区

における水資源調査業務委託に取り組んだことなどによる臨時的経費の増額によるものです。 

それでは、歳出から説明させていただきます。 

お手元の決算書の１００ページをお願いいたします。目４企画費です。この目は、地域おこし



 

5 

協力隊の活動及び生活経費、ふるさと寄附金経費、移住定住対策経費、地域公共交通対策経費な

どに関する歳出です。 

主なものは、１０１ページ、報酬の中で、地域おこし協力隊報酬３０９万６千４００円で、協

力隊３人分の報酬です。同ページの報償費の中で、ふるさと寄附金謝礼２千１０３万９千６９６

円で、ふるさと寄附金を行った方への返礼品額です。令和元年度は、寄附件数１千５５９件、寄

附額７千３７万９千５００円で、対前年比としましては、件数で２２２％、寄附額で２１７％と

なっており、件数、寄附額とも増加をしております。同ページ、１３委託料の中で、乗合タクシ

ー運行委託料１千８１６万１４０円で、町内３タクシー事業者への委託により、町内８エリアを

運行しています。乗合タクシー利用者数は１万１千５２１人、平成３０年度は１万１千８４０人

で、対前年比としては９７％の状況です。 

１０３ページ、負担金補助及び交付金の中で、地方バス運行等特別対策補助金３千３３９万４

千円で、地域公共交通対策の一環として、産交バス５路線、日田バス１路線の路線バスの運行経

費に対する補助金です。令和元年度の利用者数は４万１千４２７人で、対前年比としましては、

ほぼ同数の１００％です。 

次に、小国郷地域公共交通整備等事業補助金４３９万６千１２３円で、平成３０年度から本運

行となりました小国郷地域から肥後大津駅を結ぶ直行便小国郷ライナーの運行に対して補助金を

交付しています。１月と２月を除く１０カ月間、１日２往復の運行を行い、総乗車数は１千８９

３人で、うち小国町の乗車数は１千３１９人です。対前年比としましては、総乗車数で１２４％、

小国町の乗車数で１２８％です。 

次に、地域おこし協力隊起業支援補助金１００万円で、地域おこし協力隊の定住促進を図るた

め、町内での起業に要する経費に対する補助金です。令和元年６月に任期を終了した協力隊１名

が木材レーザー加工機を使った加工所、阿蘇小国山川工房の起業に対し、補助金を交付しており

ます。 

企画費の決算総額は１億３０万９千９６５円となり、予算執行率は９９％です。不用額１１７

万９千３５円は、事業実績及び各節の実績によるものです。 

次に、１１８ページから１２１ページまでの目１５ＳＤＧｓ推進費で、平成３０年度までは環

境モデル都市推進費で計上しておりましたが、平成３０年度にＳＤＧｓ未来都市に選定されたた

め、令和元年度より環境モデル都市推進費を含めて予算計上しております。この目は、小国町Ｓ

ＤＧｓ未来都市計画及び小国町ＳＤＧｓ未来都市行動計画に基づいて事業を推進するための歳出

です。主なものは、１１９ページ、１３委託料の中で、環境省の地域と連携したＣＯ２排出削減

促進事業補助金を活用した省エネ住宅普及啓発事業委託として、国が進めるクールチョイス運動

の中でも特に省エネ住宅の普及促進に向け、中学３年生を対象とした省エネ住宅ワークショップ

の開催、福岡県太宰府市での高気密・高断熱な省エネ住宅体験など、一般社団法人クラブヴォー
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バンへ１３０万２千７５５円で委託を行っております。 

次に、地域循環共生圏ＦＳ事業委託料９８４万５千円で、環境省の補助金を活用し、ＳＤＧｓ

未来都市の実装に向け、地域循環共生圏の構築を目的に地域資源の利活用により地域課題を解決

しつつ、脱炭素型地域づくりを実現するためのＦＳ調査、実現可能性調査を日本環境技研株式会

社へ委託を行っております。 

ＳＤＧｓ推進費の決算総額は１千５３４万５千１６４円となり、予算執行率は９０％です。不

用額の１７１万８千８３６円につきましては、事業実績及び各節の実績によるものです。 

次に、飛びまして、１９６ページから１９９ページまでが目４の地域エネルギー費です。この

目は、地域エネルギーの推進、ＥＶ車急速充電設備の維持管理経費に関する歳出です。主なもの

は、１９９ページ中ほどの委託料のＥＶ急速充電器保守委託料１５４万８千８００円で、町内４

箇所の急速充電設備の保守管理を株式会社ハセテックに委託しております。 

次に、地熱資源調査業務委託料２千７９９万９千４００円で、北里南部地域において今後地熱

活用事業の検討に必要となるデータを得るとともに、地熱条例及び審議会の運用における基礎資

料とするために、平成３０年度に実施した地質調査及び重力探査の結果を基に電磁探査を実施し、

地熱貯留層の分布及び賦存状況をより明確にするための地熱資源調査を三井金属資源開発に委託

しております。 

次に、水資源調査業務委託料３８５万円で、西里、北里地区における水資源に関する調査事業

の実施及び地域住民を対象とした地熱開発による水資源の影響等について勉強会開催を応用地質

株式会社熊本営業所に委託しております。 

地域エネルギー費の決算総額は３千６５２万３０円となり、予算執行率は９９.５％です。不

用額１６万６千９７０円につきましては、事業実績及び各節の実績によるものです。 

以上、簡単ですが、歳出を終わります。 

次に、歳入です。 

４１ページをお願いいたします。目７商工費国庫補助金の商工費補助金です。上のほうの地熱

発電理解促進事業費補助金４１９万２千９１０円です。西里、北里地区における水資源調査業務

委託に対する経済産業省からの補助金です。地域エネルギー費に充当しております。 

次に、４５ページ、県支出金、総務費補助金です。上のほうの土地利用規制等対策事業費補助

金３万９千円です。国土利用計画法に基づく土地取引届出等の事務処理に対する熊本県からの交

付金です。企画費に充当しております。 

次に、熊本県地方バス運行等特別対策補助金４０８万円です。路線バス等維持運行経費に対す

る熊本県からの補助金です。企画費に充当しております。 

次に、６３ページ、一般寄附金です。中ほどのふるさと寄附金７千３７万９千５００円で、寄

附件数は１千５５９件です。企業版ふるさと寄附金１００万円で、寄附件数は１件です。ふるさ
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と寄附金については企画費への充当とネットワーク事業基金へ積み立て、企業版ふるさと寄附金

については財産管理費及び林業振興費に充当しております。 

次に、６３ページ、商工費寄附金です。中ほどの地域エネルギー費寄附金６９９万９千８５０

円です。地熱資源量の把握のための調査事業費助成金を活用して実施した北里南部地域地熱資源

調査委託の補助残４分の１をネイチャーエナジー小国より寄附金としていただいております。地

域エネルギー費に充当しております。 

次に、７３ページ、雑入です。中ほどの阿蘇世界文化遺産登録推進事業返還金７千円です。前

年度の事業の精算に伴う市町村負担金の返還金です。 

次に、７５ページの上のほう充電器利用権利金１７０万１千３９３円です。政策課所管となり

ます。 

次に、同ページ、中ほどの地域と連携したＣＯ２排出削減促進事業補助金１３２万５千円です。

二酸化炭素の排出抑制を促すための国民運動クールチョイス推進に対する補助金です。ＳＤＧｓ

推進費に充当しております。 

次に、同ページ、一番下の地熱資源量の把握のための調査事業費助成金２千９９万５５０円で

す。北里南部地域地熱資源調査に対するＪＯＧＭＥＣからの助成金です。補助率は４分の３です。

地域エネルギー費に充当しております。 

次に、７７ページ、上のほうの地域循環共生圏プラットホーム事業補助金１２７万７千５８円

です。地域循環共生圏創造に向けた環境整備に対する環境省からの補助金です。補助率は１０分

の１０です。ＳＤＧｓ推進費に充当しております。 

次に、同ページ、中ほどの地域循環共生圏ＦＳ事業補助金９８４万５千円です。地域循環共生

圏構築に向けた取り組みに対する環境省からの補助金です。補助率は１０分の１０です。ＳＤＧ

ｓ推進費に充当しております。 

簡単ですが、歳入の説明を終わらせていただきます。 

なお、委託料、工事請負費、補助金、負担金については、決算資料、政策課資料１で各内容を

説明しておりますので、御確認ください。 

以上で、政策課の説明を終わらせていただきます。 

税務課長（橋本修一君） それでは、税務課所管の決算の概要説明をいたします。 

歳出のほうから説明をいたします。 

１０７ページをお願いいたします。目８地籍調査費でございます。主なものは、１３委託料で

地籍調査業務委託料１億８千４７４万円ほどでございます。大字上田、北里、西里地区の一筆調

査と測量を行っております。現地調査の進捗率は、令和元年度事業完了により、７３％ほどとな

っております。 

続きまして、１２１ページをお願いいたします。このページの下段から１２５ページまでが徴
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税費の税務総務費と賦課徴収費でございます。徴税の賦課徴収に係る通常の経費事務費になりま

すが、臨時的なものとしましては、１２５ページの１３委託料、一番上の固定資産税評価替えに

伴う鑑定評価委託料２２２万３千円です。これは、３年に一度行うもので、固定資産税の次の評

価替えが令和３年度でございますので、その調査区画基準日が令和２年１月１日でございます。

その評価額の算定のため、標準宅地４３地点の鑑定を行ったものでございます。それと、同じく

委託料の一番下のｅＬＴＡＸ地方税共通納税システム対応業務委託料１４９万円です。これは、

令和元年１０月から全国的に導入されました電子納税に対応するためのシステムを構築したもの

でございます。 

次に、歳入を説明させていただきます。 

１７ページをお願いいたします。町税でございます。１７ページの一番上の真ん中の収入済額

の欄でございますけれど、町税の全体の収入総額は６億９千４５９万８千２４１円でございます。

対前年比としては６千６００万円ほどの減となっております。税収が減となった理由といたしま

しては、個人町民税でございまして、現年度の収入額が対前年比１億３千５００万円ほど減とな

っております。これは、前年度、平成３０年度に高額納税者がおられたということで、例年より

かなり前年度が多くの収入であったことが要因でございます。そういうことでございますので、

減というよりも、通年ベースに戻ったということでございます。また、対前年比が増加したもの

が法人町民税現年度分で対前年比４４０万円ほどの増になっております。また、固定資産税の現

年度分が６千１００万円ほどの増となっております。固定資産税は償却資産が大きく増加してお

りまして、これはメガソーラー発電、太陽光発電の整備・設備の増によるものでございます。 

次のページをお願いいたします。一番上の軽自動車税の環境性能割でございます。これは、御

承知のとおりと思いますけれど、令和元年１０月から導入された新たな税でございます。それと、

たばこ税と入湯税は、対前年に比べて、大きな増減はございません。 

以上、述べたとおりで、町税全体としては、対前年額と単純に比べると減となっておりますけ

れど、町民税の要因を除くと７千万円ほどの増ということになります。 

続きまして、３１ページをお願いいたします。総務手数料です。税務課関係は、総務手数料の

一番上の台帳等閲覧手数料、その下の町税等督促手数料、１つ飛びまして、証明等手数料でござ

います。 

続きまして、４５ページをお願いいたします。総務費補助金に地籍調査事業費補助金１億４千

３２５万円です。補助率は、国が５０％、県が２５％で、合わせて７５％でございます。 

続きまして、５７ページをお願いいたします。総務費委託金に個人県民税徴収事務取扱委託金

９７４万７７円です。県民税を町民税と合わせて町が徴収を行っておりますので、これに対して

の県からの委託金でございます。 

続きまして、６７ページをお願いいたします。１９諸収入に町税延滞金がございます。 



 

9 

以上で、税務課所管の決算の概要説明を終わります。 

会計管理室長（北里慎治君） それでは、会計管理室所管の令和元年度決算状況につきまして説明

させていただきます。 

まず、歳出のほうから御説明いたします。１１２ページ及び１１３ページをお願いいたします。

中段あたりですが、総務費、総務管理費、目１１の会計管理費でございます。予算額１２４万７

千円に対しまして、支出済額１２１万６千８７４円となっております。歳出額の主なものといた

しまして、委託料の口座振替データ伝送業務委託料５８万８千６００円でございます。これは、

毎月の税金や料金の口座振替データを一括伝送するための委託料でございます。 

続きまして、歳入のほうでございますが、６６ページ、６７ページをお願いいたします。１９

諸収入、２預金利子、目１の預金利子でございます。歳計現金預金利子として８千７４２円でご

ざいます。これにつきましては、普通預金の預金利子となっております。 

以上、説明を終わらせていただきます。 

議長（松﨑俊一君） それでは、歳出のほうから審議をいたします。それぞれの歳出科目について

ページごとに進めていきますので、よろしくお願いしたいと思います。なお、歳入につきまして

は、歳出が終わってから行います。 

８６ページ、款１議会費から１３４ページ、総務費の６監査委員費までをページを追っていき

ます。議員におかれましては、別紙両面コピーの令和元年度一般会計決算及び特別会計決算歳出

科目別分掌事務一覧表ですね、これはお持ちですかね。一覧表を御参照いただきたいと思います。

本日は、この表の黄色く塗られた部分の協議というふうになっています。８６ページから１３４

ページ中、一部ほかの課の所管もありますので、ということです。 

それでは、８６ページの議会費のほうからまいりたいと思います。なお、左ページの上のほう

に「款」「項」「目」というふうに書いてあります。この「目」の部分に注目していただければ、

その部分でずっと下におろしていきたいというふうに思っています。 

それでは、８６ページの議会費からですね。１議会費、目１議会費のほうです。次のページの

８８ページの中段までが議会費。質問漏れ等がありましたら、後からいただきます。 

同じく、８８ページは目一般管理費ですね、総務費の中の一般管理費。一般管理費は、８８ペ

ージから９０ページ、９２ページ、９４ページまでありますね。８８ページ、９０ページ、よろ

しいですか。９２ページ、９４ページ。 

２番（江藤理一郎君） ２番、江藤です。 

９３ページの１３委託料、庁舎消防施設点検委託料ですけれども、これは高城広域防災に委託

されていると思いますが、こちらの選定理由というのはどういったところになりますか。 

総務係長（松本徳幸君） お答えします。 

高城広域防災については、長年、消防設備を見ていただいておりますので、そちらのほうで選
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定させていただいております。 

２番（江藤理一郎君） 特に消防設備点検等で漏れであったりとか、問題はこれまでになかったで

しょうか。 

総務係長（松本徳幸君） 消防設備点検については、庁舎については異常等ございませんでした。 

２番（江藤理一郎君） 他施設なんですけれども、高城広域防災に見てもらっているところで、少

し不備があったりというところもありましたので、こちらに関しては消防設備点検というのは非

常に重要なところでもあるので、ぜひ庁舎の消防施設の点検等についても注意してやっていただ

ければと思います。恐らく高城広域防災は安いんですよ、ほかのところから比べると。極端に安

いので、ただ安ければいいというところでもないと思いますので、ぜひ注意していただければと

思います。お願いします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。 

では、進めてまいります。９４ページの文書広報費は、これは情報課のほうですね。 

次のページ、財産管理費、９６ページ、３財産管理費が上がっています。 

８番（松本明雄君） ８番の松本です。 

水上村についてお聞きします。水上村も今年、豪雨がありましたので、その後、管財として水

上村に電話して、被害状況などを聞いたのかどうか、お知らせください。 

管財係長（松本鷹哉君） 水上村については、被害状況を上球磨森林組合に伺ったところ、一応道

のほうで被災を受けていて通れなくなっている部分があるので、そこの修理をしますというとこ

ろを伺っておりますが、受けている被害状況としてはそれだけでございます。 

８番（松本明雄君） うちの町が水上村に山を持っているので、いろんな迷惑をかけるといけませ

んので、台風がきたとか、水害があったとか、そういうときにはすぐ連絡をして、状況を調べて

いただきたいと思います。そして、議員もここ数年、水上村のほうには行っていませんので、で

きることがあれば、議員も行って、新人議員も見てないですので、行ったほうがいいと思います

ので、またその辺の予定を組んでいただきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 私もこの町有林の巡視員報酬について伺います。この８万７千６００円とい

う金額の根拠はどういうことでしょうか。 

管財係長（松本鷹哉君） 巡視員の８万７千６００円は、一月当たりが７千３００円の１２カ月分

というところになっておりまして、清掃員の賃金あたりと同じ金額としてお願いしているところ

でございます。 

５番（児玉智博君） じゃあ、月に１回、必ず巡視されているのですか。 

管財係長（松本鷹哉君） １回以上ということで毎月巡視していただいております。 

５番（児玉智博君） かなり多分広いと思うので、月１回以上巡視されているというと、まず月１
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回以上というなら、令和元年度においては全部で何日巡視されたのかを確認したいのと、それと

あと巡視計画みたいなのはあるんですかね。毎月全部見て回るということは恐らくできないと思

うので、１月にはこの辺を見たから、２月はこの辺というような形になると思うんですけれど、

そうした計画なんかはありますか。 

管財係長（松本鷹哉君） 特に計画という形で見て回っているというわけではないんですけれど、

道路を通って、目視で見て回ってもらっているというような状態でございます。 

５番（児玉智博君） じゃあ、令和元年度は何日間見て回っていただいたんですか。 

管財係長（松本鷹哉君） 具体的な日数については把握しておりませんので、調べて、またお伝え

したいと思います。 

５番（児玉智博君） 万が一１日も見てないということもあり得るのではないですか。その確認も

せずに、報酬だけ払うというのはどういうこと。それは大丈夫ですか。 

総務課長（小田宣義君） 監視員につきましては、個人に２０年以上お願いしております。月１回

以上巡視するということで報告書を月１回いただいております。それに基づいて７千３００円を

支給しているところでございますけれども、実際に回ったかどうかの確認まではちょっとできて

はおりません。 

５番（児玉智博君） 報告書が出てきているんでしょう。報告書が出てきているなら、何日巡視し

て回ったかというのは確認できるではないですか。別に、付いて回って、巡視しているのを確認

して、何日ですというふうに言わなくても、その報告書が出てきているなら、何月何日に巡視し

ましたよということの報告書だと思うので、何日巡視したというのは把握できているはずだと思

うんですけれど。 

総務課長（小田宣義君） 申しましたとおり、書類をこちらに持ってきてないようなので、休憩後

に書類を持ってきて、報告をさせたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） 後で報告してください。 

総務課長（小田宣義君） はい。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

次にいきますね。９８ページ、それから次が１００ページ、１００ページは企画費になります

ね。 

７番（西田直美君） １３委託料のところで乗合タクシー運行委託料１千８１６万１４０円という

のがあって、先ほど１万１千５２１人の利用ということですが、すみません、ちょっと計算がで

きないので、これを１人当たりに換算すると幾らみたいな感じが出てきますか。 

地域振興係長（長谷部大輔君） 平成３１年、令和元年度の実績ですが、単純に利用者の１万１千

５２１人で割ったところでお答えしますと、１人当たり１千５７６円ということになります。 
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７番（西田直美君） 例えば、１千５７６円、同僚議員から一般質問で以前あったと思うんですけ

れども、タクシーチケットを発行した場合には幾らになるかというようなことで、南小国町のほ

うはタクシーチケットの配布というのをやっているんですが、そういうところとのすり合わせと

いうか、例えば小国町でもその乗合タクシーを実際に運行するよりも、今回なんかは特にコロナ

になったので、密になってはいけないということで、３人以上になれば２台呼ばなきゃいけない

みたいな感じに、昨日の話でもあったんですが、それを考えたときに、果たして乗合タクシーが

いいのか、それともタクシーチケットを配布するのがいいのかというような検討は今進んでいる

ところでしょうか。 

地域振興係長（長谷部大輔君） タクシーチケットがいいか、それとも乗合タクシーがいいかとい

うところは、当然、南小国町の状況を見ながら検討しているところです。その上で、乗り合いの

よさというのは、今、西田議員がお話になったとおり、やはり１台に何人かまとめて乗れるとい

うところがメリットとしてあるんですが、今コロナの影響により２名体制まででとどめていると

いうところで、そのよさを生かせていない状況にあります。果たして、いつまでこの状況を続け

るべきか、とりあえず今年度はこの体制をということで予算計上をお願いしているところですが、

次年度以降も、じゃあ、２名で切っていって本当に効率的かどうかというところは、お隣のチケ

ットの状況を見ながらちょっと確認しているところです。ちなみに、お隣の南小国町のタクシー

チケットですね、こちらのほうの状況も数字としてはいただいているんですが、こちらは１人当

たり１千１２２円で動いているというところです。負担金が南小国町はうちより２００円安いと

いうところがありますので、これを足して考えても１千３２２円というところで、若干うちの町

よりも１名当たりの費用は抑えられていると。平成３０年度と比べて、南小国町の金額が少し落

ちました。すみません、もう１年前の数字までちょっと持ってきてないんですが、これが更に開

くようであれば、やはりすぐチケットに変えるということではないんですけれど、検討の対象と

して注視していくべきかなというふうに思っているところです。 

７番（西田直美君） 今おっしゃられたように、乗合タクシーの場合は複数人が乗れるというとこ

ろのメリットがあるというのですが、そのデメリットとしては、その乗合タクシーの乗り場まで

行かないといけない。高齢者の方、足が不自由な方たちが、決して近いとは言えないような、家

の前に来てくれるわけでもないですよね。タクシーならば玄関先に乗りつけてくれますが、そう

ではないところまで行かないといけない。雨が降っても、風が吹いても、雪が降っても、乗合タ

クシーに乗ろうと思えば、そこに行かなければならないというデメリットがある。プラス、公共

交通にかなりお金を出している部分もあるんですが、それも含めたところでのタクシーチケット

の利用ができるのであれば、それのほうがいいのではないか。もう一つ、南小国町でそのチケッ

トが１千１２２円、プラスして、負担金を入れても１千３２２円であったとしても、結構、皆さ

ん乗り合わせで行くようにしていると。行くところが大体決まって、病院とか買い物とかである
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なら、皆さん乗り合わせで安くできるような工夫をしているとかいうのを聞いたりもしたんです

が、それが果たして小国町のほうでどういうふうにプラスに動くのか、マイナスに動くのかとい

う見込みも必要だと思うので、これは、個人的には私はタクシーチケットのほうが高齢者の方に

とっては便利だろうと思うので、ぜひともしっかり検討していただければと思います。よろしく

お願いします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。１０２ページ、これも企画費ですね。 

管財係長（松本鷹哉君） 先ほどの水上村の巡視員の巡視した日数なんですけれども、確認したと

ころ、月１回の１２回巡視されていらっしゃいました。 

５番（児玉智博君） それでは、ちょっと水上村が１２回ということだったので、小国町内にも町

有林が３箇所ぐらいあるんですかね。そこら辺も月１回、管財で見て回っているんですか。 

管財係長（松本鷹哉君） そうですね、巡視というか、そういう形で見て回ってはいないですね。 

５番（児玉智博君） じゃあ、令和元年度は、１回も見て回ってないということですか。 

管財係長（松本鷹哉君） 現場に出たときに町有林を見ることはありますので、その時に、ついで

にというか、一緒に見て回っているような形ではあります。 

５番（児玉智博君） よく分からない。ちょっと分かりにくいんですよね。その現場に出ることが

あるから、見ることがありますということですが、どこの現場に行くときですか。じゃあ、巡視

ではないけれど、ついでに見たのが令和元年度は何回あるんですか。 

管財係長（松本鷹哉君） 現場が主に地籍調査で町有地の立ち会いなんかをするときとかが多いん

ですけれども、そういうときに町有林があるところを見て回ったりするので、具体的に何回行き

ましたというのはカウントまではしていませんので、何回というのはお答えができないところで

あります。 

議長（松﨑俊一君） 回数をよろしいですか。 

５番（児玉智博君） だから、小国町内の町有林についてはその程度のあれだと思うんですよね。

なのに、水上村については８万何千何百円かだったんですけれど、水上村にはそれだけお金を使

って巡視する必要があるんでしょうか。 

総務課長（小田宣義君） 水上村の件につきましては基本的に距離が圧倒的にありまして、小国町

内の場合は地域の人たちのほうが詳しいぐらい町有林を知っております。何かあったときには連

絡が入ってきます。ただ、水上村は、あそこに４０町以上の山があるんですけれども、やっぱり

付近の方も小国町役場に直接電話をかけてくれることはほとんどありませんで、今まで巡視をし

ておりました。ただ、これは令和元年度の決算ですので、巡視員が出ておりますけれども、月１

回回って、あれだからということで、４月からは森林組合のほうに何かあったらついでに見てく

ださい、お願いしますということで、巡視員のほうは３月いっぱいで切っております。 

以上です。 
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議長（松﨑俊一君） よろしいですか。５公平委員会費、６交通安全費、ここまでいきます。 

１０４ページ、諸費、この諸費が１０６ページの上段、上２段まであります。 

８番（松本明雄君） １０３ページの地域おこし協力隊の補助金を１００万円出していますけれど、

この方はこれで商売ができているんでしょうか。 

まちづくり係長（田邉国昭君） 昨年度、地域おこし協力隊の起業支援補助金ということで補助金

を交付しております。昨年、地域おこし協力隊を卒業された方なんですが、就職する形と、この

自分で起こした木工品の加工との兼業という形で聞いております。木工品の加工に関しては、レ

ーザー加工機を導入して、お土産物をつくるということで、こちらのほうが兼業で、どちらかと

いうと副業という形になっているようです。 

８番（松本明雄君） 今質問したのは、小国の木を使って、小国杉を使って、そういうものをつく

っていただくなら、非常にいいことです。ですから、今後どこまでの補助金を出すのか分かりま

せんが、ケース・バイ・ケースでこちらに残って起業される方は頑張っていただきたいと思いま

すので、その辺も打ち合わせながらやっていただきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ５公平委員会費、６交通安全費、７諸費、よろしいですか。 

（「はい」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、ここで暫時休憩をいたします。次の会議を１１時１０分から行い

ます。 

（午前１１時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

質疑漏れ等ありました場合は、後で受付をいたします。 

（午前１１時１０分） 

議長（松﨑俊一君） ページが１０６ページ、地籍調査費、１０６ページから１０８ページの中段

まで。よろしいですか。地籍調査費。 

次が、防災情報がこれは情報課になりますので、後日になります。 

次の１１０ページ、１０電算施設費から１１会計管理費、そこまでが総務関係の今日の所管で

すね。電算施設費、会計管理費、よろしいですか。 

９番（熊谷博行君） すみません、バックしますので、１０７ページの防犯灯ＬＥＤ設置、金額は

いいんですが、今、小国町は防犯灯のＬＥＤ化が何％ぐらい進んでいるかを教えてください。 

総務係長（松本徳幸君） お答えします。 

小国町の防犯灯のＬＥＤ化については、以前は防犯灯のＬＥＤの現物支給をしておりまして、

そちらのほうでほぼ完了したということで、現在は１基当たりの設置費の補助にしてございます。

町内の設置率については、ちょっと把握してございません。申し訳ありません。 

９番（熊谷博行君） 年間の防犯灯の補助金を見れば、電気代がぐっと下がっていますので、大体
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把握はできると思いますので、把握だけしておいてください。もういいです、今日は。 

議長（松﨑俊一君） ページが１０６から１０８、１１０の１０電算施設費、１１２の会計管理費

までいっております。よろしいですか。 

次に、１２行政相談費は、これは明日の部分と思います。それから、１３地域情報関係もその

次の日、それから１４住民支援も明日。 

１１８ページ、１５ＳＤＧｓ推進費ですね。ＳＤＧｓ関係は、次のページまでまたがっており

ます。 

７番（西田直美君） 省エネ住宅普及啓発業務委託料の１３０万２千７５５円、これは中学生のワ

ークショップなどのことも入っているということでしたが、それ以外に具体的にはどういうふう

な使い道になっているんでしょうか。 

地域振興係長（長谷部大輔君） この委託においては、主な業務としては、中学生に対してのワー

クショップの実施、そしてその後に去年の８月に中学３年生６名選出して、省エネ住宅において

の体験会を実施、更に１１月、木のまちサミットという別事業だったんですが、こちらでの発表

会を行ったという、この３つですね、こちらのほうをうまく取りまとめていただくというか、体

験会においてのプログラムを組むとか、対応に当たっていただくとか、そういった業務をお願い

したところであります。 

５番（児玉智博君） 地域循環共生圏ＦＳ事業委託ということで、地熱利用熱電併給事業及び再エ

ネ電気を活用したコミュニティ交通システム検討を行うためのＦＳ調査、実現可能性調査の業務

委託ということで、これ１００％特定財源ということにはなっております。一般財源は使われて

ないということではありますけれども、かなり高額な委託料になっているのかと思います。それ

で、この委託においてのその成果が今どのように出ているのか、簡単で結構ですので、説明をお

願いします。 

企画係長（森 恵美君） お答え申し上げます。 

このＦＳ調査事業では、先ほど議員がおっしゃいましたように、地域利用熱電併給事業の検討

と再エネ電気地熱発電を活用したコミュニティ交通システムの検討を行っております。 

具体的内容といたしましては、地熱量のほうですけれども、併熱事業の検討におきましては、

電力熱需要の調査、それから全体システムのイメージ、熱導管自営線ルートの計画、そして小規

模分散型熱電の検討などのシステム計画、そして事業スキームの検討、事業性検討などの事業性

評価を検討しております。また、コミュニティ交通システムの検討では、小国町において取り組

まれる乗合タクシーにおける３事業者を中心とした町内交通の実態調査結果、それから日本版Ｍ

ａａＳの概要、ＭａａＳというのはＩＣＴを活用いたしまして、バスや電車、タクシー、それか

ら飛行機など、自家用車以外の全ての交通手段による移動を１つのサービスで完結するという次

世代の移動の概念でございます。そのほかに、事例の調査、それから関係団体や事業者などのニ
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ーズの調査などを行っております。 

結果につきましては、１つ１つちょっと詳しく御説明することはできませんけれども、主なも

のといたしまして、事業採算性を担保する事業メニューの適用につきましては、地域熱導管です

とか、自営線整備のためのエネルギーインフラ整備のコストが非常に大きく、事業採算を確保す

ることが難しいとの調査結果から、国の補助メニューの活用ですとか、初期段階として１０キロ

ワット級の地熱バイナリー発電ですとか、木質バイオマス化の発電など、分散的に導入していく

ことも考えられるという結果が出ております。系統連系枠の確保につきましては、地域の電力需

要が少ないために、大規模な地熱発電では発電した電力が余りますので、余剰気味になりますの

で、電力系統を通じて売電する必要がありますけれども、九州電力による電源接続案件の募集取

り組みなども進められておりまして、地産電源の使用に向けた系統制約の緩和が期待されるとこ

ろでございます。国が進める取り組みと連携して、一定の発電量を維持することなどを根拠に九

州電力と協議していくことが望ましいとの結果が出ております。それから、生産井の確保、これ

は井戸の確保でございますけれども、小国町の地域循環共生圏構築のためには、長期的には小国

町自身が民間事業者と共同で独自の生産井を整備することが望ましい。それには、地熱源の確保、

プラントの土地の確保、地域住民や事業者関係との合意形成が課題となる結果が出ております。

方策といたしましては、既存の地熱発電の余剰電力を活用することも考えられますけれども、こ

の場合は、発電業者と地熱調達に関する条件の調整、実際の生産能力や設備の耐久性の確認など

の慎重な検討が必要とされております。こういったことに関して、算出した具体的な数値による

結果が出ております。 

それから、交通システムのほうですけれども、電熱インフラの整備化につきましては、地域コ

ミュニティ交通にＥＶを導入する場合、動力源である電気を充電する充電ステーションといった

インフラの整備が進められますため、導入するＥＶの台数でありますとか、利用エリアなどを考

慮して、具体的な充電インフラの整備に係る詳細化した検討を継続することが求められますし、

エネルギーマネジメントシステムの導入につきましては、エネルギーの需要を管理し、地域コミ

ュニティ交通にＥＶを導入する場合、動源力である電気を充電する充電ステーションといったイ

ンフラの整備が求められまして、そのため導入するＥＶの台数や利用エリアなどを考慮して、具

体的な充電インフラの整備に係る検討を継続することが望ましいとの結果が出ております。また、

地域コミュニティ交通の運営主体に関しましては、地域コミュニティ交通の事業イメージについ

ての検討を進めた中で、その形態と行政の関わり方、民間事業者の役割などが今後の検討として

残っております。そういった中での、先ほど申し上げましたけれども、算出した具体的数値によ

る結果が出ております。 

この調査の意義でございますけれども、その調査検討を行ったことによりまして、今後、地熱

事業や脱炭素化のコミュニティ交通システムの導入に向けた補助金申請などを国に対して行う場
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合、その申請時、また選定時において、事業の実行可能性としてこの調査が根拠となるとのこと

でございます。 

以上でございます。 

５番（児玉智博君） いろいろ熱導管のお話が出て、例えば、ただ以前ですね、あちらの岳の湯、

はげの湯地域から発電で利用した熱エネルギーを宮原まで熱導管で持ってきて、例えば町営住宅

なんかで利用するような、あくまでそれは計画でしょうけれど、計画がありますというような話

もされていました。それを検討した結果、それをするには莫大な投資が必要になるという、今お

話でしたね。だから、やらないというわけではなくて、そういう有利な国の補助なんかもあれば

というような形で、非常に何か濁した形の結果が出ているなというような気がしたんです。それ

で、いろいろ詳しい数値が出たと思うんですけれど、実際にこの検討結果で現実的な町民の生活

にどういった変化がもたらされるかということは分からないというのが今の現状ということで理

解していいでしょうか。 

町長（渡邉誠次君） 児玉議員おっしゃった、今後のというところもありますので、私のほうから

答えさせていただきますけれども、やはり調査等々は、昭和３５、６年の時代から始まって、今

日まで至っております。科学的な技術の発達もありましたので、相当数はっきりと分かってきた

と。ただ、もう少し地下に限っては分からない部分もまだ多いと思われますので、更なる調査も

必要なのかもしれませんけれども、小国町においては、その特有の地熱資源というものがありま

すので、これを活用しないと次の世代には伝えていくことはできないというふうにも私は考えて

いるところでございます。今、森係長のお話にありましたけれども、この調査に基づいて、この

調査だけではなくて、地熱資源の調査の業務委託、北里南部地域においての資源量の調査だった

りとか、もちろん昔からの電源開発の調査、及びいろいろな補助金を申請するためにもこれから

事業を継続させていくための調査というふうにも思っているところでございます。いつ住民のと

ころに届くかというところでありますけれども、今、わいた会が発電をされておりますが、その

わいた会から寄附金をいただいたりとかというところもありますし、今５つの事業所で協定を結

んだりしておりますので、そういった形も住民の生活まで少しずつですけれども、届いているの

ではないかなというふうにも思っておりますし、５つの事業所のうち何箇所が成功するかは分か

りませんけれども、その事業所が発電を行ったときにはかなりの税収もあると思いますし、お金

だけではなくて、その余剰を使った、先ほどの電熱併用の仕組みとかというところも考えられる

のではないかなというふうに思っております。今、１つの事業所だけしか発電をしておりません

ので、形としてはまだそういう段階ですけれども、森係長の説明の中で１つ大きいところがあり

まして、電力を売るところの部分でありますけれども、系統連系、この系統連携あたりは町が今

からはしっかり関わっていかないとできないところであるのかもしれませんので、そこらあたり

を町としてもしっかりと考えていきながら、この事業は進めさせていただきたいなというふうに
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思っているところです。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 森係長から補足説明はいいですか。ないなら、もう１点だけ、この調査で非

常に大事な柱の一つが低炭素化、ＣＯ２の排出量を減らすということだと今の説明を聞いて思い

ました。そこで、具体的な小国町内のＣＯ２の排出量を今後削減していく目標というのは持たれ

ているんでしょうか。 

企画係長（森 恵美君） 目標はＫＰＩという形で出しております。低炭素、それから今、もう脱

炭素の実現に向けて世界は動いておりますけれども、小国町は環境モデル都市の頃から、そのＫ

ＰＩ目標値、それから実際、今年度どれだけＣＯ２を排出したかというのを毎年出しておりまし

て、毎年、国のヒアリングを受けて、先生方から褒めていただいたり、厳しい御意見をいただい

たりしているところでございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 今年なんかは７月の豪雨と、本当にこの前何とか難は逃れたものの、台風１

０号の被害ということで、かなり町民の中にも地球温暖化の影響が本当に自分たちの暮らしに深

刻な影響をもたらしているんだということは実体験として今感じていると思うところです。目標

は持たれているということでしたが、環境モデル都市からＳＤＧｓ未来都市、推進都市というふ

うになったわけですけど、この間、褒めていただいたというのはどれぐらい削減したから褒めら

れたのか、今後更に何割ぐらい削減するのか、具体的な数字をお願いします。 

企画係長（森 恵美君） 最新のデータは今資料として持ち合わせておりませんけれども、やはり

小国町が地熱を利用したＣＯ２削減に向けて取り組みを進めるということの一つに、地域電力会

社をつくったりですとか、学校教育の中からＣＯ２削減というものの重要性を深めていったりと

か、あるいは最近でありますと、いろんな自治体との連携の中から様々なＣＯ２削減に資する取

り組みの情報共有であったりとか、あるいはこの前地震があったときに環境モデル都市の連携の

中で北海道の下川町であったり、四国の梼原町であるとか、そういったところから物資がきたり

とか、あるいは同じ環境モデル都市の中の岐阜県の御嵩町からは人的な支援があったりとか、そ

ういうふうなことがありました。まさに、そういったところは環境モデル都市ＳＤＧｓ未来都市

が進める強靱化、いろんなことに強く立ち向かっていける、災害に強いまちづくりにまさに資す

るものであって、そういったところがこの制度の意義なんだというふうなことで有識者の先生方、

それから国のほうからはお褒めの言葉をいただいております。やはりその地熱の有効活用、それ

から森林の資源活用というところでは、森林組合が主導となって進めていただいております地熱

乾燥施設の活用であるとか、そういったところもあまり全国で見られるところではございません

ので、そういった点についてお褒めをいただいております。 

以上です。 
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議長（松﨑俊一君） もう短く。 

５番（児玉智博君） 具体的な目標が今手元にないということで分からないそうなので、後から教

えてください。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。ページが１２０ページまでいっております。１

１８、１２０、１６社会保障税番号制度費、１７庁舎等建設費、税務総務費もかかってきますね。 

４番（久野達也君） それでは、１２０ページ、社会保障税番号制度費について質問させていただ

きたいと思うんですけれども。昨今、やはりマイナンバーは、なかなか普及率が低くて、これ国

の政策ですので、市町村が具体的交付事務等を行っている現実もありますけれども、マイナポイ

ントと昨今ではいっても、なかなか高まらないと。あるいは、マイナンバーを保険証と併用でき

る、保険証がマイナンバーで医療を受けられるという、いろんな国は取り組みをしております。

そして、この市町村ではそのマイナンバーを管理する上でここの税番号制度の中にありますよう

に、１３委託料でファイアウォールの保守、要はセキュリティ問題、それから負担金補助及び交

付金の中で電子機器の設置関連事務の委託に係る交付金、あるいはサーバーの保守の負担金等を

支払っております。これはずっと継続されていくでしょうし、この社会保障税番号制度があると

きに市町村の負担として補っていかなければならない部分と思います。それで、実は、この決算

を受けて、令和元年度中に具体的に小国町でマイナンバーの交付がどれだけあったのか。それか

ら、もう１点は、令和２年度になります。今後、国もいろんな意味で交付機会の増高につながる

施策を発効してくるかと思います。それに対応するときに、今後の見込みといいますか、見込み

は難しいでしょうけれども、今後の進捗をどのようにお考えなのか、お尋ねしたいと思います。 

総務係長（松本徳幸君） マイナンバーの交付数につきましては、令和２年３月末現在で交付枚数

が１千２５枚、人口に対する交付枚数の率ですけれども、１４.６％となってございます。最新

の情報としましては、令和２年８月現在で１千１７１枚、率にすると１６.６％となってござい

ます。 

４番（久野達也君） でしたら、要は、１年は経っていませんけれども、今年度に入って１５０件

程度は増えてきたということですね。そう考えていきますと、本来は国の施策というのも前提と

してはありますけれども、やっぱりマイナンバーの手続きの啓発、あるいは活用の今利用できる

状況の啓発、これらも市町村で進めていく必要もあろうかと思います。世論の中にはマイナンバ

ーそのものを否定する考えの方もおられますし、これはこれで考え方ですので、それも正しいか

と思いますけれども、その活用の啓発といいますか、周知、ここの部分にもやはり力を入れてい

く必要があろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

総務係長（松本徳幸君） 啓発については、現在、役場にポスターを貼ったり、リーフレットとか

で啓発したり、グッズを配布したりして行っておりますけれども、なかなか住民に対しての交付

申請に対する周知とはなっておりませんけれども、先日の定額給付金とかでいろいろ取り上げら
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れた関係で少し伸びているものだと思われます。今後も県と協力しながら交付枚数を伸ばしてい

きたいと思っております。 

議長（松﨑俊一君） １２０ページ、税務総務費、税務のほうは１２２ページまで、それから２賦

課徴収費、１２２ページから１２４ページの下の段まで、税務関係ですね。よろしいですか。 

次、１２４ページ、固定資産評価審査委員会費が次のページの上の段まで、１２６ページまで

ありますね。 

次、まいります。ページが少し飛びまして、１２８ページ、選挙費の１選挙管理委員会費、２

県議会議員選挙費、３参議院議員選挙費、次のページの４町長・町議会議員選挙費、次が５県知

事選挙費までをいきたいと思います。ページが１３２ページまで。いいですか。 

でしたら、１３４ページ、統計調査総務費、それから監査委員会費、１３４ページですね。質

問漏れがありましたら、またお願いします。 

ページが少し飛びます。１９６ページ、４地域エネルギー費、これは商工費の中に入っていま

すが、１９６ページ、地域エネルギー費。 

５番（児玉智博君） 小国町地熱資源活用審議会委員報酬ということで、この審議会関係の予算が

その下にも続いているのではないかと思いますが、この審議会の開催は令和元年度で何日間あっ

て、幾つの案件を処理したのか、教えてください。 

政策課審議員（佐藤則和君） 地熱の審議会の開催日数については、３回の３日間でございます。

審議案件につきましては、合計で３件でございます。 

５番（児玉智博君） ３件ということは、１件を１日ずつということですかね。そうしたら、１件

を１日ずつというと、結論としては、それで審議が３件とも全部終わってしまったということで

すか。 

政策課審議員（佐藤則和君） 一応通常は昼１時ぐらいから開催しまして、夕刻には終わるという

時間帯でやっておりますけれども、その間に申請業者にそういうプレゼンをさせまして、委員は

現在１４名ですけれど、去年まで１３名ということで、その委員で審議をしていただきまして、

同意するかしないかという答申を町長に出すための審議ということで、３回とも一応同意すると

いうことで答申を出させていただいております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） １９６、１９８ページまで。 

７番（西田直美君） １９９ページの委託料のところの水資源調査業務の委託料、これ西里、北里

地区と言われたんですけれど、この間の一般質問のときに私が地熱の調査のところで水モニター

というところで伺った８件についてという、その部分でしょうか。１１箇所か、１１箇所で８項

目だったですかね、その分がこれになるんでしょうか。 

地域振興係長（長谷部大輔君） 恐らくこの水資源調査の段階においては、御説明したとおり、西
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里、北里地区を対象とした水資源、特に浅層の水資源についての調査を行ったところです。お話

にあったモニタリング箇所については、かなりかぶる部分は多いんですが、少し上田あたりまで

位置的には入ってきている部分があろうかと思います。必ずしもその８箇所とかぶるようなもの

ではないですね。モニタリング箇所については、個人の井戸とか、そういったものも含まれてき

ています。この水資源調査においては、河川とか、そういったものの流量や成分調査というとこ

ろを中心に行いましたので、モニタリング箇所でのモニタリング項目やその場所とは少しずれる

部分もあろうかと思います。 

７番（西田直美君） 分かりました。ということは、これは、河川調査とか、そういうもので水質

調査みたいなのをやるときの１回きりということですか、それとも定期的に何回か同じ箇所をや

るとか、そういうこと。 

地域振興係長（長谷部大輔君） こちらは、昨年度１年間の事業でしたので、それぞれの箇所で２

回もしくは３回の計測を行っております。本来ですと、これを引き続き同地点においての観測地

点を追って調査していくことで調査結果というのは高まるんですが、今年度に関してはそういっ

たことを行っておりません。ただし、この調査において特に重要視したというか、危惧した点と

いうのが、やはり熱田神宮の水の水量のお話がありました。こちらについては、引き続き流量等

の観測は必要であろうということなんですが、ここが先ほど西田議員がお話になった引き続きの

モニタリング箇所とかぶってくるところがありまして、こちらで引き続き流量と成分のほうを観

測していくということにつながっているかと思います。 

７番（西田直美君） 分かりました。ということは、令和元年度に関して、この３８５万円の分の

調査に関しては、報告が出て、それで完了という形になるということでしょうか。 

地域振興係長（長谷部大輔君） こちらは、国の経済産業省の事業として行いましたので、一応単

年度の調査結果を出したということになります。 

議長（松﨑俊一君） ほか質疑ございませんか。地域エネルギー費。 

２番（江藤理一郎君） １９９ページ、先ほどの水資源調査業務委託の件ですけれども、お話を聞

いて河川の流量や成分調査ということでしたので、北里地域の山川の上のほうに銅山川というの

がありまして、そこが昔、銅山があった経緯があって、硫化鉄が非常に多い流れのところがあり

ます。そのあたりについての調査というのも入っているんですか。ちょうど大雨の豪雨災害とい

うか、それがあった後に、川の濁りが結構濁っているときがありまして、実際そこの川には魚も

ほとんど住んでないというような状況もありますので、その銅山川の場所も入っているんですか。 

地域振興係長（長谷部大輔君） 北里のですね、今、江藤議員がお話になっている川がちょっと入

っているかどうか、確認の上、お答えさせてください。調査の結果概要としては、北里に流れ込

んでいく川の流量や成分と、はげ川ですかね、西里のほうへ流れていく川というのが全然違うと。

その持っている水の量とか、噴き出してくる水の量や成分とかがちょっと違うというところまで
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は僕も覚えているんですけれど、正確にお答えしたいと思いますので、少し調べさせてください。 

２番（江藤理一郎君） 下流域は北里川になりまして、地元の方々も使うというか、影響もあった

りするかもしれないので、住民課のほうには御相談はさせていただいていまして、そこの住民課

がやっているポイントと、今回、政策課がやっているポイントがどのくらい整合性があるのかと

か、同じことをやっているかもしれないので、その辺も含めてちょっと調べて、後で御回答をい

ただきたいと思います。お願いします。 

議長（松﨑俊一君） １９６、１９８ページ、地域エネルギー費、ございませんか。 

ページは２０８ページ。 

５番（児玉智博君） まず、消防費の中の消防団員報酬について伺います。この消防団員報酬とい

うのは、条例で定められた団長１１万円、副団長７万２千円、分団長６万円、部長４万円、班長

３万５千円、団員が３万円、その報酬でしょうか。 

総務係長（松本徳幸君） この消防団員報酬につきましては、条例で定められた報酬でございます。 

５番（児玉智博君） 基本的に報酬というのは、個人に支払いの義務がある人が直接現金で支払う

というのが社会の常です。総務省の消防庁もそういうふうにしなさいということを市町村に指示

はできないので、しましょうねという呼びかけをしていると思います。というのが、要するに、

各地で裁判が起こったからなんですよね。それは、団員の人がもらってないということで、原告

勝訴の判決も出ていると思います。小国町の場合は、一応その受領委任払いということで、多分、

町が各分団に団員が委任したという形で支払っていると思うんですが、やはり基本的には直接支

払うべきだと思うんですけれども、そうした改善をする考えはありませんか。 

議長（松﨑俊一君） 暫時休憩します。 

（午前１１時４８分） 

議長（松﨑俊一君） 引き続き会議を開きます。 

（午前１１時４９分） 

総務課長（小田宣義君） すみません、ちょっと自信がなかったので、確認を取らせていただきま

した。昔から児玉議員指摘のとおり、そのとおりだと思います。１回改善して、団のほうからと

いうことで、今委任をもらって、支払いをしております。今後、幹部会でまた諮りながら、お話

を進めていきたいと考えております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） じゃあ、この報酬について、もう１点確認なんですが、なかなかその指摘を

されても、受領委任払いというような形が変わらないというのは、それ相応に解決すべき行政な

りの課題があるからだと思うんですよね。その課題が何なのかというところをちょっと確認する

意味で、例えばの話ですけれど、分団のほうから人の金を預かって、高額になりますので、分団

全体の報酬というのは、やっぱり手渡すのは大変だから、うちの分団は町が直接口座に振り込ん
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でくれというふうになった場合は、町は、それはいいですよというような回答はできるんですか。 

総務課長（小田宣義君） 昔から消防団の報酬の払い方というのはずっとこういう体系をしており

ます。実際にそういうお話は聞いたことがありません。私、実際ですね。ですから、幹部会等で

そういうお話が出れば、それから検討をまた始めないといけないと思っております。今この場で

それはできますか、できませんかと言われても、それはやっぱりちょっと回答は控えさせていた

だきます。 

議長（松﨑俊一君） 消防費ですね。 

５番（児玉智博君） それでは、これ以前、同僚議員からもお尋ねがあった部分について、７月の

豪雨災害ではやっぱり消防団の方たちが大変活躍をされた部分があります。特に杖立なんかとい

うのは、ずっと待機して、災害が発生したら泥出しなんかをされたところもあります。杖立以外

の班でも、消防ポンプで浸水するのをなるべく被害を最小限度にするために腰ぐらいまでつかっ

て排水をしたという話も聞いております。しかし、同じ消防団員でも、その分団、分団の考えな

んかもあるんでしょうけれども、なかなか活動内容が一律、小国町内の団員全てが同じような仕

事量をしているかというとそうでもないと思うんですよね。分団総出で泥出しなんかをしたとこ

ろもあれば、全くそういうのに参加してない団員もいるということで、同僚議員のほうからはや

っぱりこれだけ頑張ったんだから、手当なんかをしたらどうかというような質問をされました。

その時に、町長は、それはなかなかすぐに今回出すつもりはないというお話をされていたんです

よね。ところが、消防庁が公表している団員報酬や出動手当というのは交付税措置されます。総

務省がいう交付税措置しているのは出動手当１回につき７千円というのが、一応そのほかの部分

と一緒にきているのでなかなか明確ではないんですが、一応その交付税措置をされているわけで

すね。やはりこれだけ気象災害なんかも立て続けに起こってくるような中で、頑張っている消防

団員というのは本当に頑張っているわけですよ。やはり同僚議員が言われたとおり、私もせめて

その消防庁が公表している出動手当１回７千円というのは、頑張りに報いるために、私は小国町

も年間５千円というような、年間１回も出動しなくても５千円というのが、直接は払われてなく

て、その分団に払われているので、団員に届いているところもあれば、届いてないところもある

んでしょうけれども、そういう何かおかしな出し方をするのではなくて、出動をした人には７千

円きちんとその手元に届けるというのが私は当たり前ではないかと思うんですが、この出動手当

について検討する考えはありませんか。 

総務課長（小田宣義君） この質問は今受けたわけではなく、過去にも何回もされております。そ

の後に、幹部会等でお話は出させていただいております。ただ、やっぱりその中で出動手当、結

局誰が出たのかをその場で判断することも必要となってまいります。点検、出た人数ですね。そ

こらあたりの確認、それと実際にそれを１回１回するにはやっぱりまた一般財源のほうの持ち出

しも、先ほど言いました交付税の算入の中にも入りますけれども、全額ではありませんので、一
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般財源の持ち出しも多くなります。先ほど言いましたとおり、また幹部会等でちょっと話をさせ

ていただきたいと思います。ただ、今までに何回も話はしておりますけれども、その中では出動

手当をまた別に出すというようなお話には今のところなってないと聞いております。 

５番（児玉智博君） 幹部会で話すという、基本的にそれはうちの分団だけかもしれないんですけ

れど、例えば火事現場に行ったら、各班長が、誰が来ているかというふうに把握して、それを分

団に報告しています。それはどこもやっているので、把握をしないといけないという、今も現在

もそれは把握していると思うんですよ。そこが課題になるということはまずないと思うので、や

っぱり一番ネックなのは財源、その予算が必要になるというところだと思うんですけれど、それ

はどっちかというと、その財政のほうの問題であって、それを何か幹部会とか、その辺が言い訳

になることはないのではないかと思いますので、特にそれは財政当局の課題にはなるかと思うん

ですが。やはり以前も質問していますけれど、その時と状況が変わっていると思うんですよ。や

っぱりこれだけ火災というよりも、風水害、台風が増えてきている中で、消防団員を活用してい

かなければならないと思うので、やっぱり活用するからにはそれに見合った手当というのはして

いただきたいと思います。 

終わります。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。午後の会議を１時から行います。 

（午後０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

議長（松﨑俊一君） ページが２０８ページの１非常備消防費、２消防施設費、３災害対策費、ペ

ージが２１２ページまであります。非常備消防費、消防施設費。 

８番（松本明雄君） ８番です。 

消防団関係の方は、７月の豪雨からこの前１０号の台風まで本当に御苦労さまでした。ほかの

議員の方からもいろんな意見は出ていました。せっかく町に残る縦社会の消防団です。僕も３０

年余り入っていましたけれど、やはり皆さんの努力には感謝したいと思います。そして、やはり

町もお金を出したいという気持ちはあるんでしょうけれども、消防団も幹部会がありますので、

そこを通してから町のほうに要望していただきたいと、そういうふうに思っています。 

質問に入らせていただきます。質問は、今さっき消防団員が報酬を出しているのが３５２人、

ここに１１ページのところにあります消防補償等組合負担金のところは定数が４００人、共済負

担金のところには３４９名と書いてありますが、これはどのようなときにこういう数字が出るの

か、教えていただきたいと思います。 

総務課審議員（山口美晴君） 御質問にお答えいたします。 

まず、資料の１１ページの下から２行目、消防団員等福祉共済負担金、ここに書かれている加
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入金の３４９名ですが、こちらは４月１日付で加入した人数になります。これに対しまして、決

算書にあります消防団報酬の３５２人、これは年度途中の入団等があり、最終的に報酬を支払っ

た人数が３５２人となります。あと１つ、１１ページに戻りまして、下から３行目、消防補償等

の組合負担金、これの掛金の４００人ですが、これは小国町条例の定数に定められた基礎数が４

００人になります。 

以上です。 

地域振興係長（長谷部大輔君） 少し戻りまして、先ほど地域エネルギー費のほうで江藤議員から

お尋ねがあっておりました水資源調査についてのことでお答えいたします。 

こちら水資源調査ですけれど、先ほどもお話ししたとおり、浅層の水の成り立ち、こちらのほ

うを調査したということになりますので、主には河川等における流量や成分も、こちらはＥＣと

いって、電気伝導度ですね、こちらのほうを確認しました。先ほど江藤議員がお尋ねになってい

た北里川の支流ですね、こちらのほうはもう少し上流域での調査を行っていたため、支流からの

流れ込みのところよりも下流域においてはちょっと調査対象としてはなっておりませんでした。

また、住民課では、河川の水質調査を行っているようですが、こちらは流れ出る水の水質の変化

を見ているということで、どちらかというと下流域に調査ポイントを固めているそうです。です

ので、先ほどお尋ねのあった北里川の支流域については調査ポイントに入っておりませんでした。

今後におきましては、住民課のほうの調査ポイントを動かすかどうかといったところにつきまし

ては所管外になりますのでお答えできかねますが、政策課で行っている調査、そして住民課で行

っている調査等ですね、庁舎内での情報の共有についてはよりちょっと強くやっていかなければ

と思っているところです。 

企画係長（森 恵美君） 午前中に５番議員から御質問のございましたＣＯ２排出量の削減目標に

ついてお答えいたします。 

まず、短期目標でございますけれども、２０１８年を基準年とした基準値４.５万トンから１

割削減いたしまして、２０２４年の目標値４.１万トンでございます。中期目標、それから長期

目標に関しましては、国の目標に準じておりまして、２０３０年が３.５万トン、それから長期

目標が２０５０年、０.９５トンでございます。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） 今の答弁について、よろしいですね。 

消防費のほうはいかがでしょうか。御質問はございませんか。 

７番（西田直美君） ２１３ページの指定避難所耐震実施設計委託料４４０万円、これが上田の多

目的集会所と西里多目的集会所の耐震化工事のための実施設計委託ということですが、これは去

年の段階でできたということは、今後実際にそこが稼動するのは大体いつ頃の見込みになってい

るんでしょう。 
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総務課長（小田宣義君） 昨年は一応この設計委託を頼みまして、今年に入りまして地元と打ち合

わせをしております。梅雨開けてから工事ということになっていたんですけれど、ちょっと被害

もありまして、１０月頃に一応入札を行い、来年の２月ぐらいまでで耐震を終えたいと計画はし

ております。 

以上です。 

７番（西田直美君） それは、来年の２月ぐらいには完了して、例えば来年の３月ぐらいから何か

非常時にはそこを避難場所として利用することが可能になってくるということになりますか。 

総務課長（小田宣義君） これは、平屋の耐震改修になります。基本的には壁を強化して、耐震強

度を上げるという工事になりますので、工事期間中、無理に入ることはないと思いますけれど、

やっぱり工事が始まって１、２カ月はちょっと厳しいかもしれませんけれど、完成すれば、すぐ、

建物が変わるわけではありませんので、そのまま集会所は利用できるということになります。 

議長（松﨑俊一君） よろしいですか。 

では、進めます。２５４ページ、公債費の元金、利子、それから諸支出金の繰出金、それから

予備費までですね。よろしいですか。 

それでは、議会監査委員事務局、総務課、会計管理室、税務課、政策課所管の歳出の質疑は一

応終了しましたが、質疑等の漏れがありましたらお願いしたいと思います。歳出に関して。 

５番（児玉智博君） 歳出全般について、令和元年度の旅費の部分でそれぞれ項目別に全体を通じ

て職員の旅費について内訳は分かりますか。 

総務課長（小田宣義君） 旅費については、ほかの課の旅費もありますので、調べてはまだおりま

せん。 

５番（児玉智博君） そうしたら、それぞれ旅費がずっと項目で出ていますけれど、総務課、税務

課、政策課、それぞれ分かりますか、自分のところの内訳は。 

総務課長（小田宣義君） 旅費は確かに各課にまたがっているのもありますし、研修等の旅費は総

務課で支払いますので、なかなか課でどれだけというのは分かりませんので、そこはちょっとう

ちのほうでまた出させていただいて、これどうでしょう、明日、明後日ぐらいまでということで

すか。はい、分かりました。準備したいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほか質疑漏れは、よろしいですか。 

それでは、またもう一度確認はいたします。 

ただいまから歳入に入ります。歳入がページでいきますと１７ページからですかね。一番最後、

備考欄のほうを見ていただきたいと思います。 

１７ページの町民税から１９ページの下から２番目までが今回の関係です。税務課、総務課、

一番下の森林環境税が産業課になりますので、それを除いて、町税関係、地方譲与税関係。 

次、２１ページが備考欄のほうから、利子割交付金からこのページ全部ですね、自動車取得税
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交付金まで、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自動車取得税交付金。 

次のページが地方特例交付金、地方交付税、交通安全対策特別交付金。 

２３ページの下から２番目、交通安全対策特別交付金までが今日の所管になります。 

２３ページの一番下を除きまして、次のページは１項目だけ、これは分担金ですかね。 

５番（児玉智博君） 消防費分担金の被災建物解体というのは、恐らく殿町火災での残りの分だと

思うんですが、これはまだ残っているんでしょうか。令和元年は１０万円入ってきていますけれ

ども、これで終わりなのか、まだ残っているのか、教えてください。 

総務係長（松本徳幸君） 令和元年度については１０万円を納めていただいておりますけれども、

この収入未済額についてまだ残っております。ですが、毎月、今後も引き続きお支払いいただい

ておりますので、ちょっと時間がかかるかと思いますけれども、お支払いいただいてはおります。 

５番（児玉智博君） 毎月ということを言われましたけれど、毎月幾らずつで１０万円になるんで

すかね。 

総務係長（松本徳幸君） 基本的に毎月１万円で分割ということでお支払いいただいておりますけ

れども、昨年度についてはちょっと遅れた分があったのかなと、そういう形でございます。 

議長（松﨑俊一君） ２５ページは、今言いました消防費の分担金ですね。 

次のページ、２７ページ、備考欄では公有地使用料、旧万成小学校使用料が総務関係ですね。 

それから、次のページ、２９ページ、これは中ほどから下にあります法定外公共物使用料、こ

れは総務関係ですね。 

それと、次のページ、３１ページ、総務手数料で、中ほどから台帳等閲覧手数料、町税等督促

手数料、証明等手数料、これは本日で税務課関係になろうかと思います。質疑漏れがありました

ら、またいただきます。 

ページは少し飛びます。３７ページ、一番上の社会保障税番号システム整備補助金、これは総

務関係になりますね。 

またページ飛びまして、４１ページ、商工費国庫補助金の中の地熱発電理解促進事業費補助金、

それから社会資本整備総合交付金の社会資本整備総合交付金、それから少し下の自衛官募集事務

委託料。 

次、４５ページ、県補助金の総務費補助金、４５ページの２段目から、土地利用規制等対策事

業費補助金から熊本県権限移譲事務市町村等交付金。人口動態は住民課のほうですね。よろしい

ですか。 

５５ページ、災害復旧費県補助金で平成２８年熊本地震復興基金交付金、この中の一番下、熊

本地震復興基金事業事務費、これは総務関係になっております。 

それから、次のページが県委託金で、これは上から、個人県民税徴収事務取扱委託金から選挙

費委託金、県議会議員選挙委託金までが総務関係、一番下の人権啓発関係が住民課ですね、それ
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以外は総務関係。 

次、５９ページ中ほどから財産収入、利子及び配当金の中で、財政調整基金積立金利子収入か

ら下から２番目まで、地域福祉基金積立金利子収入、これは総務課になっております。 

同じく次のページの財産収入の中で、上から３段目ですか、ネットワーク事業基金積立金利子

収入から上球磨森林組合出資配当金までが総務課、それから一番下の町直営林立木売払収入です

ね。 

お待たせしました。６３ページ、ここにふるさと寄附金が上がっています。 

８番（松本明雄君） 何か強制的に発言しないといけないようになりましたけれど、昨日、監査委

員のほうからも話があっていました。７千万円と非常に頑張ってはいるんですけれど、やはり隣

町との差が開き過ぎておりますので、今年度も近づけて頑張っていただきたいと思います。それ

に、今年はコロナで通信で買うアマゾンとかいろいろ会社がありますけれど、相当売上を伸ばし

ておりますので、うちも物品販売はこれ持っていって売るわけではないですので、頑張っていた

だきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） 答弁は。 

まちづくり係長（田邉国昭君） ふるさと納税についてです。昨年度は７千３７万９千５００円と

いう寄附をいただきましたが、町も力を入れて平成２７年度からふるさと納税については寄附を

増やすためにいろいろな取り組みを行っておりましたが、順調に寄附額が増えてきたというわけ

ではなく、年によって飛躍的に伸びた年もありますが、その次の年に大きく寄附額が落ち込むと

いうこともありました。令和元年度の寄附額はある程度の金額にはなったと思いますが、松本議

員おっしゃるとおり、隣の町との開きはだいぶ大きいものがありますので、取り組み具合として

も教わる部分がだいぶ大きかったと思います。現在のところ、返礼品を大きく見直すところとポ

ータルサイトを増やすところ、そして中間支援業者を入れて、いろいろな広告を行っていく業務

を増やして、今年度に入って、今までのところでも既に件数、寄附額ともに増加していっており

ますので、寄附額が今年度増加するということはある程度見込めると思っております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

７番（西田直美君） その下の企業版ふるさと寄附金というのがきっかり１００万円切りのいいと

ころできているんですけれど、これは１件で入っているんですかね。 

まちづくり係長（田邉国昭君） １件であります。東京のＩＴ企業からの企業版ふるさと納税をい

ただいております。 

７番（西田直美君） その下の地域エネルギー費寄附金というのがネイチャーエナジー小国と言わ

れたんですけれど、これについてちょっと説明していただいてよろしいですか、私があまり知ら

ないので。 
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政策課長（佐々木忠生君） ネイチャーエナジー小国、これは小国町も出資をしました第三セクタ

ーの電気を小売する会社になります。その定款の中にも地域振興のために寄与するような部分も

謳ってありますので、そういう中で、小国町が地熱開発等を進めていく中で利益の中から小国町

のほうに寄附をしていただけるというようなところで御相談がありましたので、それであれば、

うちが地熱調査委託をしますので、その分に対して御寄附といいますか、寄附をお願いできない

ですかというような相談をしまして、町のほうに入れていただいて、先ほどの国の補助の残の４

分の１分に充てさせていただいたというようなところでございます。 

議長（松﨑俊一君） ６３ページは、ここは全部、総務関係ですね、政策課も含めて。よろしいで

すか。 

６５ページ、繰入金です。上から２つ目、悠木の里づくり事業基金繰入金、財政調整基金繰入

金、一番下の前年度繰越金。 

次のページが６７ページ、上から町税延滞金、歳計現金預金利子、これも本日の所管でありま

す。 

６９ページの雑入、これはちょっと幾つか各課が入り込んでおります。上から２番目、コピー

使用料、少し飛びまして、消防団員福祉共済制度等返戻金、１つ飛んで、公有建物災害共済金、

１つ飛んで、南北共有財産管理費負担収入、熊本県市町村振興協会市町村交付金、保険料返還金、

１つ飛んで、公有自動車損害共済解約返戻金、１つ飛んで、災害対応型自動販売機電気料、地方

公務員災害補償基金負担金還付金、自動販売機電気料、それから消防団員福祉共済加入事務費返

戻金、市町村振興事業補助金。 

次のページが３つ飛んで、派遣職員給与負担金、２つ飛んで、選挙供託金、その下の阿蘇世界

文化遺産登録推進事業返還金、１つ飛んで、公用車自動車重量税還付金、一番下の森林総合整備

事業補助金。 

次のページが、２つ目の充電器利用権利金、雇用保険料事業所負担精算金、１つ飛んで、地域

と連携したＣＯ２排出削減促進事業補助金、消防団員火災共済出資金等返戻金、消防団員火災共

済事務費返戻金、２つ飛んで、原稿執筆等謝礼、地熱資源量の把握のための調査事業費助成金。 

次のページが、２つ飛んで、地域循環共生圏プラットホーム事業補助金、１つ飛んで、インタ

ーネット回線使用料返還金、地域循環共生圏ＦＳ事業補助金、それから１つ飛んで、旅費収入、

これは総務課と住民課が混ざっているそうです。 

以上、雑入関係は大丈夫ですか。 

それでは、７９ページにいきます。町債、町の起債ですね、町債で備考欄、臨時財政対策債、

庁舎施設耐震化事業、小国郷地域公共交通整備等事業、映像センター設備整備事業。 

８１ページは、全部上から、子ども医療関係から過疎ソフト、一番下の道路維持（長寿命化）

事業。 
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次のページも全部ですね、町営住宅改修事業から小中学校体育館照明等落下防止対策事業。 

次のページが、一番最後が、ゆうステーション周辺整備事業。 

５番（児玉智博君） ゆうステーション周辺整備事業で起債がされていると思うんですが、要する

にゆうステーションの周辺整備をするに当たって、担当者は課長とかも代わっていると思うんで

すけれど、当時説明されていたのが何かお試しで移住をしてくる人たちの泊まる施設をつくるこ

とが条件になって、そういう有利な財政措置を得られますということを聞いておりました。最初

がちょうど薬味野菜の里がまだ農協の建物を利用するような形でしたけれども、最初はそこの薬

味野菜と一体的に何かつくりますというような話から、ちょうど熊日の裏ぐらいにある公有地を

ちょっと高くかさ上げして、そこにすると言ってみたり、だいぶ計画も変わってきたと思うんで

すが、今現在までできてないので、それはつくらなくてもこういう起債や何かに影響はないと考

えていいんですかね。 

財政係長（中島高宏君） 財政のほうで今の話を担当課に聞いているところでは、社交金のほうに

そういう条件が最初あったかのようなことを聞いたことはありますが、起債には影響はございま

せん。 

５番（児玉智博君） じゃあ、財政としてもうつくらなくても、交付金のほうということで伺いま

したけれども、例えばその交付金を返還しないといけないとか、そういうことはないということ

ですね。 

財政係長（中島高宏君） その条件につきまして、私は詳細をつかんでおりませんので、社交金の

部分で情報課のときにお尋ねいただければと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかにございませんか。 

本日の審議の中で歳入並びに歳出に関して質疑の漏れがある場合はお願いしたいと思います。 

８番（松本明雄君） 一つだけ、西田議員が聞いていたと思いますけれど、省エネ住宅の件ですけ

れど。中学生が６人ぐらい去年も行っていると言っていたんですけれど、毎年毎年やっています。

そして、保護者の方も発表会のときは来ていましたので、皆さん相当勉強になったと思っていま

す。住宅に住んでいる方は、新築するときはそういう住宅を建てたいという方向でやると思うん

ですけれど、子どもたちの考え方は、やはり省エネに対して考え方がでたときと、でないときと

で変わったかどうかお聞きしたいと思います。 

地域振興係長（長谷部大輔君） 二段構えでワークショップと体験会、そして発表という形になっ

ているんですが、子どもたちの反応というのはやっぱり非常によいというか、省エネに準じた家

はいいんだなというふうに向かいます。むしろ、子どもたちはまだ自分で家を建てるという側に

はないので、それが幾らかかるかというところがまだちょっとないので、親にガツンと要求して

いくような感じになりますね。うちもこんな家を建ててよというのを体験に行った保護者に訴え

かけているのは聞きます。保護者にしてみれば、お金があったらいくらでもやってあげられるん
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だけれどというような、そういう感じですけれど。今、子どもを中心にこういう啓発活動を進め

ているというのは、やはり何を選ぶべきかとかいうところで、どうしても大人の方に訴えかけて

も、それぞれが金銭的なところで非常にシビアな目をお持ちなので、なかなか受け入れてもらい

にくいというところがあるんですが、中学生や小学生を対象にしたこういったワークショップは

温暖化とか低炭素化、そして住みよい住宅というところがよく伝わっていっているように担当と

しては印象を受けております。 

５番（児玉智博君） ちょっと１問だけ、今日は管財のほうと政策課のほうがそろっていますので、

方針として聞きますが、まず田迎のお試し暮らし住宅についてです。たまに見に行くというか、

のぞくんですけれど、ほとんど人が生活しているような気配もなくて、ちょっと夏場には草も伸

びているような、何か蛇でもいるのではないかなというような感じがしております。平屋のほう

は何年か前には人が入っているなというような感じはしたんですが、２階建てがありますけれど、

そこは多分１回も誰か住んでいるなというような感じがしたことがないんですね。そこで、実際、

まず政策課に聞きますけれども、令和元年度はあそこに誰か人がお試し暮らしをしたことはある

んですか。 

まちづくり係長（田邉国昭君） 田迎にありますお試し暮らし住宅３棟ありまして、その中の１棟、

真ん中の平屋なんですが、そちらのほうには現在も入居されていらっしゃいます。確かにおっし

ゃるように、２階建てのほうは３年前に１回入居があったきりでそれ以降活用されておりません。 

５番（児玉智博君） やはり中はきれいなのかもしれないですけれど、外から見たらだいぶ古くて、

建物自体があまりきれいではありません。ちょっと考え方として、まずその活用がどれぐらいの

頻度でされているかというのも十分やっぱり考えていただいて、あの土地を今後もたまに入る移

住希望者のために残しておくのか、それとも一般的な町営住宅に変えて、安い家賃で住むところ

を探している人たちのためのそういう町営住宅にするのか、あるいは売却して、その売却後は、

その買った人が崩して、また自分で家を建てるのも自由だし、そこにそのままの建物で住むのも

考えていただければいいと思うんですが、そういう形で町有地の有効活用であったりとか、なる

べく総務省は普通財産を持つなというふうに地方には言っていると思いますけれど、そうしてい

ただいたほうがいいのかなと思います。というのが、宮原の倉原辺ではここ１、２年で住宅を新

築されている方もいらっしゃいますので、そういうニーズはあるのではないかと思います。住宅

を建てるのを機に小国で土地が見つからなくて、南小国町民になったというような、風のうわさ

ですけれど、そういう話も聞きますので、町有地の有効活用というのはちょっと多角的に今から

考えていっていただきたいと思いますが、その辺、御答弁いただけますか。 

町長（渡邉誠次君） 土地だけではないと思います。いろいろな考え方があると思いますので、総

合的に考えていきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑はございませんか。 
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（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって本日の全員協議会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

なお、明日９月１０日木曜日は、住民課、福祉課、保育園、教育委員会所管の決算に関する件

について全員協議会を開く予定になっております。よろしくお願いします。 

お疲れさまでした。 

（午後１時４０分） 
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議事の経過（r.2.9.10) 

 

議長（松﨑俊一君） それでは、改めまして、おはようございます。 

本日は、全員協議会２日目となっております。天候のほうも少しは安定したような感もありま

すが、また残暑、それからゲリラ豪雨あたりにも備えなければならないというふうに思っており

ます。本日は、教育・福祉関係でございまして、特に地域の皆さまと密接に関係しているという

ふうにも思っております。どうか慎重審議をお願い申し上げたいと思います。 

最初に、渡邉町長に御挨拶をお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

連日、お疲れさまでございます。本日、全員協議会の２日目ということでございます。福祉課、

住民課、そして教育委員会、保育園というところで皆さま方にお願いしたいと思います。よろし

くお願いします。お世話になります。 

議長（松﨑俊一君） それでは、ただいまより全員協議会を開催いたします。 

ただいま出席議員は１０人であります。直ちに会議を開きます。 

本日の協議事項については、お手元に配付してあるとおりです。令和元年度決算ということで、

十分なる御審議をお願いします。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） まず、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定、令和元年度小国町国民

健康保険特別会計歳入歳出決算認定、令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出決算認定、令

和元年度小国町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定、令和元年度小国町地方改善施設住宅

新築資金等貸付金特別会計歳入歳出決算認定、令和元年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳

出決算認定についてであります。よろしくお願いします。 

本日の担当課につきましては、住民課、福祉課、保育園、教育委員会です。麻生教育長、それ

から課長及び局長、園長並びに審議員と担当係長の出席をお願いしています。 

それでは、課長、局長、園長から所管の令和元年度一般会計歳入歳出決算の概略説明をお願い

したいと思います。 

住民課長（石原誠慈君） それでは、初めに住民課から説明をさせていただきます。すみません、

着座にて説明します。 

議長（松﨑俊一君） はい、お願いします。 

住民課長（石原誠慈君） では、まず一般会計歳入歳出決算書の３ページをお願いします。 

初めに、歳出総括表で説明をさせていただきます。住民課所管の項目別決算額として、款２総

務費の中の行政相談費、住民支援費、戸籍住民登録費、決算額が４千８０万４千５５２円です。

款３民生費の中の人権政策費、隣保館運営費、児童館運営費、決算額が９９９万７千５４９円で
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す。款４衛生費の中の予防費、環境衛生費、清掃総務費、決算額が１億８千２２５万１千９７７

円でございます。その下、４つ飛びまして、款９です。教育費の中の集会所運営費、決算額が４

９万９６２円。以上の４つの款と１０の目から予算を執行しております。住民課所管の決算総額

は２億３千３５４万５千４０円、全体の歳出総額に占める割合は約３.８６％です。 

それでは、次に歳出の目ごとに説明をさせていただきます。 

１１２、１１３ページをお願いします。下のほうになります。目１２行政相談費、支出済額が

７９万８千４３７円です。これは、消費生活相談、無料法律相談、行政相談に係る経費でござい

ます。 

続きまして、１１６、１１７ページをお願いします。中ほどです。目１４住民支援費、支出済

額が２１４万５千６５０円です。金婚・ダイヤモンド婚・米寿・百歳などの町民表彰関係、それ

と男女共同参画社会の推進、保護司会など、住民支援団体への補助金及び負担金、それとパスポ

ート受付業務に係る経費でございます。なお、行政相談費、住民支援費に係る事業内容、相談件

数などにつきましては、資料として配付してあります別添の総務課資料２の主要施策成果報告書

の１８ページに掲載をしてありますので、審議の参考にしていただきたいと思います。 

続いて、１２６、１２７ページをお願いします。目１戸籍住民登録費、支出済額が３千７８６

万４６５円です。戸籍住民票、印鑑証明書、個人番号カードの発行など、窓口業務に係る経費で

ございます。 

１４６、１４７ページをお願いします。下のほうになります。目８人権政策費、支出済額３２

８万１千１７４円。町が政策的に取り組んでいる人権教育・啓発に係る経費でございます。主な

ものとしましては、人権カレンダーの作成に係る経費、それと部落解放同盟小国支部の補助金な

どです。 

次のページ、１４８、１４９ページをお願いします。目９隣保館の運営費です。支出済額が６

４８万８千３３６円。これが隣保館の管理運営に係る経費でございます。 

１５６、１５７ページをお願いします。下段のほうになります目３児童館運営費、支出済額が

２２万８千３９円。児童館は、隣保館と併設されておりますので、子ども料理教室など、各種教

室、子育て広場などに係る経費でございます。 

１６２、１６３ページをお願いします。下のほうになります目２予防費の中の１１需用費の消

耗品３０万４千９８０円のうち１万４千４５９円、それとその下、１２役務費の通信運搬費１７

万４千７５５円のうち７万１千８５５円を狂犬病の予防費として歳出しております。 

次のページをお願いします。１６４、１６５ページです。目３環境衛生費、支出済額が１千４

６３万２千６６３円。主なものは、浄化槽補助金、北部火葬施設費負担金、火葬施設事務費負担

金など、環境衛生に関する経費です。 

その下になります。清掃総務費、支出済額が１億６千７５３万３千円。家庭ごみ、し尿など、
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一般廃棄物の処理を阿蘇広域行政組合に業務委託しておりますので、その経費を負担金補助及び

交付金として歳出しております。なお、各負担金・補助金委託の詳細につきましては、資料とし

て配付してあります別添の住民課決算資料１に掲載をしてございますので、参考にしていただき

たいと思います。 

続いて、大きくページは飛びますが、２３８、２３９ページをお願いします。上のほうです。

目３集会所運営費、支出済額４９万９６２円です。これは、倉原集会所の維持管理費に係る経費

でございます。 

以上、歳出についての説明となります。 

続いて、歳入について説明させていただきます。 

２７ページをお願いします。目１総務使用料、上から３つ目の被災者支援住宅使用料、その下

にある目２民生使用料、地域改善施設住宅使用料、それと民生使用料の一番下にあります隣保館

使用料が住民課所管の歳入となります。 

次に、３１ページをお願いします。中ほどにあります目１総務手数料、上から３つ目にありま

す自動車臨時運行許可手数料、１つ飛びまして、戸籍関係交付手数料、印鑑証明書交付手数料、

住民票関係交付手数料、身分証明書交付手数料、次のページにいきまして、印鑑登録証再交付手

数料、印鑑登録証交付手数料、２つ飛びまして、マイナンバー通知カード再交付手数料、その下

になります目２衛生手数料、犬の登録及び注射済票等交付手数料、その他証明手数料が住民課の

所管となります。 

次のページをお願いします。下段になります。目１総務費国庫補助金として社会保障税番号制

度補助金９７万円が住民課所管となります。 

３８、３９ページをお願いします。３９ページ、一番上にあります目３衛生費国庫補助金、循

環型社会形成推進交付金３１４万９千円。これは、浄化槽設置に係る補助金でございます。 

次のページをお願いします。下のほう、目１総務費委託金の中の中長期在留者住居地届出等事

務委託金が住民課所管となります。 

４４、４５ページをお願いします。目１総務費県補助金として、上から４つ目にございます人

口動態調査事務補助金、その下、１つ飛びまして、消費者行政強化事業補助金、これは消費生活

相談業務に係る補助金でございます。 

その下の目２民生費県補助金として、４７ページ、上から３つ目になります。地方改善事業費

（隣保館運営費等）補助金を歳入し、隣保館運営費に充当しております。 

次のページをお願いします。４８、４９ページになります。目３衛生費県補助金の一番上にな

ります。浄化槽設置整備事業補助金が住民課の所管となります。 

５６、５７ページをお願いします。下段のほうになります。目２民生費委託金として人権啓発

活動地方委託事業委託金６６万円、人権カレンダー作成に充当をしております。 
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６４、６５ページをお願いします。中ほどです。目１地方改善施設住宅新築資金貸付金特別会

計繰入金、特別会計の剰余金を繰出金として繰り入れるものでございます。 

７１ページをお願いします。下から４つ目にあります自動販売機電気料収入の５万８千２００

円のうち１万６千８００円が住民課所管の歳入となります。 

最後に、７５ページをお願いします。下から３つ目になります。地域交流促進事業収入１万４

千５００円が住民課所管の歳入です。 

以上、簡単ですが、住民課所管の一般会計歳入歳出決算の概略についての説明を終わります。 

福祉課長（生田敬二君） おはようございます。 

続きまして、福祉課から説明をさせていただきます。着座にて、失礼します。 

まず、歳出からですけれども、福祉課が所管する目について報告をさせていただいて、概要説

明とさせていただきたいと思います。 

１３４ページをお願いいたします。下のほうになりますけれども、社会福祉総務費です。１３

９ページにかけて決算されております。決算額が１億５０５万７千６６７円、社会福祉・地域福

祉全般に関する費用支出でございます。 

次の１３８ページの下段から１４３ページにかけて障害者福祉費となります。決算額は２億６

千８３１万３千２３２円、障害者総合支援法に基づきまして、種々の障害者福祉サービスの給付

を行っているというところでございます。 

１４２ページ、１４３ページでございます。国民年金事務費です。決算額は、８８万７千６０

０円でございます。国民年金に関しまして市町村が行う受託事務に係る経費としての支出でござ

います。この費用、物件費になりますけれども、こちらについては歳入の国庫委託金で賄われて

おります。 

次の老人福祉費です。決算額が１億１千７８１万６千３９５円でございます。高齢者福祉に関

する業務の歳出でございます。 

１４４ページをお願いいたします。下のほうですけれども、医療費一部負担金です。決算額が

３千５０８万８千３７９円。こちらは、重度障害者、１４７ページに移っていただいて、乳幼児、

ひとり親家庭、児童、こちらは高校生までですけれども、病院にかかったときの医療費の本人負

担の全部または一部を助成しているというものになります。 

次の高齢者等活動支援促進施設費１４３万２千３８５円です。サポートセンター悠愛内にあり

ます悠工房施設の維持管理費となります。その全額を社会福祉協議会から諸収入で収入をしてい

るものになります。 

次の中段ですが、後期高齢者医療事業費、決算額が１億２千５５万６千２０１円です。こちら

は、保険者である広域連合へ小国町の負担金として事務費分と療養給付費分ということで支出を

しているものになります。 
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少し飛びまして、１５０ページです。児童福祉総務費でございます。決算額として１億４千９

５万６千９６５円となります。こちらは、子育て支援に関する費用の支出ということになります。 

少し飛びまして、１５８ページです。保健衛生総務費でございます。６千８６万１千１５０円

の決算額です。各種のがん検診でありますとか、国保特定健診以外の住民健診、また妊婦健診、

乳幼児健診等の実施に伴う費用が主なものになります。 

１６３ページをお願いいたします。こちらは、予防費でございます。２千３０８万９千７０１

円。こちらは、インフルエンザ予防接種などの各種の予防接種の委託料が主なものということに

なります。 

飛びまして、２５４ページでございます。下のほうになりますけれども、諸支出金の中の特別

会計繰出金でございます。各特別会計への繰出金になりますけれど、福祉課所管の国保、介護保

険、後期高齢者医療の各会計に合わせて２億４千２７３万８千円ほど繰出しを行っております。 

歳出全体に関しましては、福祉課の所管として、３つの款、１１の目にわたって予算執行をし

ております。所管の歳出決算総額といたしまして約１１億１千６７９万８千円でございまして、

歳出総額全体に占める割合としましては約１８.４％となっております。 

以上、歳出について概要を説明させていただきました。 

続きまして、歳入を説明させていただきます。歳入につきましても、決算書の中で福祉課所管

のものを上げさせていただいて、説明とさせていただきたいというふうに思っております。 

２３ページをお願いいたします。こちら中ほどになりますけれども、子ども・子育て支援臨時

交付金１千５１１万９千円です。こちらは、幼児教育・保育の無償化に伴う交付金でございます。 

次のページにいっていただいて、中段より下、老人ホームの入所者負担金、その下、これは過

年度分になります。一番下にあります養育医療保護者負担金、次のページに入ります。２７ペー

ジです。下のほうの福祉センター悠ゆう館使用料収入、飛びまして、３３ページをお願いいたし

ます。障害者自立支援給付費負担金がございます。３５ページに入りまして、中段よりちょっと

下にあります養育医療給付費負担金、ここまでが福祉課の収入と所管ということになります。 

次のページをお願いいたします。３７ページです。２段目の地域生活支援事業費補助金１２７

万６千円、その下の地域介護・福祉空間整備交付金７７３万円、２つ飛びまして、障害福祉管理

システム改修補助金、子ども・子育て支援交付金、一番下にあります子ども・子育て支援事業費

補助金が福祉課の所管でございます。 

３９ページをお願いいたします。衛生費国庫補助金でございますけれども、上から２つ目の風

しん抗体検査補助金、母子保健情報連携システム改修事業補助金でございます。 

１ページめくっていただいて、４１ページの一番下です。基礎年金市町村事務委託金２０５万

３千７９５円でございます。 

４３ページに移りまして、こちらのページは全ての収入項目が福祉課の所管ということになり
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ます。 

４５ページをお願いいたします。下の民生費県補助金でございます。民生委員児童委員活動助

成費補助金１４万８千円、その下の老人クラブ助成補助金、高齢者住宅改造事業補助金でござい

ます。 

次のページに入って、重度障害者医療費補助金、乳幼児医療費補助金、１つ飛びまして、地域

生活支援事業費補助金、ひとり親家庭医療費補助金、次の児童福祉費補助金に入りまして、放課

後健全育成事業補助金から、３つ下の子どものための教育・保育給付費地方単独費用補助金まで

が福祉課の所管でございます。 

４９ページに移っていただきまして、２つ目の介護保険低所得者対策補助金１５万円、１つ飛

びまして、健康増進事業費等補助金７２万６千円から、むし歯予防対策事業費補助金、風しん予

防接種事業補助金、早産予防対策事業補助金が福祉課所管でございます。 

少し飛びます。６７ページでございます。中ほどにございます元利収入金のところの災害援護

資金貸付金元利収入１６万円、こちら福祉課の所管でございます。 

次のページでございます。６９ページの中段からちょっと下に悠ゆう館施設負担収入１７５万

５千８４６円でございます。 

７１ページに移って、真ん中より少し上のところ、地域生活支援事業負担収入３７２万円が福

祉課の所管でございます。 

７３ページの中段から少し上、高齢者等活動支援促進施設負担収入１４３万２千３８５円でご

ざいます。 

７７ページをお願いいたします。下の２つです。子ども医療費返還金、地域介護・福祉空間整

備等施設整備補助金返還金６０５万３千３５９円、こちらが福祉課の所管となります。 

歳入の項目は、以上となります。 

なお、補足資料といたしまして、お配りをしております総務課資料２の主要事業成果報告書、

また福祉課資料２の決算資料も併せて御覧をいただければと思っております。 

これで福祉課所管の一般会計決算の概要説明を終わらせていただきます。御審議、よろしくお

願いいたします。 

保育園長（河津公子君） おはようございます。保育園費、よろしくお願いいたします。 

保育園費、支出合計２億９千６９３万７千円。これは、民生費歳出の約２８％となります。 

まず、歳出からの説明をいたします。 

１５２ページをお願いいたします。中段からが保育園費となり、主な歳出の報告です。保育園

費２億９千６９３万７千円、そのうちの８１％が人件費となっております。 

１５３ページ、嘱託医報酬８０万円についての内訳です。内科医、おおむら内科クリニックが

下城保育園１０万円、北里保育園１０万円、小国公立病院、宮原保育園２０万円、年２回の健康
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診断をしていただいております。歯科医、とらたに歯科が、宮原保育園２０万円、北里保育園１

０万円、下城保育園１０万円を計上させていただいております。次、非常勤職員１０名の内訳は、

保育士５名、給食調理員５名分となっております。臨時保育士は、有資格者５名、保育補助５名

です。 

続いて、１５５ページ、需用費の中の修繕費の内訳を説明いたします。主なものとして、宮原

保育園避難滑り台修繕、北里保育園園児用トイレを洋式に取り換えました。それから、北里保育

園保育室のエアコン設置などがございます。下段の委託料と、１５７ページの負担金、補助金に

つきましては、保育園所管の決算資料に記載しておりますので、参考にしていただきたいと思い

ます。委託料の中の委託児童運営費９１万９千４４０円です。これは、南小国町、それから里帰

り出産のため入園した日田市、玉名市に対しての支払いを行いました。次に、備品購入としては、

０歳児の入園児が大変多くなっておりますので、４人乗りのお散歩カー、それから各園にパソコ

ン購入をいたしております。 

次に、歳入に移らせていただきます。 

２５ページをお願いいたします。保育利用料負担金１千９０７万８千５００円、収入未済額は

０円、滞納繰越分３万６千２００円につきましても収入済みです。 

３７ページをお願いいたします。国庫補助金、保育の質の向上のための研修事業補助金６万５

千円です。これは、子ども・子育て支援体制整備総合推進事業の中の保育の質の向上のための研

修事業補助金です。１３万円の２分の１が国庫補助として歳入されます。 

次に、子ども・子育て支援交付金、地域子育て支援事業補助金４５９万７千円の中に、地域子

育て支援拠点事業として３２０万円、一時預り事業補助金として５３万３千円が含まれておりま

す。地域子育て支援事業とは、小国町子育て支援拠点カンガルーのぽっけ、それから一時預り事

業補助として、宮原保育園で行っております一時預り事業のことです。 

続きまして、保育対策総合支援事業費補助金１９１万９千円。これは、保育対策総合支援事業

の中の家庭支援推進保育士事業補助金です。現在、宮原保育園に２名の家庭支援推進保育士を配

置いたしております。その２人の役割としては、子育ての支援を主に、気になる子どもさんや母

親、家庭からの相談を受けております。 

続いて、４７ページをお願いいたします。多子世帯子育て支援事業補助金２５４万７千４５０

円。これは、１８歳未満の児童を扶養している世帯のうち、第３子以降の子どもが入園している

場合は、熊本県多子世帯子育て支援事業の適用を受け、保育料が無料となるものです。 

続いて、６７ページです。町外に住んでいる世帯で保護者の勤務先が小国町にあるため、送迎

等の理由で小国町の保育園に入園している児童や里帰り出産で短期入園する児童の施設給付金で

す。９名おりました。南小国町、日田市、荒尾市からです。年齢に応じて公定価格による施設給

付金が算定され、園児が在籍する市町村に給付費として保育料が入ることです。 
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６９ページの下段、一時預り事業負担費です。小国町での一時預りは、給食、おやつを含め、

１日利用が２千円、半日利用が１千円となっているということでございます。 

７９ページ、下段になります。職員給食費２３４万８千円です。そのほかに実習生や保護者、

それから給食試食会などの合計をしたものでございます。 

これで保育園の決算説明を終わらせていただきます。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） おはようございます。 

それでは、教育委員会所管の歳入歳出決算について説明をさせていただきます。 

まず、一般会計歳入歳出決算書の２ページ、３ページ、総括表のほうで、歳入につきましては、

教育委員会事務局に所管するものは、款１２使用料及び手数料、款１３国庫支出金、款１４県支

出金、款１５財産収入、款１７繰入金、款１９諸収入があります。歳入の決算合計額は、３千４

５０万円ほどとなっております。 

次に、歳出ですが、こちら教育委員会所管につきましては、款９教育費、決算額４億３千８０

４万４千８０３円のうちの４億３千７５５万３千８４１円、それから少し下の款１２諸支出金の

うちの８５３万８千３５７円が歳出になります。歳出額、合わせまして４億４千６０９万２千１

９８円、歳出総額に対しまして、教育委員会事務局の占める割合は７.４％となっております。

予算執行率は９６.１％、また対前年比１２６.１％ということで、９千２３０万円ほど、額とし

ては増額となっております。主な理由といたしましては、小中学校の空調機設置工事に係るもの

となっております。 

それでは、歳出の目ごとの主なものを説明させていただきます。 

２１２ページをお願いします。２１２ページの下のほうから２１５ページ、上段にかけまして、

目１教育委員会費です。こちらは、教育委員会の会議と開催運営に係る経費となっております。 

次に、目２事務局費です。主なものは、教育長、教育委員会事務局の職員の人件費、また事務

費となっております。そのほか、２１７ページ、中段にあります負担金補助及び交付金の中で、

高校の魅力化を図り、学力の向上と進路目標達成を支援する小国高校支援補助金として５１０万

円、そのほか、小国高校ホッケー部の全国大会補助金３６万円などを支出しております。 

その下、目３国際交流指導費、小学校の英会話授業の支援をするための経費として支出してお

ります。 

その下、目４小中高連携事業推進費、２１９ページの１２役務費の中で検定手数料としまして

１２０万７千円を支出しております。これは、学力向上に向けた取組みとして、小中学校の漢字

検定及び英語検定、そのほかに小学校の学力テスト、中学校の対策確認テストなどの受講料を助

成したものです。 

その下、項２幼稚園費、こちらは、私立幼稚園の行事等の活動支援として補助金を支出してい

るものです。 
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その下、項３小学校費です。小学校の児童数は、基準日となります令和元年５月１日で１５学

級２８３人となっております。目１学校管理費、小学校を管理運営していくための必要な経費と

して、主なものは、１の報酬で学校医のほか、図書司書や学習・生活活動支援員などの報酬とな

っております。 

２２３ページの上から５段目に委託料ということでスクールバスの委託料として４千５３０万

４００円、対象児童は１５３人、２０２日運行をしております。それと、下のほうに工事請負費

に空調機設置工事として５千４２６万５千２９円支出しております。こちらは、普通教室など、

１８の教室にエアコンを設置しております。 

２２５ページ、最初の各教科教材・校具用備品の中で、今回電子黒板を２台購入しております。 

目２教育振興費です。主なものは、修学旅行費補助金として３９万２千円、対象者は４９名で、

１人当たり８千円を補助しております。そのほか、扶助費では就学援助を目的として支出してい

るもので、令和元年度は３４名の児童が認定を受け、対象となっております。 

次に、項４中学校費です。中学校の生徒数は、基準日時点で８学級１６０人となっております。

目１学校管理費、こちらは中学校を管理運営していくための必要な経費ということで、主なもの

は、２２５ページから２２７ページにかけまして報酬ということで、学校医のほか、図書司書、

学習・生活活動支援員等の報酬となっております。 

そのほか、２２９ページ、一番下の工事請負費に空調機設置工事として４千４０３万５千９９

３円。こちらは、普通教室及び特別教室など、１１教室に空調機を設置しております。 

次のページの最初の中学校体育館改修工事では、体育館の男女の多目的トイレの便器４基を洋

式化して、そのほか、ＬＥＤ化、間仕切り等の改修を行いました。その３つ下、各教科教材・校

具用備品の中で電子黒板を３台購入しております。 

次に、目２教育振興費です。修学旅行補助金として７０万４千円支出しております。１人当た

り１万６千円を助成しております。対象者は４４名です。また、扶助費で就学援助を目的として

２４名の生徒を対象として行っております。 

次に、２３２ページ、目３寄宿舎居住費です。寄宿舎の管理運営に係る経費として支出をして

おります。令和元年度寄宿舎の入寮生徒は、男子が１０名、女子が１６名、合計２６名でした。 

次に、２３４ページをお願いします。目１社会教育総務費です。主なものは、需用費の印刷製

本費２０７万６千８００円のうち１７９万８千５００円は、年度末に発行しました歴史遺産資料

「おぐに」で児童生徒の学習向けに編集したものです。なお、一般家庭にも配布できるよう、３

千部を作成しております。 

そのほか、２３７ページ、負担金補助及び交付金として、婦人会、ＰＴＡなど、各種団体への

補助金を支出しております。 

次の小国町奨学金貸付金１４万４千円につきましては、高校生１名に貸付けを行ったものです。 
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続いて、その下、目２公民館費です。公民館費は、主に小国町の文化祭、成人式、子ども会活

動支援に係る経費として支出をしております。 

次の２３８ページ、目４文化財保護費です。小国町には国または町の指定文化財が２２件あり

ます。その保護に係る経費として支出をしているものです。 

２３９ページ、下のほうにある委託料、旧国鉄宮原線幸野川橋梁調査業務委託３８５万円。こ

れは、昭和１４年に建設された国登録文化財で、老朽化によりコンクリートの一部が剥落し、危

険なため、点検調査または復旧工法等を検討するために業務を委託したものです。令和２年度に

おいて工事を実施しております。 

次のページ。目５交流多目的施設費です。小国町図書室の管理運営に係る経費を支出しており

ます。令和元年度入館者は、６千５４１人でした。貸出し冊数としましては、延べで１万１千７

８０冊の貸出しとなっております。 

次に、目６町民センター費です。平成３１年１月１９日に新築されて、開館しております。施

設の維持管理費に伴う経費を支出しております。令和元年度の利用者につきましては、選挙等も

３回ほどありましたので、申し込みベースではありますが、約２万８千人の利用となっておりま

す。 

続いて、２４２ページをお願いします。目１保健体育総務費です。主なものは、スポーツ振興

を目的として、各種団体や各種大会開催経費あるいは大会出場に係る補助を行っているものです。 

２４６ページ、目２体育施設費です。主に、林間広場、小国ドーム、旧小学校体育館の維持管

理に係る経費を支出しております。体育施設年間利用の申し込み、こちらも申し込みベースにな

りますが、林間広場、小国ドーム、旧小学校体育館を含めまして、約７万６千７００人が利用を

しております。 

次に、目３給食センター費です。小中学校及び小国支援学校の給食の提供に係る経費となって

おります。昨年度と比較しますと、約５１０万円の減となっております。これにつきましては、

給食提供数の減、３月の臨時休校の関係と調理員の減によるものです。令和元年度の利用者数は、

職員を含めまして、小学校が３１４名、中学校が１８１名、委託を受けております小国支援学校

が７３名、年間の稼動日数は１８０日、約１０万１千食の給食を提供しております。 

次に、２５４ページをお願いします。一番下の目１繰出金で坂本善三美術館特別会計へ繰出金

として８５３万８千３５７円繰出しをしております。 

次に、歳入の説明に移らせていただきます。 

２８、２９ページをお願いします。下のほうの目５教育使用料で教育委員会関係の施設使用料

収入です。 

次に、３８ページをお願いします。中ほどの目５教育費国庫補助金、小中学校合わせて１８３

万円になりますが、こちらが教育委員会の所管となります。 



 

11 

次に、５２ページをお願いします。下のほうの目５教育費県補助金として２７万７千円の収入

となっております。 

次に、５８ページをお願いします。目５教育費委託金、小国支援学校給食費の委託金として３

３６万４千２６９円の収入となっております。 

次に、６６ページをお願いします。中ほどの目２奨学金貸付金元金収入としまして７１万円の

収入があっております。４名の方からの収入となっております。 

６８ページをお願いします。雑入です。雑入の中で上から３つ目にあります中学校寄宿舎宿泊

負担金、次の体育施設自動販売機収入、それから７１ページ、一番下の太陽光発電売電料が教育

委員会所管となります。 

最後に、７８ページ、目２給食収入、学校給食収入としまして過年度分を含めまして、２千４

５８万８千８１４円でございます。 

教育委員会所管の中で収入未済額が、奨学金貸付金、寄宿舎負担金、給食費で、合わせて１４

万８千８００円発生しております。これにつきましては、８月末時点で、寄宿舎、給食費の滞納

は全て解消しております。奨学金につきましても、先方とお話をしながら、今年度中に完納を見

込んでいるところです。 

以上、教育委員会所管の決算説明を終わらせていただきたいと思いますが、主要施策成果報告

書及び決算資料を教育委員会所管の部分も配付しておりますので、審議の参考にしていただきた

いと思います。 

議長（松﨑俊一君） それでは、歳出から審議いたしたいと思います。それぞれの歳出科目ごとに

進めていきますので、よろしくお願いしたいと思います。議員におかれましては、別紙両面コピ

ーの一般会計決算、特別会計決算、歳出科目別分掌事務一覧表、これのピンク色ですね、本日の

所管となっております。よろしくお願いします。 

それでは、まいりますが、昨日も申し上げました。歳出は、左のページの上のほう、左から

「款」「項」「目」というふうにありまして、この「目」の欄を私は読み上げますので、参考にし

てもらえればというふうに思います。 

歳出１１２ページ、行政相談費、次のページの一番上の段までですね。よろしいですか。 

５番（児玉智博君） 報償費の無料法律相談顧問弁護士謝礼について、令和元年度の相談された人

の数は、一般の町民の方と、あと職員が相談する場合もあるというふうにいつも言っていますけ

れど、内訳で教えてください。 

住民課審議員（穴井 徹君） 現在手元に正確な数字は把握できておりませんが、成果調書に記載

しておりますとおり、年間で５９件、総数がですね。役場関係者が相談する件数は、１カ月に１

件あるかないかだと私は記憶しておりますので、昨年で１０件前後だったと思います。ちょっと

正確な数字を今把握しておりませんので、そこまでしかお答えできません。 
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５番（児玉智博君） 後で教えてください。５９件のうちの何件かですね。 

住民課審議員（穴井 徹君） はい、分かりました。 

議長（松﨑俊一君） ほかにございませんか。 

次、ページが１１６、住民支援費。 

７番（西田直美君） 住民支援費の中の男女共同参画推進懇話会委員９名の方に２万７千円という

のがあるのですが、これは具体的にはどういうことをなさるのでしょうか。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 先ほど男女共同参画推進懇話会委員ということで、内容はということで

ありましたので、お答えさせていただきたいと思います。 

昨年度に行いました懇話会の委員会での内容といいますのは、まず男女共同参画の計画を第２

次版という形でつくらせていただいたものを説明させていただきました。といいますのも、委員

が代わったというところもありますので、計画の説明というところも含めて話をさせてもらいま

した。その後は、男女共同でそれぞれの委員たちにこういった取組みが必要かとか、そういった

意見をいただくところの時間を取りまして、というような内容になっております。 

以上です。 

７番（西田直美君） ということは、それは１回きりということで、もう一つ伺いたいのは、その

男女共同参画推進委員というのは、どういう人たちを。手を挙げた方が来ているのか、それとも

こっちのほうから人材をきちんと選んでといったらそうですけれども、ピックアップして、この

方になっていただきたいというふうに選んでいるのか、どういうふうなお願いの仕方をしている

のか、教えていただければと思います。 

隣保館長（吉岡晃宏君） メンバーについてということでありました。例年、同じ業種の方といい

ますか、商工会であったり、民生委員であったり、様々なジャンルの方にお願いしているところ

ではあります。名簿を持ってきておりませんので、実際のところ全てのお答えができないですけ

れども。委員が１０人以内で組織をすることとなっておりまして、男女共同のメンバーが男女共

同という名目からも、メンバーは男女の比が半分で構成されて、ほぼ半分ですね、１０分の４未

満になってはならないとなっているのですけれども、そういった方で構成をされております。ま

た、正式な職種といいますか、選定についてまた改めてお答えさせていただこうと思っておりま

す。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 負担金補助及び交付金の阿蘇地区保護司会負担金というのがありますが、今、

阿蘇地区には何名の保護司の先生方がいらっしゃるのでしょうか。 

住民課審議員（穴井 徹君） 阿蘇郡全体ということですか。 

５番（児玉智博君） まず、阿蘇地区というふうになっていますので、保護司会はですね、その阿

蘇地区の先生方の人数。 
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住民課審議員（穴井 徹君） 今、保護司会が阿蘇地区ではなくて、法務局単位で行われておりま

すので、阿蘇、菊池、大津まで含めて同一になっております。今手元にその資料がありませんの

で、先ほどの件と併せて報告させていただきたいと思います。 

５番（児玉智博君） でも、保護司会としては阿蘇地区というふうになっているので、後で結構で

すけれど。その下に更生保護女性会補助金というのがあります。これは小国町単位の女性会とい

うことになるかと思うのですが、この関係ですね、保護司会としては阿蘇地区保護司会だけれど

も、小国町だけでの更生保護女性会の活動というふうになるかと思うのですが。そこで、まず更

生保護女性会の方がお手伝いされている小国町の保護司の先生は何名いらっしゃるのでしょうか。 

住民課審議員（穴井 徹君） 小国町更生保護女性会の中には、保護司の方は入っておられません。 

５番（児玉智博君） それは分かります。だから、更生保護女性会の方々が連携されている保護司

の方が何名いるかという意味で聞いたのですが。 

住民課審議員（穴井 徹君） 保護司の人数ということですか。 

５番（児玉智博君） 多分、私は小国町の保護司の先生とこの女性会が協力していらっしゃるかな

というふうに思うのですが、その認識自体が間違いですかね。 

住民課審議員（穴井 徹君） 保護司の方で小国の阿蘇北部の保護司会の方と合同で行っておりま

す、今年はコロナウイルスの関係で開催できませんでしたが、「社会を明るくする運動」ですと

か、そういった活動を保護司の方と一緒に合同で活動を行っていただいております。それ以外と

しましては、保護司会、更生保護女性会独自の活動として、中学校へ朝の見回りですとか、朝の

挨拶運動、今年はコロナウイルスの関係で独自の活動ができませんでしたので、マスクの製作を

して、中学校ですか、児童生徒に配布していただいたりしております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） それでは、今出ました阿蘇北部の保護司会に保護司の方は何名いらっしゃる

のですか。 

住民課審議員（穴井 徹君） 阿蘇北部で１６名、小国町で９名の方が小国町の保護司として活動

していただいております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

１２６ページ、戸籍住民登録費までいかせてもらいます。１２６ページ、戸籍住民登録費、次

のページの中ほどです。また漏れがあったときには、後からお伺いします。 

それでは、ここで暫時休憩を取りたいと思います。時間が１１時１５分から。 

（午前１１時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きたいと思います。 

（午前１１時１５分） 

住民課審議員（穴井 徹君） 先ほど無料法律相談時５９件のうち、町関係の相談が何件あったか
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ということですが、昨年度は全部で８件になっております。５９件のうち８件が町関係の相談で

あったということです。 

以上です。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 同じく男女共同参画社会懇話会の所属等の内訳等についてということで

お話がありました。まず、全体で９名、男女比で男４・女５になっております。所属別にいいま

すと、小国町議会総務文教福祉常任委員長、人権擁護委員が２名、小国町教育委員代表が１名、

人権啓発男女共同参画特別委員会委員長１名、小国町民生委員児童委員協議会民生委員児童委員

１名、小国町商工会女性部長１名、熊本県男女共同参画推進員１名という内訳になっております。 

以上です。 

７番（西田直美君） ありがとうございます。それで、男女共同参画といえば、要するに小国なん

か、地盤として、個人的な意見ですけれど、やはりまだなかなか保守的といいますか、従来の考

え方が多いところに新しい感覚での男女共同参画というのを入れるのであれば、年齢層というの

はどういうふうになっているのかというところが気になります。男女比は４対５とかで全然問題

ないと思うのですが、年齢層として果たして２０代とか３０代の方たちが入っているのか、それ

から結婚している、してないは別としても、子育てをしている方と独身の方で一般的に考え方の

違いもいろいろあります。そういうものを全て含めたところでの話し合いができないと、男女共

同参画というのは進んでいかないことなので、年１回といえば、そこでどんな話ができるかとい

うことにもクエスチョンマークはつくのですけれども、何かその辺ももう少し考えたところでの

男女共同参画推進委員及び全町民を巻き込んだとか、女性のキャリアアップができるようなこと

を考えていただけるといいなというふうにこの場でちょっとお願いしておきます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

ページを進めます。１３４ページ。 

２番（江藤理一郎君） １２９ページの住基ネット関連のところですけれども、マイナンバーカー

ドの普及に伴って住基ネットは来年度で終了ですかね。新規交付しないというふうになっている

かと思われますが、今後このリース料であったり、システム負担金等はどのようにやっていく予

定でしょうか。 

住民係長（宮本竜二君） こちらの住基ネットといいますのは、転入・転出の入力をしましたら、

転出先にデータが飛ぶとか、そういった形の住基のネットワークのことでございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑はよろしいですか。 

１３４ページから社会福祉総務費ですね。１３６、１３７、１３８ページまでいっております。

社会福祉総務費。 

次が目で言いますと１３８ページ、障害者福祉費、これも１４０、１４２ページの上の段まで

いっております。 
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５番（児玉智博君） 障害者福祉費の一番初めにあります報酬の障がい者相談員報酬というのがあ

ります。非常にこれは専門性を有する職種だと思うのですが、それに対して報酬が２万４千円と

いうのは非常に安いと思うのですね。こういう障がい者相談員なんていうのは、常時やはり障害

者や、あるいはその御家族などからの相談を受ける必要があると思うのですが、２万４千円とい

う非常に安い理由は何でしょうか。多分その相談に応じた数が極端に少ないのではないかと思う

のですが。 

福祉係長（北里仁尋君） 今の御質問ですが、月に２千円という形の２万４千円の計算の基となる

ことだとは思うのですけれども、相談件数としても、今把握している状況ではないような状況、

職員のほうで対応がされているような状況ですね、相談につきましては。 

以上になります。 

５番（児玉智博君） 障がい者相談員までつながなくても解決できているのであればいいのですが、

そこまで結びついていないというのであれば、もうちょっと月２千円とはいえ、やはり公費を払

っているわけですので、活用すべきだし、しかし、今答弁されたように、実績がないのであれば、

見直しも検討する必要があるかと思うのですが、今後どのようにされますか。 

福祉係長（北里仁尋君） 小国町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱等でこの相談員

につきましては要綱が設置されております。なので、引き続き相談員を設置した上で、今後必要

なものが出てきた場合はつなぎながらしていきたいと思っております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。 

１４２ページ、目で言います。国民年金事務費、老人福祉費、老人福祉費は次のページまでま

たがっております。 

次が１４４ページの目、医療費一部負担金。 

５番（児玉智博君） １４５ページの一番下段の重度障害者医療費についてお尋ねです。これが、

極端に不用額が４３６万７千２６７円と多いですね。不用額は、この下のほうの全部を合わせて

かな。乳幼児とひとり親家庭と児童医療費を合わせた部分にしても４００万円というのは非常に

大きいかと思うのですが、その理由を教えてください。 

子ども未来係長（笹原正大君） 医療費につきましては、重度医療費、それから乳幼児医療費、ひ

とり親家庭医療費、児童医療費ということで４つの医療費がございます。医療費につきましては、

毎月の請求、例えば６月に受診された方は８月に支給という形になっていますけれども、請求に

ついては１年間以内であれば請求ができるという形になっているところです。私たちも毎月支払

いの状況というのは気にしているわけですけれども、申請される方がまとめて申請されたりとか

いうところも結構多いものですから、ある程度予算という部分についてはちょっと枠を取りなが

ら執行していっているというところがありますので、不用額については極力出さないようにとい
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うのはもちろんですけれども、ある程度予算を確保しておかないと請求があった場合に出せない

ということもありますので、そういった部分で少し不用額が出ているのかなというふうに感じて

おります。 

５番（児玉智博君） その答弁はどうですかね。というのが、この医療費一部負担金については増

額補正までして、増額補正の額が３６３万８千円増額補正した上で、この不用額が４３６万７千

円出ているのですよね。なので、今の答弁が、要は当初予算で十分確保しておいた上で４３６万

円出ましたというのだったら分かるのだけれど。当初予算は３千５８９万円だったわけですけれ

ど、その当初予算に対して１０％近い補正予算を組んだと。組んだけれども、結果として４３６

万７千円、そのほかの消耗品費とか役務費とかを含めると不用額が全体で４４３万９千円になる

わけですけれど。でも、多分この補正の大部分というのはこの扶助費のための補正予算だと思う

のですが、それでも今の答弁でいいと思いますか。 

福祉課長（生田敬二君） すみません、予算についての補正ですけれども、ちょっと補正関係の書

類を持ち合わせておりませんので、調査をして、午後からでもお話をさせていただきたいと思い

ます。申し訳ございません。 

７番（西田直美君） 今、同じところですけれども、ここに重度障害者の医療費で１千４５２万２

千１１円という金額が出ているのですが、これは対象としては何人ぐらいが対象になっておりま

すでしょうか。 

福祉係長（北里仁尋君） 令和元年度対象者数が２１９名、件数としまして２千２４５件でありま

す。 

７番（西田直美君） すみません、びっくりしてしまったのですが。重度障害者と書いてあるので、

私はものすごい重度障害者の方という何か認識で、例えばベッドから起き上がれないような方た

ちが対象なのかと思ったのですが、これはどの程度ぐらいからが対象になっているのですか。例

えば、軽度であればどういうところぐらいから、本当の重度であればどの程度ぐらいの方で２１

９名というのは構成されているのでしょうか。 

福祉係長（北里仁尋君） 身体障害者手帳の１級及び２級をお持ちの方に対しまして、この重心の

助成が出ております。 

議長（松﨑俊一君） 次、高齢者等活動支援促進施設費、後期高齢者医療事業費、人権政策費まで

いきます。 

７番（西田直美君） １４９ページの部落解放同盟小国支部補助金１７０万円ですが、これが去年

も私はこれを伺ったことがあると思うのですが、１７０万円というのは何に使っているのですか

ねと言ったら、その時のお答えが、研修であるとか、そういうところの旅費や宿泊費とかに使っ

ていますというお答えをいただいていたのですが、例えば今年でいえば、コロナであるとかでど

こに行くこともできないような状況ですけれど、去年支出済で１７３万５千円支出にはなってい



 

17 

るのですが、今年の分でいくと、これはかなり減額になって、不用額で戻ってくるということは

考えられるのでしょうか。 

議長（松﨑俊一君） 決算についてなら。 

７番（西田直美君） 分かりました。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） この部落解放同盟小国支部への補助金ですが、１７０万円、これの内訳、い

わゆる日当とかの旅費の性格なども交えて、説明をお願いします。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 部落解放同盟小国支部への補助金のまず内訳の御説明をさせていただき

たいと思います。補助金の内訳ですが、先ほどお話にもありましたが、研修に対する旅費という

ものが主なものを占めております。車での移動交通費２２万１千１００円、費用弁償５２万９千

円、行動費２万２千円、空港運賃等５０万１千円、宿泊費３９万円、そのほか、参加料１５万６

千円、有料道路通行料３万３千円、駐車場４千１５０円、部落解放研究会年会費１万３千円とな

っております。 

５番（児玉智博君） まず、この日当が５２万円ということで一番高くなっております。この日当

が支払われた対象者の人数は何人でしょうか。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 費用弁償の人数ですが、総人数が９７名になります。 

５番（児玉智博君） 多分今の答弁だと、ある方をＡさんと仮にします。Ａさんが１０日間出張し

ましたと。そうしたら、それを１０人という言い方での多分答弁だと思うのですけれど。そうで

はなくて、Ａさんが１０日出たとしていても、Ａさんであれば１人というような答え方をしても

らえますか。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 何名出たかということについてですが、集計すれば分かりますが、ちょ

っと時間がかかりますので、また昼からというところでもよろしいでしょうか。 

５番（児玉智博君） その次に高いのが航空運賃ですね、５０万円ということで。この航空機は何

名の方が何回フライトして５０万円というふうになるのですかね。これも昼からで結構ですので、

それで後ほど報告してください。とりあえず、ここで一旦切ります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

次、１４８ページの９隣保館運営費ですね。これが次のページの中まであります。 

５番（児玉智博君） 失礼します。隣保館運営費としては、人件費は、報酬は別にして、賃金とし

ては臨時雇用賃金１名分であります。しかし、そのほかにも常駐されている方が、館長というか、

吉岡さんをはじめ、いらっしゃると思うのですが、今体制はどのようになっておりますか。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 隣保館の体制ということですが、今現在は職員が２名、新しく制度が始

まりました会計年度任用職員として１名の計３名で運営しております。 

５番（児玉智博君） 当然、３名ですね、はっきり聞きますが、３名もいりますか。 
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隣保館長（吉岡晃宏君） 人数についてですが、３名で実際に回しているところであり、実際に５

名から４名、４名から３名と減ってきている経緯がありまして、３名になって、ここ２年、３年

というところになります。そういったところで各種イベントも人数で適応できないところもあっ

て、減らしているところもある現状であるのですが、その中で３名でできる範囲でやっていると

いうところでありますので、必要な状況で運営していると思っております。 

５番（児玉智博君） ３名でイベント等があるのであれば、その時に通常役場本庁舎にいる人が恐

らく秋祭りのときとかも職員の方もいろいろ出てやっているわけで、イベントに関してはそれで

対応すればいいと思うのですけれど、通常の日常的な業務は３名必要でしょうか、そのイベント

を抜きにして考えたとき。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 隣保館のイベント以外でということですが、イベント以外に館の児童館

行事でありますとか隣保館行事というものはまた別にあります。それ以外にも、隣保館ですので、

人権の学習であったり、現地に行ったりという出張関係が多数ありまして、ほかの課に負けない

か、それよりか多いぐらいの回数があるというふうには認識しております。その中で、出張をし

ていくというところで館に１人もいないという状況も出てきてしまいますので、仮にこれが２人

としたときには出張等にもなかなか行けなくなってしまうという、館内のイベントと出張と通常

の館の受付業務と合わせたところでは、２人では難しいというふうには思っております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

１５０ページ、児童福祉総務費、それから次の１５２ページ、保育園費。保育園費は、３ペー

ジほどあります。１５６ページまでございます。 

５番（児玉智博君） 園長から説明をしていただいたのですが、非常勤職員報酬１０名のうち、保

育士が５名ということでした。そして、一番下段の臨時保育士は有資格者の保育士が５名という

ことで、職員給３１人というのは全員保育士だと思います。そこで、臨時、非常勤で職員全て合

わせたところで４１人の保育士がいるということだと思うのですが、これは年間通じて４１人で

しょうか。 

保育園長（河津公子君） お答えいたします。 

年間通してです。全体数は調理員を全部入れますので。 

５番（児玉智博君） 保育士の人数だけ。 

保育園長（河津公子君） 保育士の人数は、３１名正職員と有資格者５名で３６名が有資格者、年

間通してです。保育補助が５名です。 

５番（児玉智博君） 非常勤職員の人たちは、保育士という資格がない。 

保育園長（河津公子君） あります。 

５番（児玉智博君） だから、４１名ですか。 

保育園長（河津公子君） ４１名、はい、そうです。すみません。 



 

19 

５番（児玉智博君） それでは、各保育園の資格を有した保育士の内訳を担当するクラスごとに教

えてもらえますか。 

保育園長（河津公子君） 年齢ごとがいいですか。９クラスあります。 

５番（児玉智博君） 年齢ごとで。 

保育園長（河津公子君） 年齢ごと、はい。宮原保育園、年長児２名、年中児２名、３歳児、Ａク

ラス１名、Ｂクラス１名、２歳児、Ａクラス２名、Ｂクラス２名、１歳児、Ａクラス１名、Ｂク

ラス２名、０歳児、看護師を含めます４名。北里保育園、年長児・年中児クラスで１名、３歳

児・２歳児で１名、１歳児・０歳児で２名。下城保育園、５歳児・４歳児・３歳児で１名、２歳

児で１名です。それ以外に、園長、副園長、主任が、主任は各保育園に１人ずつ、それと子ど

も・子育て支援、カンガルーのぽっけに職員が１名、資格証を持っている者がいます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 分かりました。非常にぎりぎりのところでやられているのではないかなと思

ったのですが、令和元年度途中入園というのはありましたか。 

保育園長（河津公子君） ほとんど毎月０歳児は入っておりました。 

５番（児玉智博君） しかし、先ほどの答弁だと、保育士の数は年度初めから年度終わりまでずっ

と４１名なわけですよね。途中入園ということができるというのはなぜですか。要するに、基準

が決まっていると思うのですが。 

保育園長（河津公子君） 入園申し込みが前年度の１１月１日から１１月３０日の期間中に来年度

の入園申し込みをしていただきます。その中で、まだおなかが大きい妊婦さんもいらっしゃいま

す。その妊婦さんが来年度の４月から３月までに入園をしたいという御希望があれば、その方は

早めに、「赤ちゃんが１月にできるんです。来年度の１月から仕事復帰になりますので、１２月

から入園をさせていただきたいです」という話をいただきます。そうしたら、「じゃあ、御出産

されて、子どもさん、名前がついたら申請書を出してください」というふうなお話をさせていた

だいて、それを見込んだところの人数で来年度の保育士数を確保しますという仕組みにさせてい

ただいています。 

５番（児玉智博君） では、４月当初は０歳児のクラスについては、要するに余裕がある体制で始

めているから、途中から毎月のようにあったということは１２人ぐらい途中入園があったのだと

思うのですけれど、１２人も受け入れることができたということですね。分かりました。それで、

ちょっと関連するのですが、この賃金についての不用額、臨時保育士賃金と、作業員賃金も３万

円ありますけれども、その調理員賃金２人というふうにありますけれども、非常に１千万円以上

の不用額が出ているわけですね、この賃金で。何でこんなに１千万円も不用額が出るのですか。

前年の保育需要を見込んで前の年度に積算するのであれば、これは社会保険料も含んで１千万円

ですかね。だとしても、これは１人分ではないですよ。恐らく多分２人分ぐらいだと思うのです
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が、何でこんなに不用額が出るのですか。 

保育園長（河津公子君） 詳しいことは調べさせていただいて、後での答弁でよろしゅうございま

すか。お願いします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

７番（西田直美君） １５１ページの報酬のところですが、非常勤委員の日額報酬１１名分で３万

３千円になっています。当初予算としては９万９千円だったのが、３万３千円の支出ということ

は、３分の１しか出していないのですが、まず非常勤委員が何であるのかと、どうして３分の１

の支出で済んだのかということを教えてください。 

子ども未来係長（笹原正大君） この非常勤委員は子ども・子育て会議の委員になりまして、今回

当初が９万９千円ということで組ませていただいているのですけれども、これは子ども・子育て

の支援事業計画というのが昨年度第２期の計画を令和２年から令和６年までの計画を策定すると

いう形になっておりました。ですので、３回の会議を開催するということで予定しておりました。

第１回は開催をしまして、第２回を年明け、２月ですね、第３回を３月にということで、最終的

に計画の中身とか、最終的な完成でよろしいのかというところの会議を３回に分けてする予定だ

ったのですけれども、新型コロナが非常に感染が拡大してきているというところがありまして、

委員の皆さんには大変申し訳なかったのですけれども、書面での決議をさせていただいたという

ことで、会議は書面にしたものですから、こういう日当とかの報酬ですね、そういった部分がか

からなくなったという形になります。 

７番（西田直美君） それでは、今年は書面でというのは多分多かった。いろいろあったと思うの

ですが、１回の会議で、あとは書面だけで完了してＯＫというか、それで大丈夫な感じだったの

ですか。 

子ども未来係長（笹原正大君） そうですね、書面での決議ということで、やはり委員の皆さんに

はしっかり内容のほうも審議していただきたいというところもありましたので、事前にその内容

はお渡しをさせていただいて、内容を確認していただくお時間も取りまして、それから委員の皆

さまの意見を調査票でいただくような形で、書面での決議という形でさせていただきました。一

応子ども・子育て会議の委員長もいらっしゃいますけれども、その方々とも協議をさせていただ

いて、そういう形を取らせていただいたという形になります。 

議長（松﨑俊一君） ページが１５６、児童館運営費までいきます。次のページの上の段までです

ね。 

それから、次が目１保健衛生総務費、それから２予防費、３環境衛生費までいきたいと思いま

す。１６４ページの清掃総務費までを含めます。これは、１６６ページの上段までになっていま

す。ここまでがピンク色、本日の担当課になろうかと思います。 

５番（児玉智博君） では、住民課に浄化槽補助金について伺います。設置した数は、何人槽を何
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台ずつ出していますか。 

住民課審議員（穴井 徹君） ５人槽が６基、７人槽が１２基、１０人槽が１基となっております。 

５番（児玉智博君） それでは、全部で１９台ということになりますが、最近の動向として、この

うち新築に併せての設置が何件でしょうか。いわゆる、単独槽といいますかね、合併浄化槽と、

それから合併処理浄化槽への切り替えが何台になるのでしょうか。 

住民課審議員（穴井 徹君） 新築と改良の分の内訳がすぐ出ませんので、午後回答させていただ

きたいと思います。合併から合併とか、併せて午後から回答させていただきます。 

８番（松本明雄君） 僕もそこを聞こうと思ったのですけれど、関連して調べていただきたいので

すけれど、地域ごと、宮原が何件とか、上田が何件とか、分かれば一緒に教えてください。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

それでは、ページを進めます。少し飛びます。２１２ページ、目で言います。教育委員会費、

次のページの事務局費、ここまでをお願いします。事務局費というのは、目事務局費、２番ので

すね。これは、２１６ページの中段までですね。 

７番（西田直美君） ２１７ページの小国高校支援補助金というのが５１０万円ですが、これは具

体的にはどういうものの使途に使うために５１０万円というのは計上できているでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 小国高校の補助金の内訳について説明いたします。５１０万円のう

ちの３００万円につきましては、平成３０年度に寄附がありまして、３００万円の寄附の寄附者

の意向によりまして、小国高校にバスを購入するために補助した分になります。それから、２１

０万円の内訳につきましては、生徒の学力向上及び進路目標に係る事業としまして１３４万１千

７７０円、それから職員の研修に係る事業としまして１５万９千５０８円、それから広報活動事

業としまして５４万７千４１３円、事務局の経費としまして１６万５千５３４円、就学支援事業

としまして８８万９千２７５円、部活動支援事業としまして３９万６千５００円となっておりま

す。 

以上です。 

７番（西田直美君） では、そこの中で就学支援ですよね、就学補助、それというのがどういうも

のかというのと、広報に５４万円というのは、その広報はどういうことをする広報でしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） まず、就学支援事業の内容につきましては、新入生の入学金の補助

としまして５千６５０円を５７名に支給しております。それから、教科書の購入補助としまして、

音楽と書道の教科書について補助をしております。それから、県外からの生徒につきまして、通

学費補助として支給をしております。それから、広報活動の事業につきましては、卒業者あたり

の進学先を書いたものの看板あたりを役場の敷地内にも張ってあるのですけれども、そういった

看板や大会関係で優秀な方の看板設置の広報費、それから小国高校のチラシ、それから学校新聞

作成代というところで支出をしております。 
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７番（西田直美君） ということは、横断幕が時々出ているではないですか。ああいうのも教育委

員会のほうで準備なさっているものですか。ホッケー、どことかに行ったとか、何とか出場おめ

でとう、頑張ってみたいなものの横断幕を時々見ますよね。あれも出ているのですか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 町の中で見られる看板・横断幕につきましては、各保護者や協会あ

たりで掲示をしていただいているものであります。小国高校に関するものは、学校の校舎の防球

ネットあたりに張っている看板とか、そういったものになります。 

８番（松本明雄君） ８番です。 

今のに関連して、私もＯＢです。非常に助かっております。南小国町も出していると思います

けれど、その比率が分かれば教えていただきたいのと、今、津江のほうから結構来ています。来

年度というか、３月頃には、全員、津江のほうから来ていただけるような話もいただいておりま

すので、今後、町長にお願いしたいのは、日田市のほうに行って、原田市長とその辺の少しでも

日田市からも予算がいただければ、いただいてきていただきたいなと思っております。昔は、小

国からも日田高校、日田林工なんかに行っている方もいらっしゃいました。三隈商業ですね、そ

ういうところも行っていたのですけれど、今は小国がすごくこの頃頑張って、評判がいいですの

で、結構多く来られると思いますので、また日田市のほうにも行って、お願いしていただきたい

と思います。 

学校教育係長（後藤栄二君） 補助金の小国町と南小国町の配分につきましては、６対４で支出を

しております。全体の補助金につきましては３５０万円、南小国町から１４０万円支給しており

ます。 

それから、県外の一応入学者について御説明いたします。現高校生で、高校３年生が５名、２

年生が４名、１年生が７名、県外から通学をしております。 

町長（渡邉誠次君） 松本議員から御質問いただきましたので、原田市長は、実はＮＰＯ法人の事

務局長をされていた時代から知っておりまして、いろいろとお話をさせてもらっております。当

然、隣の県ではありますけれども、非常に２１２号線を含めて、いろいろと課題が多いところで

ございますので、もちろん小国高校のお話も含めまして、いろいろとお話をしたいところですけ

れども、今年に入ってはやはりいろんな会議等々がコロナウイルス関係で取消しになっておりま

すので、再開できれば、いろいろとまた話をしっかりとさせていただきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。午後の会議は１時から。 

（午後０時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

子ども未来係長（笹原正大君） 午前中に質問をいただいておりました医療費一部負担金の扶助費
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の不用額につきまして御説明をさせていただきたいと思います。議員から不用額の部分に補正予

算の部分も含めて御質問をいただいておりましたので、補正予算の内容を踏まえながら御説明し

たいと思います。 

医療費一部負担金で補正予算を３６３万８千円組んでいるのですけれども、この主な内容とい

たしますのが、医療費システム導入負担金を６月議会で２５７万８千円組ませていただいており

ます。それから、１２月に乳幼児医療費が例年よりも支出がちょっと多くなってきているという

ところから１００万円、１２月に補正をさせていただいたところです。扶助費の決算額といたし

まして、内訳としては、重度障害者医療費が３４７万７千９８９円不用額が出ておりまして、乳

幼児医療費につきましては、１００万円補正しましたけれども、４１万３千１５１円が逆にちょ

っと足りなかったというような内容になりました。それから、ひとり親家庭医療費につきまして

は１０６万６千４９円不用額が出ております。最後に、児童医療費につきましては２３万６千３

８０円の不用額ということで、合わせて４３６万７千２６７円の不用額が出ることになったわけ

ですけれども、午前中に少し説明させていただきましたけれども、担当者といたしましては、や

はり年度末に申請をまとめて出される方がいらっしゃったりとか、受診に関しては高額な部分も

あります。３月の支払いの受付が３月中旬ぐらいまで受付をするものですから、その予算という

のを計算していくのがなかなか難しい状況ではありますけれども、議員のおっしゃるように、不

用額を極力出さないようにというのは当然のことだと思いますので、この部分に関しましては、

福祉係とあわせて、子ども未来係と連携しながら極力不用額を出さないでいいように検討してや

っていきたいなというふうに思っております。 

以上です。 

福祉係長（北里仁尋君） 私から、午前中、児玉議員から御質問がありました１３９ページの障が

い者相談員報酬につきまして一部訂正等がございますので、御説明させていただきます。 

こちら相談員になっていただいている方につきましては、自主的に隣保館等で月に１回か２回、

そういった会議、相談の場等を設けていただいておりまして、そこで保護者さんと子どもさんに

集まっていただきまして、相談を受けております。それにつきましての謝礼金という形での２万

４千円を組まさせていただいております。 

以上になります。 

保育園長（河津公子君） 午前中の児玉議員の不用額についての説明とお断りを申し上げます。 

前年度の予算のときに、非常勤職員１１名、臨時保育士１４名ということで上げさせていただ

いておりまして、３月の時点で非常勤職員が１名退職されました。臨時保育士に関しましては、

４月１日の時点で１０人しか確保できておらず、それ以後も引き続き募集をさせていただいてお

りましたけれども、見つけることができませんでした。そのことで、３月議会に減額補正をしな

ければならなかったということで大変申し訳なかったと思っております。今後このようなことの
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ないように努めさせていただきます。すみません。 

５番（児玉智博君） 非常勤職員報酬が、確かに１１人だったのが１人退職したので、１０人にな

って、ここで２１０万６千９９１円不用額が出ていますね。そして、臨時保育士も募集をしてい

たけれども、確保できなかったということですね。それは、分かりました。それで、毎月のよう

に０歳児の途中入園があったということですけれども、そうしたら、４月の年度初めとそれと３

月末の終わりで、０歳児は何人から何人増えたのですか。 

保育園長（河津公子君） ４月１日の時点では０歳児が３人で、３月いっぱいのときが最終的に１

９人です。 

５番（児玉智博君） １９人もいたということですね。それで、先ほどの説明では、４月１日から

３月３１日までを通じて、保育士の数は４１人だったというふうに言われて、各クラスで０歳児

がいるところは宮原保育園に４人の保育士、北里保育園には１歳児と０歳児クラスで２名という

ことで言われました。この配置も変えてないですか。だから、例えば４月時点では年長児をみて

いたけれども、０歳児が増えたから、年長児をみていた人を０歳児のクラス担任に変えたとか、

そういう配置転換はされてないですかね。 

保育園長（河津公子君） 配置替えをするときは、保護者を集めて、説明会をしなければいけませ

ん。今回に限っては、配置をしなくても、何とか園長、主任、副園長が資格を持っておりますの

で、私たちが０歳児クラスに入る。それから、無資格者の保育補助の先生方を集めるというふう

な、臨機応変にその日その日によって出張があったり、お休みがあったりという保育士がいたり

するので、そこで配置ではないですけれど、宮原保育園の主任が今日はこのクラスに手伝いに行

ってくださいというふうな配置をします。北里保育園、下城保育園においても、資格を持ってい

ない保育士を１名ずつは配置しておりました。何とかできております。 

５番（児玉智博君） やはり国の基準では０歳児は保育者１人に対して３人という基準があります

ので、宮原保育園でいえば、４人ですよね、保育士はですね。これに補助に入っていたのかもし

れないですけれど、ということは４、３、１２で、１２名ではないといけない。北里保育園は、

１歳児と０歳児の混合クラスということですが、それで２名。それが、全員が０歳児とするなら、

６人。非常にぎりぎりの人数でやっているなというのが分かりますので、だからこそ募集はされ

ていたと思うのですが、基本的に保育のニーズがあるから受け入れられるのだとは思うのですが、

やはりそうするためには、園長が０歳児クラスに入るとか、何かそういうことをしていると思う

けれど、それに集中するわけにはいきませんよね。今日もこうやって議会答弁のためにいないわ

けですので、平日だけれども。やはりそういう何かぎりぎりのようなことにならないように、募

集をして探してきてから入れることができて、そのニーズに応えることができるのが一番いいで

すけれども、あまりにぎりぎりの綱渡りのようなことにはならないようにしていただきたいと思

いますので、引き続き頑張ってください。 
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住民課審議員（穴井 徹君） それでは、１６４ページの環境衛生費、浄化槽補助金について、午

前中の質問に対しての回答をさせていただきます。 

大字ごとの設置状況は、宮原１０人、上田４人、北里１人、西里０人、下城２人、黒渕０人、

それから新築と増改築の件数ですが、新築が７件、改築というか、リフォームが１２件となって

おります。動向としましては、平成３０年が１７件、昨年度が１９件、昨年度も消費税の増税の

関係があったので、上期はものすごく申請が多かったのですが、後期はちょっと減っております。

今年度もコロナウイルスの関係かは分かりませんが、ほぼ申請が上がってこないような状況にな

っております。 

以上です。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 午前中に質問がありました１４９ページ、一番上になります部落解放同

盟小国支部補助金の質問について回答させていただきます。 

まず、費用弁償を受け取った対象者の数ですけれども、１４人です。 

次に、航空運賃等を受け取って、出張等をされた対象者が９人となります。 

以上です。 

５番（児玉智博君） では、その９人が５０万円あれしたと思うのですけれど、航空チケット何枚

でこの５０万円になるのですか。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 全部で１７です。 

５番（児玉智博君） １７。 

隣保館長（吉岡晃宏君） はい。１７回分で合計が先ほどお伝えした航空運賃の合計額になります。 

５番（児玉智博君） 行ったら帰ってこないといけないので、奇数になるのはちょっと変ではない

かなと思うのですけれど。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 伝え方が分かりづらくて申し訳ありません。１７回分になりますので、

往復となりますと、かける２の３４回ということになります。 

５番（児玉智博君） 回数としては、だから、１７回行って帰ってきたということで、９人という

ことですけれど、回数として１回の出張に２人だって行ったりとかしているのかもしれないです

けれども、非常に多いと思うのですよ。多いし、また日当が１４人とはいえ、５２万円、航空運

賃も５０万円、これで１００万円超すわけで、本当に必要な人数、もしかしたらそこに職員もこ

の補助金と別に普通旅費で同じ出張に同行しているのかもしれないですけれど、やっぱり本当に

必要なものに絞っていって、財政も厳しい中ですので、減らしていく方向で相談していっていた

だきたいと思いますが、よろしく御対応ください。 

議長（松﨑俊一君） ページが２１６、目で３国際交流指導費、４小中高連携事業推進費、それか

ら幼稚園費の目でいきますと教育振興費、小学校学校管理費、これは４ページほどあります。 

７番（西田直美君） 国際交流指導費の中の語学指導委託料３２３万７６０円についてお尋ねしま
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す。去年から小学校５年生から英語が教科になってきました。授業になってきたので、去年、私

の一般質問のときには、そういうことの指導もしていただくのでということで、小学校にそのま

まということで従来の外国人の先生が入っていらっしゃるわけですが、去年の実績として週に何

回お仕事をなさって、出てこられて、コマ数どれくらいやったか。それから、それが１回当たり

の単価、コマ数当たりの単価が幾らになるのか。それから、学年は何年から何年まで教えている

のか。それに対して報告書の提出等があったのかということについて、お知らせください。 

学校教育係長（後藤栄二君） 語学指導委託料としまして、１業者と委託契約を交わしております。

火曜日から金曜日、金曜日につきましては２人来ていただいておりますので、週でいきますと、

５日分というような形にはなります。それから、コマ数につきましては、１限目から４限目、ま

たは２限目から５限目のコマ数になっております。単価につきましては、以前ちょっと私も中身

について精査したことがあったのですけれども、３千円です。それから、報告書につきましては、

出勤簿でうちのほうはいただいておりますけれども、報告書の中身については学校のほうに保管

している状況です。 

以上です。 

７番（西田直美君） 去年の一般質問の答弁のときには５年生からということで、学校の先生たち

も、担任の先生たちはなかなか英語を教えられませんよということで、そのための指導のために

外国人、ＡＬＴが必要だということでおっしゃられたのですが、その辺のところは学校の先生た

ちに定期的に講習、研修を外国人のほうからやっているのですかね。 

学校教育係長（後藤栄二君） 先生方の研修につきましては、この中の委託料の中で研修は行って

おりません。先生方につきましては、県が主催する、そういった英語教員の研修に参加している

状況です。 

７番（西田直美君） １２月になると来年度予算のことになってきますので、今のうちに言うしか

ないと私は思っているのでお伺いしますけれども。中学校に外国人講師がいなくなって、丸々２

年経っているのですが、７月の学校公開日にも授業を見に行きました。ところが、やっぱり電子

黒板が入ったとはいえ、先生が１人でやっているのです。私が行っているときには、私は英会話

の授業がないときに、ほかの一般の英語の授業があるときには先生の補助で入っていました。そ

うしないと、なかなか子どもをみれないです。先生も。特に今、小国中学校は、先生２人体制で

やっているのですよね。誰もいないで、私が見に行ったときもいないので、結局１時間丸々補助

で入った形で、宿題チェックをしたりとか、プリントの手伝いをしたりとかしたのですが、もう

そろそろ本気で入れていただきたいなと思うのですが、以前、ＡＬＴもＪＥＴプログラムからす

ると年間５００万円ぐらいかかってと、その予算のことを言われたのですが、ほかのところでい

っぱいお金を出している部分もあるので、本気でやるのであれば、ＪＥＴプログラムでも内容的

にやるのであれば、１００万円、２００万円多くなってもいいと思うのですけれども。その辺の
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ところを探しているけれど、なかなかとおっしゃったのを、どこを探している、具体的にという

ところは、また１２月でも伺おうと思うのですが、本気で考えていただきたいなと思って、お願

いでおしまいにします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） ちょっと戻りますけれど、高校支援補助金について、私からも１問。３００

万円は町への寄附金で使途の指定があったので、この高校支援補助金として交付して、それは結

果としてバスに使われたという説明でした。バスを買うのはいいですけれど、買ったら、大型バ

スは、車検は毎年あるし、また長く乗れば、オイルも替えないといけない。タイヤも替えないと

いけない。故障もするかもしれません。そうしたときの維持費というのは、この高校支援補助金

が今後使われるのか、それとも県費でみてくれるのか、それとも先生方や保護者の方が何とかし

てお金をつくらないといけなくなるのか、教えてください。 

学校教育係長（後藤栄二君） 今後の維持費につきましては、今のところ、通常の小国高校支援補

助金の中から経費が使われるかと思います。燃料代、それからタイヤの交換あたりも費用がかか

ったりしますので、あとは育志会あたりの助成もあるのではないかと思っております。 

５番（児玉智博君） そうなると、今後そういう車検、車検は毎年ですけれど、とか、そういう修

繕なんかが必要になった場合は、小国町が上乗せして出さないといけないのか、それとも通常交

付しているものをやりくりして、学力向上であったりとか、そういう部活とか、就学補助とか、

あるいは広報、そういった部分を削って、バスを維持していくことになるのか、どちらですか。 

町長（渡邉誠次君） この部分に関しては、南小国町の髙橋町長ともお話をさせていただいて、予

算的な話になりますけれども、昨年度そのバスを買ったりというところで、私としても同じよう

な質問を高校側にさせていただきました。マイクロバスに関しては、維持費等々もかかりますけ

れども、やはり運営自体を保護者の皆さんでしていっていただければ、通常今まで頼んでいたバ

ス代とか、そういったところが非常に、簡単に言うと、コストが安く済みますので、その分で手

当できるのではないかなというお話はしていただいておりました。それと、もう一つこの部分で

言いますと、バスの部分の維持費とか、今からずっと小国高校の魅力の部分でのお金を両町で負

担していくというか、両町でお話をしていきながらやっていきたいのですけれども、なかなか非

常に使いづらい部分もありますので、少し金額的には下げさせていただきますけれども、この中

で魅力化に向けて、小国高校の中で話をしていって、使っていただきたいという旨をお伝えさせ

ていただいて、限度額３００万円ぐらいをめどに通常は考えていただきたいというお話を両町か

らさせていただきましたのと、別に何らかの、例えば今回はありませんけれども、早稲田からの

大隈塾あたりの提案で小国高校の中で出張授業だったりとか、セミナーとかをしたいというとき

には、また改めて小国高校と両町で話をしていきながら、予算をつけて、補正予算でつけさせて

いただくというようなお話をさせていただきましたので、当初予算では昨年より今年度のほうが
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少し若干は少ないようになっておりますけれども、事情としては今説明したような事情で、バス

の経費については予算内でお願いしたいという旨はお伝えしてあります。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 基本的に小国高校というのは、県立高校、設置者は県です。ですので、やは

り高校と小国町、南小国町の３者で、地元の高校ですから、お話をして、そういう必要なところ

であったりとか、リクエストに両町で応えていくというのも、それも否定はしませんけれど、そ

ういうやり方もどんどんやっていっていただきたいのですが。やはり小国高校がなくなって困る

のは小国町の人たちが第一義的にそうですけれど、やはりそれが減れば、職員のほうもまず学校

長のポストが１つ減るわけですから、校長になれる人数も減るし、教頭もそうですよね。やはり

この教職員の定員自体にも関わってくる問題なので、そこは設置者の県もお金をもっとこういう

郡部の学校にも出してほしいと思うのですよね。ですので、やはり同時に髙橋町長や学校長とも

一緒になって、県からも予算を取るという姿勢にも同時に立っていただきたいと思うのですが。 

町長（渡邉誠次君） 昨年から両町で一緒に話をさせていただいております。特に今回もそうでご

ざいますけれども、エアコンの部分も含めて、どうにか県にしていただけませんでしょうかとい

うところで要望書も上げさせていただいておりますし、学校長も学校の施設課ですかね、そちら

のほうに足を運んでいただいて、いろいろと一緒に話はさせてもらっていますけれども、なかな

か今コロナの状況下もありまして、臨時交付金等々もありますけれども、それを予算化するとい

うところまでは至っておりません。しかしながら、小国高校、それから両町でまたしっかり、先

ほども言いましたけれども、日田市長とも高校の部分に関しましてはお話をさせていただきたい

というふうに思っています。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ページを進めます。２１６ページから２１８ページ、小学校の学校管理費が

ちょっとこれ長いですね。２２４ページまであります。２２４ページ、款・項・目の目、教育振

興費、これは小学校の教育振興費ですね。 

次は、中学校の学校管理費に入ります。左のページで２３０ページまで。２３０ページ、中学

校の教育振興費、よろしいですか。 

左側のページ２３２、款・項・目の目、寄宿舎居住費、次のページの２３４まで、寄宿舎居住

費ですね。 

７番（西田直美君） 寄宿舎の非常勤職員の調理員の方、お二人で３５３万５千３００円というの

がありますけれど、これは何食分提供になるのでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 食数でいきますと、火曜日の夕方から金曜日の朝まで食事を提供し

ますので、８食ですね、提供することになっております。年間大体１５０日から１５５日宿泊す

るようになっております。 
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７番（西田直美君） では、これは定額でということ、月額幾らみたいな形になるのですかね。例

えば、今年みたいにコロナで学校がずっとお休みになった、２カ月近く休みになったとすると、

子どもたちもいなかったりするわけですが、その分のときも定額で支払いという形になるのです

か。 

学校教育係長（後藤栄二君） 年間１１カ月分というところ、年間の給与を１２カ月に割って、月

額で支給しているものであります。 

議長（松﨑俊一君） よろしいですか。 

２３４ページから、目で社会教育総務費。 

５番（児玉智博君） それでは、伺います。１１需用費の中にあります印刷製本費で成果品をお借

りしてきました。歴史遺産資料ということで、これが印刷製本されて、町内に配られたというこ

とです。立派な冊子ですよね。オールカラーでしておりますけれども。この中の編集の仕方とい

う部分で伺いたいのですが、一応編集委員や検討委員とか、編纂、編集した人の名前は出ていま

す。ぜひ興味のある方は見ていただいたらいいと思いますけれど。この中に専門的な知識であっ

たりとか、実務経験ですよね、一般的にこういう資料の収集とかを専門的に行うのは学芸員とい

う資格があると思うのですが、そういう資格を持っていたり、そういう実務経験がある人はこの

中には入っていますか。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 名簿は御覧になっていると思いますが、いわゆる学芸員とい

う資格をお持ちの方はおられないと思っております。文化財保護委員であったりとか、そういっ

たメンバーで構成させていただいております。 

５番（児玉智博君） では、その編集委員の中にはいなくても、そういう方からアドバイスなりは

あったのでしょうか。職員の中にも学芸員資格を持っている人はいますけれど、専門が美術です

ので、ちょっと分野が違うかなという感じはしますが、何かそういう人にどういうふうに仕上げ

ていったらいいかとかいうアドバイザーみたいな存在はいましたか。 

教育長（麻生廣文君） アドバイザー的な方はいらっしゃいません。 

５番（児玉智博君） 私が一通り読ませてもらって、疑問があるのですね。というのが、１１３ペ

ージから小国高校の存続ということで、今まさに直面しているようなことですけれど。しかし、

それは、昭和２２年２月に、学校教育法が改正された年ですけれど、その時に高等女学校だった

小国高校が県立高等学校ですね、新制度の、それに移管するのか、廃止されるのかという危機に

直面したということがあるそうです。それで、当時の議会では、地元負担金が必要になると、そ

ういう金を払ってまで残す必要はないという議論になっていたのを、当時町議会議員で、後に小

国町長になる河津寅雄氏が、いや、そうではないと、今からはお金がない人も、いわゆる高等教

育ではなくて、後期中等教育になるかな、そういう高校に進学できるような社会をつくっていこ

うということで、結局そのお金をどうつくるかというところで、ちょうど議場の窓の向こうに見
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えた小国両神社の銘木を切らせてもらって、そこからお金を借りればいいということになって、

総代の人を呼んで、最初は断られそうになったけれども、説得というか、してから、実際木を切

って、お金をつくったということが書かれているのですよね。それで、その後どうなったかとい

うと、その後、神社から借りた杉の木の代金は、昭和４０年代後半にＰＴＡが利子をつけて返還

したそうであると。いわゆる今でいうなら、町が一時借入金みたいな形で両神社からお金を借り

たのに、返したのがＰＴＡが返すかなと、普通だったら、議会で話したことだから、町が返すべ

きなのに、そういうのをＰＴＡに言われて、ＰＴＡの人も怒らなかったのかなと、これ事実なの

かなというふうに私はこれ疑問なんですよね。それで、昭和２２年２月の話だそうですけれど、

昭和２２年の町議会の会議録を見てみたら、２月には議会が開かれたという事実がそこには記さ

れてないです。本当に聞いたところでは、何か引用した本があるらしいのですけれど、でも、こ

の文章を見ても、どこからどこまでが引用したのか分からないということで、公費を使ってつく

るのに、何かどのぐらい真面目につくっているのかなと疑問なんですね。この辺の事実関係とい

うのは、これは確かなことが書かれているのですか。 

教育長（麻生廣文君） 今のＰＴＡが支払ったという部分につきましては、私も何度もチェックい

たしましたので、その本に記載があったものですから、私も含めて検討委員の皆さん方もそこの

点については問題視しておりません。ただ、その後、いろんな文書等を調べてみましたら、小国

町の財産組合となっておりますので、小国町外一ケ村の財産組合が支払ったのではないかといっ

たような部分に今出会っておりますので、現在調査をしているところでございます。御存じのよ

うに、昭和１８年から昭和２３年にかけて、旧実科小国女学校ですかね、そこにつきましては、

県のものから財産組合の事務局のもとにあったようでございます。昭和２３年に県立に戻すとい

うときに起きた話だと思います。今、調査をしているところでございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 非常に不確かな情報だったということを認められたと思うのですよね。それ

で、確かに今言われたように、この本は幾つかの本を引用する形でつくられています。最後のペ

ージに引用参考文献ということで、全５９の文献の名前と、あるいはその著者の名前が書かれて

おります。そこで、確認ですが、引用の５要件というのがあります。引用の５要件は、説明でき

ますか。また、この引用の５要件は、この本は満たしていると言えるでしょうか。 

教育長（麻生廣文君） 引用の５要件ということにつきましては、存じ上げておりません。 

５番（児玉智博君） 引用の５要件ですが、大学におられた経験もある教育長だったら分かるのか

なと思ったのですが。論文なんかをですね。でも、学位論文は書かれたと思うのですけれど。引

用の５要件というのは、まず明確性です。主従関係が明確であること。２つ目が、引用部分がほ

かとはっきり区別されていることということで、明瞭区別性です。それと、もう一つが、引用す

る必要性があることの必要性。出典元が明記されていること。そして、最後に改編しないという
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こと、これは当然だと思うのですが。ですから、さっきの部分で言うなら、かぎ括弧をつけて、

ここからここまでが括弧で、何何という著者が、誰誰さんが書いた、何何という本から引用しま

したよということが明確に分からないと引用条件を満たしているということには言えないと思う

のですよ。個人の方が趣味で出版するにしても、その引用の条件というのは満たさないといけな

いわけですが、これは公費を使って配布する本なのに、引用の条件が満たされていないと私は思

う。これは、非常に問題だし、恥ずかしいことだと思うのですが、どう思いますか。 

教育長（麻生廣文君） すみませんが、これをまず子どもたちの学習用ということでつくったとい

ったところで、例えば著作権に絡む部分とかは学校教育等で使う場合については非常にその部分

は緩やかな規定がございます。この本自体は子どもたち向けにつくるといったところで、読み物

資料として非常に親しみやすさを求めたものでございます。その中において、たくさんの方から、

非常に読みやすくて、分かりやすいという評価もいただいておりますけれども、そうした形で、

もちろん先ほどのような表記の非常に怪しい部分があってはもちろんならないわけですけれども、

そうした部分を極力考えながらつくられたものでございますので、そうした子どもたちへの教材

に使うという部分で進めてきているといった点で読みやすさや分かりやすさ、そうしたものを求

めたもので、引用部分についてここからここというふうにしていった場合に子どもたちに伝わる

部分は非常に弱くなるというふうな観点のもとに、しっかり読み込んだ上でそれを編集する人の

言葉なりにそしゃくしてつくりかえていったもの、そして、皆さんに読んでいただきたいと、お

手元に届けたものでございます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 子どもに分かりやすく伝えようという、その思いは本当に必要なことだと思

うのですよ。ただ、伝える内容が本当に小国高校のＰＴＡがお金を返したかどうか、事実が怪し

いわけではないですか。子どもに分かりやすく、事実と違うことを伝えるというのは、それは教

育者として、それは反省すべきだと思うのですが。回収して、本当の事実ですよ、真実を、現段

階の研究において、事実と認めるに足る範囲で子どもたちに分かりやすく伝えていくと。分かり

やすく、事実と違うことを教えたら、僕は駄目だと思うのですが、そう思いませんか。 

教育長（麻生廣文君） 議員がおっしゃっている気持ちは大変よく分かります。しっかり調査をし

て、調べていきたいと思っております。 

５番（児玉智博君） やはり現段階でもちょっと疑義が生じているわけでしょう。財産組合から返

したのではないかという可能性が出てきているというわけですから、やはりそれが現段階ではこ

こに書いてあることについて事実ではないかもしれないわけだから、回収するなり、やはり訂正

はするべきではないかと。だから、これは現段階では可能性として事実ではないかもしれません

というようなのはきちんと読み手に伝えるようにするべきだと思うのですが。回収はしなくても、

注釈というか、訂正文を配布すべきだと思いますが、いかがですか。 
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教育長（麻生廣文君） 吟味して、必要とあれば、そのようにしていきたいと思っております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。 

ページが２３６ですね、公民館費。それから、次のページ、集会所運営費、これは住民課にな

りますかね。それから、文化財保護費、交流多目的施設費、町民センター費までいきます。ペー

ジが２４２ですね、左のページで２４３ですかね。 

９番（熊谷博行君） 何か毎回、毎年質問しているようですが、まずスポーツ推進委員の９名です

かね、この説明と、次のページ、いいですかね。 

議長（松﨑俊一君） ２４２ページ、どこからですか。 

９番（熊谷博行君） ２４５ページ。 

議長（松﨑俊一君） スポーツ推進委員、しばらくお待ちください。そこまでいっていません。 

９番（熊谷博行君） それなら、スポーツ推進委員の。 

議長（松﨑俊一君） そこまでまだいっていない。申し訳ない。町民センター費まで。その後が保

健体育費に入ります。しばらくお待ちください。 

７番（西田直美君） 集会所運営費のことについて伺います。これは倉原集会所ということですが、

週１回の勉強会をやっていることに使うのがほとんどかなと思うのですけれども、これは週に多

分１回だったと思うのですけれど、現在何名利用になっていますか。 

隣保館長（吉岡晃宏君） 昨年度の実績というところでよろしいでしょうか。昨年度の学習会での

利用ですが、小学校が、まず子どもが延べ３３７名、大人が２５１名、回数におきましては２３

回になります。続いて、中学校ですが、中学校は、子どもが延べ１３０名、大人延べ９７名、回

数が２６回です。続いて、高校が、子ども延べ３０名、大人延べ１８名の回数が１６回となって

います。 

以上です。 

７番（西田直美君） 来館数ではなくて、実質数でお願いします。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 小国小学校、児童数２７名、小国中学校が１０名、小国高校

生が７名、計４４名となっています。大人は、支払者でよろしいでしょうか。指導者の数が、小

国小学校が１９名、小国中学校が１７名、小国高校が２０名、計５６名となっています。 

７番（西田直美君） 予算額として６３万８千円、支出済として４９万９６２円というのを使って

やっているのですが、これは今後もこの規模でというか、これからもずっと続いていく予定のと

ころの中に入って、毎年大体これまでも令和元年度までも同じような形できて、今後も同じよう

な形で継続していくようなものと考えてよろしいでしょうか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） はい、今後もこのように続けていきたいと考えています。 

７番（西田直美君） 例えば、場所を変えるとか、そういうことは考えてないわけですか。倉原集

会所って、かなり小学生が何といっても２７名の利用ということであれば、中学校と小学校は同
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じ場所にあって、それが倉原まで行く必要があるのかということが私にはちょっと分からないの

ですが、例えばもっと町中の町民センターがあるのだから、町民センターを使ったほうがいいの

ではないかということにはならないわけでしょうか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 倉原集会所が人権の教育集会所ということで建設されていて、

今はそこで行っているわけですけれども、人数が蜜になるとか、そういうことで町民センターを

使ったりということはあり得ると考えています。 

７番（西田直美君） では、どうしても倉原でないといけないということですかね。個人的な意見

ですけれども、場所的にも設備というか、冷暖房うんぬんにしても、よく倉原集会所に行ったこ

とがないから分からないのですが、そこの場所が変わるとかというようなことが検討課題に入る

ようなということは一切ないわけですか。 

教育長（麻生廣文君） まず、この学習会の目的が絡みますので、お話しさせていただきます。人

権子ども会の学習会というものは、部落差別をはじめ、様々な差別に打ち勝つ力や、それから豊

かで確かな進路を切り開いていく力、こうしたものを育成したいということを目的としておりま

す。倉原の集会所は、できるときに補助金、その他、しっかりその目的に合った部分で小国町が

つくりたいということで、国・県あたりとも話が合致して出来上がったという経緯がございます。

そのことを考えていきますと、これまでの子どもたちの頑張りに支えられまして、続けられてい

ると。地域の方々の思いもそこに入っているというようなところがあるかと思っております。あ

くまで子どもたち一人ひとりの人権意識を高める、それから未来を切り開いていく学力を保障す

るといった意味で、そういう目的のもとにつくられた倉原集会所というのはそれなりに教育に対

する意味が非常にあるといったところで続けているところでございます。隣保館であったり、町

民センター等も考えられるかと思っておりますが、そもそもこれが出来上がっていった経緯等を

考えていったときに、そこに国や県の思いもあって、あの建物ができているといったところを考

えていったときには、しっかりその思いを受け継いでいく必要もあるというふうに受け止めてお

ります。 

以上です。 

７番（西田直美君） そのことについては、ここで言うのもなんですので、また一般答弁でしっか

り質問させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。 

２番（江藤理一郎君） 小学校費、それから中学校費、いいですかね。大丈夫ですか、ちょっと遡

って。 

議長（松﨑俊一君） 今ですね。 

２番（江藤理一郎君） 今、違いますか。 

議長（松﨑俊一君） 社会教育関係の公民館費、集会所運営費、文化財保護費、多目的交流施設費、
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町民センター費までを今。 

２番（江藤理一郎君） 町民センター費、すみません、では、後でまた。 

議長（松﨑俊一君） はい。 

７番（西田直美君） 何のことか分からないので、教えていただきたいのですが、２３９ページの

文化財保護費の中で、流湿原管理委託料３５万円というのがあるのですけれど、これは実際には

どういうことをするのでしょうか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 流湿原にサギソウなどの希少植物があります。そこの管理と

監視をしていただいています。監視については、４月から９月は月２回、そのほかは月１回、そ

のほかに草刈り、野焼き、開花の確認などをしていただいています。 

８番（松本明雄君） また関連して聞きます。あの辺は管理されていると思うのですけれど、やっ

ぱり広域農道が近いですので、盗掘はされたようなことはないでしょうか。お聞きではないです

かね。庭に行くと、なかなかサギソウを見る御家庭があるもので、小国の方はそういうことはし

てないと思うのですけれど、その辺のあたり報告があったら、教えていただきたいと思います。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 昨年の報告ではそういう盗掘の報告は上がってきていません。 

議長（松﨑俊一君） よろしいですか。 

５番（児玉智博君） 交流多目的施設費についてですが、この利用者数は年間で何件ありましたか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 入館者数が６千５４０人です。貸出しが１万１千７８０冊と

なっています。 

５番（児玉智博君） これは、増えていっていますか、それとも横ばいですか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 横ばいとなっています。昨年度が、３月が開館ができなかっ

たりということで、数が少なくなっています。 

５番（児玉智博君） それで、年間６千５４０人というので、町の人口に匹敵するぐらいの数の方

が来館されているわけですが、これを見てみますと、報酬で図書司書が１名と司書賃金２名分で

合計３名の方が働いていらっしゃるわけですが、常時３人いるということでしょうか、開館時間

中は。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 通常は１名になっています。２人いる場合もあります。昨年

度ですね。 

５番（児玉智博君） 分かりました。さっき聞けばよかったのですけれど、隣保館の入館者数は分

かりませんが、多分これより少ないのではないかなと思うのですけれど、それでも１人あるいは

２人体制で回しているということが分かりましたので、こちらこそ大変なのではないかなという

ような気もしているところですが、このマンパワーは足りておりますか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） ボランティアの読み聞かせの方に御協力していただいたりし

ています。 
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５番（児玉智博君） そういったいろいろ工夫や人の善意というか、そういうところでされている

とは思うのですが、やはりこの社会教育分野においては、図書館の、ここは図書室ですけれども、

果たすべき役割というのは非常に大きなものがあると思いますので、必要な部分についてはそう

いう予算措置もしていっていただきたいというふうに思います。 

それと、最後に、通常図書館なんかは、そこの住民と、あとそこで働いている町外、よその自

治体の人も借りることができるのですけれども、小国町の図書室の場合は、そういう貸出し対象

はどうなっているでしょうか。 

教育委員会事務次長（久野由美君） 今言われたように、小国町で働いている方、通学されている

方にも貸出しをしています。 

議長（松﨑俊一君） ページ２４２、保健体育総務費、それから同じく２４６ページ、体育施設費、

それから３給食センター費まで。 

９番（熊谷博行君） 毎年聞いていると思います。私が納得いって、来年まで覚えておられるよう

な説明をお願いいたします。分かったら、来年から聞きませんので。 

スポーツ推進委員のあり方と、次の２４５ページのホッケースポーツ少年団補助金９０万円、

説明の中では遠征に行った遠征費と前回聞いておりました。前回よりも少なくなっているようで

すが、どこに遠征に行って、何回行ったのか。ちょうど９０万円ですので、遠征費は必ずオーバ

ーしたから９０万円になっていると思います。その説明を分かりやすく、お願いいたします。 

教育委員会事務次長（久野由美君） まず、スポーツ推進委員ですが、内容は例年２回開催してい

ますミニバレーボール大会や郡市スポーツ推進委員協議会の地区別研修会、スポレクフェア、熊

本県のスポーツ推進委員研修会、九州研修会について協議などを行っています。また、体協のロ

ードレース大会、大字対抗駅伝大会の要請なども行っています。人数は９名です。 

スポーツ少年団の補助金についてです。昨年度は３箇所の遠征に行っています。スポーツ少年

団の補助金は、スポーツを通じて子どもたちの健全な育成を図るということを目的にしています

ので、活動費の補助金としています。遠征は、岡山県と宮崎県と山口県に行っています。 

金額についても必要ですか。 

９番（熊谷博行君） 遠征に行くのは、絶対、チーム数がないから行くのだろうと思いますが、た

まには小国に呼んできて、小国でお金を落とすとか、そういう試みをしないと、ただ行くだけで、

向こうにお金を落としてきても、何かあんまり意味がないような気もしますし、ほかのスポーツ

は親が全部お金を払って、遠征でも何でも行っています。ホッケーに対する温かい気持ちが町に

まだありますので、であれば、たまには呼んできて、宿泊をこちらでするとか、そういうような

あれをしてみたり、どうしても公平性を感じないものだから、毎年僕はここで言うのですが。町

長が、いや、小国町はホッケーを一押しのスポーツでいきますというふうに提言できれば、来年

からは言いませんが。 
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以上です。 

町長（渡邉誠次君） 今日は決算審議ですので、この決算の皆さんの審議に基づいて、また考えを

執行部内でしたいというふうに思っています。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。あの時計で２時２０分から。 

（午後２時０５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時２０分） 

議長（松﨑俊一君） ページ数で２４２ページの保健体育総務費、体育施設費、給食センター費を

今見ております。 

５番（児玉智博君） では、給食センター費について質問します。非常勤職員で調理員の報酬が７

人と、その下の臨時雇用賃金６人ということになっておりますが、この臨時雇用賃金の６人も調

理員ですか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 臨時雇用賃金につきましても調理員になっております。 

５番（児玉智博君） 体制は、毎日どういうふうになっているでしょうか。１３名で回しているの

か、それともシフト制になっているのか、教えてください。 

学校教育係長（後藤栄二君） 通常この非常勤職員の７名の調理員が常時務めている状況でありま

す。あとは、病気休暇とか年休とか、そういったときに、どうしても休みをいただかなければい

けないときに臨時雇用の方を雇いまして、賃金で支払っております。 

５番（児玉智博君） そうしましたら、この臨時雇用賃金の人の労務単価は幾らになりますか。時

給か日給かも含めて、教えてください。 

学校教育係長（後藤栄二君） 細かな単価については今お答えできませんけれども、町の非常勤職

員の条例に出している給与から時間給を割り出しております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

２番（江藤理一郎君） 小中学校と給食センターの光熱水費のほうですけれども、その内訳を教え

ていただけますか。電気代と水道代が主だと思いますけれども。 

学校教育係長（後藤栄二君） ２２１ページの小学校費の光熱水費につきまして約６００万円の決

算になっておりますが、電気料が大体５００万円、水道代が１００万円程度、ガス代はほんの僅

かな２万円弱の金額となっています。それから、中学校費が２２７ページになります。約４００

万円の支出があっておりまして、電気代が３６０万円、水道代が４７万円ぐらい、ガス代が３万

円程度となっております。それから、給食センターです。電気代が４００万円、水道代が７５万

円程度、ガス代が４１０万円台という金額になっております。 

以上です。 
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２番（江藤理一郎君） 恐らく小中学校、それから給食センターは高圧の電気の契約だと思います

けれども、契約しているところは九電ですか、小国のネイチャーエナジーになるのですか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 学校につきましては、電気需要あたりもネイチャーエナジーのほう

も調べまして、電気が上がるようなところというと、ナイター設備についてはネイチャーエナジ

ーになっております。それから、寄宿舎につきましては、電力関係はネイチャーエナジーになっ

ております。あとは、全部、九州電力となっております。 

２番（江藤理一郎君） やっぱり光熱水費がだいぶ高いなという印象は思いましたし、これからも

また小学校等で電子黒板、それからタブレット、そういったものを入れるような形になると思い

ますので、いろんなところで電気は必要になるのかなと。エアコンも昨年入れていますので、エ

アコン代というのもどのくらい上がったのかとかいうのも正確にやっぱり把握しておくべきでは

ないかなと思います。特に、契約している電気会社、小学校、中学校が西日本電協というところ

ですけれども、そのあたりデマンド値の今パソコンで見られるようになっているのですよ。どの

くらい電力ワット数が上がっているかというのがですね。ですので、そのあたりも西日本電協が

提供してくれるなら、その辺も一応確認していただいて、ほかの業者もありますので、そういっ

たところと、金額は少し高くても、ちゃんとデマンド値が見られるようなところというのは確認

していただいて、パッと上がると、やっぱりその電力をずっと使わなければいけないものですか

ら、契約料金は変わらないものですから、１年間、その辺はしっかり見ていただいていたほうが

いいなというふうに思いましたので、そのあたりの確認でした。 

もう一つが、給食センターの委託業務調書にありますけれども、いろいろな点検委託業がある

と思います。委託されているところが。これも全部合計すると２７０万円ぐらいかかっておりま

す。年間で。これは毎年かかるものですか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 給食センターの委託料につきましては、給食センター施設として子

どもたちに給食として安心・安全なものを提供するために、ここに掲げている委託については毎

年計上をお願いしたいという委託になっております。 

以上です。 

２番（江藤理一郎君） 毎年かかるのであれば、結構町外の業者、外注が多いようですので、でき

れば町内の業者で保守点検等をやっていただけるところを育てていただくというか、やっていた

だいて、なるべく小国町の中でお金が回るように、毎年使うのであれば、そういった形で取組み

をしていただけるといいなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 委託の中で今現在、浄化槽維持と排水処理ぐらいしか町内業者はご

ざいません。空調設備につきましては、見積りの中でも町内業者を入れているところであります。

町内でできる業者があれば、こちらとしても指名といいますか、見積りをお願いして、徴取をし

ていきたいと思っております。 
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議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 賄い材料費についてですが、これは１人の１食当たりの単価はいかほどにな

るでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 小学校が１人当たり４千円、月額。１食は２３７円です。中学校が

２７３円になります。 

５番（児玉智博君） 現在の納入業者は、結構町内の納入業者もあれば、学校給食会で大口で入れ

る部分もあるかと思うのですが、その辺のバランスはどのようになっているでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 魚類・卵関係については、そういった町内の小売店を利用させてい

ただいております。それから、野菜については、農協とか、薬味野菜の里、そういったところか

ら仕入れを行っております。それから、肉類につきましても、町内の業者、肉屋さんから仕入れ

を行っております。それから、豆腐・しょうゆ・みそ、こういったものにつきましても、町内業

者を利用しております。学校給食会につきましては、加工した食材あたりを中心に仕入れを行っ

ております。 

５番（児玉智博君） いわゆる、競争性というか、実際その学校給食会自体が全国的にどこの学校

とかでも利用しているところなので、安いのかどうかよく分かりませんけれども、いわゆるほか

の流通、いわゆるスーパーマーケットなんかが、町内にもお店があるスーパーマーケットとかも

ありますけれども、そういうところからも見積り依頼とか、そういうのをして、どっちが安いか

とかいうのはやったことはありますか。 

教育長（麻生廣文君） 加工食品につきましては、以前、議員もその安全性について一般質問で御

質問があったかなと思います。県内多くの市町村が自分たちで加工食品を子どもたちに食する場

合にその安全性については一番心配するところでございます。ただ、例えば小国町あるいは南小

国町、単独の市町村がその安全性ということについてはなかなか一つ一つのチェック体制が動か

ないといったところで、できればというようなところもありまして、学校給食会といったところ

を通じていろんな市町村が加工食品等についてはそうしたところをして、国の基準に合ったもの

をしっかりやっていこうと。以前、議員がパンの話もされておりましたけれども、市販に売って

いるところにおいては、議員が一番心配されておりましたように、いろんな安全面で非常に心配

するものがパンに入ってはいないかといったような部分について、なかなかチェックが難しいと

いうこともございますので、できれば加工食品については安心・安全の面で子どもたちに一番お

しなべて安心して提供できるものといったところで、今、給食会というようなところで、全県下

あるいろんな市町村もそういったような流れになっているのだろうと思っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 学校給食会を通じたところで、結局、輸入小麦を使っているわけで、私は学

校給食会だから安全というものでもないと思いますので、その辺はやっぱり最終的に給食を提供
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する責任があるのは町ですから、それは町もそういうチェック体制というのは持つべきかという

ふうに思います。なおかつ、１食当たりの単価としては２３７円、２７３円で、決して高いもの

ではないとは思いますけれども、それがひと月分、年間になるとそれなりに負担をお願いしない

といけなくなりますので、今答弁ではそういう野菜類とかは地元の農家やＪＡあたりから仕入れ

ているというので分かりましたが、やはりその部分でいえば、お米に関して、主食に関していえ

ば、農協を通じて入れておりますが、ただ保育園が利用している、主食用にしているお米という

のは、直接町内の業者から入れているかなと認識しております。やはり保育園がそういうふうに

できているわけですから、農協から入れても、確かに小国郷ということで南小国で作られた米が

入っているかもしれませんので、完全に小国郷での地産地消はできているけれども、町内での地

産地消にはなってないかなと思っておりますので、その辺の納入のあり方というのもいろいろ検

討していただきたいと思いますが、その米についてはどうでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 米につきましては、議員の意見の中で農協からとなっておりました

が、実際は学校給食会を通じて入っている状況です。ただ、品種につきましては、小国郷の「あ

きげしき」を指定しまして、納入をしている状況です。以前、農協も含めまして、見積りを取っ

たこともあります。これについては、どうしてもやっぱり給食会のほうが安かったという結果が

ですね、以前も議会でこの意見について交わしたことがあったんですけれども、そういった状況

になっています。 

５番（児玉智博君） 直接、生産者であったり、お米屋さんもありますけれど、そういうところも

含めての見積りはされたことはありますか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 直接、生産者から見積りを取ったことはありません。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑はございませんか。 

それでは、住民課、福祉課、保育園、教育委員会の歳出の質疑が終了いたしました。質疑漏れ

等がありましたら、お願いします。 

８番（松本明雄君） 全般的に保育園のことを聞きたいと思います。この前の補正で、最初、町長

は、プレハブと言っていたけれど、今度は木造で立派なものをつくっていただくのはいいですけ

れど、将来的に前町長とも僕は一般質問でやっていました。認定子ども園にすれば変わってくる

のではないかと思っていますので、小国町は災害もあって、今度は支出も相当かかりますから、

すぐに方向性を出せとは言いませんが、今後課題としてあそこは湿気も多いところだし、狭いし、

小学校に近いのは近いですけれど、今後検討する課題ではないかと思いますので、よろしくお願

いしたいと思います。 

町長（渡邉誠次君） 質問をいただきましたので、少し私の意見としては、今回プレハブでという

一番最初の地点はプレハブでつくると完全に小国町にお金は落ちないというところがありました。

木造でつくりますと、やっぱりさすがに小国杉を使っていただきたいという気持ちがありました
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ので、そんなに立派なものというわけではありませんけれども、木造建築でというところと、臨

時交付金を使わせていただいて、１００％の国の財源というところの２つが大きなところです。

それから、あとは山のほうの木をまた議員の皆さまにもそれぞれの関係者にお願いをして、また

考えていかないといけないと思いますけれども、保育園自体に関しましては、今回２部屋増設と

いいますか、部屋が２つ増えるわけでございますので、保育園の園長とも話しましたけれども、

人数の推移があんまり変わらないというところでございますので、今期、また来期ぐらいまでは、

町長が代わるかもしれませんけれども、このような状態で保っていきたいなというところで考え

ているところでございます。 

副議長（時松昭弘君） ページ数の１６７ページですけれども、清掃、リサイクル施設の運営費の

負担金ですね、昨年度が９千３００万円ほどの拠出をしております。このリサイクル関係は、ま

た仕組みが少し変わってまいりましたけれども、次年度以降、町の負担、リサイクル関係がどれ

だけ、トータルしますと、広域関係に納めるのが３億円以上、町から拠出金を出しております。

町の負担というのが、非常に負担率としては小国あたりも高いほうでありますが、このリサイク

ル関係が広域としては大牟田から仕組みが変わりましたから、そこあたりを今後所管のほうがど

れだけの数字を、次年度あたりがなるか分かれば、お答えしていただきたいと思います。 

住民課審議員（穴井 徹君） 広域行政組合のごみの負担金の算出方法というのが、まず今年支払

っている広域への負担金は、一昨年の実績に基づいたごみの量に基づいて算出、算定されており

ます。ですから、来年度の負担金については、昨年度のごみの実績ということで算出されるよう

になっております。申し訳ありませんが、昨年度の実績はまだ把握しておりませんので、幾らに

なるかというのは、ここではお答えはできません。しかし、広域の負担金の説明会のときに１２

月ぐらいから担当の所管の課長、担当者会議で広域行政組合から説明があります。その後、財政

課長ということで、小国町の場合は、総務課長と財政係長が説明を受けて、小国町からも選出さ

れていますが、広域の議員の方への説明会、それから当然、首長への説明ということで内容の説

明もありますので、私たちもそういった会議のときに、いろんな査定という意味ではありません

けれど、内容は説明していただいておりますので、不用なところは質問して、できるだけ下げて

いただく方向で話しております。ですから、当然、総務課長、町長と広域の議員の方にもそうい

った形で広域行政組合の歳出に対して、正しく、負担金をできるだけ下げる形で、町の負担にな

らない形でお話ししていただけたらと思います。 

以上です。 

副議長（時松昭弘君） 一応審議員から答弁がありましたけれども、もちろん広域の中ではこうい

った数字的な分を大牟田から単価が下がっておりますから、その数字的な部分についていろんな

形で各町村の負担金を減らすというのが大きな大牟田から大分のほうに規制が変わりましたけれ

ども、そういった狙いがあるわけです。ごみをある程度まで持ってくる過程では、非常にですね、
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まずは町全体、先ほど実績に応じてという話がありましたけれども、町として生ごみを、あるい

は実績を減らすような数字をしますと、この負担金が減ってくるのですよ。ですから、そこあた

りもやっぱり当然町としても、自分たちの町村の自助努力もしながら、いわゆるそういった負担

金も、それは広域では広域の議会の中でも要望して、やっぱり負担率を減らすという形をしてい

かないと、今後だんだんごみの量が減るわけではない。だんだん増えてくるような状況がありま

すので、これは将来的な課題でしっかり町全体で問題を共有して取り組むということをぜひとも

お願いをしたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ２５４ページの繰出金、これは割愛させてもらいます。特別会計ですね、そ

の時にまたお願いします。 

それでは、ただいまから歳入に入ります。 

２４ページ、また最後に質疑漏れがありましたときにはお願いしたいと思います。今度は、歳

入は、奇数ページの備考欄を御覧ください。民生費の負担金で、半分中ほどぐらいから老人ホー

ム入所者負担金から養育医療保護者負担金までが本日の所管ですね。分かりますか、２５ページ。 

次、２７ページ、被災者支援住宅使用料。 

５番（児玉智博君） この被災者支援住宅使用料というのは、どこのことになるでしょうか。あれ

ですかね。西帯田の前教職員住宅だったところの住宅ですかね。何室、今入っているでしょうか。 

住民課審議員（穴井 徹君） 今、議員が言われたとおり、西帯田の旧教職員住宅を被災者住宅と

して利用しております。総戸数は６戸です。平成２８年の殿町火災の当時は５軒と、そのほかの

災害に遭われた方で６軒満室でしたが、４軒、３軒、２軒と減って、当７月の豪雨で２軒入られ

ましたので、現在４軒入っております。 

５番（児玉智博君） 令和元年度においては、何戸分の額が、要は万成小学校の使用料とも合わせ

ると、調定額が７２万８千８３８円ですが、収入済額が２６万８千８３８円で、収入未済が４６

万円というふうになっておりますけれども、これは何軒入っていて、何軒の方が収入未済になっ

ているのか、教えてください。 

住民課審議員（穴井 徹君） 入居戸数としては２軒です。収入未済の方は、実数としては１軒に

なっております。内訳として、平成３０年度の分と平成３１年度の分があります。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 基本的に被災者支援住宅というのは、要は考え方からいえば、住む家を失っ

た人のための、いわゆる応急仮設住宅が通常であれば、大規模な災害が発生すれば、造られて、

それは県が造って、それに入るという流れになるのですが、それに満たなかった場合の天災であ

ったり、あるいは火事で住む人がいなくなったときのために被災者支援住宅というのがあるわけ

ですよね。ですから、多分、小国町も１年間は無料で入居していただくわけですけれど、それが

何年も住み続けていただくというのが、果たしてどうなのかというふうに思うわけですが、規定
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では何年間というのはあるのでしょうか。 

住民課審議員（穴井 徹君） まず、被災された方の被災の度合いによって、一部損壊、半壊、全

壊、火事であれば、半焼、全焼という形で、３カ月、６カ月、１年間が無償であるという条件が

あります。最長で全焼、全壊された方が１年間、その代わり住家を建て直すという意思がある方

が１年間ということになっております。それから、今回の場合は、協議いたしまして、再延長と

いうことで半年間はまた無償にされるように制度上なっております。ですから、１年半後から利

用料が発生しております。確かに被災者住宅ということを考えると、長期にある方にずっと住ん

でいただくと、次の災害等が起きたときに、入居したいのに入れないということが問題であるか

もしれません。そこは理解しております。利用料の未収入に関しても、私が直接赴いて、毎月顔

を合わせながら、そういったお話はさせていただいております。次の転居先、もしくは引っ越し

先についての相談等もさせていただいております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 大変だと思います。お金を払っていただくということほど大変なことはない

わけですけれど、被災者支援住宅というのは、要は生活が再建できてないから、１年半過ぎても

行き先がないからそこに住み続けられているのだと思うのですよね。そういう中で、やはり生活

が再建できてない人にお金を支払わせるのがどうなのかということ。結局、お金を払うから、お

金を払えば、自分は家賃を払っているのだから、いるのは当然だという気持ちになって、次の行

き先を、自分の身の振り方を考える気にならないという部分も出てくるのではないかなと思うわ

けですよね。ですから、基本的になかなか行き先が見つからない人から家賃を取ることで、そこ

に居続けることを追認というか、町が認めるのではなくて、そういう本当に困っている人であれ

ば、生活保護であったりとか、あるいはほかの公営住宅に申し込んでいただいて、そこに移って

もらうとか、やはりこれは住民課だけの責任でするのではなく、福祉部局とかとのつながりで本

当に生活再建を後押ししていかないと、ただ家賃の請求だけになってしまったら、これはいつま

でたっても同じような状況が続いていくだけなのではないかなと思いますので、本当に生活再建

の方向でやっていただきたいと思います。 

住民課審議員（穴井 徹君） ただいまの意見を参考にさせていただきながら、確かに生活保護等

のお話もさせていただいております。公営住宅、その他の一般の住宅への入居の案内もしており

ます。その方の了解を得て、所得の推計、所得金額を聞いて、公営住宅に移った場合の家賃の算

定もしております。その場合が、あまり現在の帯田住宅の金額とほぼ変わらなかったということ

で、こちらのほうとしても一般のアパートになりますとまだ家賃は高くなりますし、そういった

ことも含めてお話はさせていただいているところです。しかし、町としても被災者住宅というこ

とで、できるだけ空けたいというのはありますので、そういった形で話はまた継続的にやってい

きたいと思います。 



 

43 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） 今、２７ページをいっていますが、２３ページですね、すみません、漏れが

ありました。上から２番目の子ども・子育て支援臨時交付金１千５１１万９千円、これも福祉課

の所管ですかね。 

ページを進めます。２７ページ、下のほうに地方改善施設住宅使用料、福祉センター悠ゆう館

使用料、隣保館使用料、次のページ２９、これは下のほうです。学校教職員住宅使用料、小国ド

ーム使用料、夜間照明施設等使用料、町民センター使用料、学校用地使用料が上がっています。 

７番（西田直美君） 学校教職員住宅について伺います。６５万８千円の収入になっていますが、

これは１軒が家賃幾らで何戸、今入っているのでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 家賃につきましては、広瀬に教職員住宅が４戸あります。うち２戸

が１万円、それから残りの２戸が１万１千円です。それから、関田に４戸あります。こちらにつ

きましては、４戸とも１万１千円の家賃になっております。令和元年度の実績につきましては、

８戸中、６戸入居しておりました。 

以上です。 

７番（西田直美君） その住宅は、広瀬って、そこの分ですよね。４年ぐらい前に入っていた先生

がいらしたときに、私は中までは入っていないですけれど、何かかなり老朽化しているというか、

東京から来られていた方なので、びっくりしながら１年間住んでいらっしゃったのですが、例え

ばリフォームであるとか、そういう予定というのはないですかね。中学校の先生も１人借りてい

らした方がもう住めないと言って、結局途中でやめた先生もいらっしゃったのですが。何かもう

少し先生たちが住みやすくするような環境というか、個人的に思っているのは、学校の先生たち

はやっぱり遠くから通勤してこられる方がいらっしゃるのですが、本当は、私は、先生たちは遅

くまで働いたりして、子どもたちのケアもするのであれば、できるだけ小国に来て、住んでいた

だきたい。そうしたほうが子どもたちに目も届くし、気持ちも届くのではないかと思っているの

ですが、やっぱり住宅設備だと、もちろん子育てで向こうの学校に子どもが行っているというの

もあるのですけれど、そうでない先生たちはできるだけこっちのほうに住んでいただいて、住む

からにはある程度住環境は大事なところなので、その辺を町が多少てこ入れしてでも、住みやす

い住宅、コンパクトでもいいからあるといいなと常々思っているのですが、その辺の予定はない

ですか。 

町長（渡邉誠次君） 今のところ検討はしておりません。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 関連して伺います。町内の民間のアパートですね、確か教職員はだいぶそう

いう民間のアパートなんか、借家に住めば補助がありますので、そんな負担が軽く、お部屋を借

りることができると思うのです。それで、今現在で民間の町内のアパートに、南小国も含めてい
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いですけれど、借りて入っている先生方というのはどれぐらいいるのですか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 今現在、その資料というか、把握しておりませんので、後ほどとい

うか。 

５番（児玉智博君） やはり本当に必要なのかということですよ。設置する義務はあるかどうか、

ちょっとすみません、私も調べないで発言していますので。なので、どうしても学校を設置する

なら教職員住宅も幾つつくりなさいとかいう基準があって置いてあるのであれば、それは維持し

ていかないと仕方ないけれども、どうしても置く必要がないというのであれば、県が家賃補助し

ますよね。それに対して、町がその上乗せ補助をするという形で、なるだけ小国町の民間アパー

トを利用してくださいというふうになれば、アパートのオーナーも助かるし、そういう方向性も

考えてみたら、汚いなりにもそれなりの維持費というのはかかっていっている、ただではないと

思うので、空けたままにしておけばですね。なので、そういう方向性でも検討していただければ

と思うのですが、いかがでしょうか。 

学校教育係長（後藤栄二君） 教職員住宅につきましては、へき地という教職員住宅で建てられた

ものです。現在は、交通道路あたりも状況がよくなりまして、通勤する先生方も増えている状況

であります。ただ、家賃につきましては、１万円とか１万１千円につきましては、県の補助は出

ない家賃になります。特に若い先生方ですね、大学卒業してすぐの先生方、特に臨時で来られる

先生方につきましては、環境はちょっと悪いかもしれませんけれども、この安い家賃というのは、

先生方にとっては、所得から考えれば、非常にありがたい建物になっているかと思います。 

５番（児玉智博君） ですから、多分、臨時で雇われている先生方にも、県が、お部屋を借りるで

しょう、借家に住む場合は、その家賃を補助するわけですよ。だから、町の１万円ぐらいのに入

っても、それは補助しませんよ、県は。だけど、１万円なんかでは住めないでしょう、民間のア

パートなんかには。だから、その代わりに県が補助しているはずですから、その辺の補助が幾ら

ぐらい出ていて、実質どれぐらいの負担で先生たちが、部屋を借りている先生がいれば、どれぐ

らいの家賃で借りているかと。そうしたら、手出しが１万５千円していらっしゃるというのであ

れば、町が５千円を補助するか、それは無理だから、２千円ぐらいで勘弁してもらうかとかいう、

その検討は必要だと思うのですけれども。やっぱりそういう方向性で、なかなか建物を広瀬にも

４戸２階建てがあって、田迎にも平屋で４戸ぐらいありますけれど、それを維持するのにも予算

はかかっているわけですから、またその辺でどっちが町にとって有利かというのは検討をする価

値があると思うので、検討いただきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

ページを進めます。３１ページ、学校用地使用料、一番上、それから真ん中以降が自動車臨時

運行許可、戸籍関係交付、印鑑証明書交付、住民票関係交付、身分証明書交付、印鑑登録証再交

付、印鑑登録証交付、一番下のマイナンバー通知カード再交付の手数料、その下が犬の登録及び
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注射済票、それからその他証明の手数料ですね。このページは、一番下に障害者自立支援給付費

負担金もあります。 

進めます。３５ページ、上から障害者医療費、それから障害児施設措置費、児童手当、子ども

のための教育・保育給付費国庫、それから低所得者保険料軽減、保険基盤安定、養育医療給付費、

各々の負担金ですね、１つ飛びまして、社会保障税番号制度補助金。後から、質疑漏れがあった

ときにお願いします。 

３７ページ、地域生活支援事業費、それから地域介護・福祉空間整備交付金、特別児童扶養手

当事務取扱、保育の質の向上のための研修事業、障害福祉管理システム改修、子ども・子育て支

援、保育対策総合支援事業費、子ども・子育て支援事業費の各々の交付金並びに補助金。 

次のページが３９ページ、循環型社会形成推進、風しん抗体検査、母子保健情報連携システム

改修事業、各々の交付金並びに補助金。１つ飛びます。社会資本整備は、建設課。特別支援教育

就学奨励費、へき地児童生徒援助費、へき地児童生徒援助費、特別支援教育就学奨励費、各々の

補助金、よろしいですか。 

４１ページが、中長期在留者住居地届出等事務委託金、基礎年金市町村事務委託金。 

５番（児玉智博君） この中長期在留者住居地届出等事務委託金ということで入っておりますが、

現在、中長期在留者は何名いらっしゃるのでしょうか。 

住民係長（宮本竜二君） 令和元年度で外国人６８名でございます。 

議長（松﨑俊一君） 基礎年金市町村事務委託金、４３ページは全部ですね。障害者自立支援から

養育医療給付費の負担金までですね。 

それから、４５ページ、人口動態調査事務補助金、消費者行政強化事業補助金、民生費関係、

民生委員児童委員活動助成金、老人クラブ助成金、高齢者住宅改造事業補助金、それから次の４

７ページは全部下まで、地域子育て支援拠点事業補助金までの各々の補助金、これは県の補助金

ですね。 

続きまして、４９ページが途中まで、上の一時預り事業補助金から早産予防対策事業補助金ま

でが本日の所管となります。４９ページの下のほうからは、明日になります。 

３ページ飛びまして、５３ページ、水俣に学ぶ肥後っ子教室補助金、それから次のページの地

域学校協働活動推進費補助金、英語検定チャレンジ事業補助金、これが本日の所管となっており

ます。 

５７ページ、一番下の人権啓発活動地方委託事業委託金、これは県の委託金ですね。５７ペー

ジ。 

それから、次のページが支援学校給食委託金、それから一番下の奨学金事業基金積立金利子収

入、それから少し下のほうにいきまして、小国町学校教育施設整備基金積立金利子収入。 

ページは飛びます。６５ページ、奨学金事業基金繰入金、中ほど以下に地方改善施設住宅新築
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資金等貸付金特別会計繰入金。 

次のページにいきまして、６７ページ、真ん中から災害援護資金貸付金元利収入、奨学金貸付

金元金収入、奨学金貸付金元金収入（過年度分）、保育園受託事業収入、これは諸収入で上がっ

ております。 

６９ページは、少し飛び飛びになりますが、雑入の中で一番上の電話料外、それから１つ飛び

まして、中学校寄宿舎宿泊負担費、体育施設自動販売機収入、実習生受入謝金、それから１つ飛

んで、悠ゆう館施設負担収入、１つ飛んで、一時預り事業負担費。 

７１ページが地域生活支援事業負担収入、これは４番目ですね。それから、２つ飛んで、保健

栄養教室負担収入、一番下の太陽光発電売電料。 

７３ページにまいりまして、高齢者等活動支援促進施設負担収入。 

それから、ページは少し飛んで７７ページ、４番目の在宅介護支援センター連絡協議会解散返

納金、それから３つ飛んで、旅費収入の一部、それからその下の子ども医療費返還金、地域介

護・福祉空間整備等施設整備補助金返還金。 

７９ページが学校給食収入（現年度分）、学校給食収入（滞納繰越分）、保育園の給食収入の

職員分と実習生等分。 

以上となっております。 

今、全部読み上げましたが、本日の所管課の歳出、歳入どちらでも構いません。質疑漏れがあ

りましたら、よろしくお願いしたいと思います。 

５番（児玉智博君） 先ほど４１ページの中長期在留者住居地の委託金で長期に町内に滞在してい

らっしゃる外国人は６８名というふうに言われました。それで、入管法が改正されて、外国人労

働者の受け入れというのに、今から先、日本は大きく門戸を開いてきたわけですね。最近、ＪＡ

阿蘇は、要は外国人に頼らないと農業経営も本当に厳しいような状況になっておりまして、そう

いう外国人労働者向けの寮も整備したと、阿蘇市のほうにですね、報道もされております。そこ

で、聞きたいのは、住民課に人権政策費ということで、１４６ページで人権政策費というと、小

国町は、本当に同和差別については日当に５２万円とか、航空運賃も５０万円出して、熱心にや

っているのですけれど、やはり私はこの６８人って、小国町の人口の１％は外国人というような

状況になっているということが分かって、非常にびっくりしたのですが、これは今から増えてい

くと思うのですよ。短期在留者、いわゆる技能実習生として、結構、宮原なんかで見かけますけ

れど、フレインなんかに集団で買い物に出かけていったりしていらっしゃるので、実際はそれ以

上の、多分倍ぐらいいるのかもしれないですけれど、１００人以上いるのかもしれません。そう

いう方を合わせると。やはりこの外国人差別というのが、僕はこれから問題になっていくと思う

のですよ。それで、以前も話したことがあるかもしれませんが、そういう技能実習生の女の人た

ちが、ある時、宮前橋のたもとでキャッキャキャッキャ言ってから騒いでいるので、近所の人が
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何だろうかなと思ってのぞいてみたら、ほこでコイを突いていたと。びっくりされて、近所の御

婦人が、「いや、ここは駄目よ、駄目」と言って、止めたという話をしていたのですけれど、要

するにあそこは禁漁区というふうな表示がありますけれども、読めないから分からないわけです

よね。分からないために日本のルールを犯してしまったというのが実態だというふうに思います。

そういうふうにしてから、小国町で暮らす外国人が増えていけば、そういった問題も出てくるだ

ろうし、やはり相互理解ができていないと、お互いに誤解をして、本当にお互いが住みにくい町

になってしまうというふうに思うので、人権政策の中でも外国人差別の解消、相互理解を深めて

いくというふうなことをしていかないと、これから先本当に住みにくい町になっていくのではな

いかと思います。これは、外国人を入れるななんていうのは、それはできない話で、法律が変わ

ってしまえば、どんどん外国人は入ってきます。そういう中で、やっぱりそういうお互いの交流、

もしかしたらこれは社会教育の分野でやっていかないといけないのかもしれないですけれど。だ

から、日本に住む以上は、日本人が外国から来た方に教えないといけないこともあるだろうし、

逆に向こうから教わって、こちら側も変わらないといけない部分がもしかしたら出てくるかもし

れないですけれど、やはりそういうことをしていかないと、これから先の地域社会というのは持

続していくのが本当に難しくなっていくのではないかと思うのですが、やはり人権政策費で予算

を上げるなら、その使い方も時代に合った使い方というのが求められていくと思いますので、そ

れぞれ自分がこれは担当だなと思う方は答弁していただければと思います。 

町長（渡邉誠次君） 総合的に私がお答えをさせていただきたいと思います。 

時代のニーズに合わせるということは非常に大事なことでございます。しかしながら、コロナ

ウイルスの影響だったり、いろいろな状況がございます。私といたしましては、時代のニーズに

しっかり合わせたような形で政策を併せてつくってまいりいたいというふうに思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑漏れございませんか。 

５番（児玉智博君） できれば、担当の方からも、所管でも結構ですので、言っていただければい

いのですが。 

住民課長（石原誠慈君） 今の御質問というか、要望というか、最初に言われましたあらゆる差別

という中に、外国人差別、あるいは女性差別、子ども、障害者、いろんな差別が実際あります。

だから、町として人権の政策として、身近な話をさせていただくと、今コロナ禍の時代で差別的

なところも起こっているとテレビ等で報道されておりますが、そのあたりも含めて、やっぱり法

律も御存じのようにできていますので、行政としての責務と捉えて、そのあたり全ての部分で、

今コロナの差別のことを言いましたけれど、内容はちょっと違いますけれど、差別は同じ差別で

すので、そのあたりは解消して、取り組んでいこうと。今実際、小国地区から感染者は出ており

ませんけれど、これを未然にやっぱり啓発していくのが行政の責務と思っていますので、今後も
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そうやって取り組んでいきたいと思います。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 町長と住民課長からコロナの話が出ましたけれど、コロナウイルスの問題と

いうのもせいぜい３年ぐらい先までの話と思うのですよね。その後から、また別の感染症が出て

くるのかもしれませんが。やはり外国人の方が入ってくるというのは、これはずっと恐らく増え

ていきますね。逆に日本人が出ていくのも増えていくのかもしれませんが。やはり中長期的な課

題になってきますので、ぜひしっかりと私も勉強していきたいと思いますので、ぜひ学んでいた

だければと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑漏れございませんか。 

７番（西田直美君） 今、住民課長からお話がありました差別はどれもよくないことだ。多分今年

からだったと思うのですけれども、南小国町では外国人が１００人ぐらいいるので、国の予算は

何だったか、私は聞いたのだけれど、忘れたのですが、外国人で入ってきている方というのは、

まず言葉が分からない、それと外国人だけの小さいところで生きるとか、もしくは一人だけで非

常に孤独に生きている方たちが多いと。地元の人となかなか交わる機会もないというので、そう

いう外国人の方たちの一つのコミュニティをつくって、町中に住んでいる方たちが、また地元の

方たちといろんなことが一緒にできるような活動ができるようなものをつくりたいということで、

南小国町は確か国に予算申請をされて、かなりの金額、５年間計画ぐらいで取って、それで外国

人に地元にしっかり根づいていただこうというところで取組みを始められていると思います。小

国町もそういうことができるといいなと思いました。以前、私は住民課に伺ったことがあって、

その時は６２、３名だったですかね。６８名いるとなると、私もこういう方たちとのコミュニテ

ィですね、なかなか子どもたちも国際交流、国際交流というし、夏休みにＹＭＣＡが来て、子ど

もたちが英語で遊べる日が１日あったりするのですが、あれはやっぱり楽しかったって、どの子

も言うのですよね。それでいいのは、あそこは英語で少しやりましょうなんですが、イスラム系

の方たちとかがいて、たまに黒人の方もいらっしゃったりとか、いろんな民俗、いろんな国の人

たちに会えるというところでいくと、本当に今現在、小国町に住んでいる方でも静かに住んでい

て、自分の国のことをあんまり地元の人とか小国町の人に紹介することができない方たちもいら

っしゃったりするので、何かそういうコミュニティスクールみたいなのとか、交流ができるよう

なことを考えていただけるといいなと思います。それは、教育委員会かもしれませんし、住民課

かどこか分かりませんけれども、そういう機会というか、何かを考えていただけるといいなと思

いますので、これは要望としてお願いいたします。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。あの時計で３時４０分から。 

（午後３時２５分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 
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（午後３時４０分） 

議長（松﨑俊一君） 質疑漏れはありませんね。 

なければ、次に別冊の令和元年度小国町特別会計歳入歳出決算の中の令和元年度小国町国民健

康保険特別会計歳入歳出及び令和元年度小国町介護保険特別会計歳入歳出、令和元年度小国町後

期高齢者医療特別会計歳入歳出、令和元年度小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計

歳入歳出、令和元年度小国町坂本善三美術館特別会計歳入歳出、各々の決算につきまして、各課

長及び局長から説明をお願いします。 

福祉課長（生田敬二君） 福祉課で３つの特別会計を所管しております。先般、本会議におきまし

て各特別会計決算の概要説明をさせていただいております。本日は、各会計の決算額についての

報告をさせていただいて、説明に代えたいというふうに思っています。 

初めに、国民健康保険特別会計の決算です。特別会計決算書の２ページ、３ページをお願いい

たします。平成３０年度から財政運営の主体が保険者である町から熊本県に移管をされておりま

す。今回の決算につきましては、新しい費目構成での２年目の決算ということになります。 

まず、３ページですけれども、歳出総額は９億７千１４８万７千９７９円となります。対前年

度で約１億２千１８４万４千円の減額、約１１.１％の減少となっています。 

２ページの歳入について、歳入総額は９億９千２４８万５千９５９円となります。対前年度で

約１億１千４１６万９千円の減額、約１０.３％の減少となっています。 

以上で、国保特別会計の決算状況の概要説明とさせていただきます。 

続きまして、介護保険特別会計の決算です。決算書の３８、３９ページをお願いいたします。

現在、第７期の介護保険事業計画の期間中ということになりますけれども、令和元年度について

は第７期計画の２年目となる年度決算ということになります。 

３９ページでございますが、歳出総額は１０億４千４２万２千９５６円となります。対前年度

で約６千９７万７千円の減額、約５.５％の減少となります。 

３８ページの歳入についてでございます。歳入総額は１１億３千４６９万３千３８円となりま

す。対前年度で約８２７万６千円の減額、約０.７％の減少ということになります。 

以上、介護保険特別会計の決算状況の概要説明とさせていただきます。 

続きまして、後期高齢者医療特別会計の決算です。決算書の７４、７５ページをお願いいたし

ます。後期高齢者につきましては、被保険者として原則７５歳以上の方が対象となる医療保険の

制度となりますけれども、本特別会計におきましては、主に町が徴収した保険料及び軽減分とな

る額の一般会計からの繰入金について、保険者である熊本県広域連合へ納付するという形の基本

的な会計の形となっています。 

７５ページです。歳出総額は、１億９２８万６千７８１円となります。対前年度で約１９４万

円の増額、約１.８％の増加となっております。 
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７４ページの歳入についてでございます。歳入総額は、１億１千６１万３千６９３円となりま

して、対前年度で約１３４万円の増額、約１.２％の増加となっております。 

以上で、後期高齢者医療特別会計の決算状況の概要説明とさせていただきます。 

福祉課からの説明は以上でございますが、一般会計と同様にお配りをしております総務課資料

２の主要事業成果報告書、また福祉課資料２の決算資料も併せて御覧いただければと思っており

ます。御審議、よろしくお願いいたします。 

住民課長（石原誠慈君） 続きまして、住民課から小国町地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別

会計歳入歳出決算について御説明をさせていただきます。 

先日の本会議でも説明させていただきましたが、この貸付金特別会計は貸付者１名の償還に関

しての会計決算となっております。償還につきましては、今年度、令和２年度で終了予定でござ

います。 

９２、９３ページの総括表を御覧いただきたいと思いますが、歳入歳出合計額ともに同額の６

１万８千８７５円という決算状況となっております。 

以上、簡単ですけれど、説明を終わります。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） それでは、坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算について説

明させていただきます。 

事前に資料として教育委員会資料１で委託料及び負担金等の資料を配付させていただいており

ますし、資料２としまして令和元年度坂本善三美術館事業報告として活動状況や実績を簡単にま

とめたものを配付させていただいております。 

なお、資料２の最後の７ページに美術館が開館以来の入館者年間推移をまとめたものを記載し

ております。令和元年度ですが、３０万人を突破し、３０万２千２７７名となっております。ま

た、令和元年度の入館者が１万５人ということで、６年ぶりに１万人を突破することができまし

た。 

それでは、決算書の概要を説明させていただきます。歳入歳出とも総額１千２３４万３千７３

８円。これは、対前年比３９万４千２３９円の増ということで、率にして１０３.３％となって

おります。予算執行率は、８７.５％です。翌年度に繰り越す額についてはありません。 

それでは、歳出から説明させていただきます。 

１１６ページをお願いします。前年度と比較しまして、人件費を含む施設の運営費などの経費

は全体的に前年度を下回る決算となっておりますが、その中で１１９ページの２段目にある害虫

駆除としてシロアリ駆除を実施しております。その経費が１１８万８千円、これが増額の主なも

のとなっております。 

続いて、歳入です。 

１１４、１１５ページをお願いします。美術館の入館料２８２万３千４５０円で、入館者の増
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に伴い、前年度より８０万８千円ほど金額が増えております。 

次に、一般会計繰入金８５３万８千３５７円で、これは入館料やショップ売り上げ等の増に伴

いまして、前年度より６３万８千円ほど減額となっております。 

諸収入９８万１千９３１円で、前年度より２２万円ほど増額となっております。前年度よりミ

ュージアムショップの売り上げが増加したものです。 

簡単ですが、以上で説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 

議長（松﨑俊一君） ただいま所管課より説明が終わりましたので、質疑に入りたいと思います。 

それでは、特別会計決算ごとに進めてまいりたいと思います。 

まず、福祉課所管の国民健康保険特別会計歳入歳出決算について、歳入歳出一括して質疑に入

ります。別冊の小国町特別会計歳入歳出決算書のページ１からページ３５までとなっています。 

５番（児玉智博君） ３３ページの委託料の人間ドック委託料で質問します。これは、調書を見て

みますと、委託契約医療機関ということで、恐らく小国公立病院や熊本赤十字病院、済生会病院、

熊本大学の附属病院なんかと委託契約を結んで４０歳から７５歳未満の人を対象に人間ドックを

しているということです。それで、いろいろ人間ドックというと、コースがあって、安いものか

ら精密に脳まで診るなら泊まりがけのものとか、いろいろあると思うのですが、まずこれはどこ

までこの２２４万円でみるのですか。 

健康支援係長（髙村純子君） 人間ドックの委託料の件についてお答えします。 

人間ドックは、今おっしゃられたように、１泊だとか、日帰りだとか、脳のオプションをつけ

たりとか、いろんな追加項目は個人によって任意の検診になりますので、できますけれども、町

が助成するのはそのうちの２万円分というところで１１２名、２万円の助成というところになっ

ております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） １１２名というのは、全体の対象者は何人いる中での１１２名でしょうか。 

健康支援係長（髙村純子君） 対象者というのが４０歳から７４歳の国保の方になりますので、す

みません、今正確な人数が手元にないのですけれども、１千７００名から１千８００名のうちの

１１２名になります。 

５番（児玉智博君） 分かりました。ということは、大体９割以上の人は受けてないということに

なりますね。それで、これの財源を見てみますと特定財源ですね。特定財源、１００％が。なの

で、できるだけ受けていただいたほうがいいというふうに思います。そこで、まだ私は４０歳に

なってないので受けられないのですけれど、受けようと思えば全額自己負担をすれば受けられる

のですけれども、そこまで私は４０歳未満に独自補助しろとは言いません。しっかり特定健診の

ほうを受けていただければいいので。ただ、こういうふうに特定財源でされるのであれば、やは

り多くの人に受けてもらって、万が一のがんや何かを早期に発見していただいたほうがいいので
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はないかなと思うので、これの周知方法はどうやってされているか、教えてください。 

健康支援係長（髙村純子君） 例年、前年度の２月に健診の希望調査票を取ります。その時に、人

間ドックを受けられるか、総合健診を受けられるか、町の特定健診を受けられるか、項目があり

ますので、そこでまず周知をするのと、あとは特定健診受診勧奨の通知の勧奨はがきを今業務委

託して、年間３回、延べ１千５００人ぐらいの方に送りますので、その時にも人間ドックの御案

内をいたしております。 

５番（児玉智博君） せっかくそういう勧奨をするのであれば、やはり私がほかの町村なんかの状

況を聞いてみますと、要するに詳しく人間ドックの案内を封書で出すわけですけれど、要はどこ

どこ病院ではこういうコースがありますというような、ある程度詳しい情報を入れた上でその受

診の勧奨をしているということです。特定健診とは別に何か人間ドックだけに特化した、そうい

う案内を出しているところもあると言いますので、そういうなかなか対象者が１千７００人から

１千８００人いる中で１１２人というのは、多分特定健診を受けているので、人間ドックまでは

というような方なのかもしれませんけれども、やはり特定健診では見逃されるようなところがＣ

Ｔであったりとかカメラで診ることで発見されるものもあると思いますので、もうちょっとせっ

かく一般財源を使わずにできるものであるならば増やすほうにしていただければと、工夫をお願

いしたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。また質疑漏れの時間は取ります。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、なければ、介護保険特別会計歳入歳出決算について、歳入歳出一

括して質疑に入ります。ページが３７ページから７１ページとなります。介護保険関係は、よろ

しいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、続いて後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算について、歳入歳出

一括して質疑に入ります。ページ数で７３ページから８９ページ。 

５番（児玉智博君） これは福祉課長から説明がありましたが、後期高齢者医療広域連合に納付金

を払ってと、被保険者から集めたというか、保険料が後期高齢者のほうに直接か、年金から天引

きされていくわけですけれど。聞きたいのは、この広域連合というのは、令和元年度の決算は終

わっていますか。報告というか、それは分かりますか、決算状況は。 

福祉課長（生田敬二君） 申し訳ありません。広域連合での定例議会はまだ通知がきてないかと思

いますので、まだ終わってはないのではないかというふうに思っています。 

５番（児玉智博君） だから、これは町に聞いて分かれば答えてほしいのですが、保険料の推移は

どうでしょうか。令和元年度は、平成３０年度と比べて、据え置かれているか、それとも保険料

負担は増えたか、教えてください。 
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福祉課長（生田敬二君） 税率としましては、令和元年度まではそのままの数字、もう何期か、か

なりの期間になりますけれども、ということを聞いておりますので、額としましても年金額がそ

う変わらなければ、あまり変わっていないのかなというふうに思っています。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 監査意見書に書いてあるのを見ると、１人当たりの保険料ですから、率は変

えてないのかもしれませんけれど、１人当たりの保険料は４万６千１４２円ということが書かれ

ております。例年を見てみますと、やはり非常に繰越額が大きいということで、何十億円ですね、

毎年毎年繰り越していっているというので、その繰越金を使って、年金も減らされて、お年寄り

たちは大変な思いをしているので、それを利用して、負担を減らせないのかなというのをいつも

感じているところです。そこで、これは要望ですけれども、町長が広域連合議会の議員をされて

おりますので、そういったやはり保険料負担の軽減なんていう、立場からも積極的に、恐らく１

１月ぐらいに定例会があると思いますので、一般質問もできますので、その辺で御発言をお願い

したいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、次に住民課所管の地方改善施設住宅新築資金等貸付金特別会計歳

入歳出決算について、歳入歳出一括して質疑に入ります。ページ数で９１ページから１０４ペー

ジ、よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、最後に教育委員会所管の坂本善三美術館特別会計歳入歳出決算に

ついて、歳入歳出一括して質疑に入ります。ページが１０５ページから１１９ページとなってい

ます。 

５番（児玉智博君） この美術館に関してですが、３月の議会だったか、前回の９月の議会で聞い

たのか、そういう建物の維持管理でいろいろ壁や屋根の修繕なんていうのはある程度できました

のでと、あまり今後はそういうのは心配ありませんということでしたが、害虫駆除料ということ

で１１０万円の決算が出ているのですが、あそこは結構湿気も多くて、なかなか建物については

厳しい環境ではあると思います。日当たり、裏が山で日陰になることも多いですので。そういう

中で、今後こういったまとまった費用というのがかかるのかと。実際にそういう計画なんかを立

てて対応していかないと、やっぱり我慢に我慢を重ねていくと、こういう感じでまとまって使わ

ないといけなくなりますので、今後どういった状況を想定しているか、教えてください。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） シロアリの駆除について終了した後に先ほどの答弁だったの

かと思います。時期的にはシロアリ駆除が上半期で実施をしております。昨年の。それが一つと、

どうしても修繕的な部分ですね、何らかに起因してかもしれませんが、そういった急遽の修繕、
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これはなかなか先が見えない部分もありますので、何とも言えない部分です。あと、全体的な維

持管理としては、今後、２５年経過しておりますので、長期計画の中で屋根・壁等、また外観と

いいますか、周りを含めての点検等を含めながら計画を立てていきたいと思います。 

５番（児玉智博君） それと、美術館の建物があって、収蔵庫が一番道路に面してありますが、そ

れからちょっと奥に行くと、離合できるぐらいの広いところが、それは美術館の敷地の隣にあり

ますけれども、鍋ヶ滝が今幸いコロナの影響であまり混むこともないのですが、美術館、神社の

前から狭い道路を入っていくわけですが、離合なんかで非常に大変な離合できないような状況が

あります。そうした中で、駐車場があって、生け垣で仕切ってというような形になっております

けれども、あれを取り払うか、駐車場を後ろにずらすかすると、費用はかかるのですけれども、

道路の拡幅なんかができないかということを確認したいのですが、それは建設課に聞いたほうが

いいかもしれませんが。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） 今、児玉議員も言われました道路管理者の関係と美術館駐車

場の部分はあの路線の中でも一部になりますので、離合所としての機能はできるかもしれません

が、全体的な通行の解消にはならないというふうなところもあります。建設課に一回聞いてみて、

うちのほうはそういった計画の中で必要性が出てくればですね。ただ、うちもあそこは借地の部

分になりますので、うちというよりはという形も出てくるかと思いますので、そこも含めての検

討は必要だと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑はございませんか。まだ時間はあります。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 特別会計決算について、質疑漏れはございませんか。全般的というか、国民

健康保険から美術館まで、よろしいですね。 

４番（久野達也君） 間違っていたら教えてください。１点だけ、国民健康保険特別会計について

ですけれども、制度的に県のほうで連合会的に運営するのは令和２年度からだったのですか、令

和元年度から。 

福祉課長（生田敬二君） 平成３０年度から一応、県のほうで委託しまして、平成２９年度、平成

３０年度決算は、その決算の形となっています。ただ、県のほうで今よく言われていますのが、

税あたりも統一した形で財政運営を県のほうでやるところも出てきているということで、熊本県

の場合は、今検討はされていますけれども、まだこの後に検討をするということで話が出ていま

せん。 

４番（久野達也君） 実は、今確認させていただいた部分として思ったのですけれども、結局、国

保の、いわゆる市町村負担が２年遅れですかね、２年遅れか３年遅れか、それで保険料の算定を

市町村はしていくかと思うのですけれども、それに見合うところで国・県からの補助金等で税は

調整されていくと思うのですけれども、そうなった場合、私は制度的にうんぬんではないですけ
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れども、やっぱりその時の医療費負担者と医療受益者の差異が生じてくると思うのですよ。それ

を補う措置とかがないのかなと個人的に思っていたものですから、なかなか予算のときに聞くべ

きなのか、決算のときに聞くべきなのか、制度上仕方ないといえば、仕方ないことだとは思うの

ですけれども、もやもやした部分がありますので、お聞きしたところです。 

福祉課長（生田敬二君） 議員言われますように、事業費納付金の算定におきましては、１年度前

というか、２年前のものから４年前のもの、３カ年の医療費というのが基本ベースになって、そ

の２年後の会計に納付金として納付しなければならない額として示されることになります。ただ、

その際に、本会議の際も申し上げましたけれども、被保険者数もずっと減ってきて、非常に負担

としては大きくなってくると。医療費は伸びてくるということですので、その３年間の医療費が

基になりますけれども、そこで被保険者数での調整、医療費の調整という補正係数がございまし

て、そこで調整されるような形になっていますので、その時の負担がそのまま２年後、３年後の

被保険者数にかかってくるということは、形式上はないという形にはなっております。 

４番（久野達也君） 制度上で調整もするというようなことですけれども、今、生田課長述べたよ

うに、人口も減っている、国保対象者も減っている、でも、その基礎となるべき応分の負担を担

わなければならない数は、人口が、例えば多いときの数かもしれないし、やっぱりそこらあたり

で、いや、この制度に移行するときに疑義が生じなかったのかなと決算書を見ながら思ったもの

ですから、意見として述べただけです。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑漏れはございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって本日の全員協議会を終了いたします。 

お疲れさまでした。 

９月１１日は、建設課、産業課、情報課所管の決算に関する件について全員協議会を開きます

ので、よろしくお願いします。 

申し訳ない。終了を少し保留します。 

教育委員会事務局長から報告があります。全員協議会の中であります。終了する前です。 

教育委員会事務局長（木下勇児君） すみません、時間をいただいて。 

昨年度も配付させていただきましたが、教育委員会の事務に係る点検評価報告書、令和元年度

分の報告書がまとまりましたので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づきまして点

検評価して、評価委員の方に評価してもらったものが出来上がりましたので、議会に提出を必要

とするということになっておりますので、今からそれをお配りさせていただきたいと思います。

大変申し訳ありません。今、その書類を忘れたそうなので、今すぐ取りに帰りますので。 

議長（松﨑俊一君） では、その書類を持って帰っていただくということで、本日の全員協議会を

終了いたします。 
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お疲れさまでした。 

（午後４時１０分） 
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議事の経過（r.2.9.11） 

 

議長（松﨑俊一君） それでは、改めまして、おはようございます。 

本日は全員協議会の３日目となります。 

ちょっと議員にお願いしたいことが。それぞれに得意の分野はあるのでしょうが、昨日までを

見てみますと、質疑ではなく自分の意見や要望などの時間が多く見られました。質疑は質疑、そ

れから討論は討論ですね。それから持論などがある場合は、一般質問で展開していただけますよ

う御配慮をお願いしたいと思います。 

それから、執行部におかれましては審議員以下、係長のほうにも答弁の機会を与えてもらえる

ようお願いしておきます。 

それでは、最初に渡邉町長に御挨拶をお願いします。 

町長（渡邉誠次君） 改めまして、皆さん、おはようございます。 

全員協議会の３日目でございます。本日の担当所管といたしましては情報課、産業課、そして

建設課というところでございます。よろしくお願いしたいと思います。 

今朝も大雨の部分で、中国地方でございますけれども大雨警報が出ております。全国的に、や

はりゲリラ豪雨といいますか集中豪雨がいつ起きるか分かりませんので、町としてもそこらあた

りはしっかりとアンテナを立てて、対策をしてまいりたいと思っているところでございます。議

員の皆さま方にも、啓発の部分で住民の皆さまにそういった旨をお伝えいただいて、危機管理の

部分ではございますけれども、よろしくお願いしたいと思っております。 

また、台風１０号についての被害の速報というところでございます。今出ている限りでござい

ますけれども、農畜産業関係でございますが、水稲に関しましてはウンカ被害に起因するものも

含みますけれども、倒れているところが３７ヘクタール、約３３５万円ほどの被害が出ていると

いう旨の報告を受けております。それからホウレンソウがハウス保全のため天幕を取ったという

ところの被害が０.６ヘクタール、約２４０万円ぐらいです。それからダイコンが風雨によって

芽の部分かもしれませんが、２ヘクタール、５４０万円ほど、それからハウスの部分の天幕の破

れやパイプの曲がりとかが１４戸、４０棟、これは調査中でございます。それから牛舎に限って

は屋根、それから壁の被害等々が１戸、１棟出ているところでございます。今のところ、合計で

約１千１１８万円ほどの被害が出ているという旨の報告を受けております。また、この被害は上

田地区を中心に被害が多いと言われているところでございます。今後とも、少しずつ情報が上が

ってくると思いますので、またお伝えを申し上げたいと思っております。 

また、今日の全員協議会でございますけれども、災害関連で申し訳ありませんが、農林土木の

長係長、それから公共建設係長の安達係長が欠席をさせていただきたいと思います。議員の皆さ

まには御迷惑をおかけしますけれども、よろしくお願いしたいと思います。 
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今日はお世話なります。 

議長（松﨑俊一君） ただいまより、全員協議会を開催いたします。 

ただいま出席議員は１０人であります。直ちに会議を開きます。 

（午前１０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 本日の協議事項につきましては、お手元に配付してあるとおりです。 

①令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算認定について 

②令和元年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算認定について 

③令和元年度小国町農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定について 

④令和元年度小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について 

であります。令和元年度決算ということで、十分なる御審議をお願いいたします。 

本日の担当課は、情報課、産業課、建設課です。各課長及び審議員、並びに担当係長の出席を

お願いしています。 

それでは各課長から所管の令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算の概略説明をお願いしたい

と思います。 

村上情報課長、着座のままお願いします。 

情報課長（村上弘雄君） おはようございます。情報課所管の令和元年度の決算状況につきまして、

一般会計歳入歳出決算書により説明させていただきます。 

決算書の２ページをお願いいたします。総括の歳入でございます。負担金から１２、１３、１

４の県支出金まで、それから１９諸収入まででございます。歳入総額が２億４千２４９万１千円

でございまして、対前年比が５６.４％、金額にしまして８千７４５万７千円の増となっており

ます。それから、その主な要因としましては、光ファイバーの使用料が８１０万７千円と、それ

から鍋ヶ滝公園の入園料が２３７万１千円と、また国庫補助金でございますけれども社会資本整

備総合交付金として、３千７５６万円ございます。それからプレミアム商品券ですが、１千５１

３万１千円、それとコミュニティーＦＭ周波数の移行の機器更改の負担金として２千３３８万９

千円、これが主な要因でございます。 

続きまして、３ページをお願いいたします。総括の歳出でございます。情報課に係る款名とし

ましては、歳出総額が商工費と総務費であわせて３億９千８６万７千円でございます。対前年比

で６３.６％の増でございます。主にコミュニティーＦＭの周波数の移行の機器更改の委託費２

千３００万円、それから小国町の映像センターの機器更改が２千５００万円、プレミアム商品券

参画事業取り扱いが１千１００万円程度、そしてゆうステーションの周辺整備の工事、これが１

億１千７００万円、新たに北里柴三郎博士顕彰費として、目で新設で３千６００万円が主な増額

の要因でございます。 

それでは、歳出から説明をさせていただきます。お手元の決算書の９４ページをお開きくださ
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い。目文書広報費でございます。目は、広報おぐにホームページに関する歳出でございまして、

主なものとしましては９５ページの下の段ですね、需用費の印刷製本費２０４万１千７２０円で

広報おぐにの印刷製本でございます。令和元年度につきましては、毎月３千部の印刷を行ってお

ります。 

続いて９７ページの上段でございます。使用料及び賃借料として、ホームページの管理関係で

１１７万７千２００円でございます。これは年間の使用料として管理会社に支払っております。

それから文書広報費の決算トータルで３３９万５千４６４円となり、執行率は９９.５％となっ

ております。不用額の１万４千５３６円は、各節の実績によります。 

続いて、１０８、１０９ページをお願いします。目防災情報施設費です。この目は、屋外情報

システム設備の維持管理、コミュニティーＦＭ放送局の運営に関する歳出でございます。主なも

のとしましては、１０９ページ下段の委託料の中でコミュニティーＦＭ放送局施設業務運営委託

料として７１１万５千円、株式会社エフエム小国に委託をしております。次にコミュニティＦＭ

周波数移行機器更改業務の委託費が２千３３８万９千１６円、これにつきましては平成３０年度

からの繰越です。防災情報施設費の決算総額は３千４９１万５千４５８円となり、執行率は９７.

７％です。不用額の７９万５千５４２円は各節の実績によるものです。 

続いて、１１４ページ、１１５ページをお願いします。地域情報基盤管理運営費です。この目

は、光ファイバーケーブル施設の管理運営に関する歳出でございます。主なものとしまして、１

１５ページの委託料の中で、光ファイバー関連施設の保守点検を行う施設・設備保守点検業務委

託を１千９２９万５千２９２円で、ＮＴＴ西日本に委託しております。 

続きまして、光ファイバーケーブル利用者からの問い合わせなどに町の代行をしていただいて

おります地域情報基盤代行業務委託を２９１万４千円で株式会社エフエム小国に委託しておりま

す。 

次に、光ファイバーを利用したコミュニティーチャンネル放送により、行政情報や地域の情報

を提供するおぐにチャンネル番組制作委託が９１６万２千円です。株式会社エフエム小国に委託

を行っております。また地上デジタル放送、自主放送、エフエム告知放送など、関連施設の保守

点検を行う映像系センター設備保守業務委託を６０５万４千９５０円で株式会社ＮＴＴフィール

ドテクノに行っております。 

次に、１１７ページ上段、使用料及び賃借料でございます。１０の番組の使用料として３７９

万２千５２９円でございます。地域情報基盤管理運営費の決算総額は８千１３５万７千６９７円

となり、予算の執行率は９７.３％となっております。不用額の２２３万２千３０３円の主な内

容は、施設設備保守点検業務委託のスポット保守など、年度末まで現場案件がございますので、

その状況に対応できるように予算の確保が必要であることから、その部分の不要額と、あとは各

節の実績によるものでございます。 
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次に少しページが飛びますが１８８ページ、１８９ページをお願いいたします。農林水産業費

の水産業費です。１９負担金補助及び交付金の中で、小国漁業協同組合ヘ３８万円の補助を行っ

ております。 

次に、同じく１８８ページの目１商工総務費です。職員３名分の人件費となっております。 

次に、１９０ページ、１９１ページの商工振興費です。商工業の振興に関する歳出で、主なも

のは役務費のプレミアム付商品券参画事業者取扱費１千１９２万７千円です。次に１３委託費で、

ゆうステーション周辺整備工事関連実施設計委託料で２７０万円です。屋外トイレ建築に係る施

工監理委託料は３９９万４千９２０円です。この分は繰越分でございます 

次に、工事請負費です。１億１千７６４万２千４８７円につきましては、ゆうステーション周

辺整備工事となります。主な内容としましては、屋外トイレの撤去、新築に係る工事一式、急速

充電器の移設、休憩所の設置、駐車場の整備などとなっております。なお、予算につきましては、

平成３０年度からの繰越でございます。 

続きまして、１９１ページの下段、１９負担金補助及び交付金で、システム改修負担金１０７

万３千６００円は、プレミアム商品券のシステム改修を鹿児島の町村会に支払っております。次

に、商工振興事業補助金４５０万円、創業支援事業補助金９０万円、小国町商店街空き家対策事

業補助金１０２万円を小国町商工会へ補助し、商工業の振興を行っております。商工振興費の決

算総額は１億４千８７９万７千８２１円となり、予算執行率は９３.４％となっております。不

用額の１千４３万７千１７９円の主な理由としましては、商品券関連の不用額が６４３万５千６

４６円で、あとは各節の実績によるものです。 

次に、１９２ページ、目の観光費です。この目は、観光団体の支援、鍋ヶ滝の管理運営費、観

光施設の維持管理に関する歳出でございます。観光費決算総額６千１５６万５千６６１円のうち、

主なものといたしましては、１９３ページから１９７ページの負担金補助及び交付金までが各節

の決算額のうち、鍋ヶ滝の管理運営及び周辺道路の渋滞緩和等に１千５００万円程度の費用を要

しております。 

次に、１９５ページをお願いいたします。１３委託料で平成３０年度からの繰越分で、鍋ヶ滝

公園バイパス測量設計委託料８３１万６千円です。 

次に、１９７ページをお願いいたします。１９負担金補助及び交付金で、小国町観光協会補助

金１千３００万円につきましては、小国町の観光振興に取り組むための補助金として補助してい

るほか、各観光団体等への補助及び負担を行っております。 

観光費の決算総額の執行率は８９.９％です。不用額の３８９万５千３３９円につきましては、

各節の実績によるものでございます。 

続いて１９８ページ、５北里柴三郎博士顕彰費です。これは新紙幣発行の２０２４年に向けま

して、柴三郎博士の偉業を顕彰し、啓発や環境整備を実施するため新しくできた目でございます。
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主なものは、調査測量設計委託料の４２９万円と観光施設設備整備工事２千６９１万８千４２４

円、それから柴三郎記念館下の駐車場の整備に係る費用です。それから、施設の関連としまして

移転補償費が４０５万４千７１円でございます。 

続きまして、歳入のほうに移らせていただきます。２４ページ、２５ページをお願いいたしま

す。総務費分担金です。光ファイバーの加入分担金としまして、１件当たり３万円で２６件分の

７８万円です。 

次に、２６、２７ページ、光ファイバーの使用料ですが４千９９５万７千１７５円のうち現年

分が４千９４２万７千４００円で、徴収率は９９.２％です。その下の滞納繰越分が５２万９千

７７５円で、徴収率は３７.２％となっております。 

次に、３０、３１ページをお願いいたします。商工関係の鍋ヶ滝公園直販所使用料で１８万３

千円です。これは物産販売所の１年分の施設の利用でございます。その下、鍋ヶ滝公園入園料７

千１０７万４千５００円につきましては、入園者数が２４万５千６０３人分となっております。

対前年比、入園料で３.４％増、入場者数で４.０％の増となっております。 

次に、３３ページをお願いいたします。光ファイバー休止・再開手数料が１１６件分で１７万

４千です。 

続きまして、４１ページをお願いいたします。上段ですけれども、社会資本整備総合交付金７

千２２０万７千４６５円は、ゆうステーション周辺の工事分でございます。同じく商工費補助金

でプレミアム付商品券事務費補助金３１７万４千円、同じくその事業費補助金として２３８万５

千４００円があります。 

次に、５９ページの上段です。県有公園施設清掃管理委託金１万４千６０２円、これは杖立の

県営施設の駐車場の清掃委託金で、同じく歳出の観光費のほうで同額を支出しております。 

次に７３ページをお願いします。伝送路利用収入として５万３０９円、ＩＲＵ利用収入として

６１９万５千３７３円、番組配信利用収入７万１千９４４円。下のほうにあります光ファイバー

の引込工事費収入として３７１万５千８２円、それから光ファイバーケーブル保守費用負担金と

して１９万７千３５４円。７５ページ上段、物品汚損料として１２万３千１４２円が地域情報基

盤管理運営に伴う歳入となっております。 

次に、７７ページです。ＦＭの周波数の移行機器更改負担金として２千３３８万９千１６円で

ございます。これは免許を持っております株式会社エフエム小国からの負担金となります。同じ

く７７ページの下段、プレミアム付商品券販売収入９５７万２千円。業務を委託しました郵便局

からの納付となります。 

以上、歳入の説明を終わらせていただきます。なお、委託料、工事請負費、補助金、負担金に

つきましては、決算資料、情報課資料１で各内容を説明しておりますので、御確認をお願いいた

します。 
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以上で、情報課の説明を終わらせていただきます。 

産業課長（秋吉陽三君） 皆さん、おはようございます。本日は、よろしくお願いいたします。産

業課所管となります令和元年度決算の概要を説明させていただきます。 

はじめに歳出のほうから説明をさせていただきます。産業課が所管します部分は、款５農林水

産業費で、項１農業費から項２林業費にかけてでございます。決算書１６６ページの目１農業委

員会費から１８４ページの中段、目２林業振興費までとなります。途中、農業費の目１０団体営

土地改良事業費から目１２特定中山間保全整備事業費までは、建設課の所管となります。産業課

所管の歳出総額としまして、４億１千２４９万円となっておりまして、対前年度比２千３８３万

４千円の減、率にしまして９４.５％となっております。主な理由は、各種補助事業の増減によ

るものです。なお、予算に対する執行率は９８.８％となっております。 

それでは、ページを追いまして、目ごとに主な概要を説明させていただきます。 

１６６ページから１６９ページの中段までが目１農業委員会費で、こちらでは農業委員会の運

営費用等が計上されております。農業委員の人数は８人です。 

１６８ページをお願いいたします。目２農業総務費でございますが、昨年度と比較しますと１

億２千３６６万円減となっておりますが、これは平成元年度から平成１０年度までに実施しまし

た阿蘇区域農用地整備公団事業における農業用道路、通称ファームロード分の償還金が平成３０

年度で終了したことによるものです。その他産業課職員１０名分の人件費が主なものとなってお

ります。 

続きまして、１７０ページ中段から、目３農業振興費でございます。ほとんどが負担金補助及

び交付金となっておりまして、主なものは、２段目の有害鳥獣防除柵設置事業補助金として、ソ

ーラー式の電気牧柵設置に対して５４万８千円の助成を行いました。交付件数は１３件です。 

それから１７３ページの上から６段目、くまもと土地利用型農業競争力強化支援事業補助金と

して、農事組合法人かみだの機械倉庫に対しまして３４５万４千円の補助などとなっております。 

続きまして、目４水田農業構造改革対策事業費におきまして、１９負担金補助及び交付金で経

営所得安定対策推進事業費補助金１８５万７千円で、全額国費となっております。また、その下

の水田産地化総合推進事業補助金２２万円は、全額県費の補助でございます。これは水田農業に

おける経営所得安定対策事業を小国町農業再生協議会のほうで事業を行っておりますので、それ

に対する事務的経費として補助するものです。 

続きまして、目５中山間地域等直接支払推進事業費としまして、１７５ページの中段に節１９

負担金補助及び交付金で中山間地域等直接支払交付金事業補助金６千２４４万４千６６円がござ

います。こちらにつきましては、平成２７年度より法制化されました日本型直接支払制度の中で、

中山間直接支払として第４期対策の５年目の取組みとなります。実績としましては、集落協定数

２８の集落、農家等の参加者、延べ人数は７０９人でございます。対象農用地面積が８１１.６
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ヘクタールに対しての交付実績でございます。 

続きまして、目６畜産業費でございます。こちらも負担金補助及び交付金が主な執行となって

おります。負担金補助及び交付金の５段目の家畜改良事業補助金として５９７万７千３４４円が

ございます。これにつきましては、家畜改良を目的に、精液代、技術料に対する補助でございま

す。令和元年度は２千２１８頭の実績となっております。 

１７７ページの畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金として１億２千５４９万８千

円につきましては、田原地区の酪農施設整備として搾乳舎、育成舎及び搾乳機器の整備を実施し

ております。 

続きまして、目７担い手育成推進事業費でございます。１７７ページ、１９の負担金補助及び

交付金において、農業担い手支援給付金６００万円がございます。これにつきましては、農業振

興と将来の担い手農家の育成を目的としまして、小国町農業担い手支援給付要綱に基づき７名の

方へ給付を行っております。 

次に、１７６ページの目８手づくりの館施設費と目９悠工房施設費がございます。施設の維持

管理に係る経費でございます。施設の利用実績としまして、年間の利用日数でございますが、手

づくりの館で延べ６８件、悠工房で延べ１２５件の利用実績となっております。 

続きまして、１８０ページをお願いいたします。目１３多面的機能支払費でございます。こち

らにつきましては、先ほど中山間直接支払いの中でも申しましたが、日本型直接支払制度の枠の

中で本事業にも取り組んでおります。実績といたしましては、多面的機能支払交付金が３千１３

７万２千９４５円の交付実績でございます。活動組織数で２９、活動組織農家等の参加者数は延

べ１千５６５人、対象農用地面積は８２６.７ヘクタールにおいて農地維持、共同活動、施設の

長寿命化を図るための活動などに取り組んでおります。 

続きまして、下段の目１４循環型農業推進費でございます。こちらは、薬味野菜の里小国の運

営費用となっております。 

続きまして、項２林業費でございます。１８５ページをお願いいたします。林業総務費の１９

負担金補助及び交付金におきまして、一段目の野生動物生息数適正管理助成金２５４万２千円、

次の鳥獣被害防止総合対策事業補助金２８５万３千円、次のえづけＳＴＯＰ！鳥獣被害対策事業

補助金として、集落に合わせて６０万円、５つ飛んで、有害鳥獣駆除補助金３６９万２千円でご

ざいます。これらの補助金を活用し、駆除隊や猟友会及び集落の協力を得ながら農林業の被害防

止対策に取り組んでおります。実績といたしまして、イノシシで５７０頭、シカで２８９頭の捕

獲駆除を行っております。 

続きまして、目２林業振興費ですが、１８７ページの１９負担金補助及び交付金の一段目に、

後継者担い手の育成確保として林業担い手育成事業３１８万３千円、次の造林・育林部門として、

主伐促進支援事業５３２万４千５０円、２つ飛んで、間伐材搬出経費の助成として２分の１の補
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助のくまもとの森林利活用最大化事業１千７４５万９千円、下から３つ目の、小国杉使用建築物

支援事業６００万円など、それぞれ記載どおりの決算額において様々な補助事業などを活用し、

小国林業の振興、活性化に取り組んでまいりました。 

以上、産業課所管の歳出の概略を説明させていただきました。また歳出に関する資料のほうは

総務課資料２、主要施策成果調書又は産業課資料１として委託料、補助金、負担金などの内容を

記載したものを配付してございますので、詳細につきましてはそちらのほうを御覧いただきたい

と思います。 

続きまして、歳入のほうを説明します。産業課所管の歳入につきましては、総額が２億２千７

３０万７８円で、対前年比２３２.９％となっており、増額となった主なものは農業費補助金の

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金１億１千４０９万１千円、林業費補助金の熊本

県林業・木材産業生産性強化対策事業補助金の１千７６０万円となっております。歳入の主なも

のは４８ページから５３ページの中にある中山間地域等直接支払交付金や多面的機能支払交付金、

くまもとの森林利活用最大化事業補助金などで、款１４県支出金の目４農林水産業費県補助金が

中心ではありますが、それ以外にもそれぞれの款項にわたって歳入があります。記載ページが飛

び飛びで分かりにくいと思いますので、産業課所管分だけをとりまとめしまして、その内容、納

入先などを記載した産業課資料１の最後に歳入調書としてまとめておりますので、歳入につきま

してはそちらの資料を御覧いただき、説明に代えさせていただきたいと思います。 

以上で、産業課所管の令和元年度決算の概要説明を終わらせていただきます。 

建設課長（時松洋順君） おはようございます。それでは、建設課所管の令和元年度小国町一般会

計歳入歳出決算について説明をさせていただきます。 

まず、先に配付してございます令和元年度決算資料、建設課所管と書いたものがあるかと思い

ます。この資料につきましては、令和元年度におきまして実施しました委託、工事、補助金、負

担金の一覧でございます。御審議の際の資料として御参照いただければと思います。 

それでは、決算書を使いまして御説明したいと思います。決算書の２ページをお開きください。

総括表になっておりますが、歳入のほうから説明させていただきます。建設課に関係する款とし

まして、１１分担及び負担金、１２使用料及び手数料、１３国庫支出金、１４県支出金、１５財

産収入、１９諸収入がございます。当課の所管となります歳入総額といたしましては、４億９２

万９千円でございます。対前年比１５１％となっております。 

続いて、隣の３ページを御覧ください。歳出となります。建設課に関する款といたしましては、

５農林水産業費、７土木費、１０災害復旧費、１２諸支出金でございます。当課の歳出総額とい

たしましては８億５千９８５万６千円でございます。対前年度比１３２.９％となっております。 

歳入歳出いずれも、前年度決算を上回っておりますのは、昨年度の道路新設改良費、関田及び

柏田住宅の改修、災害復旧によるものが大きいと考えております。 
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それでは、歳出のほうから、その内容について主なものを御説明させていただきたいと思いま

す。１７９ページをお開きください。団体営土地改良事業費でございます。主なものといたしま

しては、土地改良連合会賦課金７２万９千３００円がございます。続きまして、同じページでご

ざいますが、農道維持費が建設課所管でございます。 

次の同ページ、特定中山間保全整備事業費につきましては、負担金補助及び交付金の中に上段

の１千１万７千９６６円が一般開発事業であります区画整理、水路、暗渠排水、ため池等を整備

したものに対するものでございます。下段の９７２万８千４２１円につきましては、林道部分の

受益者負担に対する町の負担でございます。 

次に、１８７ページをお願いいたします。林道費につきましては、通常の維持、補修のほか、

１８９ページ、除草作業等委託料２３４万９千円、これにつきましては２８路線の草刈り等を実

施したものでございます。 

同じページ、治山事業費の工事請負費１千９６万６千５１７円につきましては、田原地区、仁

瀬地区において単県治山工事、芹原地区において単県治山自然災害復旧工事を実施いたしました。 

次に、２０１ページ、土木総務費になります。１９負担金補助及び交付金といたしまして、単

県砂防工事負担金、２０３ページ、一番上、単県道路改良等工事負担金及び、次の段の急傾斜地

崩壊対策工事負担金がございます。熊本県が昨年度小国町管内で実施いたしました事業について

の町の負担金でございます。 

次に水道総務費といたしまして、小国町水道補助金１千３２５万８千円がございます。これに

つきましては水道事業の起債償還等に係るものでございます。 

次のページ、道路維持費でございます。町道の通常の維持管理に要する費用のほか、豪雨によ

ります倒木、崩土、岩等の除去などの応急対応費としまして、修繕費１千１８６万円が支出され

ております。 

また、委託料といたしましては道路台帳補正、除雪・除草作業等維持管理費用のほか、橋りょ

う詳細点検委託費といたしまして４千５１０万５千９０３円を支出いたしております。 

次の工事請負費といたしまして４千８万７千円につきましては、先ほど申し上げました建設課

決算資料№５にございますが、電源立地交付金を活用しました湯鶴線舗装打換工事と社会資本整

備総合交付金の活用によります岳湯線舗装打換工事の２路線を実施いたしました。 

続きまして、道路新設改良費でございます。工事請負費といたしまして、こちらも資料の№６

及び№７に３路線、７件の道路改良工事を実施いたしております。社会資本整備総合交付金の活

用によります明里線、対岸線及びはげの湯線道路改良工事を実施したものでございます。 

次、２０７ページ、河川総務費といたしまして、県管理河川清掃業務委託金１９７万円がござ

います。１２団体による５つの河川の愛護費でございます。 

同ページに、住宅管理費がございますが、工事請負費１億８千６２８万５千２１円につきまし
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ては、老朽化住宅の解体費として雲雀ヶ丘団地、奴留湯団地、福坂団地、桜ヶ丘団地の一部を解

体実施しております。また、関田団地と柏田団地の外壁屋根改修工事を行っております。 

２０９ページ、危険住宅移転費といたしまして、土砂災害危険住宅移転事業補助金として３０

０万円がございます。 

ページが飛びますが、２５１ページを御覧ください。こちらは災害復旧費でございます。昨年

の梅雨前線豪雨に対する復旧事業決算額となります。建設課所管資料の№１より№４に農災及び

林災、№９から№１７までに公共災の工事明細の記載がございますので、後ほど御覧いただけれ

ばと思います。 

次に２５７ページをお開きください。特別会計繰出金といたしまして、農業集落排水事業特別

会計繰出金８千４４７万４千円がございます。 

以上で歳出についての説明を終わらせていただきます。 

次に、歳入の主なものについて説明をさせていただきます。 

２５ページ、上段のほうでございますが、農業費分担金と林業費分担金がございます。各種工

事に係る受益者分担金でございます。建設課所管は農地災害復旧費分担金３万８千円及び単県治

山事業分担金、８８万２千７００円になります。 

２９ページをお願いいたします。農林水産使用料の中の道路使用料１７万６千２４０円の道路

占用料につきましては、農道と林道に係るものでございます。公営住宅使用料につきましては、

令和元年度末におきまして２９０戸の入居者に係る使用料になっております。２５１万１千２７

９円の道路占用料につきましては、町道に係る部分でございます。 

３３ページに土木手数料がございます。 

次が３５ページ、公共土木施設災害復旧費国庫負担金としまして６千１９６万３千円がござい

ます。 

３９ページ、こちらに中段のほうですが、社会資本整備総合交付金といたしまして２億１千８

７６万３千６７３円がございます。道路維持、改良、住宅改修、住宅解体、撤去に係る６５％又

は５０％の交付金でございます。 

次に、５３ページをお願いいたします。一番の上の記載でございますが、単県治山事業補助金

３０５万４千円につきましては、田原地区の工事に係る補助金でございます。下段のほうでござ

いますが、単県治山自然災害復旧事業補助金１７８万２千円につきましては、芹原地区に係る補

助金でございます。 

次のページをお願いいたします。災害復旧費県補助金の平成２８年度熊本地震復興基金交付金

の住宅耐震化支援事業２５万円と、節２農林水産業施設災害復旧費補助金４千４６７万５千７１

１円が建設課所管となっております。目７電源立地地域対策交付金６３４万５千円でございます

が、この交付金につきましては町道湯鶴線の舗装工事に活用させていただいております。同ペー
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ジ、一番下でございますが、危険住宅移転費補助金３００万円も建設課所管でございます。 

５９ページをお開きください。土木費委託金といたしまして、県管理河川清掃業務委託金１９

７万円がございます。町内の団体で実施していただいております県河川の草刈り、清掃に対する

委託金でございます。 

７１ページをお開きください。雑入といたしまして、上段のほうに柏田第１期浄化槽負担金１

８万１千９０４円がございます。柏田住宅に隣接して浄化槽を使用しております警察住宅並びに

公立病院住宅に係る負担金収入でございます。 

以上、簡単ではございますが、建設課に係る歳入歳出決算につきまして概要を説明させていた

だきました。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） それでは、それぞれの歳出科目ごとにページを追って進めていきたいと思い

ます。議員におかれましては、別紙の一覧表ですね、この緑色の部分になるかと思います。よろ

しくお願いします。 

まず最初に、歳出からまいります。９４ページ、文書広報費ですね。左のページでいきますと、

款、項、目の目の欄を追っていきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

７番（西田直美君） 印刷製本のところの２０４万１千７２０円、これ広報おぐにで、今までのと

ころと変わらずにやっていると思うのですが、これはページ数とかの変更に関しては料金の差の

費用の発生というのはないのですか。 

情報係長（佐々木博隆君） 印刷製本費につきましては、基本１６ページとしております。それか

ら１ページ増については１万３千５００円の増、１ページ減については８千円の減という形で、

その毎月毎月の広報紙によってページ数が違いますので、基本使用料を設けてページが増えるご

と、減るごとに金額が変わるという契約を結ばせてもらっております。 

以上です。 

７番（西田直美君） それで、小国で大体２色刷りですよね。たまにカラーが入ったりというのは、

また別に料金がこの１万３千５００円にプラス上乗せのような形になるのですか。 

情報係長（佐々木博隆君） カラーにつきましては、表紙の全面と後ろの後面ですね、そこだけが

カラーとさせてもらっております。そのカラー分については、基本使用料１６ページの中に入っ

ております。それ以外の中のページにつきましては、今現在のところ白黒の２色刷りという形に

させてもらっております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 次１０８ページ、目９防災情報施設費。次のページの上段まであります。 
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５番（児玉智博君） このコミュニティＦＭ周波数移行機器更改委託料でありますが、これが支払

われているというか、これと全く同じ歳入が機器更改負担金ということで２千３３８万９千１６

円、これ７７ページの一番上段にあります。先ほど、課長からの説明ではエフエム小国からの歳

入ということでした。これ全く同じ額が調書の№１によりますとエフエム小国のほうに委託をし

ていると。要するに同じ額をもらって、同じ額をもらった相手に払うというような、よく意味が

分からないのですが、どういう仕組みなのですか。 

情報係長（佐々木博隆君） お答えいたします。 

平成３０年に総務省告示の第３４号で、第４世代移動通信システムの普及のための特定基地局

の開設に関する指針を定める件につきまして、わかりやすく言いますと、携帯電話の周波数帯で

すね、そちらのほうが今０９０が０８０とか、周波数体系がどんどん広がっております。エフエ

ム小国で使用させてもらっております３.４ギガヘルス帯を携帯電話会社のほうに利用させなさ

いという形になっております。ただし、その分の機器更改については使用する携帯電話会社のほ

うから負担を行いなさいという形になっております。機器は小国町なのですけれども、エフエム

小国の免許状につきましては、エフエム小国のほうが免許取得をしておりますので、小国町のほ

うからエフエム小国のほうに委託しまして、免許人に対しての機器更改につきましてドコモ、ソ

フトバンクのほうから同じ金額の歳入があって、そちらのほうをエフエム小国のほうから小国町

に負担金として納付いただいております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） ということは確認ですけれども、金の流れとしては携帯電話会社がエフエム

小国にこの２千３３８万９千１６円を渡して、その渡したお金をそっくりそのままエフエム小国

は小国町に支払ったと、そして結局、最終的に小国町はそのお金をエフエム小国に返したという

流れになるのですか。 

だから、さっき課長の説明が歳入部分で「エフエム小国が払いました」という説明をされたの

ですけど、それは間違いないんでしょ。 

情報係長（佐々木博隆君） エフエム小国のほうから、町のほうに負担金として払っていただいて

おります。 

５番（児玉智博君） だから、ただその２千３３８万９千１６円の出所は携帯会社なんでしょ。さ

っき、そう言われたと思うのですけど。その２千３３８万９千１６円を放送免許を持っているの

はエフエム小国なので、そのエフエム小国に払いますと、携帯会社が。そして、それがエフエム

小国は歳入の部分で小国町に２千３３８万９千１６円を渡しています。で、小国が歳出で２千３

３８万９千１６円をエフエム小国に歳出をしておりますという流れなんですけど、だから、そう

いうことですよね。 

情報係長（佐々木博隆君） 児玉議員が言われるとおりですけども、順序的に言いますと、町のほ
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うがまずエフエム小国に委託としてその工事をお願いしまして、エフエム小国がかかった費用で

すね、その金額を携帯会社のほうがお支払いただいて、その分を今度はエフエム小国のほうから

町のほうに負担金として納めていただくという流れになっております。 

５番（児玉智博君） だったら、この財源の書き方が特定財源というふうになっているのですけど、

もともとは一般財源から歳出をして、ただそれが返ってきたという理解をすればいいんですかね。 

情報係長（佐々木博隆君） はい、児玉議員がおっしゃるとおりです。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

８番（松本明雄君） ８番です。 

この災害が多いときに、このＦＭ局と、うちはもう野外に防犯のスピーカーがあります。防災

用のですね。その点検でここに４３万６千円と出ていますが、ほとんど毎年やっていると思いま

すが、その時期とほとんど故障がないのか、それをお聞きしたいと思います。 

情報係長（佐々木博隆君） 防災行政無線保守点検委託料の４３万６千円につきましては、エフエ

ム小国の放送室にあります操作卓の保守料というふうになっております。こちらのほうについて

は、Ｊアラート等と連携しておりまして、大体９月ぐらいに保守点検を行っております。また、

同報系ですね、外の屋外放送の分につきましては、申し訳ございません、１１４ページ、１１５

ページの委託料の映像系センター設備保守業務委託料のほうで屋外放送施設の委託料はこちらの

ほうから歳出されております。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 今、時期のことを聞いたのは、９月と言われましたけれども、地震はいつ起

こるか分かりませんが、台風と大雨は大体時期が決まっておりますので、できれば５月頃すれば、

その間に修理ができると思いますので、時期のほうは会社と相談して判断していただきたいと思

います。 

情報係長（佐々木博隆君） 時期につきましては、委託業者のほうと協議させていただきまして、

松本議員が言われるように災害に備える、災害前に保守点検を行うという形で協議をさせていた

だきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩を行います。１１時１５分から。 

（午前１１時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時１５分） 

議長（松﨑俊一君） ページ１１４、地域情報基盤管理運営費が情報課になっております。 

５番（児玉智博君） おぐにチャンネル番組制作委託料は、これは何本作っているのでしょうか。 

情報係長（佐々木博隆君） 年間の件数につきましては、３８５件ですね。特別番組として１６本
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制作しております。特別番組というのは、今回の議会とかですね、そちらのほうをおぐチャンで

流させてもらっている分が１６本という形になっております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） ３８５本というのは、いわゆる帯番組というか週刊おぐチャンを３８５本も

作ったということ。 

情報係長（佐々木博隆君） 週刊おぐチャン内で、一つのタイトルの放送があるかと思いますが、

そのタイトルというかですね、中の分で３８５件取り扱っているという形になっております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） それは最初の契約の段階に基づいて３８５本というふうに、そういう契約に

なっているのか。それとも結果として３８５本になったけれども、委託料がこれだけだったから

その中で３８５本に作ったのか、考え方としてどう考えているのでしょうか。 

情報係長（佐々木博隆君） 委託料に対して、何本についてこの金額ということではなくて、もう

委託料に対して３８５件と特別番組１６本の実績が発生したという形になっております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

ページが少し飛びます。１６６、農林水産業費のうちの目１農業委員会費、２農業総務費。 

５番（児玉智博君） 令和元年度の農業委員会を通じての農地の売買であったり、貸し借りは何件

ありましたか。 

産業課審議員（宮﨑智幸君） 貸し借りというか、今手元にあるのが、農業委員が活動した中で貸

し借り斡旋を行った実績としましては、面積にして８万８２３平米ということで、約８ヘクター

ルの農地が農業委員、それから推進委員の斡旋によって貸し借りが行われたということになって

おります。全体の件数につきましては、後ほど答えさせていただきます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） では売買はなかったんですね。 

産業課審議員（宮﨑智幸君） 農地法第３条による売買等も行われております。ただ、手元にその

件数を持ち合わせておりませんので、３条の売買、それから経営基盤強化法による貸し借り、そ

れから農地法による貸し借りというのがありますので、その件数については後ほど答えさせてい

ただきます。 

以上です。 

５番（児玉智博君） では併せて、農地の転用も教えていただければと思いますので、後ほどよろ

しくお願いします。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

農業委員会費、それから農業総務費、農業振興費までいきましょうかね、１７０ページ、３農
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業振興費ですね。次のページの中ほどまでになっております。 

５番（児玉智博君） そしたら、農業振興費の負担金補助及び交付金の中で、菊池農業高等学校後

援会会費と、字が違いますけど、後援会というのは、どこの学校にも育友会とかＰＴＡのような

ものでありますけれども、そういうＰＴＡ組織なのでしょうか。 

農政係長（永江和広君） お答えします。 

こちらの負担金につきましては、農業高校という特殊な高校でございますので、それに通われ

る生徒の将来農業の担い手となるべく、在学中にいろいろな経験をされるといったところの負担

金となっております。具体的に申し上げますと、いろいろな農業関係のイベント等の交通費、あ

るいは視察研修費とか、その分に充てられております。ちなみに、菊池農業高校におきましては、

小国町からお二人の生徒が通われておりますので、菊池農業高校の決まりに沿いまして、１から

４名については負担金が１万円ということで、１万円の支出をしております。 

５番（児玉智博君） つまり、後援会というのはＰＴＡの方たちの集まりなんですか。要するに生

徒の保護者が会長をされていてみたいな、そういう組織なのか。それともまた別に何かあるもの

なのか。 

農政係長（永江和広君） 通常言いますＰＴＡという組織ではなくて、農業高校のほうにお支払い

する負担金になります。そちらの学校のほうで、そのような様々な活動に使われるといった負担

金になります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

４番（久野達也君） 同じく農業振興費で、額的には３万５千円なんですけれども、土壌分析事業

補助金ということで、ある意味、土づくりが農業の基本かと思います。そして、そのことによっ

て肥料の削減を図ったり、あるいは良質な農作物ができれば、額に関わらずいいことだと思いま

すので、具体的にどのくらいの事業量といいますか、農家数なのか面積なのか分かりませんけれ

ども。それからできれば今後、これを拡大する計画があるのかも踏まえたところで御答弁いただ

けたらと思います。 

農政係長（永江和広君） 事業の目的につきましては、今議員がおっしゃられたとおりでございま

す。実績につきましては、１件当たり１千円の補助をしてございます。検体数が３５検体、合計

３千５００円のところを、それぞれ１千円補助という形で補助させていただいております。 

土壌分析なんですけれども、基本的には５要素について分析をかけておりまして、その結果に

基づいて施肥設計を行って、農家にそれの通りに施肥を行ってくださいという形で、報告を農協

のほうがしております。 

実際、土壌分析をされるにあたって、基本的にホウレンソウあたりについては雨除けハウスが

ありますので、あまり養分が流れないといった条件がございます。ただし、土壌を消毒とかした

あとについては、一概にはそういったものが言えませんので、また改めて分析をかけていくとか、
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天幕を張り替えたときもそうですね、分析をかけていくとか、いったことが必要になってくるか

と思います。 

５番（児玉智博君） 農産物残留農薬分析事業補助金に関してお尋ねします。 

要するに登録農薬というのがあって、市場に出たときに保健所などが抜き打ちで検査をして、

登録外であるとか、基準以上の残留農薬があると出荷停止になるから、これはＪＡのほうに補助

をしているのだと思いますが、何も保健所は市場に出ていなくても、直販所なんかも抜き打ちで

やってきて、多分買うと思うんですけど、買って持って行って、検査をするということもありま

すので、小国町の薬味野菜の里がありますが、そこに対しても補助金などを出してしているのか

どうか、教えてください。 

農政係長（永江和広君） 残留農薬の事業につきましては、農家戸数の５％に相当するサンプル数

の分析を行ってございます。農家戸数が２２０戸ということで対象となる戸数でございますが、

それの５％で３万５千円の３分の１の補助を行っているということでございます。 

サンプルの取り方は、おっしゃられるように抜き打ちといいますか、出荷してきたときの出荷

時において検体のほうは採取して、それから分析にかけるといったことをしてございます。 

それと薬味野菜についてでございますけれども、現在のところ残留農薬の調査といったものは

行ってはおりませんが、基本的にはホウレンソウ、春菊、キュウリあたりにつきましては、主要

品目ということで出荷があるということで、抜き打ちの農協の調査でカバーができるのかなとい

うふうに考えております。また、そのほかの部分については循環型農業ということで、基本的に

はあまり低農薬といいますか、有機農法等の生産のほうで出していただくということで、付加価

値も付いてきますので、そのあたりで指導等をしていったほうが、より売上につながっていくの

かなと考えております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

先に進めます。目４水田農業構造改革対策事業費から、同じく中山間地域等直接支払推進事業

費、１７４ページの真ん中ほどですね、１７５までですね。 

よろしいですか、１７４ページの中ほどから畜産業費、次のページ７担い手育成推進事業費。 

５番（児玉智博君） １７５ページです。中山間地域等直接支払交付金事業補助金が、先ほど説明

で２８集落、７０９人の人が対象になっているということでありましたが、このうちで、基盤整

備がしてあるところと、基盤整備がしていないところが如何ほどずつになるのか。面積で分かれ

ば、教えていただければと思います。 

農政係長（永江和広君） 基盤整備の面積率については、今日は資料を持ち合わせてございません

ので、後ほど回答させていただきたいと思いますが、基本的には優良農地を中山間の直接支払制

度の中では守っていっておりますので、基本的には基盤整備が終わったところを中心にというこ

とになりますので、基盤整備が終わっていないところのほうが入っている面積としては少ないの
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ではないかというふうに思います。ただ、集落でまとまって基盤整備ができていないとかですね、

そういった事情のところは、また別のお話になるかと思います。後ほど回答させていただきます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

６畜産業費、担い手育成推進事業費、手づくりの館施設費、悠工房施設費まで。 

３番（穴見まち子君） １７７ページの上段、畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業補助金で

すけど、対象農家というのは何件ぐらいなっていますか。 

農政係長（永江和広君） この事業でございますが、小国郷畜産クラスター計画において中心的な

形態に位置付けられた１戸の酪農家に対する事業となっております。 

議長（松﨑俊一君） よろしいですか。 

７番（西田直美君） 手づくりの館について伺います。手づくりの館は、今現在、例えば個人若し

くはグループどれくらいで使っているか、教えてください。 

農政係長（永江和広君） 昨年の実績で申しますと、１５団体になります。団体といいますのは２

人以上という位置付けにさせていただいておりまして、６８日間の使用が実績として昨年度は上

がってございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかによろしいですか。質問漏れ等ありましたら、あとからいただきます。 

ページが１７８、団体営土地改良事業費、１１農道維持費、それから次のページが１２特定中

山間保全整備事業費、多面的機能支払費、それから循環型農業推進費までいきましょうか。 

５番（児玉智博君） 多面的機能支払交付金について伺います。先ほど課長の御説明では２９集落、

１千５６５人が対象になっているということでした。先ほどの中山間地のやつは２８集落で、こ

れ１集落多いのは下巣の分ですかね。 

農政係長（永江和広君） 下巣集落とあとは椋子原、田、その３集落が中山間には取り組んでは

おりませんけれども、多面的機能のほうには取り組んでおります。 

５番（児玉智博君） ３集落が違うということでしたが、その人数が６００人ぐらい違いますね。

それはなぜでしょうか。 

農政係長（永江和広君） これは事業の特性によって違いまして、中山間地域につきましては集落

協定ということで、農業者が主体となるのですが、多面的機能支払におきましては集落の方々と

いうことで、農業者ではなくても一般の方が井手さらい等に出られると思いますけれども、そち

らについても日当等の支払いの対象になるということでございます。 

５番（児玉智博君） 分かりました。 

その井手さらいなどは、皆さん自分たちでやると思うのですが、いわゆる長寿命化で壊す舗装

だったところをコンクリート舗装に変えたりとか、Ｕ字溝を入れ替えたりとかそういうこともで

きると思うのですけれども、そういった工事を自分たちで機械を借りてきたりしてやる場合と、

それかもう大変だから建設業者に投げているというところもあると思うのですが、基本的にどう
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いった場合が多いか教えてください。 

農政係長（永江和広君） 長寿命化におきましては、おっしゃられるように小国町のほうは委託す

る部分と実施施行をする部分がございまして、委託する部分におきましては少し交付金が減ると

いった具合になりますが、基本的にはこの長寿命化の事業につきましては町が業者に発注する場

合と同じような施工管理技術を満たす必要がございますので、基本的には委託をして工事をやっ

ていったほうが会計検査等に指摘を受けないということになりますので、前回４期対策のときに

は、その辺の指導が徹底されていなかったのですけれども、今期対策からはその辺の指導を徹底

していこうかというふうに考えております。 

５番（児玉智博君） やはり、この制度の要するに日当として、農家収入になるわけですね。です

から、農閑期なんかに農家の所得向上を図るという考えであれば、自分たちでしていただいて所

得向上につなげたほうがいいのかなという気がしますので、要するに今言われたように、コンク

リートを張るなら何センチ以上張りなさいとか、その下の砂利は何センチですよとか、そういう

厳しい部分があると思うのですが、やはりそういったところも説明をしていただいた上で、やは

り農家の人たちが選択するという形にしていただいたほうがいいと思いますので、決して委託し

てくださいと最初からならないように、取り組んでいただければと思いますので、よろしくお願

いします。 

農政係長（永江和広君） すみません、ちょっと説明が漏れておりましたけれども、自力施行の場

合においてもどこかの建設業にお勤めの方が集落におられるといった場合には、その方がある程

度の知識はお持ちだと思いますので、そういう方を使っての自力施行というのは認められると思

いますので。すみません、ちょっと説明が漏れておりました。申し訳ございません。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） ではページを進めます。１８２ページ、林業総務費、次の林業振興費、林道

費、治山事業費までいきましょうかね。 

５番（児玉智博君） では、林業振興費の補助金の部分について聞きます。 

小国杉使用建築物支援事業補助金でありますが、これは町内と町外の物件の内訳を教えていた

だけますか。 

林政係長（長谷部公博君） 昨年度の実績としまして、新築全体で４０件ございます。内訳を大ま

かに説明させていただきます。小国町内で４棟、小国町内以外の熊本県内で１５棟、そして福岡

市で１棟、そして福岡市を除く九州内が１８棟、そして九州県外の２棟となっております。福岡

市以外の九州内の１８棟につきましては、多くは北九州でございます。北九州で１２棟ほど建っ

ております。 

以上でございます。 
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５番（児玉智博君） はい、分かりました。 

町内が４棟ということでありましたが、結構、今もそうなんですけど黒渕なんかでも新築物件

というのがありますので、やはりこれは小国杉の需要を呼び起こすというのが目的でありますの

で、勿論福岡であったりとか、よそで使われる部分にも結構なのですが、やはりせっかくであり

ましたら、小国町でもうちょっとＰＲをしていただきたいと。４棟建っているのであれば、この

小国杉使用建築物支援事業補助金で建てていますよというようなパネルというか、幕でもいいの

ですけど、そういうのを付けていただくなら、「あ、こういうものがあるなら、自分も建てると

きに小国杉を使おうかな」というようになるかと思いますので、検討をお願いします。 

林政係長（長谷部公博君） ちょっと順序が逆になるかと思いますけれども、この事業を使った建

築物につきましては、この阿蘇小国杉を使って家を建てていますというのぼりを作っております。

一応、申請物件については工事期間中、そののぼりを立てていただいて周囲の住居といいますか、

周辺にＰＲをしてもらうように今、してもらっております。 

小国町内の件なのですけど、昨年度の小国町内の木造建築件数が１３棟ということで、１３棟

のうちの４棟しか事業に入っていないということで、児玉議員がおっしゃるとおり町内の方にも

広くＰＲをもっとできたらなというふうには考えております。ただ、この事業を多く使っていま

すのがハウスメーカーあたりが多く動いております。特に北九州と福岡市、あと熊本市のハウス

メーカーについては、もうホームページ上で阿蘇小国杉の家ということで商品パッケージとして

売り出しをしていただいておりますので、そういったところでそっちの需要が高まっていて、予

算の範囲内でということになると、そっちで占めていくという形にもなっておりますけれども、

今後、やはり町内の皆さまに多く使っていただけるように、木材の需要拡大が進むようにしてい

きたいと思います。 

以上です。 

７番（西田直美君） １８５ページのえづけＳＴＯＰ！について教えてください。 

えづけＳＴＯＰ！でこれを見ると、田原、西里２部地区が獣害防除に対する学習や実践活動を

行うための費用に対する補助ということで、３０万円かけるの２地区で６０万円というふうにな

っているのですが、これ実際にはどういうことをやるのか。そしてこれは例えば年度ごとに各地

区を回ってやるようなことなのかということを教えてください。 

林政係長（長谷部公博君） お答えいたします。 

えづけＳＴＯＰ！というものは、そもそもが熊本県の独自の事業で、ソフト事業でございます。

この事業の趣旨といいますのが、施設整備をするための事業というわけではなく、やはり集落全

体で餌付けをしない。要は「田畑を自分たちで守っていくぞ」というような実践活動に対して補

助されるということでありまして、今田原地区と西里２部地区ということで、田原地区について

は平成２８年度から、これはもう町でモデル地区としてお願いして、実践を今まで継続しており
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ます。 

西里２部につきましては、平成２９年度から実際に取組みをしております。活動内容としまし

ては、自分たちで集落での勉強会、有識者を呼んでの勉強会でしたり、モデル圃場を作って電気

牧柵だったりワイヤーメッシュという防除柵をつくって、自分たちで管理をどうやってやってい

こうかとか、そういったものを実践しながら勉強していくためのソフト事業ということで、活動

をしております。 

ちなみに、昨年度については田原地区で採草地をシカ・イノシシから守るためにソーラー式の

電気牧柵４６３メートル設置に３０万円を使っております。また西里２部につきましては、鯛の

田集落内の河川のほうですけれども、ここについて３５０メートル分のワイヤーメッシュ柵の設

置をしております。 

この事業につきましては、計画的に集落を順繰り回っていくようなというものではなくて、や

はり自分たちで実践して率先してやっていきたいという方たちが主体となっていただくような形

になりますので、中山間の代表者会議等を使いまして、こういう事例も報告しながら、ぜひやっ

ていきたいと手を挙げられているところは、うちの町を経由して県のほうにまた要望のほうは新

たな地区として出していきたいと思っております。 

以上です。 

７番（西田直美君） はい、分かりました。 

例えば、そうやって周知をするときに漏れる地区があるとか、そういうことはないわけですか。

それか、町のほうから積極的に「皆さん、こうやってみませんか。こういうことができますよ。」

というような周知活動というかですね、そういうことをやっていらっしゃるわけですか。 

林政係長（長谷部公博君） 一応、周知をするタイミングといいますか機会につきましては、先ほ

ども申し上げましたけれども、中山間の代表者会議、中山間の集落協定の代表者がお集まりいた

だいた会議がございます。そういった場に、以前からもこの取組みを実践していた例えば田原地

区の実践実例報告だったりとか、この事業の概要等をその全地区のリーダー、２８協定ですかね、

来ていただいた際に周知等もやっております。しかしながら、それ以外に広く皆さんに広報紙と

かを使うとか、そういった形で応募を呼びかけるということは、今までやってはおりません。 

以上です。 

７番（西田直美君） 田原が平成２８年から、西里地区が平成２９年からということになると、毎

年これをやっているわけですよね。ということは、例えばその鳥獣被害に関していえば、小国町

のほかの地域でも鳥獣被害は勿論あるわけですから、１地区、２地区だけが何年間も続けてやる

よりは、やはりよその地区でもそういうことができるということは周知していくべきだと思うの

ですが、これはちょっと検討の余地があるかなと思うのですが、その辺はいかがでしょうか。 

産業課長（秋吉陽三君） 今、担当係長が申しましたように、周知に関しては２８の中山間の集落
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協定で大体、全地区を網羅しているかと思います。そのほかに多面的だけをやっているところも

ありますので、その辺も周知しております。要するに農地を守るための取組みでございますので、

周知に関してはまず農業者からと思っております。 

それと、何年も続くというような話でしたけれども、やっぱりこの取組みは３０万円において

実践であるワイヤーメッシュとかソーラーでの電柵を張る部分と、集落が一体となって勉強会を

行う部分のソフトもありますので、なかなかそういう面では一体的な取組みというのは、中山間

の中でも、中山間の直接支払においてもそういう形でやっている集落というのがございます。ま

た、個人的には町のほうにソーラーをということで、これは農家の選択だと思っておりますので、

そういうところで町は今のところ全体的な周知というよりも農家に対する周知で行っていきたい

と思っております。 

８番（松本明雄君） それに関してですね、今報告がありましたけれども、装置の場合は高い電牧

でやっていると思います。そして西里あたりはメッシュでやっているという話でしたけれども、

大体どっちのほうが効果的にはあるのですか。 

林政係長（長谷部公博君） どっちがいいということは、なかなか難しい部分はございますけれど

も、以前平成２８年度、それこそ小国町で「えづけＳＴＯＰ！」をやろうというときに、その時

に町民皆さんというか農業者向けに講演会を実施いたしました。その方が井上さんという方なん

ですけれども、その時の話ではやはり電気牧柵が一番効果はあると。ただし、ワイヤーメッシュ

も勿論効果はあるのですけれども、電気牧柵、ワイヤーメッシュ両方とも前提となるのが、やっ

ぱり圃場の畔や草の管理。やはり潜み場が農地に近いと鳥獣が出てくる率というものが大変多ご

ざいますので、やはり農地と薮といいますか、潜み場の距離を緩衝帯を結局作らないと、何をや

っても一緒ということで、小国町においてもワイヤーメッシュを設置されているのですけれども、

イノシシ等にやられて圃場をかき回されて全滅になったということも過去にはございますので、

物が大事というよりも、まずは圃場を自分たちで管理していくというところの姿勢が一番重要で、

その次に「ここなら電気牧柵にしようか。ここならワイヤーメッシュにしようか。」という選択

肢が出てくるかと思っております。 

以上です。 

８番（松本明雄君） 今、係長から説明があったとおり、僕もその講演会にも行きました。だから

言いたいのは、今は徹底してまた広報なんかに載せて、２４時間電気を入れないと全然効果がな

いと。そして今の時期ですと、実のなる食物がありますので、柿や栗とかいろんなものを、食べ

ないものは切っていただく、そういう方法を出していただきたいと思います。 

関連して、今シカやイノシシとか出ていますので、やっぱり駆除のほうも徹底して課長にはお

願いしてやっていただきたいと思いますので、以上です。 

３番（穴見まち子君） それに関連してなのですけれども、１８５ページの狩猟免許取得費補助金
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と書いてありますけれども、前年度は何名の方が取られていますか。 

林政係長（長谷部公博君） お答えいたします。 

昨年度、新規で取得しましたのが、役場職員を入れて８名でございます。そのうち役場職員が

２名、あとの６名につきましては一般の方となっております。 

３番（穴見まち子君） この免許を持っておられる方というのは、結構高齢者の方が多いですけれ

ども、若い方の育成というのは、先ほど言われた方の年代はどのくらいの方がいますか。 

林政係長（長谷部公博君） 適切な答えにならないかとは思っておりますが、３０代の方等が２人、

あとはやはり５０代の方、４０代の方という形になっているかと思います。正式な年齢はすみません、

出しておりませんので、はっきりは言えませんけれども、そういうような形だと思っております。 

３番（穴見まち子君） しっかり後継者というか、育成していただくと捕獲数も増えるし、私も農

家ですけれども、野生というのは今年は特に早くから入っているし、今はウンカのことがあるの

ですけれども、この野生動物生息数適正管理助成金であったり、鳥獣被害防止総合対策事業補助

金、それから有害鳥獣駆除補助金ですね、この中身的なものを詳しく説明をお願いしたいのです

けれども。 

林政係長（長谷部公博君） まず、野生動物生息数適正管理助成金について御報告をしたいと思い

ます。野生動物生息数適正管理助成金につきましては、町単独の事業でございまして、猟期、狩

猟登録ですね、毎年１１月から狩猟が始まりますけれども、狩猟登録期間中にイノシシとシカを

捕獲した狩猟者に対して、イノシシに対しては１頭５千円、シカに対しては１頭８千円を交付し

ております。 

次の鳥獣被害防止総合対策事業補助金につきましては、これは有害鳥獣駆除期間でございます

ので、猟ではなくて町が駆除許可を出したときに捕獲したイノシシ・シカに対して補助金を出し

ております。イノシシですと、イノシシの成獣で７千円、幼獣は５千円、シカの成獣で７千円を

１頭あたり交付しております。 

それから１８５ページの林業総務費の負担金の一番下から３段目ですかね、有害鳥獣駆除補助

金につきましては、先ほど申しました鳥獣被害防止総合対策事業補助金と同じ活動ですね。駆除

期間で捕獲をしたイノシシ・シカに対して町単独で補助をしております。単価につきましては、

イノシシが１頭５千円、シカに対しましては１頭８千円を交付しております。 

以上でございます。 

３番（穴見まち子君） 頭数はイノシシが５７０、シカが２７９と出ているのですけど、この３項

目上がっていますけれども、その１つずつの頭数は分かりますか。 

林政係長（長谷部公博君） まず、野生動物生息数適正管理助成金のほうですね、イノシシが２９

４頭、シカが１３４頭の捕獲でございます。 

鳥獣被害防止総合対策事業、有害鳥獣駆除事業につきましては、同じ頭数となっております。
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同じ事業といいますか、１頭に対してのそれぞれの補助金になっておりますので、イノシシの成

獣が１９４頭、イノシシの幼獣が８２頭、イノシシの捕獲の計として２７６頭、シカの成獣で１

５５頭になっております。 

以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質問ございませんか。 

５番（児玉智博君） 林道愛護費について、まずは単価を教えてください。 

建設課審議員（小野昌伸君） 愛護費は１キロメートル当たり２万円ということで、メートル換算

すれば１メートル２０円となっております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） それでは、その次のページの除草作業等委託料でありますが、この単価はい

くらになっておりますか。 

建設課審議員（小野昌伸君） メートル当たり６２円の単価で算出しております。 

５番（児玉智博君） はい、分かりました。 

そうしたら、この除草作業等委託料は森林組合に出しております。基本的にその６２円で積算

を予算されると思うのですが、その後の入札は何社が入札した上での森林組合が落札したという

ことになるのでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） ６２円の根拠等を先に説明しておきますけど、６２円の根拠としま

しては、切りの法面を１メートル、路肩のほうも１メートル切るということで、あとは草刈の普

通作業員の人夫賃と機械損料という形で出しております。集積運搬はなし。切りっぱなしという

ことで出しております。 

見積もりを取って、建設業協会のほうから２社と森林組合で見積もりを取っております。それ

で、一番低かった森林組合にお願いしているという事実であります。 

５番（児玉智博君） 落札率は何％でしたか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今回は、また後ほどきちんと説明しますけれども、８７、８だった

と思います。 

議長（松﨑俊一君） ここで暫時休憩をいたします。午後の会議は１時から。 

（午後０時００分） 

議長（松﨑俊一君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時００分） 

産業課審議員（宮﨑智幸君） 午前中にお答えできなかった分について、お答えしたいと思います。 

農業委員会の分なのですけれども、令和元年度に農業委員会のほうで取り扱った案件の件数と

いうことでお答えしたいと思います。農地の貸し借りの件数につきましては、申請件数１２９件

で、筆数で２２６筆となっております。それから農地法３条による農地の売買ですけど、件数の
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ほうが２２件、筆数で９４筆となっております。それから農地転用ですね、農業用施設であった

り山林の転用であったり、宅地等に転用という部分の農地法４条、５条に係る転用案件が申請件

数で１５件、筆数で３３件となっております。 

以上です。 

農政係長（永江和広君） 午前中に児玉議員より御質問のありました中山間地の直接支払制度にお

けます田の圃場整備率について、お答え申し上げます。 

中山間に取り組んでおります田の面積が４０２.５ヘクタール、そのうち圃場整備が完了して

いる土地が１９８ヘクタールということで、圃場整備率につきましては４９.２％でございまし

た。 

以上です。 

建設課審議員（小野昌伸君） 午前中に除草作業委託料の落札率というところで、大変申し訳あり

ません。私８７％ということで、税抜きの札で計算していたもので、税込みになると９４％にな

ります。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） それではページ数１８８、目水産業費、それから商工費の中の商工総務費、

商工振興費、観光費が上がっております。順次お願いします。 

１９０ページが商工振興費。 

５番（児玉智博君） このプレミアム商品券の部分について伺います。大体、利用されたお店はど

ういったところになるでしょうか。これまで大きなスーパーのところにだいぶ偏っていたと思い

ますが、今回はそういった商店街のところとスーパーとの割合はどうなりますでしょうか。 

商工観光係長（大蔵将充君） お答えします。 

商品券の使用割合については、スーパーが７８％になります。その他小売業が１５％、サービ

ス業が５％、飲食業が１％、その他が１％になります。 

議長（松﨑俊一君） ほか質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） それでは、小国町創業支援事業補助金と空き家対策事業補助金でありますが、

これは両方あわせて申請されている方はいますか。 

商工観光係長（大蔵将充君） はい、お答えします。 

昨年度において、創業支援事業と空き家対策事業、重複して申請されている方はおりません。 

５番（児玉智博君） この創業支援事業補助金は２件でした。空き家対策事業補助金は３件でした

ということで、監査委員の意見のほうで、これはかなり少なくなってきているので、ちょっと考

えるようにという指摘がなされておりますが、どのように対応されますか。 

商工観光係長（大蔵将充君） 創業支援事業と空き家対策事業につきましては、平成２８年度から

開始されておりまして、今年度で５年目を迎えます。一応、５年間を一区切りということで商工
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会のほうと検証を行いまして、また次年度以降は継続するか、また新たな施策を設けるか、検証

をしてやっていきたいなと考えております。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑よろしいですか。 

観光費もありますよ。観光費が１９２から１９６ページの中段以下まで。 

７番（西田直美君） 観光費の中の臨時雇用賃金ですね、６名分の５３３万９２０円。それから作

業員賃金５１５万３千３００円。これは、どういうところに使う分の賃金なんですかね。 

商工観光係長（大蔵将充君） はい、お答えします。 

賃金におきましては、臨時雇用賃金のほうは鍋ヶ滝公園の料金徴収等に係る賃金になります。

作業員賃金のほうは、鍋ヶ滝公園のほうで警備会社より警備員を雇いまして、その警備員の賃金

になります。 

７番（西田直美君） ということは、鍋ヶ滝に令和元年度で７千１００万円ぐらい入っていました

けれども、こういう雇用賃金とかそういうものを差し引いた部分ですよね。結局、ネットとして

町に入ってくるのは幾らぐらいになるのですか。 

商工観光係長（大蔵将充君） 昨年度の鍋ヶ滝公園関係の収入が、７千１２６万５千８０円になり

ます。維持管理を行っていく上で、経費のほうが１千４６８万３千７６４円かかっておりまして、

実際の収入になります金額のほうが５千６５８万１千３１６円になります。 

７番（西田直美君） ありがとうございます。 

これは全ての経費を引いて、まるまるのネットが５千６００万円残るということですよね。 

商工観光係長（大蔵将充君） 賃金のほかに、消耗品だったり印刷製本費、光熱費等の経費がかか

ります。また、シャトルバスの代金だったり下水道の使用料等を差し引いて本当に収入になるの

が、先ほどの金額になります。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 鍋ヶ滝公園バイパス測量設計委託料８３１万６千円ございます。現状でどこ

まで進んでいるのか。図面は出来上がってしまっているのか、教えてください。 

商工観光係長（大蔵将充君） 昨年度におきまして、実施測量を行いまして線形の検討をしていま

したところ、工事のほうに社会資本整備交付金が使えるということで、線形の検討を再度行いま

した。鍋ヶ滝公園から国道３８７号線に出るまでの線形を概略設計で再度コンサルのほうにして

もらいまして、実際は７６５メートル分は実施測量のほうが完了しております。それは、伊藤組

の事務所から集排の施設の手前に出てくる分の実施測量になります。 

それから起点側と終点側のプラスアルファ分ですね、その分は再度また概略の測量に入っても

らって、計１千３００メートルほどの概略設計のほうを、現在してもらっています。 

５番（児玉智博君） その実施設計というか、測量ですね。それも追加の予算を組まなくても、結

局最終的な測量まで終わってしまうのですか。 
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建設課審議員（小野昌伸君） 今年度予算でも説明したとおり、今年度から社会資本整備交付金で

鍋ヶ滝のバイパスは建設課の所管で取り扱うということで、今、大蔵係長が申し上げましたとお

り、約８００メートルの伊藤組から町道タッチまでは、今実施設計が終わっております。これに

関しては、今後用地の実施測量、新たな土地がどれだけかかるとか、そういうものをやっていか

ないといけないことが残っています。それから前後に関しては、今から基本計画から入って、ど

こからのアプローチがいいのかと。今、お金をつぎ込んだルートを生かしながら、最良の案で今

検討をしているところです。その委託は、今回社会資本整備交付金重点事業に該当しますので、

６５.７の重点事業のほうの委託事業で補助金をもらいながら、今年度から始まっていくという

ところで、もう今から前情報課がやったものを生かしながら本計画を入れていくというところで、

今年発注というところになっております。まだ、発注しておりません。災害が出たもので、プロ

パーの発注が遅れております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 計画として、開通はいつまでにするのですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今のルートで、まず伊藤組から向こうの山に抜けるまでに橋りょう

があります。今、一番の懸念は伊藤組のところ、平面交差をすれば、また同じような交通混雑が

起こるということで、立体交差も視野に入れながらいろんなことを考えながら鍋ヶ滝の第３駐車

場までもっていく工面をしております。最終段階も町道におろすのがいいのか、裏を通すのがい

いのか、いろんな案を検討しながらですね。一応、試算としては工事費だけでも６億円ぐらいか

かると思います。用地測量まで入れれば７、８億円の事業なので、最低２億円ずついったとして

も５年はかかる見込みで計算しております。 

以上です。 

町長（渡邉誠次君） 今のに少し補足させていただいて。やっぱり災害が今回ございましたので、

少し計画的にも難しい部分は出てくる可能性もあります。それから、今回切り替えて社会資本整

備交付金を充てさせていただくのを去年の段階、その前の段階では考え方の中では鍋ヶ滝の収入

で補うというところで、まずは考えていたところでスタートしたというふうに思っております。

社会資本整備交付金に考え方を切り替えましたので、町としても有利な補助金を使いながらとい

うところではありますけれども、やっぱり根本的には一般財源、鍋ヶ滝の部分、西田さん言われ

ましたけれども大切にしていきながら、この道路の部分に関しても今回の災害は非常に厳しいで

すので、少し５年間では難しいかもしれないという予測はありますけれども、できるだけ地域の

人たちに御迷惑もかかっておりますので、その部分としっかりとバランスを取りながら考えさせ

ていただきたいと思います。 

以上です。 

８番（松本明雄君） ８番です。 
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関連してですね、実施設計まで入ったのなら、地権者の方と一応話はしていると思います。地

権者の方の反対などはないでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今、御指摘があるように、測量に入るときは必ず測量の立ち入りの

許可を得ます。今のところ、「入っちゃいかん。うちを測量しないでくれ。」という人の意見は

ありません。順調に進んでいるものと考えております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） はい、進めます。 

ページが１９８、これは情報課になりますが、北里柴三郎博士顕彰費。 

７番（西田直美君） １９５ページの小国郷観光会議補助金９０万円です。これは、観光関係者が

一体となって行う魅力ある観光地づくりと観光振興事業に対する補助金ということですが、これ

は会議や何とかで実際にモニター関係の何とかをやってみるという、そういう作業関係みたいな

ものは入っていないでしょうか。９０万円はどういうものに使うのか教えてください。 

商工観光係長（大蔵将充君） 小国郷観光会議におきましては、昨年度、会議のほうは毎月大体１

回ほど行っております。その中で小国郷観光会議として昨年度活動した実績は、天神のイムズに

ありますローカルデベロップメントラボというところがあります。そこに今、年間を通して小国

郷の商品を置いていただいています。また、１２月の短期間ではあったのですけれども、小国の

ＰＲも兼ねて小国郷観光会議の者がそこに行きまして、直接来られたお客さんと会話をしながら

商品を売ったり、小国郷のＰＲをしております。 

また、そのほかですけれども、そういったＰＲプロモーションに行くときに、小国郷が体験で

きるものがあるといいなというところで、ＶＲコンテンツの作製をしております。そのＶＲのコ

ンテンツにつきましては、鍋ヶ滝、遊水峡、押戸石のほか、マゼノ渓谷をＶＲ動画にしまして、

それをＰＲ等に行くときにゴーグルも持って行って、その場で小国郷の中の一つの観光資源を体

験してもらうという取組みをしております。また、ＹｏｕＴｕｂｅにそちらのほうも掲載してお

ります。 

また、そのほかですね、野遊びの体験ツアーのほうも昨年度は６回ほど行っております。 

以上です。 

７番（西田直美君） バーチャル・リアリティというのは何台ぐらいあって、またそれというのは

制作自体は別なところからきているのですかね。それともバーチャル・リアリティ、その鍋ヶ滝

云々というのは、更新してというか、一つだけのプログラムというのですかね。それか、若しく

はそれに加えていって、いろいろ幾つか違うものをやっていくというような計画があるわけです

か。 

商工観光係長（大蔵将充君） 今のところ、それを活用して紐づけしていくということは、まだち

ょっと考えておりません。一つひとつの単体で、昨年度作製しました。 
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７番（西田直美君） ＡＳＯおぐに観光協会に１千３００万円というのが、去年はできたばかりで

ということで補助がいったわけですが、それがどういうふうに使われているかということに対す

る監査というか、監督というか、そういうものというのは町のほうでやるんですかね。 

それと、今年みたいにコロナで観光関係はかなり壊滅的打撃を受けているようなところなので

すが、それに対して、例えば次年度にも同じような感じで持って行く方針であるのか、というと

ころを教えてください。 

情報課審議員（秋吉祥志君） はい、お答えします。 

小国町観光協会補助金の１千３００万円でございますが、これは設立する前年の今から３年前

に、３年間で観光協会の内部組織の体制を整えていくということで、それまで既存の１千３００

万円というものが杖立温泉観光協会、それとわいた温泉組合のほうにそれぞれ支給しておりまし

た合計の金額になっております。令和元年度までは同じように杖立温泉観光協会とわいた温泉組

合に、ほぼ例年どおり支給した形になっております。今年度につきましては、先ほどおっしゃら

れましたようにコロナウイルスの関係上、杖立も開催して初めて「こいのぼり祭り」も中止する

というようなことで、例年どおりの実施ができておりません。必要な経費分につきましては、そ

れぞれの団体のほうに交付はしておりますけれども、そういうイベント関係の予算につきまして

は、今のところ保留をしている状況になっております。 

今後、コロナウイルスの収束、又は再び経済活動を軌道に乗せていくというか、再開していく

というようなタイミングを見計らった中で、観光協会の中でこの残りの予算については執行を考

えていくというふうになっております。 

また、予算の監査につきましては、これは町からの補助金で出ておりますので、当然、町のほ

うの監査も受けて、執行の内容につきましてはチェックを入れているところでございます。 

以上です。 

７番（西田直美君） 昨年度に関しては、これ１千３００万円が杖立とわいたにいっているという

ことでいいんですよね。例えば、わいた温泉組合のほうでいくと７００万円、厨房機器などに予

算を取って、この間行ってみたら新しい機材が入っていましたけれども、例えばそれ以外のとこ

ろでのこういう補助金がきたものを、わいた温泉組合のほうで何に使っているかというのをお分

かりになりますか。 

情報課審議員（秋吉祥志君） わいた温泉組合の使用内容につきましては職員の給与の賃金１名分、

それからわいた温泉組合のほうでは、昨年度の実績としましては組合員の情報の共有化を図るた

めの通信機器の購入費あたりに充当しております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほか御質問等ございませんか。 

５番（児玉智博君） 関連してなんですけれども、その１千３００万円が杖立にいくらいって、わ
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いた温泉にいくらいって、それぞれの使途も簡単にで結構ですので教えてください。だから通信

機器がいくらなのか、賃金はいくらですとか、そういう形で。 

情報課審議員（秋吉祥志君） お答えします。 

昨年度の実績といたしましては、杖立温泉観光協会に１千５０万円、それからわいた温泉組合

のほうに２５０万円、合計しまして１千３００万円の交付という形になっております。その中で

主なものといたしましては、杖立温泉観光協会は、こいのぼりの祭り、これが約４７０万円。そ

れからわいた温泉組合のほうが温泉感謝祭が２６万円、それから広告宣伝費としまして２５万円

が出ております。それから設備費、パソコンのソフトとしましては、わいた温泉組合のほうが購

入しましたのが９７万円、それから人件費としまして１３２万円が出てきております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ページ進みます。１９８ページ、北里柴三郎博士顕彰費。それから次の下の

段が土木総務費ですね。土木総務費、水道総務費、道路維持費、道路新設改良費、２０４ページ

まで。 

４番（久野達也君） ２０３ページの単県道路改良、それから急傾斜、前ページの単県砂防につい

てお尋ねさせていただきたいと思います。 

今回、台風被害あるいは洪水等を見ましたときに、河川については当然、県の管理河川でして、

河川掘削だとか護岸だとか、いろんな工事を２、３年前から県が積極的にしていただきまして、

そのことが被害を小規模に抑えることもできたかと、ある意味感謝しているところです。 

それでお尋ねしたい部分としまして、その感謝と共に、まず単県砂防だとか単県道路、急傾斜

だとか町のほうから県のほうへ例えば県道のここを改良してほしいと要望を上げて、当然、負担

金を払います。県道の住民の意見を反映させる施策内容かと思いますけれども、そういったよう

な中で、これらの単県事業負担金について例えば毎年上がってきて、要望を出すかと思うのです

けれども、地元からの要望で例えば積み残しだとか、１年遅れになっていくだとか、そういった

のは現状的にはどんなでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今、議員がおっしゃられたとおり、ここ近年、県のほうも頑張って

いただいて小国町にたくさんの予算を付けていただいております。今、ここに載っている負担金、

道路改良であれば県道北里宮原線、この前御説明したとおり、竹筋橋の下、尻江田工区、２工区

に分かれて地域住民の要望というよりも、竹筋橋の崩落によってバイパスを考えて欲しいという

意見をしっかり県が汲んでいただいて、改良バイパス工事を行っております。あと、県道でいえ

ば上田黒渕線、手水野のほうですね。ここは美化側溝ということで側溝の敷設替えをしてくれて

おります。あと、単県の急傾斜とか単県の砂防におかれましては、これは県が独自に危険渓流の

防止、災害が起きたときに先ほどもおっしゃったとおり、下流域の人家を守る、人命を守るとい

うことを最優先に考えていただいて、作業をやってもらっております。 
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地域住民の要望が一番多いのは、やはり河川掘削、それと国道の舗装の劣化、これに関しては

負担金は要りません。それに関しては、今月の今度１６日にヒアリングがあるのですが、それを

全て建設課のほうでまとめまして、写真等々をつけてヒアリングがあると。阿蘇郡の中でも町村

はたくさんありますので、最優先で付けてもらうというわけにはいきませんが、結構、頻繁に現

在国道のほうも３８７号線と４４２号線の交差点のところも、近頃近々でしてもらっていますし、

非常に要望には応えてもらっているというところで。今のところ、ストックといいましょうか、

まだ完了していないところはありますけれども、随時進んでいる状況であります。 

以上です。 

４番（久野達也君） 県も動いていただいているということで、大変感謝しているところです。当

然、市町村の負担金は負担金としてお支払いすると。そういった形で県の管理道路、河川等の改

良を積極的に進めていただくよう、今後も動いていただきたいと思います。 

８番（松本明雄君） 今の質問をしようかと思っていたのですけれども久野さんがされましたので。

もう一つ、今度の水害で見ると分かるように、人吉では相当な橋が流されております。ここにあ

るように橋りょうの点検を小国町もしたと思います。相当な橋がありますけれども、この点検を

されたところの細部が分かれば教えていただきたいと思います。今までは、上からの圧力だけし

か橋を見ていなかったと思うんですけど、ピアにあたる水量がどのくらいもつのかという点検の

仕方などがあれば教えていただきたいと思います。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今おっしゃった、災害関連に関して下部工、橋脚にあたる頻度の測

定は今のところ、この橋りょう点検には入っておりません。そもそも、この橋りょう点検が始ま

ったのが、２０１２年１２月、皆さん記憶にあるかと思いますが、中央自動車道の笹子トンネル

の天井板落下で死亡事故も出たと、これで道路法が改正されて、トンネル、橋りょう、構造物、

擁壁からブロック積み、舗装にいたるまで全て、もう２度とこういう事故を起こしたらいけない

ということで、国道交通省のほうが一斉点検しなさいというところから、始まりました。うちの

場合は、橋りょうは１６６橋、これを５年に１回は点検しなさいということで、平均すると３４

橋ずつ点検をしていくような形になります。 

しかしながら、非常に農用地開発公団からいただいた、町道の上田西里とか、こういう１００

メートルを超える橋りょうが８橋ぐらいあります。これは１橋あたり、大体１５メートル以上の

橋りょうになると金額が３００万円ぐらいで終わるのですが、長大橋というところで１橋あたり

１千３００万円ぐらい委託費がかかります。これは高所作業車を使ったり、下手すれば足場を組

んだりして基本は近接目視といって、作業員が足場の上に乗って打設で自分の目で技術者が判断

して集計を取りまとめると。これをまとめたのを５年に１回、長寿命化修繕計画を立てなさいと

いうことで、レベル１、２、３、４つに分けないといけないようになっているのですよ。レベル

１は健全、レベル２はやや悪い、レベル３、４になると早期修繕をしなさいと。４に至っては、
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通行規制か橋を架け変えなさいという強い指導が来ています。ちなみに、この橋りょうの１６６

橋を割りますと、健全が６４橋、予防保全段階が７３橋、早期措置が２８橋、緊急措置が１橋と

いうことで、小国の場合は１９５０年ぐらいから作られたもの、５０年以上経っているものが、

ほぼ半数以上占めていますので、本当に劣化が激しいというところで。あとは修繕をいかにお金

を使わず、早期発見、早期治療、人間の身体で言えば、早く発見して早く治療をすると、コスト

縮減に努めよということで、架け替えなども１橋変えるだけで１億円ぐらいかかりますので、そ

んないくら補助が出るといっても、それは無理な話で。今、そういう形で２サイクル目ですかね、

もう今現在、その繰り返しをエンドレスで続けていくと。そして人命を守るというところで。 

以上でございます。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

５番（児玉智博君） 記念館の駐車場整備工事についてなのですが、金額が２千６９１万８千４２

４円ということで、立派な一戸建ての家が建つぐらいの予算です。恐らく、この調書の３ページ

に書いてある内容が、建物の解体工事と駐車場の整備工事ということであったために、高額な金

額になっているのだと思うのですが、建物解体にかかった費用と駐車場の整備にかかった費用の

内訳が出せれば、教えてください。 

商工観光係長（大蔵将充君） はい、お答えします。 

すみません。ちょっと円単位までは分からないのですけれども、解体費用で２千１６０万円ほ

どかかっております。駐車場の整備が５３１万８千円ほどです。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ページ進みますよ。２０４ページ、河川総務費。それから２０６ページが住

宅管理費、２０８ページが危険住宅移転費、これまでいきます。 

５番（児玉智博君） 除草作業費ということで、先ほど林道のほうを聞きましたら、単価が６４円

だったですかね、ということでしたけれども、こっちの町道の単価はいくらほどになるのですか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 町道の場合は、単価メートル当たり２００円です。これは先ほど言

ったように、草刈りをして、そのまま放置するわけにはいけませんから、集積をして運搬すると

いうことで、単価が上がっております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

また質疑漏れ等ありましたら、いただきます。 

ページが少し飛びます。２５０ページ、款項目の目でいきますと、農地災害復旧、農業用施設

災害復旧、林業用施設災害復旧、土木施設災害復旧、住宅耐震化支援事業が本日の所管になって

おります。 

５番（児玉智博君） この農業の災害復旧で調書の№２を見ますと、松葉災害復旧工事ですね、あ



 

32 

の水田ですけれども出ております。これは恐らく、今年この田んぼを植え付けようと準備をしよ

うとしたら、トラクターがずり込んでしまって、動けなくなってしまった田んぼだと思うのです

が、要するに地盤を固めるのが甘かったためだと思います。ここに書いてある伊藤組と書いてま

すけど、下請に出してたぶん町外の業者が直接施工したのだと思いますが、こうなった場合、こ

の補償はどうなるのでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） その情報はこちらのほうも十分仕入れていまして、補償というか、

これは手直し、竣工検査は終わってはおりますが、ブロック積み等々の異常がなかったという検

査なので、裏に水を貯めたらそういうことということで、伊藤組が自分のところで自社で努力し

て復旧するということですので、もうその作業に入っていると思います。 

５番（児玉智博君） やはり水を張るまでしているので、要するに、そこに植え付けるための苗の

準備であるとか、農家の人にしてみれば、そういうものが無駄になってしまった部分というのも

あると思うのですが、それはやはり実際、手直しをするというのはそれは当たり前だと思うので

すが、その辺はもう泣き寝入りする以外はないのでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 準備というと、すみません。ちょっとお聞きしたいのですが。苗の

費用とかのことでしょうか。 

５番（児玉智博君） もありますし、結局、寒起こしとですね、荒起こしとか、要するに田を植え

るための準備ですね、燃料とか、細かいですけど、そういうものもしながら田植えをしようとし

ていた労力が無駄になってしまう部分もあると思うんです。ただ、それはここに限らず一般的に

お尋ねしていると思ってください。その辺は運が悪かったというか、そういうことになるのでし

ょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） そういう事態は、これから災害復旧していくなかで多々起きるかも

しれませんけれども、ないように監督して務めていきたいと思いますが、そういうことがあれば

直接本人さんからそのような話を聞いていませんものですから、協議の上でいろいろと検討して

いきたいと思います。 

議長（松﨑俊一君） ほか質疑はよろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それでは、産業課、情報課、建設課の歳出の質疑は終了いたしましたが、質

疑等の漏れがありましたら、歳出。またあとからも受け付けますが。 

８番（松本明雄君） この決算とちょっと関係ないのですけど、いいですか。 

議長（松﨑俊一君） 関係あるかないかは、聞いてみないと。 

８番（松本明雄君） 産業課長にお聞きしたいのですけど、小国町もだんだん温暖化になっており

まして、テレビを見ると都市部の乳牛の量が減ってきていると思うのですよ。そして、小国町も

特産のジャージーがありますので、小国ではちゃんと扇風機とか入れてやって、温度を下げてい
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るのか。そして乳量が下がっていないのかお聞きしたいと思います。 

産業課長（秋吉陽三君） 確かにおっしゃるとおり８月の猛暑の中では、どうしても牛の餌食いが

落ちます。エサの量が落ちますので、それはもう乳量に影響して乳量のほうも現在少なくなって

いるような状況でございます。 

それと、暑さ対策といたしましては、酪農家はほとんどの牛舎に換気扇、扇風機等はもう準備

されております。しかし、これ以上の暑さ等を考えると、小国は高冷地ということでまだミスト

シャワーあたりの施設や設備は、まだ実施している酪農家はないのですけれども、菊池あたりで

はミストシャワーあたりも設置されておりますので、今後はそういう検討も必要かと思っており

ます。 

議長（松﨑俊一君） ただいまから、歳入に入ります。 

ページが飛びます。１９ページ。歳入のほうは一番右側の備考欄、こちらのほうで追っていき

たいと思います。 

１９ページが森林環境譲与税が上がっています。 

それから２３ページ、国有地貸付分担金も入りますか。 

２５ページ、農地災害復旧費分担金、単県治山事業分担金、光ファイバー加入分担金、このあ

たりが本日の所管です。 

５番（児玉智博君） この光ファイバー加入分担金は、令和元年度は何人の方が加入されましたで

しょうか。 

情報係長（佐々木博隆君） ２６件ですね。負担金が３万円という形になっておりますので、合計

の７８万円という形になっております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ２７ページ、光ファイバー使用料、現年分と滞納繰越分。 

次のページ、２９ページは農産物から真ん中下の道路占用料まで本日の所管です。 

３１ページ、鍋ヶ滝公園直販所使用料から入園料、土地使用料、この３本が入っております。 

３３ページ、上２つ除いて、農地等証明手数料、光ファイバー休止・再開手数料、３つ飛んで

道路証明手数料、その他手数料。 

５番（児玉智博君） 光ファイバーですが、休止と再開のそれぞれの件数を教えてください。 

情報係長（佐々木博隆君） お答えします。 

光ファイバー休止、再開の件数についてですけれども、休止が７４件、再開が４２件の合計１

１６件というふうになっております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 先ほど聞きました新たな加入の分担金を含めても、大体それでも休止のほう

が上回っているわけですけれども、この休止に至った原因というのは何なのか、調べていらっし
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ゃいますか。 

情報係長（佐々木博隆君） お答えします。 

休止の原因についてはアパート等の出入りについて、これにつきましては料金値上げの際の勉

強会のときに児玉議員のほうから発言がありまして、集合一括契約というものを今まで執り行っ

ておりましたけれども、料金改定に伴って同じサービスをしているのに、そこで割引があるのは

おかしいのではないかということで、御指摘がありました。それで、集合一括契約をなくしまし

た。それによりアパート経営者の方は、退去されたらすぐに休止を出す、新しく入ったら再開を

出すという形で、ここの休止・再開については前年度と比べると件数も増えております。 

また、それ以外にも休止につきましては、もうそこに人が住んでいないと。家を取り壊したい

と思うけれども、もしかすると住むかもしれないので、テレビを見る環境はつくっておきたいけ

れども使用料はだけは休止届を出さないとずっと発生するので、その件数も増えているのが原因

となっております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） ほとんどが転出に伴う休止ということでしたけれども、要するに、そこには

住み続けているけれども、もうテレビも見ないとかそういう理由で、転出はないけれども休止す

るというような人はいませんか。 

情報係長（佐々木博隆君） 転出はしないけれども休止をするという場合のケースとしては、町内

の老健施設等にご両親が入られたりした場合には、実際住んでいる息子さんたちは町外にいらっ

しゃるのですけれども、お父さんお母さんが町内にいらっしゃるという場合のときとかは、その

ような形のケースが数件出てきております。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ページ３５、公共土木施設災害復旧費国庫負担、それから少し飛びまして３

９ページが土木費の国庫で社会資本整備総合交付金、それから４１ページにいきまして社会資本

整備総合交付金の商工費関係の国庫。それからプレミアム付商品券事務費補助、プレミアム付商

品券事業費補助が当所管ですね。 

歳出のほうで、さっき質問がありましたですね。 

４９ページ、県補助金で下のほう、農業委員会交付金、国有農地関係、中山間地域関係、経営

所得安定対策推進事業費補助金、それから５１ページは全部当委員会ですね。 

それから５３ページ、この一番下の水俣以外は当委員会ですね。よろしいですか。また漏れが

あったときには言ってください。 

５５ページ、上から２つを除いて住宅耐震関係、熊本地震復興、復興費の事務費のほうは、こ

れは外れますか。総務関係ですかね。その下の農地災害、農業用施設、林業関係、電源立地交付

金、土砂災害危険住宅移転の補助金。 
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５９ページが県の委託金で、県有公園施設清掃管理、それから県管理河川清掃業務各々の委託

金ですね。 

６１ページ、一番上の中山間ふるさと水と土保全対策積立金利子収入、下から２番目、Ｊ－Ｖ

ＥＲクレジット売払収入。 

少し飛びます、６９ページ。事業収入の農業者年金業務、農地中間管理機構特例事業等業務委

託金、雑入に入りまして７１ページ。 

５番（児玉智博君） この農地中間管理機構を通じての農地の貸し借り等は何件ありましたでしょ

うか。 

産業課審議員（宮﨑智幸君） この農地中間管理機構特例事業を利用しての農地の売買は、前年度

１件になっております。まず、特例事業というのは買い手、それから売り手の税制の優遇措置が

あるということで取り扱われる事業です。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 先ほど教えていただいた農業委員会のほうですけれども、何ページだったか

な。農業委員会のほうでは、かなり貸し借りが１２９件、２２６筆とか、売買は２２件の９４筆

ということで多かったのですが、こちらの中間管理機構のほうが１件ということで、かなり少な

いわけですけれども、それはやはり担い手の人が借り受けたり、買い受けたりする件数自体が少

ないからそうなんですかね。 

産業課審議員（宮﨑智幸君） 当然、特例事業の対象には担い手としての位置付けがされていると

いうことで、簡単に申しますと認定農業者あたりがこの事業の対象となります。ということで、

当然これについても売り手、買い手の意向も関係してきますものですから、こういった件数にな

っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） すみません。私自身が理解できていないので、もう１回聞かせてもらうので

すけど、つまり先ほど教えていただいた農業委員会のところでの１２９件であったりとか２２件

というものについては、いわゆる担い手として位置付けられている方が借り受け、買い受けには

なっていないということなんでしょうかね。 

産業課審議員（宮﨑智幸君） この中間管理機構の特例事業につきましては、これは売買というこ

とで先ほどの件数の農地法３条での売買の２２件という部分について、対象になる部分がいくつ

かあると思います。その中で、当然事業の要件を満たし、尚且つ、そういった優遇措置を受けた

いという方については、この中間管理機構の事業を利用するというふうになっております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） つまり、その担い手の人が３条の２２件の中にはいるということでしたが、

いろいろ御本人たちの意向であったりとか、条件や個別にいろいろ事情はあったと思うのですが、
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やはり税制上の優遇というのは大きいと思うんですよ。やはり売った人は不動産取得税や所得税

や国税が取られて、そしてまた住民税も上がるし、その人が国保とかだったら国保税とかも上が

るということで、せっかく土地を売っても、また同じぐらい税金として取られてしまうというよ

うな話も不動産売買をした方は言われますので、なるべくならそういう有利な条件のほうで利用

できるように、中間管理機構の活用ということを考えていただければと思います。 

産業課審議員（宮﨑智幸君） 今後、農地の売買等の案件があった場合に、そういった管理機構事

業あたりの事業の説明も併せて行っていくようにしていきたいと思います。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ページが７１ですね。雑入のほうですかね。上から２番目、柏田第１期浄化

槽負担金、次のページが７３ページ、伝送路利用収入、ＩＲＵ利用収入、番組配信利用収入、２

つ飛んで中山間地域等直接支払交付金、２つ飛んで光ファイバー引込工事、１つ飛んで光ファイ

バーケーブル保守費用負担。次のページが物品汚損料、２つ飛んで町村の魅力を訴えるイベント

助成金、３つ飛んでゆうステーション納付金。 

７７ページ、コミュニティＦＭ周波数移行機器更改負担金、農業担い手支援給付金返還金、４

つ飛んでプレミアム商品券販売収入。最後が７９ページ、全国農業新聞情報活動交付金となって

おります。よろしいですか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） それではないようでしたら、歳入並びに歳出に関して質疑等の漏れがあれば

お願いしたいと思います。 

商工観光係長（大蔵将充君） 歳出のほうで、先ほど児玉議員からの質問に対する答弁で、ちょっ

と誤りがありましたので訂正させていただきたいと思います。 

記念館の駐車場整備の工事費の内訳です。数字のほうが間違っていましたので訂正させていた

だきます。解体のほうが１千５３７万５千円です。駐車場整備のほうが１千１５４万３千円にな

ります。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、以上で令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算は終わります。 

ここで暫時休憩をいたします。２時１５分から。 

（午後２時００分） 

議長（松﨑俊一君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１５分） 

議長（松﨑俊一君） 次に別冊令和元年度小国町簡易水道特別会計歳入歳出決算及び小国町農業集
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落排水事業特別会計歳入歳出決算並びに小国町水道事業会計利益の処分及び決算の認定について、

所管課より説明をお願いします。 

建設課長（時松洋順君） それでは、建設課所管であります特別会計及び水道事業会計の決算につ

いて、概要を説明させていただきます。 

まず、小国町簡易水道特別会計から説明をさせていただきます。施設といたしましては、杖立

水道、小薮水道、市井野水道の３施設の会計になっております。 

特別会計決算書の１２２ページをお開きください。総括表に歳入の記載がございます。使用料

及び手数料といたしまして、水道使用料として５９２万９千４３０円と前年度からの繰越金２２

万円がございます。歳入の決算といたしましては、６１４万９千４３０円でございます。対前年

度比1.５％の増となっております。 

隣の１２３ページが歳出でございます。総務費といたしまして５９２万９千４３０円でござい

ます。こちらも対前年比１.５％増となっております。 

１２８ページをお開きください。歳入から歳出を差し引いた残りの２２万円を繰り越しさせて

いただいたものでございます。 

１３０ページをお開きください。歳入の明細となっております。今年３月末での給水戸数とい

たしましては、杖立水道が１３９戸、小薮水道が２３戸、市井野水道が１１戸。昨年度に比べま

して杖立水道が９戸の減、市井野水道が１戸の増となっております。 

次のページの１３２ページからが歳出の明細でございます。水道等の一般管理費でございます。

１３３ページ中間ほどに１３委託料といたしまして、維持管理委託料４６０万４千９００円とご

ざいますが、この金額は収支として残った金額を水道組合の維持管理費として支出しているもの

でございます。他の２つの組合水道につきましても、実質的な維持管理は各水道組合で実施して

いる関係で、各地区同様に支出しております。 

以上で、小国町簡易水道特別会計の決算について、説明を終わらせていただきます。 

引き続きまして、小国町農業集落排水事業特別会計について概要を説明させていただきたいと

思います。 

１３８ページをお開きください。総括表の左のほうに歳入の記載がございます。歳入といたし

ましては、分担金及び負担金、使用料及び手数料、県支出金、財産収入、繰入金、繰越金、諸収

入、町債の合計が１億４千９０４万１千８１９円となっております。対前年度比といたしまして

６.６％増加しております。 

隣の１３９ページが歳出でございます。総務費と公債費の合計で１億４千５４９万８千９３２

円、対前年比１０.８％増となっております。 

１４４ページをお開きください。歳入、歳出を差し引きました３５４万２千８８７円を翌年度

へ繰り越しさせていただいたものでございます。 
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次に、１４６ページを御覧ください。このページからが歳入の明細となっております。農業集

落排水事業分担金といたしまして３５万円が納入されております。こちらにつきましては新規加

入４件の加入金でございます。今年３月末での加入状況といたしましては、田原地区につきまし

て４０世帯、西里地区につきましては１４５世帯、黒渕地区につきましては２９３世帯でござい

ます。３地区合わせて４７８世帯で、接続率としては８１.８％になっております。加入金の次

に、各地区の使用料がございます。 

続きまして、１４８ページには県支出金といたしまして、農業集落排水施設整備事業補助金５

００万円。１５０ページに一般会計からの繰入金が８千４４７万４千円。１５２ページに町債と

いたしまして、資本費平準化債２千４７０万円がございます。 

次に、１５４ページをお願いいたします。こちらが歳出の明細でございます。このページにつ

きましては施設の維持管理費に関する一般管理費でございまして、支出の計といたしましては４

千８０４万４千２４１円となっております。 

次１５６ページにつきましては、公債費でございます。公債費の計といたしましては９千７４

５万４千６９１円となっております。 

以上、小国町農業集落排水事業特別会計の決算について、概要説明を終わらせていただきます。 

続きまして、小国町水道事業会計について、同じく概要を説明させていただきたいと思います。 

別冊認定第９号と書かれてあります小国町水道事業会計決算書を御覧ください。御案内のとお

り、水道事業会計につきましては、収益的収支と資本的収支に区分されております。収益的収入

及び支出につきましては、１６、１７ページを御覧ください。収入であります事業収益といたし

ましては１億２千８１０万２千７０６円でございまして、前年度に比べまして３２２万２千８０

７円、率にして２.５％の減となっております。このうちの料金収入につきましては、１億１千

２５０万３千５２７円でございまして、前年度に比べ３２３万８千４８２円、率にして２.８％

の減となっております。支出であります事業費の主な内容といたしましては、減価償却費６千４

６４万４千２３２円、委託料といたしまして１千１１４万７千８００円、企業債の支払利息であ

ります９３６万６千１１円など、合計１億１千８７２万６千８０６円となっております。前年度

に比べまして２１１万８千４６６円、率にして１.８％の減となっております。収益的収入から

支出を差し引いた純利益は９３７万５千９００円となりまして、前年度に比較して１１０万４千

３４１円の減となっております。 

ページ戻っていただきまして、４ページ、５ページを御覧ください。資本的収入及び支出でご

ざいます。資本的収入といたしまして企業債２千５００万円、一般会計出資金といたしまして１

千６０万６千円、合計３千５６０万６千円となっております。 

資本的支出は建設改良費５千２４０万７千７７５円、企業債の償還金が３千５３１万３２５円、

合計の８千７７１万８千１００円となっております。資本的収入額が資本的支出額に対し不足す



 

39 

る額５千２１１万２千１００円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額４１６万９

千７４９円と、減債積立金３千５１０万円、建設改良積立金１千万円及び過年度分損益勘定留保

資金２８４万２千３５１円で補填しております。 

次に８ページ、９ページを御覧ください。当年度未処分利益剰余金２億１千４２２万６千５８

９円につきましては、９３７万５千９００円を減債積立金とし、残金を翌年度へ繰り越しており

ます。 

次に１４ページを御覧ください。改良工事の概況でございます。令和元年度につきましては堀

田地区で２件、七曲地区で１件の排水管布設替工事を行っております。 

１５ページは業務量でございます。給水戸数が令和元年度におきましては２千５９９戸でござ

います。前年度に対し２９戸増となっております。有収水量は７２万７千３４３トンで、前年度

に対し２万４千５９８トンの減でございます。有収率につきましては７３.８％で、１.８％の減

となっております。 

１８ページには重要契約の要旨といたしまして４件の工事並びに３件の業務委託の内容を掲載

しております。 

１９ページは企業債及び一時借入金の概況を掲載しております。 

続きまして、２０ページにはキャッシュ・フロー計算書、２２ページには決算付属明細書を添

付しております。 

以上、特別会計、水道事業会計について概略の説明を終わらせていただきます。 

議長（松﨑俊一君） ただいま所管課から説明が終わりました。これより特別会計決算ごとに進め

ていきたいと思います。 

まず簡易水道特別会計歳入歳出決算について、歳入歳出一括して質疑に入ります。お手元の別

冊のページの１２１ページから１３５ページまでとなっております。 

質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 質疑がなければ、農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算について、歳入歳

出一括して質疑に入ります。ページで１３７ページから１５７ページ。 

９番（熊谷博行君） 今日は質問しないところだったのですが、どうしてもこれが毎年毎年、目に

つきますので、ちょっとさせていただきます。 

８千４７０万円、４７８軒で割っても永久的に払える金額ではないと思います。小国町全部で

３千軒で払っても、１軒当たり毎月２千５００円ぐらいの割合でとっていかないと、ゼロ円にな

ることはございませんが、今後どのような打開策を考えているか、何かあればお答えください。 

建設課審議員（小野昌伸君） 御懸念の一つだと自負しております。加入率は先ほど言ったように

田原１００％、西里が７９、黒渕が７８とまだまだ８０も届いてないくらいで、加入率の低さも



 

40 

要因かと思います。田原以外は皆さんご存知のとおり、山あり谷ありを無理矢理ですね、無理矢

理という言い方すみません、ポンプでつないでいるものですから、そのポンプの維持管理費等々

が非常に莫大な数になっております。今年から健全化といいますか、農業集落排水も補助金を取

りながら、今後のそういう改善のまずは委託を出して、これから設計したのが土地改良連合会な

のですが、今後どのようにやっていったら一番そういう経費が減っていくかということで、今、

具体的にちょっと出ているのが、まだ具体的ではないのですが、その黒渕でいえば３４基のポン

プを３０ぐらいの浄化槽に転換していくということで、そこで処理をしていくというところで、

試算ではかなり安くなるというか、経費がかかっていかないという情報になっていますが、まだ

まだこれは、今年から５００万円の委託費で、今から計画をしていきますものですから、色々な

今後の対策に一矢でもうたれればという形で、今年からやっと動き出すというところで、もう少

し答えは待っていただきたいと思います。 

以上です。 

９番（熊谷博行君） 計画があれば悪いほうには進まないと思います。なかなか、農業集落排水を

する前から危ないのは、大体分かっているのですが、それを引いているところは便利はいいんで

すよね、勿論。でも、浄化槽もない、まだ汲み取り式という家も多々ありますので、自然とそこ

からの税金もまわっていっているというような形になりますので、平等性にちょっと欠けるとこ

ろもありますので、明日、明後日できるものではございませんので、どうか毎年毎年頑張って計

画を立ててください。 

建設課審議員（小野昌伸君） 御指導、ありがとうございました。頑張っていきます。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、水道事業会計決算について、質疑に入ります。別冊のページ１か

らページ３０。 

５番（児玉智博君） この上下水道会計で調書のほうを見ますと、№１４のところに水道管の配管

の布設替えの工事があります。それで令和元年度は堀田地区と七曲地区ということで工事をされ

ておりますけれども、この堀田に関していえば第１工区と第２工区というふうに工区を分けて、

それぞれ別の業者に契約しているのですね。今年度は田原地区の工事をやっていましたが、そこ

は３つの工区に分けてやっていたかと思います。この工区を分ける理由は何でしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 一番は工期の短縮が一番望まれます。１社でこれだけ、逆に言えば

１００メートル、１００メートル、合わせて２００メートル施工するよりも、分割ができる範囲

なので、２業者が入れるような状況なので、早急に入って早急に完了すると。この２つに分ける

ときも基本は土木工事の場合は、今はそれぞれ諸経費をみていいということなんですが、手法と
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しましては１本の設計書の経費を案分していくということで、金額的には１本の設計書をやった

という形の算出で、極力コストを抑えながら工期の短縮を願うというところで行っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） 私は素人考えで、分けないでそのままの工事で発注したほうが、安く落札し

てもらえるのではないかと考えるわけなんですけれども、そういう簡単な単純なものではないと、

そういうことですかね。 

建設課審議員（小野昌伸君） 説明がちょっと理解できていなかったかと思いますが、要は１００

万円の工事を発注したとします。これを２本に分けた場合は、それぞれに諸経費が乗ってきます

ので、１２０万円の工事ぐらいになるのですよ。分かりますでしょうか。２００メートルの工事

をしたときに１本の設計書で発注すれば１００万円だったと。それぞれに分けたときは、それぞ

れの設計書２冊になって、それぞれの設計書に諸経費が乗りますので、もう直接工事費という人

件費が少なければ少ないほど経費は上がりますので、足し合わせると１２０万円ぐらいになるの

ですよ。２つに分けるか、１本のほうがいいという御指摘はあるかと思いますが、こういう発注

のときは逆に案分といいまして、その１００万円の工事の諸経費をそれぞれにかけていくと、足

し合わせれば１００万円になるというところで発注して、１本の設計書を発注したと同時なこと

で、メリットとしてはやっぱり２社に分けるほうが、水道事業なので早期着工、早期完了を目指

すというところで工期短縮が望まれると。そのメリットを一番考慮して発注をしたと。今回の田

原も同様でございます。入れないときは、１社に頼みます。どうしても分割ができない現場条件

があれば。現場条件が分けられるときは発注はこういう形でして、なるべく早く完了したいと願

っております。 

以上です。 

５番（児玉智博君） はい、分かりました。やはり、分けないほうが経費的には安くなるというの

は当然ですね。 

それで、今回の堀田地区の場合は、大体この２つに工区を分けたことで何日ぐらいの短縮が図

られたのでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 今、設計書等々がありませんものですから、１００万円の標準工期

相当があると思いますが、仮に足しても２千万円で１千万円ずつ、そうは工期の適正工期から見

ると変わらないとは思います。１千万円以上は、あまり変わらないのでですね。要は、短縮され

ているのは間違いありませんので、調べてからでよろしいでしょうか。適正工期の算定からしな

いといけないものですから。後ほどといいましょうか、今日中の回答がよろしいでしょうか。後

ほどでよろしいでしょうか。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 
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８番（松本明雄君） 今の水道のことについて、お聞きします。 

もうだいぶ、本管のほうは入れ替えたと思います。あと止水栓が主だと思いますけれども、ま

だあと何年か工事のほうはかかるのでしょうか。 

建設課審議員（小野昌伸君） 全体的な町の考え。随時、老朽化したものをやっていきたいと思っ

ております。 

８番（松本明雄君） それと漏水の調査を毎年やっていますが、今年度はどのくらい漏水があった

のか、件数が。分かれば教えてください。 

上下水道係長（前田孝也君） 漏水の調査の件数ですけれども、手元に書類がありませんので、ま

た後ほどお調べしてお答えさせていただきます。 

以上です。 

議長（松﨑俊一君） ほかに質疑ございませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） 特別会計について、今３本上がっておりますが、質疑漏れはありませんか。 

（「ありません」と呼ぶ者あり） 

議長（松﨑俊一君） なければ、これをもって本日の全員協議会を終了いたします。 

なお、この３日間で審議いたしました事項につきましては、９月１８日金曜日の午前１０時か

らの本会議にて、令和元年度小国町一般会計歳入歳出決算及び令和元年度小国町特別会計歳入歳

出決算、同じく小国町水道事業会計決算、それぞれを採決いたしますので、よろしくお願いした

いと思います。 

お疲れ様さまでした。 

（午後２時４５分） 
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